
第１回高知県子どもの環境づくり推進委員会（第６期）資料

高知県子どもの環境づくり推進計画（第三期）進行管理シート

・再掲事業　抜粋版
・全事業（プラン１～プラン１２）

【資料５】
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環境学習推進事業 平成22年度に開催した「全国
生涯学習フォーラム高知大会」
における「環境フォーラム」で
の提言を受け、ＮＰＯ等の団体
や学校、青少年団体が連携し
た自然体験活動や環境学習を
推進する。

○高知体験学習ガイドＨＰによる自
然体験活動等の情報提供の実施

○学習プログラムの作成

○指導者養成研修等の実施
・自然体験リーダー
　22.5時間×１回
・自然体験インストラクター
　22.5時間×１回

○高知体験学習ガイドＨＰによる自
然体験活動等の情報提供（イベント
情報等随時追加掲載）
○環境学習プログラムの作成
　18プログラム作成
○指導者養成研修等
・自然体験リーダー
　委託先：国立室戸青少年自然の家
　期日：9/14～16
  参加者数：22人
・自然体験インストラクター
　委託先：高知自然学校連絡会
　期日：2/22～23、3/8、3/9
　参加者数：19人

○高知体験学習ガイドＨＰによる自
然体験活動等の情報提供の実施

○指導者養成研修等の実施
・自然体験リーダー
　22.5時間×１回
・自然体験インストラクター
　22.5時間×１回

○高知体験学習ガイドＨＰによる自
然体験活動等の情報提供（イベント
情報等随時追加掲載イベント数150
件掲載）
○指導者養成研修等の実施
・自然体験リーダー
　独立行政法人国立青少年教育振
　興機構本部事業として実施された
　ため県教委としては委託中止。
・自然体験インストラクター
　委託先：高知自然学校連絡会
　期日：平成27年1月10日から12日
　参加者数：21人

○高知体験学習ガイドＨＰによる自
然体験活動等の情報提供の実施
○指導者養成研修等の実施
・自然体験インストラクター
　22.5時間×１回
○体験活動推進のための講師の派
遣

○高知体験学習ガイドＨＰによる自然体験
活動等の情報提供（イベント情報等随時
追加掲載イベント数150件掲載）
○指導者養成研修等（自然体験インストラ
クター）
22.5時間(2泊3日)の研修を実施（募集24
人）
○体験活動推進のための講師の派遣
・自然体験活動指導者研修の修了者をは
じめ、自然体験プログラムを提供できる経
験豊富な指導者を地域の青少年団体等
へ派遣する。指導者2名を10か所に派遣

○高知体験学習ガイドＨＰによる自然体験
活動等の情報提供の実施
○指導者養成研修等の実施
・自然体験インストラクター
　22.5時間×１回
○体験活動推進のための講師の派遣
・自然体験活動指導者研修の修了者をは
じめ、自然体験プログラムを提供できる経
験豊富な指導者を地域の青少年団体等
へ派遣する。

○高知体験学習ガイドＨＰによる自然体験活
動等の情報提供

○指導者養成研修等 取組の継続 取組の継続

○県民に対して様々な自然体験活
動等の情報提供を行うことにより、
県民が身近な場所や興味関心のあ
る活動への参加ができる。
○自然体験活動の指導者が養成さ
れることにより、安全に配慮された
様々な体験活動に県民が参加する
ことができる。
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環境活動支援センター事業 環境活動等に関する情報の提
供、環境活動団体・地域・学校
における環境活動の支援を通
じて、環境学習・自然体験の機
会を提供する。

○環境学習機材等の貸出
　（112回/年以上）
○環境学習講師の派遣（30名/年）
○環境絵日記コンテストの開催
　（応募作品数：500作品）
○ナニコレ博物館の開催
　（2回/年以上）
○こどもエコクラブ活動支援
　（交流会開催1回）

○環境学習機材等貸出回数：86回
○環境学習講師派遣人数：62名
○環境絵日記コンテストの開催
　（応募作品数：703作品）
○ナニコレ博物館の開催：5回
○こどもエコクラブ活動支援
　（交流会開催1回）

○環境学習機材等の貸出
　（100回/年以上）
○環境学習講師の派遣（30名/年）
○環境絵日記コンテストの開催
　（応募作品数：500作品）
○環境学習講師の活動支援
　・ナニコレ博物館の開催
　　（2回/年以上）
○こどもエコクラブ活動支援
　（交流会開催1回）
○学校でのﾌｨﾌﾃｨ･ﾌｨﾌﾃｨ事業
　（参加校30校）

○環境学習機材等貸出回数：78回
○環境学習講師派遣人数：79名
○環境絵日記コンテストの開催
　（応募作品数：1,851作品）
○こどもエコクラブ活動支援
　（交流会開催1回）
○学校でのﾌｨﾌﾃｨ･ﾌｨﾌﾃｨ事業
　（参加校28校）

○環境学習講師の派遣
○環境絵日記コンテストの開催
○体験型学習イベント（スタンプラ
リー）の実施
○学校移動博物館（3回/年）
○こどもエコクラブ活動支援
　（交流会開催1回）

○環境学習講師派遣人数：79名
○環境絵日記コンテストの開催
　（応募作品数：1,725作品）
○体験型学習イベント（スタンプラリー）の
実施
　（パスポート配布：383冊、記念品応募者
数：9名）
○学校移動博物館（3回）
○こどもエコクラブ活動支援
　（交流会開催1回）

○環境学習講師の派遣
○環境絵日記コンテストの開催
○体験型学習・研修イベントの実施（2回/
年）
○こどもエコクラブ活動支援
　（交流会開催1回）

○地域・学校において、環境学習・
自然体験等の機会が増加すること
により、地域や地球環境への理解
が深まる。
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牧野植物園管理運営費
（教育普及事業）

親子で参加できる「子ども自然
体験教室」や、夏休み中の子
ども向けイベントの開催等によ
り、植物や自然環境への関心
を高める。また、小中学校向け
教育プログラムを実施する。

○押花教室（3回）
○ふれあい植物観察会（11回）
○子ども自然体験教室（5回）
○夏休みイベント
　「食虫植物とアリ植物展」
　「オオオニバスにのろう！」
　「夜の植物園-夜の昆虫観察会」
　「教育プログラム」

○押花教室
　・３回（第１回：4/13、28、第２回：
7/6、28、第３回：11/16、12/7、計36
人）
○ふれあい植物観察会
　・２１回（毎月第２水曜日、第４土曜
日、計468人）
○子ども自然体験教室
　５回（5/4、9/7、10/12、12/14、
3/8、計105人）
○夏休みイベント：8月
　・食虫植物とアリ植物展（8/10～
25）
　・オオオニバスにのろう！（8/3、4、
10、11、計174人）
　・夜の植物園-夜の昆虫観察会
（8/17、18、24、25）
○教育プログラム
　・24校

○押花教室（3回）
○ふれあい植物観察会（22回）
○子ども自然体験教室（7回）
○夏休みイベント
　「食虫植物とアリ植物展」
　「オオオニバスにのろう！」
　「夜の植物園」
○教育プログラム

○押花教室（6回）
○ふれあい植物観察会（21回）
○子ども自然体験教室（7回）
○夏休みイベント等
　「食虫植物とアリ植物展」
　「オオオニバスにのろう！」
　「夜の植物園」
　「ねじってのばして輪ゴム工作」
　「ラテックスからスーパーボール作
り」
○教育プログラム
〇企画展「植物園がはぐくむ生き
物」
〇植物採集と標本作り
〇植物園で昆虫を撮ろう

○押花教室（4回）
○ふれあい植物観察会（21回）
○子ども自然体験教室（7回）
○夏休みイベント等
　「食虫植物とアリ植物展」
　「オオオニバスにのろう！」
　「夜の植物園」
　「企画展　恐竜時代の植物たち」
○教育プログラム
〇葉脈標本としおり作り

○押花教室（4回）
○ふれあい植物観察会（21回）
○子ども自然体験教室（7回）
○夏休みイベント等
　「食虫植物とアリ植物展」
　「オオオニバスにのろう！」
　「夜の植物園」
　「企画展　恐竜時代の植物たち」
　「恐竜をつくろう！粘土ワークショップ」(2
回)
○教育プログラム
〇葉脈標本としおり作り

○押花教室（4回）
○ふれあい植物観察会（21回）
○子ども自然体験教室（6回）
○育てて楽しむ草花教室(3回)
○夏休みイベント等
　「食虫植物とアリ植物展」
　「夜の植物園」
　「昆虫☆植物展」
○教育プログラム
　「昆虫☆植物観察会」
○牧野ボタニカルアドベンチャー

指定管理期間がH２７年度までのため未定 同左 ○児童生徒の利用の増加。
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放課後子ども総合プラン推進
事業

放課後等における子どもたち
の安全で健やかな居場所づく
りを推進する。

○放課後子どもプラン実施への支
援
（１）運営補助
【小学校】 169ヵ所
【中学校】   38ヵ所
（２）児童クラブ施設整備への助成
南国市日章　１ヵ所
（３）放課後学びの場充実事業
・学習支援者の謝金
・教材等の購入
・発達障害児等の支援者の謝金
（４）保護者利用料の減免への助成
　17市町村
（５）放課後学び場人材バンク
（６）活動内容の充実と指導員等の
人材育成
（学校支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会　2回
・指導員等研修　17回

○放課後子どもプラン実施への支援
（１）運営補助【小学校】 163ヵ所
　　　　　　　　【中学校】   35ヵ所
（２）児童クラブ施設整備への助成
　　南国市日章　１ヵ所
（３）放課後学びの場充実事業
・学習支援者の謝金
・教材等の購入
・発達障害児等への支援者の謝金
（４）保護者利用料の減免への助成
　　17市町村
（５）放課後学び場人材バンク
（６）活動内容の充実と指導員等の人材育成
 （学校支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会　5/22　2/20
・指導員等研修
◇安全・防災研修
　5/21,27,30  206名(満足度80％)
◇発達障害児等地域ｻﾎﾟｰﾀｰ研修
　6/14～全5回　17名
◇家庭教育支援研修
　9/10,18,19　134名(満足度83％)
◇発達障害児等支援研修
  11/19,20　141名(満足度83％)
◇学習・体験研修
　12/5,6,10　143名(満足度87％)
・啓発リーフレットの作成　8月
・取組モデル事例集の作成　3月
・全市町村訪問　8～9月
・取組状況調査　11月

○放課後子どもプラン実施への支援
（１）運営補助
【小学校】 167ヵ所
【中学校】   35ヵ所
（２）児童クラブ施設整備への助成
香美市大宮　１ヵ所
（３）放課後学びの場充実事業
・学習支援者の謝金
・発達障害児等への支援者の謝金
（４）保護者利用料の減免への助成
　17市町村
（５）放課後学び場人材バンク
（６）活動内容の充実と指導員等の人材育成
（学校支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会　2回
・指導員等研修　16回
・全市町村訪問　9月
・取組状況調査　11月

○放課後子どもプラン実施への支援
（１）運営補助
【小学校】 166ヵ所
【中学校】   30ヵ所
（２）児童クラブ施設整備への助成
香美市大宮　１ヵ所
（３）放課後学びの場充実事業
・学習支援者の謝金
・発達障害児等への支援者の謝金
（４）保護者利用料の減免への助成
　17市町村
（５）放課後学び場人材バンク
（６）活動内容の充実と指導員等の人材育成
（学校支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会　2回
・指導員等研修　17回
・全市町村訪問　9月
・取組状況調査　11月

○放課後子ども総合プラン実施への支援
（１）運営補助
【小学校】 293ヵ所  【中学校】   29ヵ所
（２）児童クラブ施設整備への助成
　高知市　４ヵ所、香美市　１ヵ所
　香南市　１ヵ所
（３）放課後学びの場充実事業
・学習支援者の謝金
・発達障害児等への支援者の謝金
・防災対策経費
・教材等の購入及び学習環境を充実させる備
品購入
（４）保護者利用料の減免への助成
　19市町村
（５）放課後学び場人材バンク
（６）活動内容の充実と指導員等の人材育成
（学校支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会　2回
・指導員等研修　17回
・放課後児童支援員認定資格研修
　9～10月
・全市町村訪問　9月
・取組状況調査　9月

○放課後子ども総合プラン実施への支援
（１）運営等補助（うち高知市）
【小学校】289ヵ所（109）
　　子ども教室 136(29)
　　児童クラブ 153(80)
【中学校】 子ども教室 27ヵ所
（２）児童クラブ施設整備への助成
　　高知市　４ヵ所、香美市　１ヵ所
　　香南市　１ヵ所
（３）放課後学びの場充実事業による学習支援者
の謝金等への支援
（４）利用料減免助成
（５）放課後学び場人材バンク
（６）活動内容の充実と指導員等の人材育成（学
校支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会 2回
・指導員等研修 14回
　地域による教育支援活動研修会等
　3回、安全・防災 3回、
　家庭教育 3回、障害児等理解 2回、
　学習・体験 3回
・ｻﾎﾟｰﾀｰ養成研修　全5回
・放課後児童支援員認定資格研修
　全4日×1回
・全市町村訪問 9月
・取組状況調査 9月

○放課後子ども総合プラン実施への支援
（１）運営等補助（うち高知市）
【小学校】313ヵ所（128）
　　子ども教室 150(41)
　　児童クラブ 163(87)
（２）児童クラブ施設整備への助成
　　14ヵ所
（３）放課後学びの場充実事業による学習支援者
の謝金等への支援
（４）利用料減免助成
（５）児童クラブの開設時間延長支援
（６）放課後学び場人材バンク
（７）活動内容の充実と指導員等の人材育成（学
校支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会 2回
・指導員等研修 13回
・ｻﾎﾟｰﾀｰ養成研修　全5回
・放課後児童支援員認定資格研修
　全4日×2回
・子育て支援員研修
　（放課後児童コース）全2日×1回
・モデル事例集作成
・全市町村訪問 9月
・取組状況調査 9月

取組の継続 取組の継続

○学校や地域と連携し、より安全で
健やかに、地域で子どもを育てる風
土ができる。

○「放課後学びの場」において、より
学校との連携が進み、子どもたちが
学ぶ力を身につけることができる。
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県立歴史民俗資料館
（教育普及（学校教育）事業）

小学校への歴史に関する出張
派遣授業の実施、中高生の職
場体験学習の受入れ、来館し
て展示見学やビデオ学習等を
行う学校に対してバス借上げ
料を負担する。

○派遣授業　8回
○体験学習　15校
○バス借上げ来館授業　２回

・ワクワクワーク（子ども歴史教室）
　　　　　　11回　参加のべ386人
・派遣授業・研究授業7回　226人
・総合的な学習プログラム
　　　通史・ポイント解説　１１件
　　　体験学習　18回
・来館学校数　39校
・職場体験　中学校　4校

○ワクワクワーク（子ども歴史教室）
　　　　　　　　　　　　　3回
○派遣授業　　8回
○借り上げバス授業　2回
○体験学習　　15校
○解説授業　　30校
○職場体験　　2校

○ワクワクワーク（子ども歴史教室）
　　　9回（うち1回は美術館で開催）
　　　参加者のべ300人
○派遣授業　　6回　181人
○借り上げバス授業
　　　　　　　１回（三原小中学校）
○体験学習　　16校
○解説授業　　43件
○職場体験　　中学校３校

○派遣授業
○体験学習
○バス借上げ来館授業
○共同研究授業
○授業応援教材の開発
○職場体験

○ワクワクワーク（子ども歴史教室）
　　　8回　参加者のべ286人
○派遣授業　6校　261人
○体験学習　12校
○バス借上げ来館授業　（１）校
　　　　　　　　　　　佐賀中学校
○職場体験　　中学校ほか６校

○ワクワクワーク（子ども歴史教室）
○派遣授業
○体験学習
○バス借上げ来館授業
○歴史授業補助
○授業応援教材の貸出
○職場体験

○子どもたちの歴史や文化に触れ
る機会を充実させる。

文化推進課 14
23

県立美術館
（教育普及事業）

美術館職員が学校に出向き、
授業目的に応じた美術講座を
実施するとともに、遠隔地の学
校の児童、生徒に対して、美
術作品を学校の体育館等に１
日展示紹介することで、本物
の作品に触れる機会を提供す
る。

○出前びじゅつ講座
○出前クラッシック教室

・出前びじゅつ講座　　2回
・出前クラシック教室　11回

○出前びじゅつ講座
○出前クラシック教室
○アートスクールバス

○出前びじゅつ講座　　5回
○出前クラシック教室　11回
○アートスクールバス　35校

○レクチャー講座
○ワークショップ
○出前びじゅつ講座
○なつやすみプロジェクト
○ミュージアムスクール事業

○出前びじゅつ講座　11回
○出前クラシック教室　10回
○ミュージアムスクール事業 4回

○出前びじゅつ講座
○出前クラシック教室
〇出前演劇教室
○ミュージアムスクール事業

○子どもたちの芸術や文化に触れ
る機会を充実させる。

生涯学習課 16
76

学校支援地域本部等事業 地域社会全体で学校教育を支
援する体制づくりを推進する。

○学校支援地域本部実施への支援
（１）運営補助
　17市町村　32支援本部
・活動内容の企画・運営等への支援
（２）啓発リーフレットの作成
（３）事業実施市町村の訪問
・市町村運営委員会への支援
・事業効果、課題の検証
（４）未実施市町村の訪問　9月
・事業のしくみ、効果の啓発
（５）活動内容の充実と人材育成
　（放課後支援、家庭教育支援合
同）
・推進委員会　2回
・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等研修　2回
・成果発表会　1回

○学校支援地域本部実施への支援
（１）運営補助
　17市町村　32支援本部
・活動内容の企画・運営等への支援
（２）啓発リーフレットの作成　8月
　　 取組モデル事例集の作成　3月
（３）事業実施市町村の訪問　8～9月
・市町村運営委員会への支援
・事業効果、課題の検証　11月
（４）未実施市町村の訪問　8～9月
・事業のしくみ、効果の啓発
（５）活動内容の充実と人材育成
 （放課後支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会　5/22　2/20
・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等研修
◇第1回地域による教育支援活動研
修会「地域の子どもを地域で育てる気
運づくり」（講演・シンポジウム・情報交
換）
　 10/17　103名 (満足度80.5％)
◇第2回地域による教育支援活動研
修会in吉良川　2/4　45名 （満足度
76％）
・成果発表会
　　1/30 79名 (満足度77％)

○学校支援地域本部実施への支援
（１）運営補助
　18市町村　33支援本部
・活動内容の企画・運営等への支援
（２）モデル事例の紹介
（３）事業実施市町村の訪問　9月
・市町村運営委員会への支援
・事業効果、課題の検証　11月
（４）未実施市町村の訪問　9月
・事業のしくみ、効果の啓発
（５）活動内容の充実と人材育成
　（放課後支援、家庭教育支援合
同）
・推進委員会　2回
・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等研修　2回
・成果発表会　1回

○学校支援地域本部実施への支援
（１）運営補助
　19市町村　35支援本部
・活動内容の企画・運営等への支援
（２）モデル事例の紹介
（３）事業実施市町村の訪問　9月
・市町村運営委員会への支援
・事業効果、課題の検証　11月
（４）未実施市町村の訪問　9月、2月
・事業のしくみ、効果の啓発
（５）活動内容の充実と人材育成
　（放課後支援、家庭教育支援合
同）
・推進委員会　2回
・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等研修　2回
・成果発表会　1回

○学校支援地域本部実施への支援
（１）運営補助
　22市町村　40支援本部
・活動内容の企画・運営等への支援
（２）モデル事例の紹介
（３）事業実施市町村の訪問　9月
・市町村運営委員会への支援
・事業効果、課題の検証　9月
（４）未実施市町村の訪問
　　　4～5月、9月
・事業のしくみ、効果の啓発
（５）活動内容の充実と人材育成
　（放課後支援、家庭教育支援合
同）
・推進委員会　2回
・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等研修　2回
・成果発表会　1回
（６）学校地域連携推進担当指導主
事の配置　４名

○学校支援地域本部実施への支援
（１）運営補助
　25市町村43本部92校
・活動内容の企画・運営等への支援
（２）モデル事例の紹介
（３）事業実施市町村の訪問
　　12～1月
・市町村運営委員会への支援
・事業効果、課題の検証　9～12月
（４）未実施市町村の訪問
　　　4～6月、12～1月
・事業のしくみ、効果の啓発
（５）活動内容の充実と人材育成
　（放課後支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会 2回
・地域による教育支援活動研修会等
　3回
（６）学校地域連携推進担当指導主事の
配置　４名
・市町村の取組への助言・支援
・指導主事との協議 9回

○学校支援地域本部実施への支援
（１）運営補助
　32市町村61本部125校
　（うち、県立校２校）
・活動内容の企画・運営等への支援
・高知市への重点支援
（２）モデル事例集作成
（３）市町村訪問　9月
・市町村運営委員会への支援
・事業効果、課題の検証
（４）放課後学び場人材バンク
・地域本部で活動する人材の発掘等
（５）活動内容の充実と人材育成
　（放課後支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会 2回
・地域による教育支援活動研修会、
　ブロック別研修会 5回
（６）学校地域連携推進担当指導主事の
配置　４名
・市町村の取組への助言・支援
・指導主事との協議 6回

取組の継続 取組の継続

○全ての市町村において、学校や
地域の実情に応じて、地域社会全
体で学校教育を支援する仕組みを
構築する。

※本事業の実施・未実施を問わず、
全市町村で地域の実情に応じた組
織的な学校支援の仕組みづくりを推
進する。

○各学校支援地域本部における活
動を充実させる。

■子どもの環境づくり推進計画（第三期）進行管理シート（抜粋分）

担当課 番号 事　　業　　名 事業概要 H２５計画 Ｈ２５実施状況 H２６計画 H２６実施状況 H２７計画 H２７実施状況 H２８計画 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
目標数値または

目指すべき姿（H２９）

イベントや体験活動に関する情報を随時追加掲載

5,6月

・
委
託
契
約
締
結

・
委
託
事
業
の
進
捗
管
理

・
委
託
事
業
報
告
の
受
理

2,3月 5,6月

・
委
託
契
約
締
結

・
委
託
事
業
の
進
捗
管
理

・
委
託
事
業
報
告
の
受
理

2,3月

イベントや体験活動に関する情報を随時追加掲載 イベントや体験活動に関する情報を随時追加掲載

5,6月

・
委
託
契
約
締
結

・
委
託
事
業
の
進
捗
管
理

・
委
託
事
業
報
告
の
受
理

2,3月 5,6月

・
委
託
契
約
締
結

・
委
託
事
業
の
進
捗
管
理

・
委
託
事
業
報
告
の
受
理

2,3月

イベントや体験活動に関する情報を随時追加掲載

事
業
内
容
見
直
し

事
業
内
容
見
直
し

・環境活動等に関する情報提供・各事業の実施

事業の継続事業の継続

事業の継続事業の継続

改
善
・
充
実

地域社会全体で学校教育を支援する体制づくりの推進

地域による教育支援活動推進委員会 地域による教育支援活動推進委員会

5月

㉖
年
間
事
業
計
画
　
㉕
実
績
報
告

2月
8,9月

・
市
町
村
訪
問
に
よ
る
方
向
性
の
共
有

11月

・
効
果
、
課
題
の
検
証

㉖
事
業
総
括
　

㉗
計
画
（
予
算
・
方
向
性
）

・各種研修の実施

・啓発・情報提供

5月

㉗
年
間
事
業
計
画
　
㉖
実
績
報
告

2月

㉗
事
業
総
括
　

㉘
計
画
（
予
算
・
方
向
性
）

改
善
・
充
実

改
善
・
充
実

8,9月

・
市
町
村
訪
問
に
よ
る
方
向
性
の
共
有

11月

・
効
果
、
課
題
の
検
証

・各種研修の実施

・啓発・情報提供

改
善
・
充
実

地域社会全体で学校教育を支援する体制づくりの推進

地域による教育支援活動推進委員会 地域による教育支援活動推進委員会

5月

㉖
年
間
事
業
計
画
　
㉕
実
績
報
告

2月
8,9月

・
市
町
村
訪
問
に
よ
る
方
向
性
の
共
有

11月

・
効
果
、
課
題
の
検
証

㉖
事
業
総
括
　

㉗
計
画
（
予
算
・
方
向
性
）

・各種研修の実施

・啓発・情報提供

5月

㉗
年
間
事
業
計
画
　
㉖
実
績
報
告

2月

㉗
事
業
総
括
　

㉘
計
画
（
予
算
・
方
向
性
）

改
善
・
充
実

改
善
・
充
実

9月

・
市
町
村
訪
問
に
よ
る
方
向
性
の
共
有

・
取
組
状
況
調
査

・各種研修の実施

・啓発・情報提供

地域による教育支援活動推進委員 地域による教育支援活動推進委員

改
善
・
充
実

放課後等における子どもたちの安全で健やかな居場所づくりの推進

㉖
年
間
事
業
計
画
　
㉕
実
績
報
告

5月
8,9月

・
市
町
村
訪
問
に
よ
る
方
向
性
の
共
有

11月

・
取
組
状
況
調
査

・各種研修の実施

・啓発・情報提供

2月

㉖
事
業
総
括
　

㉗
計
画
（
予
算
・
方
向
性
）

㉗
年
間
事
業
計
画
　
㉖
実
績
報
告

㉗
事
業
総
括
　

㉘
計
画
（
予
算
・
方
向
性
）

改
善
・
充
実

改
善
・
充
実

5月
9月

・
市
町
村
訪
問
に
よ
る
方
向
性
の
共
有

・
取
組
状
況
調
査

・各種研修の実

施

2月

・
効
果
、
課
題
の
検
証

11月

通
年

ふれあい植物観察会の開催



■子どもの環境づくり推進計画（第三期）進行管理シート（抜粋分）

担当課 番号 事　　業　　名 事業概要 H２５計画 Ｈ２５実施状況 H２６計画 H２６実施状況 H２７計画 H２７実施状況 H２８計画 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
目標数値または

目指すべき姿（H２９）

生涯学習課 18
36
139

青少年教育施設振興事業 青少年を自然に親しませ、ま
た異年齢集団による多様な体
験活動の場を提供し、自主性・
社会性・協調性を養う。
体験活動等を通して不登校・
いじめ等の予防的対応を図る
とともに、子どもが家庭や地域
社会と上手に関わりながら成
長する力を身に付ける。

○事業計画に基づく主催事業の計
画的な実施
○不登校対策に特化した事業の実
施
○新規プログラムの開発、既存プロ
グラムの見直し

○主催事業の実施
・各施設において主催事業を実施（幡多青
少年の家、青少年センター、香北青少年
の家、塩見記念青少年プラザ、高知青少
年の家、青少年体育館）
・中1学級づくり合宿事業
　青少年センター　10校参加
　幡多青少年の家　18校参加
・不登校対策事業
　青少年センター
　　4回実施　延べ参加者35名
　幡多青少年の家
　　4回実施　延べ参加者33名

○新規プログラム、既存プログラムの見直
し実施
・H25新規　青少年センター　6ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、幡
多青少年の家1プログラム
・H25見直し　青少年センター　1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、
幡多青少年の家　1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
○次年度のプログラム見直しに向けた取
組

○事業計画に基づく主催事業の計
画的な実施
○不登校対策に特化した事業の実
施
○新規プログラムの開発、既存プロ
グラムの見直し

○主催事業の実施
・各施設において主催事業を実施（幡多青
少年の家、青少年センター、香北青少年
の家、塩見記念青少年プラザ、高知青少
年の家、青少年体育館）
・中1学級づくり合宿事業
　青少年センター　10校参加
　幡多青少年の家　20校参加
・不登校対策事業
　青少年センター
　　5回実施　延べ参加者30名
　幡多青少年の家
　　6回実施　延べ参加者29名

○新規プログラム、既存プログラムの見直
し実施
・H26新規　青少年センター　４ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
・H26見直し　青少年センター　3ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、
幡多青少年の家　1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
○次年度のプログラム見直しに向けた取
組

○事業計画に基づく主催事業の計
画的な実施
○不登校対策に特化した事業の実
施
○新規プログラムの開発、既存プロ
グラムの見直し

○主催事業の実施
・各施設において主催事業を実施（幡多青
少年の家、青少年センター、香北青少年
の家、塩見記念青少年プラザ、高知青少
年の家、青少年体育館）
・中1学級づくり合宿事業
　青少年センター　11校参加
　幡多青少年の家　16校参加
・不登校対策事業
　青少年センター
　　4回実施　延べ参加者53名
　幡多青少年の家
　　6回実施　延べ参加者96名

○新規プログラム、既存プログラムの見直
し実施
・H27新規　青少年センター　1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
               幡多青少年の家　2ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

○次年度のプログラム見直しに向けた取
組

○事業計画に基づく主催事業の計
画的な実施
○不登校対策に特化した事業の実
施
○新規プログラムの開発、既存プロ
グラムの見直し

○自然体験学習や集団宿泊訓練学
習等を通じて、青少年に新たな「出
会い」、「感動」を与える。

○家庭や学校では経験しにくい規
律、協働、友愛、奉仕を学び、青少
年の健全な育成につなげる。

○多様な体験活動や学習活動を通
じ、青少年の自主性、社会性、協調
性が育まれる。

まんが・コンテ
ンツ課

24
44

「まんが教室」開催事業 県内のプロ、セミプロの漫画家
が学校等を訪問し、総合的な
学習の時間やクラブ活動の時
間を利用して、まんがの描き
方、ストーリーの作り方、表現
方法を指導する。

○実施要領制定

○県内の小中学校（ただし、高知
市、南国市、香南市、香美市を除く）
でのまんが教室の実施

・実施要領制定

・12回実施

・参加した生徒数188名

○県内の小中学生（ただし、高知
市、南国市、香南市、香美市を除く）
を対象としたまんが教室の実施

・実施要領制定

・18回実施

・参加した生徒数335名

○県内の小中学生（ただし、高知
市、南国市、香南市、香美市を除く）
を対象としたまんが教室の実施

・実施要領制定

・19回実施

・参加した生徒数312名

○県内の小中学生（ただし、高知市を除
く）を対象としたまんが教室の実施

○まんがを通じて、子どもたちの表
現力や発想力を高めることができ
る。また、漫画家という職業を知る
キャリア教育の機会ともなっている。

小中学校課 34
99

教育文化祭 県内の幼児、児童生徒及び教
職員の教育文化活動を広く県
民に周知・公開し、その成果を
たたえ、本県の教育文化の向
上を図る。

○教育文化祭行事の実施
　・科学　理科
　・音楽
　・連合音楽会
　・作品展
　・弁論・体験発表
　・作文・感想画

○教育文化祭行事の実施
・開幕式（6/15）
・科学（11/9）・理科（10/27）研究発表会
・吹奏楽コンクール（8/3～5）
・器楽コンクール（8/18、11/23、12/26）
・唱歌コンクール（8/7、9/8）
・高知県吹奏楽祭り（10/13）
・発明くふう展（11/22～24）
・英語弁論大会（10/6、10/27、11/3）
・作文コンクール（11/3）
・紙上書道高知展（夏休みと冬休みの後
の2回）
・美術教育総合展（2/12～16）
・読書感想文コンクール（2/23）
・読書感想画コンクール（1/16）
・小砂丘賞（1/25）
・こども県展（3/4～/9）
・特別支援学校児童生徒作品展（11/29～
12/1）
・生活体験発表会（10/10）
・音楽会（6/15、11/15、11/16）

○教育文化祭行事の実施
　・科学　理科
　・音楽（吹奏楽・唱歌・器楽）
　・連合音楽会
　・作品展
　・英語弁論・体験発表
　・作文・読書感想文・読書感想画

○教育文化祭行事の実施
・開幕式（6/21）
・科学（11/1）・理科（10/26）研究発表会
・吹奏楽コンクール（7/25～27）
・器楽コンクール（8/17、11/23、12/26）
・唱歌コンクール（8/21、9/7）
・高知県吹奏楽祭り（10/19）
・発明くふう展（11/21～23）
・英語弁論大会（10/5、10/26、11/2）
・作文コンクール（11/3）
・美術教育総合展（2/18～21）
・読書感想文コンクール（2/21）
・読書感想画コンクール（1/19）
・小砂丘賞（1/24）
・こども県展（3/3～8）
・特別支援学校児童生徒作品展（11/28～
11/30）
・生活体験発表会（10/16）
・音楽会（6/21、11/7、11/14、11/15）
参加者総数：のべ207,390人

○教育文化祭行事の実施
　・科学　理科
　・音楽（吹奏楽・唱歌・器楽）
　・連合音楽会
　・作品展
　・英語弁論・体験発表
　・作文・読書感想文・読書感想画

○教育文化祭行事の実施
・開幕式（6/20）
・科学（11/1）・理科（10/25）研究発表会
・吹奏楽コンクール（8/1～3）
・器楽コンクール（8/16、11/23 、12/26）
・唱歌コンクール（8/5、9/6）
・高知県吹奏楽祭（10/11）
・発明くふう展（11/27～29）
・英語弁論大会（10/4、10/25、11/15）
・作文コンクール（11/3）
・美術教育総合展（2/17～21）
・読書感想文コンクール（2/20）
・読書感想画コンクール（1/18）
・小砂丘賞（1/23）
・こども県展（3/1～6）
・特別支援学校児童生徒作品展（11/27～
11/29）
・生活体験発表会（10/9）
・音楽会（6/20、11/6、11/13、11/14、
1/23）
参加者総数：のべ207,800人

○教育文化祭行事の実施
　・科学　理科
　・音楽（吹奏楽・唱歌・器楽）
　・連合音楽会
　・作品展
　・英語弁論・体験発表
　・作文・読書感想文・読書感想画

○県民を巻き込んでの参加者数の
拡大
参加者総数約２２万人
　（H27末）

○県民を巻き込んでの参加者数の
拡大
参加者総数約２1万人
　（H28末）

まんが・コンテ
ンツ課

43
59
93
96

まんが甲子園開催事業 全国の高等学校から予選テー
マに沿ったまんが作品を募集
し、予選審査で選抜された３０
校が本県で開催する本選大会
「まんが甲子園」に参加し、第
一次競技、敗者復活戦、決勝
戦を行って最優秀校等を決定
する。会場で出版社から派遣
されたスカウトマンの目に留
まった生徒は、プロの漫画家
やイラストレーターなどを目指
した指導を受けることもできる
スカウト制度も実施している。

○まんが甲子園の開催

○出版社への参加依頼

○スカウトシップ育成プログラムの
実施

・まんが甲子園の開催
　　H25.8.3～8.4　会場：かるぽーと
　　参加校：30校141名
・まんが甲子園当日の出版社参加：
　　10社21誌
・28名のスカウトがあり、その後出版
社編集部がプログラムに沿って指導
を行った。

○まんが甲子園の開催

○出版社への参加依頼

○スカウトシップ育成プログラムの
実施

・まんが甲子園の開催
　H26.8.2～8.3　会場：かるぽーと
　本選参加校：30校139名
　※さらに、韓国から1校3名がオー
　　プン参加。
　（予選応募校：342校）
・まんが甲子園当日の出版社参加：
　4社20誌
・33名のスカウトがあり、その後出版
社が育成プログラムに沿って指導を
行い、9名に育成継続の声がかかっ
た。

○まんが甲子園の開催

○出版社への参加依頼

○スカウトシップ育成プログラムの
実施

・まんが甲子園の開催
　H27.8.1～8.2　会場：かるぽーと
　本選参加校：30校129名
　韓国から１校５名がオープン参加
　（予選応募校：357校）
・まんが甲子園当日の出版社参加：
　７社17誌
・20名のスカウトがあり、その後出版社が
育成プログラムに沿って指導を行い、５名
に育成継続の声がかかった。
・デジタル作画セミナーを開催（文部科学
省事業）

○まんが甲子園の開催

○出版社への参加依頼

○スカウトシップ育成プログラムの実施

〇アナログ及びデジタル作画セミナーの
開催

○将来漫画家を目指す高校生が、
まんが甲子園を夢を実現するステッ
プとしてチャンスを得られる場とす
る。
また、職業としての漫画家を目指す
以外にも、まんが甲子園に参加する
ことで、社会に目を向け、発想を豊
かにすることやチームワークの重要
性を学ぶ機会とする。

高等学校課 49
62

２１ハイスクールプラン推進費
 高校生の志を応援する事業
 （～２７）

各県立高校における生徒の個
性や学校・地域の特色を生か
した自主的な、創造的な取組
を推進する。

各高校において、授業や特別活動
に位置付けて計画している。
○地域でのボランティア活動の実施
○国際交流活動の推進
○ものづくり、資格取得の推進
○防災教育の推進
○伝統文化の伝承活動の実施
○販売市の開催
○生徒支援の推進
○学校広報誌・通信の発行
○人権教育の推進
○環境教育の推進　　　　　など

各高校において、年間計画に基づ
いて実施した。

各高校において、授業や特別活動
に位置付けて計画している。
○地域でのボランティア活動の実施
○国際交流活動の推進
○ものづくり、資格取得の推進
○防災教育の推進
○伝統文化の伝承活動の実施
○販売市の開催
○生徒支援の推進
○学校広報誌・通信の発行
○人権教育の推進
○環境教育の推進　　　　　など

各高校において、年間計画に基づ
いて実施した。

各高校において、授業や特別活動
に位置付けて計画している。
○地域でのボランティア活動の実施
○国際交流活動の推進
○ものづくり、資格取得の推進
○防災教育の推進
○伝統文化の伝承活動の実施
○販売市の開催
○生徒支援の推進
○学校広報誌・通信の発行
○人権教育の推進
○環境教育の推進　　　　　など

各高校において、年間計画に基づいて実
施した。

各高校において、授業や特別活動に位置
付けて計画している。
○地域でのボランティア活動の実施
○国際交流活動の推進
○ものづくり、資格取得の推進
○防災教育の推進
○伝統文化の伝承活動の実施
○販売市の開催
○生徒支援の推進
○学校広報誌・通信の発行
○人権教育の推進
○環境教育の推進　　　　　など

○生徒が充実した高校生活を送る
ことで、生徒や保護者の学校への満
足度が向上し、県民に信頼される学
校づくりが推進できている。
○地元高校の教育活動への理解が
深まり、志願者の増加につながって
いる。
○資格取得を推進することにより、
就職内定率の向上につながってい
る。

少子対策課 60
101
111

子ども条例推進事業 「子ども条例」の目的及び基本
理念を広め、子どもたちが健
やかに育つ環境づくりを推進
する。
子どもの環境づくり推進委員
会を通じて進捗管理を行う。

○子ども条例の施行による、子ども
の環境づくり推進計画（第三期）の
策定

○子どもの環境づくり推進委員会
（第四期：任期 2年目）の開催

○子ども条例フォーラムの開催

○子どもの環境づくり推進計画（第
三期）の策定（パブリックコメント実
施）

○子どもの環境づくり推進委員会
（第四期）の開催
　・第５回　6/16
　・第６回　8/5
　・第７回　9/23
　・第８回　3/22

○子ども条例フォーラムの開催
　・8/20　中央部（イオンモール高
知）
　・10/6　東部（安芸商工会館）
　・12/22　西部（四万十市立中央公
民館）

○子どもの環境づくり推進委員会
（第四期、第五期）の開催
・第９回　6月7日
（第五期）
・第１回　９月予定
・第２回　３月予定

○子ども条例フォーラムの開催

○子どもの環境づくり推進委員会
（第四期）の開催
　・第９回　6/16

○第五期子ども委員の選任
　　（子ども委員：3名）

○子どもの環境づくり推進委員会
（第五期）の開催
　・第１回　10/13

○子ども条例フォーラムの開催
　・12/23　高新文化ホール

○子どもの環境づくり推進委員会
（第五期）の開催

○子ども条例フォーラムの開催

○子どもの環境づくり推進委員会（第五
期）の開催
　・第2回　6/7
　・第3回　8/30

○子ども条例フォーラムの開催
　（実施名称：こうち子ども未来フォーラム）
　・11/23　高知市文化プラザかるぽーと

○子どもの環境づくり推進委員会（第五
期）の開催
　・第４回（6月予定）
　・第５回（9月予定）

○第六期子ども委員の選任

○子どもの環境づくり推進委員会（第六
期）の開催
　・第１回（2月予定）

○子ども条例フォーラムの開催

○庁内各部局や子どもの環境づくり
推進委員会との連携により、子ども
の環境づくり推進計画（第三期）の
取り組みが着実に進んでいる。

○子ども条例フォーラムの開催、各
種媒体やイベントにおける広報活動
の成果として、子ども条例の認知度
がアップしている。

幼保支援課 66
88

親育ち支援推進事業（基本的
生活習慣向上事業を除く）

子どもたちの健やかな育ちの
ために、「親の子育て力の向
上」「保育所・幼稚園等の親育
ち支援力の向上」「保護者と園
との相互理解」を図るために、
保護者や保育者に対する支援
等を行う。

○親育ち支援啓発

○親育ち支援保育者育成

○親育ち支援保育者フォローアップ
研修

○保護者の一日保育者体験推進

○保護者研修・保育者研修の実施
　　 １０３回　　７７園
○親育ち支援保育者育成研修会
　2年次研修：Ⅰ期　5/29,6/6,6/12
           Ⅱ期　10/29,11/1,11/6
　   3年次研修：11/26,11/29,12/2
○親育ち支援保育者フォローアップ
研修会
　8/26,9/9,9/18
○保護者の一日保育者体験
　２２園

○親育ち支援啓発

○親育ち支援保育者育成

○親育ち支援保育者フォローアップ研修

○保護者の一日保育者体験推進

○保護者研修・保育者研修の実施
　108回　　82園
○親育ち支援保育者育成研修会
　3年次研修：11/25，11/28，12/3
○親育ち支援保育者フォローアップ研修
　親育ち支援スキルアップ講座
　　　：5/30，8/30，9/10
　親育ち支援保育者実践交流会
　　　：11/11，12/6，1/17
○保護者の一日保育者体験
　　７園

○親育ち支援啓発

○親育ち支援保育者フォローアップ研修

○保護者の一日保育者体験推進

○保護者研修・保育者研修の実施
　　95回　　63園

○親育ち支援保育者フォローアップ研修
　親育ち支援スキルアップ講座
　　　：6/5，8/27，9/15
　親育ち支援保育者実践交流会
　　　：10/30，11/13，12/4
○保護者の一日保育者体験
　　4園

○親育ち支援啓発

○親育ち支援保育者フォローアップ研修

○保護者の一日保育者体験推進

○良好な親子関係や子どもへのか
かわり方について保護者の理解が
深まり、積極的に子どもにかかわる
姿が多くなる。

○多くの園で、研修修了者が中核と
なり、保護者への支援が進む。

○保護者と保育者との相互理解が
進むことで、共に子育てを考えるよう
になり、保護者が積極的に子どもに
かかわる姿が多くなる。

通
年

中１学級づくり合宿の実施・参加校の拡大

主催事業等による多様な体験活動等の提供と社会教育のあり方の啓発

参加生徒・教諭に対するアンケート実施及び評価

7,8月 8,9月

・
青
少
年
教
育
施
設
の
あ
り
方
を

考
え
る
懇
話
会
に
よ
る
施
設
運
営

状
況
評
価

・
次
年
度
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
、

見
直
し
等
の
検
討

改
善
・
充
実

改
善
・
充
実

7,8月 8,9月

・
青
少
年
教
育
施
設
の
あ
り
方
を

考
え
る
懇
話
会
に
よ
る
施
設
運
営

状
況
評
価

・
次
年
度
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
、

見
直
し
等
の
検
討

通
年

中１学級づくり合宿の実施・参加校の拡大

主催事業等による多様な体験活動等の提供と社会教育のあり方の啓発

参加生徒・教諭に対するアンケート実施及び評価

7,8月 8,9月

・
青
少
年
教
育
施
設
の
あ
り
方
を

考
え
る
懇
話
会
に
よ
る
施
設
運
営

状
況
評
価

・
次
年
度
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
、

見
直
し
等
の
検
討

改
善
・
充
実

改
善
・
充
実

7,8月 8,9月

・
青
少
年
教
育
施
設
の
あ
り
方
を

考
え
る
懇
話
会
に
よ
る
施
設
運
営

状
況
評
価

・
次
年
度
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
、

見
直
し
等
の
検
討

２年間の実施状況を踏まえ、事業の継続

や

２年間の実施状況を踏まえ、事業の継続

や

子ども自然体験教室の実施教育プログラム、職場体験の提供7,8月 10・夜の植 ・企画8～1月・ 7,8月・夜の・1月４～８月・

・行事の内容の充実・行事の内容の充実

まんが甲子園でのスカウトシップ育成プログラムの実施まんが甲子園でのスカウトシップ育成プログラムの実施

・資格取得を充実させ、生徒の進路実現を図

る。

・資格取得を充実させ、生徒の進路実現を図

る。

保護者研修・保育者研修

親育ち支援保育者育成研修会

親育ち支援保育者フォローアップ研修

保護者の一日保育者体験

保護者研修・保育者研修

親育ち支援保育者育成研修会

親育ち支援保育者フォローアップ研修

保護者の一日保育者体験

第四期に向けた検討及び、改訂作業

・
次
年
度
の
取
組
の
方
向
性
の
検

討

子どもの環境づくり推進委員会

第四期 第五期 第六期

10月

フォーラムの開催など、子ども条例の内容や目指すものを広める取組

・
次
年
度
の
取
組
の
方
向
性
の
検

討

8月

・
計
画
に
基
づ
く
進
捗
状
況

・
次
年
度
予
算
案
の
説
明

・
次
年
度
の
取
組
の
方
向
性
の

検
討

・
中
間
報
告
（
当
年
度
の
実
施
状

況
）

9､10月 2月

・
計
画
に
基
づ
く
進
捗
状
況

・
次
年
度
予
算
案
の
説
明

・
当
年
度
予
算
の
進
め
方

・
前
年
度
の
実
績
報
告

・
次
年
度
の
取
組
の
方
向
性
の

検
討

・
中
間
報
告
（
当
年
度
の
実
施
状

況
）

5､6月 9､10月 2月

・
当
年
度
予
算
の
進
め
方

・
前
年
度
の
実
績
報
告

5､6月
・
当
年
度
予
算
の
進
め
方

・
前
年
度
の
実
績
報
告

6月
・
当
年
度
予
算
の
進
め
方

・
前
年
度
の
実
績
報
告

6月



■子どもの環境づくり推進計画（第三期）進行管理シート（抜粋分）

担当課 番号 事　　業　　名 事業概要 H２５計画 Ｈ２５実施状況 H２６計画 H２６実施状況 H２７計画 H２７実施状況 H２８計画 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
目標数値または

目指すべき姿（H２９）

生涯学習課 67
160
164

家庭教育支援基盤形成事業 市町村における家庭学習支援
の取組を支援するとともに、学
校や地域での出前講座を実施
することにより、家庭の教育力
の向上を図る。

○家庭教育基盤形成事業の実施
・実施市町村数：15
・事業内容：家庭の教育力向上に関
する各種講座・講演の開催
　絵本の読み聞かせ
　生活習慣づくり講座
　子育て講座、食育講座
　親子コミュニケーション講座
　親子スポーツ教室
　親子参加行事
　家庭教育講演会等

○「早ね早おき朝ごはん」県民運動
の推進
・「よさこい健康プラン21」と連携した
取組の推進
・リーフレット、生活リズムチェック
カードの配布
・イメージキャラクター啓発資材の貸
出

○家庭教育基盤形成事業
・実施市町村数：15
・事業内容：家庭の教育力向上に関
する各種講座・講演の開催
　絵本の読み聞かせ
　生活習慣づくり講座
　子育て講座、食育講座
　親子コミュニケーション講座
　親子スポーツ教室
　親子参加行事
　家庭教育講演会等

○「早ね早おき朝ごはん」県民運動
・健康長寿政策課から小学校１・２
年生向けにリーフレット・生活リズム
チェックカードを配布。それに合わ
せ、各小中学校へ取組を依頼。
・生活リズムチェックカードの取組
　　取組人数：27,750人
・イメージキャラクター啓発資材の貸
出
　　　貸出件数：39件

○家庭教育基盤形成事業の実施
・実施市町村数：15
・事業内容：家庭の教育力向上に関する
各種講座・講演の開催
　絵本の読み聞かせ
　生活習慣づくり講座
　子育て講座、食育講座
　親子コミュニケーション講座
　親子スポーツ教室
　親子参加行事
　家庭教育講演会等

○「早ね早おき朝ごはん」県民運動の推進
・「よさこい健康プラン21」と連携した取組
の推進
・リーフレット、生活リズムチェックカードの
配布
・イメージキャラクター啓発資材の貸出

○家庭教育基盤形成事業の実施
・実施市町村数：13
・事業内容：家庭の教育力向上に関する
各種講座・講演の開催
　絵本の読み聞かせ
　生活習慣づくり講座
　子育て講座、食育講座
　親子コミュニケーション講座
　親子スポーツ教室
　親子参加行事
　家庭教育講演会等

○「早ね早おき朝ごはん」県民運動の推進
・「よさこい健康プラン21」と連携した取組
の推進
・リーフレット、生活リズムチェックカードの
配布
・イメージキャラクター啓発資材の貸出

　　　貸出件数：20件

○家庭教育基盤形成事業の実施
・実施市町村数：13
・事業内容：家庭の教育力向上に関する
各種講座・講演の開催
　絵本の読み聞かせ
　生活習慣づくり講座
　子育て講座、食育講座
　親子コミュニケーション講座
　親子スポーツ教室
　親子参加行事
　家庭教育講演会等
・家庭教育支援プログラムファシリテー
ターの養成

○「早ね早おき朝ごはん」県民運動の推進
・「よさこい健康プラン21」と連携した取組
の推進
・リーフレット、生活リズムチェックカードの
配布
・イメージキャラクター啓発資材の貸出

○家庭教育基盤形成事業の実施
・実施市町村数：13
・事業内容：家庭の教育力向上に関する
各種講座・講演の開催
　絵本の読み聞かせ
　生活習慣づくり講座
　子育て講座、食育講座
　親子コミュニケーション講座
　親子スポーツ教室
　親子参加行事
　家庭教育講演会等
・家庭教育支援プログラムファシリテー
ターの養成
○「早ね早おき朝ごはん」県民運動の推進
・「よさこい健康プラン21」と連携した取組
の推進
・リーフレット、生活リズムチェックカードの
配布
・イメージキャラクター啓発資材の貸出
　　　貸出件数：25件

○家庭教育基盤形成事業の実施
・実施市町村数：13
・事業内容：家庭の教育力向上に関する
各種講座・講演の開催
　絵本の読み聞かせ
　生活習慣づくり講座
　子育て講座、食育講座
　親子コミュニケーション講座
　親子スポーツ教室
　親子参加行事
　家庭教育講演会等
・家庭教育支援プログラムファシリテー
ターの養成

○「早ね早おき朝ごはん」県民運動の推進
・「よさこい健康プラン21」と連携した取組
の推進
・リーフレット、生活リズムチェックカードの
配布
・イメージキャラクター啓発資材の貸出

○親への学習機会の提供や相談対
応などの家庭教育支援等、様々な
教育支援活動がより充実している。

少子対策課 69
90

「こうちプレマnet」運営委託事
業

親子のふれあいを大切にする
ための取り組みとして、携帯電
話・パソコンを利用した胎児期
からの情報提供や相談事業を
行い、安心して出産・子育てが
できるよう、地域社会全体で
「子ども・親の育ち」を支援する
環境づくりを行う。

○こうちプレマネットによる情報の提
供、相談

○こうちプレマネットによる情報の提
供、相談

○こうちプレマネットによる情報の提
供、相談

○こうちプレマネットによる情報の提
供、相談

○こうちプレマネットによる情報の提
供、相談

○こうちプレマネットによる情報の提
供、相談

○サイトリニューアル（HP情報、メル
マガ配信機能）

○こうちプレマネットによる情報の提
供、相談

○子育て家庭に役立つ情報がより
充実して提供され、行き届いてい
る。

生涯学習課 82
87
128

若者の学びなおしと自立支援
事業

中学校卒業時及び高校中途
退学時の進路未定者並びに
ニートやひきこもりがちな若者
たちに対して、就学や就労に
向けた支援を行うことで、自立
を促進する。

○若者サポートステーションによる
支援の実施
・訪問支援
・臨床心理士による面談
・就学支援
・キャリアコンサルタントによる就労
支援
・ソーシャルスキルトレーニング
・職場体験等の実施
○関係機関連絡会の実施
・地区別連絡会(6箇所・各1回)
・県連絡会(1回)
○若者キャリア支援セミナー・相談
会の実施(1回)

○若者サポートステーションによる支援の
実施(通年)
・訪問支援
・臨床心理士による面談
・就学支援
・キャリアコンサルタントによる就労支援
・ソーシャルスキルトレーニング
・職場体験等の実施
○広報啓発活動
・高等学校への周知（校長会、副校長・教
頭会、事務長会、教務主任会、進路指
導、生徒指導主事会、人権教育主任会）7
回
○関係機関連絡会の実施
・地区別連絡会　参加者総数265名
  [土長南国地区（6/11）55名、幡多地区
（6/21）47名、安芸郡市地区（6/25）34名、
高知市地区（6/28）43名、高吾１地区
（7/2）36名、高吾２地区（7/9）50名]
○若者キャリア支援セミナー・相談会の実
施(8/21・22)
・参加者数　講演90名　講座Ⅰ52名　講座
Ⅱ37名

○若者サポートステーションによる支援の実施(通
年)
・訪問支援
・臨床心理士による面談
・就学支援
・キャリアコンサルタントによる就労支援
・ソーシャルスキルトレーニング
・職場体験等の実施
○広報啓発活動
・高等学校への周知（校長会、副校長・教頭会、事
務長会、教務主任会、進路指導、生徒指導主事
会、人権教育主任会）
○関係機関連絡会の実施
・県連絡会（2回）
・地区別連絡会(6月～7月)
○若者キャリア支援セミナー・相談会の実施(8月
27・28日)
◯「若者はばたけプログラム（ソーシャルスキルト
レーニング）」の開発及び普及
・支援プログラムの充実
・指導者用指導書の開発
◯若者の身近な場所における支援体制等の構築
・各市町村の実情に応じた支援の充実及び支援体
制の構築

○若者サポートステーションによる支援の実施(通
年)
・訪問支援
・臨床心理士による面談
・就学支援
・キャリアコンサルタントによる就労支援
・ソーシャルスキルトレーニング
・職場体験等の実施
○広報啓発活動
・高等学校への周知（校長会、副校長・教頭会、事
務長会、教務主任会、進路指導、生徒指導主事
会）6回
○関係機関連絡会の実施
・県連絡会（1回）　参加者数43名
・地区別連絡会 （6地区各1回） 参加者総数224名
・高等学校担当者会 （6地区各1回）参加者総数45
名
○若者キャリア支援セミナー・相談会の実施(8月
27・28日) 参加者数　講演68名　講座Ⅰ150名　講
座Ⅱ134名
◯「若者はばたけプログラム（ソーシャルスキルト
レーニング）」の開発及び普及　プログラム数16

◯若者の身近な場所における支援体制等の構築
・各市町村の実情に応じた支援の充実及び支援体
制の構築　市町村訪問２市

○若者サポートステーションによる支援の実施(通
年)
・訪問支援
・臨床心理士による面談
・就学支援
・キャリアコンサルタントによる就労支援
・ソーシャルスキルトレーニング
・職場体験等の実施
○若者佐サポートステーションと高等学校の連携
した早期支援の実施
○広報啓発活動
・学校及び関係機関への周知（中学校、高等学
校、市町村教育委員会、その他関係機関）
○関係機関連絡会の実施
・県連絡会（1回）
・地区別連絡会(6月～7月)
○若者キャリア支援セミナー・相談会の実施(8月
18・19日)
◯若者はばたけプログラム活用研修の実施
東部・中部・西部（3会場各4回）
◯若者の身近な場所における支援体制等の構築
・各市町村の実情に応じた支援の充実及び支援体
制の構築

○若者サポートステーションによる支援の実施(通
年)
・訪問支援
・臨床心理士による面談
・就学支援
・キャリアコンサルタントによる就労支援
・ソーシャルスキルトレーニング
・職場体験等の実施
○若者サポートステーションと高等学校の連携し
た早期支援の実施　県立高校5校での出張相談、
セミナー、情報交換会、家庭訪問等の実施
○広報啓発活動
・学校及び関係機関への周知（中学校、高等学
校、市町村教育委員会、その他関係機関）
○関係機関連絡会の実施
・県連絡会（1回）参加者総数39名
・地区別連絡会(6地区)参加者総数220名
・高等学校担当者会（6地区）参加者総数52名
○若者キャリア支援セミナー・相談会の実施(8月
18・19日)
参加者数　講演94名　講座Ⅰ58名　講座Ⅱ56名
◯若者はばたけプログラム活用研修の実施
東部・中部・西部（3会場各4回）
参加者数　東部会場67名　中部会場220名　西部
会場120名
◯若者の身近な場所における支援体制等の構築
・各市町村の実情に応じた支援の充実及び支援体
制の構築
県内8市町村での出張相談会の実施

○若者サポートステーションによる支援の実施
(通年)
・訪問支援
・臨床心理士による面談
・就学支援
・キャリアコンサルタントによる就労支援
・ソーシャルスキルトレーニング
・職場体験等の実施
○若者サポートステーションと高等学校の連携し
た早期支援の実施
○広報啓発活動
・学校及び関係機関への周知（中学校、高等学
校、市町村教育委員会、その他関係機関）
○関係機関連絡会の実施
・県連絡会（1回）
・地区別連絡会(6月～7月)
○若者キャリア支援セミナー・相談会の実施(2日
間)
◯若者はばたけプログラム活用研修の実施
・初級講座　東部・中部・西部（3会場各3回、実
践報告会1回）
・指導者養成講座（5回）
◯若者の身近な場所における支援体制等の構
築
・アウトリーチ型支援による若者に身近な場所で
の支援の充実及び支援体制の構築

○多くの若者が社会的に自立する。
○市町村レベルの若者支援に係る
ネットワークが構築されるとともに、
市町村や様々な支援機関が支援プ
ログラムを活用することにより、若者
の身近な地域で支援ができている。

【成果目標】※Ｈ27年度
○若者サポートステーション
　・累積登録者数2,036人
　・累積進路決定者率52.2％以上
【H27実績】
　・累積登録者数1,834人
　・累積進路決定者率54.4％

人権教育課 104
117

児童会・生徒会交流集会 児童生徒が主体となったいじ
め防止等の取組を進めるた
め、県内の小・中・高・特別支
援学校の児童会・生徒会の代
表者が集まり、ネットいじめを
はじめとするいじめ問題等を
テーマに実践交流や協議を行
う。

○児童生徒を対象とした実行委員会の開
催（年間5回）
○教職員等を対象とした準備委員会の開
催（年間5回）
○児童会・生徒会交流集会を県内5ブロッ
クで開催
○交流集会をきっかけに、ネット利用につ
いて学校やPTA、家庭でのルールづくりを
推進

○県内すべての公立小・中学校、高
等学校において、児童会・生徒会を
中心に、ネットいじめをはじめとする
いじめ問題に関する児童生徒が主
体となった取組が推進される。
○県内すべての公立小・中学校、高
等学校において、ネット利用のルー
ルづくりが進む。

人権課 116
119

人権啓発研修事業 県民の人権問題に関する理解
と認識を高めるため、気軽に
参加できるイベントの開催や人
権啓発映画のテレビ放映、新
聞へのコラム掲載、講師派遣
等を行う。

○「じんけんフェスタ」、映画放映、テ
レビミニ番組、ハートフルセミナー、
コラム掲載、スポーツ組織と連携協
力した啓発活動、講師派遣等の実
施

○「じんけんフェスタ」12/8
○人権啓発映画のテレビ放映　3回
　　（6/15、9/7、11/9)
○テレビスポットコマーシャルの作
成・放送：11月～12月
○ハートフルセミナー：7～11月
○高知新聞コラム掲載：6月～12月
○スポーツ組織と連携協力した啓発
活動　(6/23、7/19）
○講師派遣：随時

○「じんけんフェスタ」、映画放映、テレビミ
ニ番組、テレビスポットコマーシャルの放
送、ハートフルセミナー、コラム掲載、ス
ポーツ組織と連携協力した啓発活動、講
師派遣等の実施

○「じんけんフェスタ」12/７
○人権啓発映画のテレビ放映　2回
　　（6/22、11/15)
○テレビミニ番組の制作・放送　６回（うち
子どもの人権　１回）
○テレビスポットコマーシャルの放送　こど
もの人権：11月
○ハートフルセミナー：6～11月
○高知新聞コラム掲載：6月～12月
○スポーツ組織と連携協力した啓発活動
(9/12、11/1）
○講師派遣
 研修回数：154回

○「じんけんフェスタ」、映画放映、テレビミ
ニ番組、テレビスポットコマーシャルの放
送、ハートフルセミナー、コラム掲載、ス
ポーツ組織と連携協力した啓発活動、講
師派遣等の実施

○「じんけんフェスタ」12/6
○人権啓発映画のテレビ放映　1回
　　（11/22)
○テレビミニ番組の制作・放送　６回
○ハートフルセミナー：6～3月
○高知新聞コラム掲載：6月～12月
（うち子どもの人権　1回）
○スポーツ組織と連携協力した啓発活動
(7/28、9/27、10/4、10/25）
○講師派遣
 研修回数：162回
（うち子どもの人権 ７回）

○「じんけんフェスタ」、テレビミニ番組、
ハートフルセミナー、コラム掲載、スポーツ
組織と連携協力した啓発活動、講師派遣
等の実施

○人権研修や啓発により、子どもの
人権について子どもも大人も理解が
進んでいる。

人権教育課 122
138

子どもの命と心を守り育てる学
校支援事業

専門家（弁護士1名、臨床心理
士4名、退職警察官1名、退職
教員3名）と県教育委員会事務
局職員による緊急学校支援
チームを組織し、公立学校に
おいて、児童生徒の生命に関
わる事案や学校が対応に苦慮
している事案に対して学校へ
派遣し、改善に向けた具体的
な対応等について、専門的な
見地から助言を行う。

○公立学校において、児童生徒の
生命に関わる事案や学校が対応に
苦慮している事案が発生した場合
に、緊急学校支援チームを派遣する

○緊急時の対応マニュアル「児童生
徒の生命に関わる事件・事故後の
対応」（改訂版）の発行

○緊急時の対応マニュアル「児童生
徒の生命に関わる事件・事故後の
対応【事例編】」の発行

◆いじめ事案の発生した学校、保護
者対応に苦慮している学校、虐待事
案が発生した学校等へ緊急学校支
援チームを派遣し、学校が適切な対
応が取れるように支援を行った。

◆緊急時の対応マニュアル「児童生
徒の生命に関わる事件・事故後の
対応」（改訂版）の発行。
◆緊急時の対応マニュアル「児童生
徒の生命に関わる事件・事故後の
対応【事例編】」の発行。

○公立学校において、児童生徒の生命に
関わる事案や学校が対応に苦慮している
事案が発生した場合に、緊急学校支援
チームを派遣する

児童生徒の生命に関わる事案や対応に
苦慮している事案が発生した公立学校に
緊急学校支援チームを派遣し、学校が適
切な対応が取れるように支援を行った。
・派遣回数27回、180時間

○公立学校において、児童生徒の生命に
関わる事案や学校が対応に苦慮している
事案が発生した場合に、緊急学校支援
チームを派遣する。

・対応する問題に合わせて、派遣する委
員をコーディネートする。

・次期委員候補の臨床心理士を同行さ
せ、学校への支援の入り方、助言の仕方
等、を学べる機会を設定する。

児童生徒の生命に関わる事案や対応に
苦慮している事案が発生した公立学校に
緊急学校支援チームを派遣し、学校が適
切な対応が取れるように支援を行った。
・派遣回数20回、113時間

高知市に生徒指導スーパーバイザー６名
を学校へ派遣。

○進捗状況の確認（毎月の活動報告所の
確認）

○生徒指導スーパーバイザー定例会を実
施（高知市）

○緊急事案に対応できる学校の組
織体制が確立している。

人権教育課 129
136
144

スクールカウンセラー等活用
事業

臨床心理の専門的な知識・技
能を有するスクールカウンセ
ラー等を活用することにより、
児童生徒や保護者等が抱える
課題への的確な見立てを行う
とともに、課題の解消に向けた
効果的な支援を実践する。
また、スクールカウンセラー等
の配置拡充を推進するととも
に、スクールカウンセラー等の
さらなる専門性の向上及び学
校・スクールソーシャルワー
カー等との連携を強化する。
※「スクールカウンセラー等」
スクールカウンセラー及びスクール
カウンセラーに準ずる者を指す

○220校（小学校102校、中学校92
校、高校13校、特別支援学校13校）
に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催
○スクールカウンセラー等連絡協議
会の開催
○スクールカウンセラー等研修講座
の開催（年間6回）

○220校（小学校102校、中学校92
校、高校13校、特別支援学校13校）
に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催（6/11）
○スクールカウンセラー等連絡協議
会の開催（6/11）
○スクールカウンセラー等研修講座
の開催（6/23  7/7  10/20）

○246校（小学校113校、中学校107校、高
校13校、特別支援学校13校）に配置
○スクールカウンセラー・スクールソーシャ
ルワーカー合同研修会の開催
○スクールカウンセラー等連絡協議会の
開催
○スクールカウンセラー等研修講座の開
催（年間6回）

○246校（小学校113校、中学校107校、高
校13校、特別支援学校13校）に配置
○スクールカウンセラー・スクールソーシャ
ルワーカー合同研修会の開催（7/18）
○スクールカウンセラー等連絡協議会の
開催（6/6）
○スクールカウンセラー等研修講座の開
催（年間6回 6/29，7/6，10/19，11/30，
12/21，1/25）

○255校（小学校135校、中学校107校、高
校10校、特別支援学校3校）に配置
○スクールカウンセラー・スクールソーシャ
ルワーカー合同研修会の開催
○スクールカウンセラー等連絡協議会の
開催
○スクールカウンセラー等研修講座の開
催（年間6回）

○２55校（小学校1３５校、中学校107校、
高校１０校、特別支援学校３校）に配置
○スクールカウンセラー・スクールソーシャ
ルワーカー合同研修会の開催（１２/２５）
○スクールカウンセラー等連絡協議会の
開催（6/4・5）
○スクールカウンセラー等研修講座の開
催（年間6回 6/2１、7/１２、10/1８、11/２
９、12/2０、1/2４）

○３２４校（小学校1６６校、中学校107校、
高校３７校、特別支援学校１４校）に配置
○スクールカウンセラー・スクールソーシャ
ルワーカー合同研修会の開催（５ブロッ
ク、６日間）
○スクールカウンセラー等研修講座の開
催（年間6回）

○児童生徒の問題行動等生徒指導
上の諸問題に関する調査において、
児童生徒の不登校、暴力行為、中
途退学の状況を全国平均まで改善
する。
○各学校において予防と対処の両
面から生徒指導に組織的に取り組
む体制が強化されている。
○高知県内公立中学校100％配置。
○高知県内公立小学校70％配置。
○各学校の教職員のカウンセリング
マインドが高まっている。
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地域による教育支援活動推進委員

情報提供や相談

・サイトリニューアル

　　ＨＰ情報、メルマガ配信機能

スクールカウンセラーの配置拡充及び人材の確保

スクールカウンセラーの専門性の向上及び学校・スクールソーシャルワーカー等との連携強化

スクールカウンセラー等による教職員向けカウンセリングマインドを高める研修等の実施

スクールカウンセラーの配置拡充及び人材の確保

スクールカウンセラーの専門性の向上及び学校・スクールソーシャルワーカー等との連携強化

スクールカウンセラー等による教職員向けカウンセリングマインドを高める研修等の実施

県民への啓発・研修の実施県民への啓発・研修の実施
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児童会・生徒会交流集

会を県内５ブロックで開

児童会・生徒会交流集

会（全県サミット）を開催

学校が苦慮している事案に対して、緊急支援チームを派遣学校が苦慮している事案に対して、緊急支援チームを派遣



■子どもの環境づくり推進計画（第三期）進行管理シート（抜粋分）

担当課 番号 事　　業　　名 事業概要 H２５計画 Ｈ２５実施状況 H２６計画 H２６実施状況 H２７計画 H２７実施状況 H２８計画 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
目標数値または

目指すべき姿（H２９）

人権教育課 130
137
145

スクールソーシャルワーカー活
用事業

教育・福祉に関する専門的な
知識・技能を有するスクール
ソーシャルワーカーを活用する
ことにより、児童生徒の置かれ
た環境への働きかけを行い、
効果的な支援を実践する。
また、スクールソーシャルワー
カーの配置拡充を推進すると
ともに、スクールソーシャル
ワーカーのさらなる専門性の
向上及び学校・スクールカウン
セラー等との連携を強化する。

○24市町村（39人）及び3県立中学
校に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催
○スクールソーシャルワーカー連絡
協議会の開催
○スクールソーシャルワーカーブ
ロック別研修会の開催（3ブロック）
○スーパーバイザーによるスクール
ソーシャルワーカーへの指導・助言
（適宜）

○24市町村（39人）及び3県立中学
校に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催（6/11）
○スクールソーシャルワーカー連絡
協議会の開催（6/11）
○スクールソーシャルワーカーブ
ロック別研修会の開催（9/10、
9/12、9/13）
○スーパーバイザーによるスクール
ソーシャルワーカーへの指導・助言
（必要に応じて適宜実施）

○25市町村（42人）及び3県立中学校に配
置
○スクールカウンセラー・スクールソーシャ
ルワーカー合同研修会の開催
○スクールソーシャルワーカー連絡協議
会の開催
○スクールソーシャルワーカーブロック別
研修会の開催（3ブロック）
○スーパーバイザーによるスクールソー
シャルワーカーへの指導・助言（適宜）

○25市町村（42人）及び3県立中学校に配
置
○スクールカウンセラー・スクールソーシャ
ルワーカー合同研修会の開催(7/18)
○スクールソーシャルワーカー連絡協議
会の開催(6/13）
○スクールソーシャルワーカーブロック別
研修会の開催(9/16 9/17 9/18)
○スーパーバイザーによるスクールソー
シャルワーカーへの指導・助言（必要に応
じて適宜実施）

○27市町村（60人）、うち県単配置15人
県立学校9校（中高一貫3校、高校5校、特
別支援学校1校）
○スクールカウンセラー・スクールソーシャ
ルワーカー合同研修会の開催
○スクールソーシャルワーカー連絡協議
会の開催
○スクールソーシャルワーカーブロック別
研修会の開催（3ブロック）
○スーパーバイザーによるスクールソー
シャルワーカーへの指導・助言（適宜）

○27市町村（60人）、うち県単配置
15人
県立学校9校（中高一貫3校、高校5校、特
別支援学校1校）
○スクールカウンセラー・スクールソーシャ
ルワーカー合同研修会の開催(12/25)
○スクールソーシャルワーカー連絡協議
会の開催(6/12、12/25）
○スクールソーシャルワーカーブロック別
研修会の開催(10/2、10/5、10/8)
○スーパーバイザーによるスクールソー
シャルワーカーへの指導・助言（必要に応
じて適宜実施）

○29市町村（62人）、うち県単配置15人
県立学校13校（中高一貫3校、高校7校、
特別支援学校3校）
○スクールカウンセラー・スクールソーシャ
ルワーカー合同研修会の開催（５ブロッ
ク、６日間）
○スクールソーシャルワーカー連絡協議
会の開催
○スーパーバイザーによるスクールソー
シャルワーカーへの指導・助言（適宜）

○児童生徒の問題行動等生徒指導
上の諸問題に関する調査において、
児童生徒の不登校、暴力行為の状
況を全国平均まで改善する。
○各学校において予防と対処の両
面から生徒指導に組織的に取り組
む体制が強化されている。
○配置する市町村を拡げ、配置人
数を増員させる。県立中学校では配
置を継続する。厳しい状況にある高
校、特別支援学校へ再配備する。

人権教育課 132

146
148

心の教育センター相談事業

１４６
⇒「ふれんどるーむCOCO」を除く事
業
１４８
⇒「ふれんどるーむＣＯＣＯ」の事業

いじめや不登校をはじめとす
る子どもの悩みや、子どもの
教育に関する悩み、発達上の
課題や行動上の諸問題につい
て相談に応じ、よりよい成長を
図るため、来所相談、出張教
育相談、電話相談、Ｅメール相
談を実施している。
H28からは、スクールカウンセ
ラー及びスクールソーシャル
ワーカーを常駐化し、相談支
援体制を強化している。

○相談チラシ、電話相談カード（小１
～高３）を配付、広報活動の拡充
○来所相談、出張教育相談の実施
○電話、メール相談の実施
○保護者の交流の場（やまももの
会）年間10回の実施
○子育て講演会の実施
○不登校児童生徒を大学生が訪問
するスマイルふれんど制度の実施
○教育支援センター連絡協議会（年
３回）の実施

○相談チラシを配付する等、広報活
動の拡充
○例年より配付時期を早め、5月上
旬配付
 ・電話相談カード84,400枚
○小中学校ＰＴＡ広報紙にも掲載
し、広報活動を充実
○来所、出張教育相談　延2,068件
○電話、メール相談　1,371件
○やまももの会　10回開催
○子育て講演会の実施（参加者7１
名）
○教育支援センター連絡協議会３
回開催

○相談チラシ、電話相談カード（小１～高
３）を配付、広報活動の拡充
○来所相談、出張教育相談の実施
○24時間電話相談
○メール相談の実施
○保護者の交流の場（やまももの会）年間
10回の実施
○子育て講演会の実施（年２回）
○不登校児童生徒を大学生が訪問するス
マイルふれんど制度の実施
○教育支援センター連絡協議会（年３回）
の実施

○学校や地域に相談チラシを配付すると
ともに、広報誌などさまざまな媒体を活用
した広報活動の拡充
○電話相談カード84,500枚。5月上旬配付
○来所、出張教育相談　延1.886件
○24時間電話相談  810件
○メール相談　318件
○やまももの会　10回開催
○子育て講演会の年間2回実施（参加者
延べ142名）
○教育支援センター連絡協議会　３回開
催（延べ75名参加）

○相談チラシ、電話相談カード（小１～高
３）を配付、広報活動の拡充
○来所相談、出張教育相談の実施
○24時間電話相談
○メール相談の実施
○保護者の交流の場（やまももの会）年間
10回の実施
○子育て講演会の実施（年２回）
○不登校児童生徒を大学生が訪問するス
マイルふれんど制度の実施
○教育支援センター連絡協議会（年３回）
の実施

○学校や地域に相談チラシを配付すると
ともに、広報誌などさまざまな媒体を活用
した広報活動の拡充
○電話相談カード83,500枚。４月下旬配付
○来所、出張教育相談　延1,767件
○24時間電話相談　804件
○メール相談の実施　139件
○保護者の交流の場（やまももの会）年間
10回の実施
○子育て講演会の年間2回実施（参加者
延べ134名）
○教育支援センター連絡協議会３回開催
（延べ７9名参加）

○スクールカウンセラー及びスクールソー
シャルワーカーの常駐化
○相談チラシ、電話相談カード（小１～高
３）の配付やコンビニに置くなど、広報活動
の拡充
○来所相談、出張教育相談の実施
○24時間電話相談
○メール相談の実施
○保護者の交流の場（やまももの会）年間
10回の実施
○子育て講演会の実施（年２回）
○不登校児童生徒を大学生が訪問するス
マイルふれんど制度の実施
○教育支援センター連絡協議会（年３回）
の実施
○教育相談関係機関連絡協議会（年２
回）の実施

○教育相談体制の充実を図るととも
に、広報活動を進めることにより、高
等学校を中心に相談件数が増加し
ている。その中で、学校復帰率が上
昇するとともに、進路保障や社会的
自立が進んでいる。
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生徒指導推進事業 児童生徒の非行、問題行動等
の早期発見や緊急時の対応を
行う人材（教員OB等)を派遣す
るなど市町村教育委員会の取
組を支援する。

○生徒指導推進事業による生徒指
導推進協力員・学校相談員（10市町
に10名）、生徒指導スーパーバイ
ザー（高知市に6名）を学校へ派遣。

○進捗状況の確認（10市町、高知
市）

○生徒指導スーパーバイザー定例
会（高知市）を実施

○生徒指導推進協力員・学校相談
員連絡協議会を実施

◆生徒指導推進協力員・学校相談
員（１０市町に１０名）、生徒指導
スーパーバイザー（高知市に６名）
を、生徒指導上の諸問題の対応に
苦慮する学校へ派遣
◆管内の学校の実態把握に努め、
特に支援の必要な学校を選定
◆生徒指導スーパーバイザー定例
会を開催
・高知市以外の１０市町の活動内容
と、高知市の活動内容の情報交換
・複数校にまたがる事案の対応につ
いて、学校間の連携の必要性や、学
校への働きかけについての確認
◆生徒指導推進協力員・学校相談
員連絡協議会を開催（H25.7.19)
・情報交換、協議・事業のねらいを
再確認した。

生徒指導推進事業による生徒指導推進協
力員・学校相談員（9市町に9名）、生徒指
導スーパーバイザー（高知市に6名）を学
校へ派遣。

○進捗状況の確認（9市町、高知市）

○生徒指導スーパーバイザー定例会を実
施（高知市）

○生徒指導推進協力員・学校相談員連絡
協議会を実施（9月下旬）

◆生徒指導推進協力員・学校相談員（9市
町に9名）、生徒指導スーパーバイザー
（高知市に６名）を、生徒指導上の諸問題
の対応に苦慮する学校へ派遣
◆管内の学校の実態把握に努め、特に支
援の必要な学校を選定
◆生徒指導スーパーバイザー定例会を開
催
・高知市以外の9市町の活動内容と、高知
市の活動内容の情報交換
◆生徒指導推進協力員・学校相談員連絡
協議会を開催（H26.10.10)
・情報交換、協議・事業のねらいを再確認
した。

生徒指導推進事業による生徒指導推進協
力員・学校相談員（5市町に5名）、生徒指
導スーパーバイザー（高知市に6名）を学
校へ派遣。

○進捗状況の確認（5市町、高知市）

○生徒指導スーパーバイザー定例会を実
施（高知市）

○生徒指導推進協力員・学校相談員連絡
協議会を実施（10月）

◆生徒指導推進協力員・学校相談員（５
市町に５名）、生徒指導スーパーバイザー
（高知市に６名）を、生徒指導上の諸問題
の対応に苦慮する学校へ派遣
◆管内の学校の実態把握に努め、特に支
援の必要な学校を選定
◆生徒指導スーパーバイザー定例会を開
催
・高知市以外の５市町の活動内容と、高知
市の活動内容の情報交換
◆生徒指導推進協力員・学校相談員連絡
協議会を開催（H27.４、H28.1)
・情報交換、協議・事業のねらいを再確認
した。

＊生徒指導推進協力員・学校相談員の配
置は、事業見直しによりH２７年度で廃止

高知市に生徒指導スーパーバイ
ザー６名を学校へ派遣。

○進捗状況の確認（毎月の活動報
告所の確認）

○生徒指導スーパーバイザー定例
会を実施（高知市）

○各学校において予防と対処の両
面から生徒指導に組織的に取り組
む体制が強化されている。
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高知夢いっぱいプロジェクト推
進事業
①志育成型学校活性化事業

統括アドバイザーが推進校11
校に入り、生徒指導の視点を
入れた学校経営をＲＰＤCAサ
イクルに基づき組織的に展開
する。
生徒支援アドバイザーが推進
校に入り、不登校や発達障害
等の生徒等への支援について
指導助言を行う。
2年間の指定とし、H25年度6
校、Ｈ26年度11校、Ｈ27年度12
校、Ｈ28年度6校、計18校の中
学校を指定する。

○推進校として中学校6校を指定す
る。
○統括アドバイザーが年間３回推進
校６校に入り、学校の取組に対して
指導、助言を行う。
○個別課題支援員が年間６回推進
校に入り、子どもの個別の課題に対
して指導、助言を行う。
○学校支援会議を年間２回実施す
る。
○県内すべての中学校長を対象と
する連絡協議会を実施する。
○公開授業研修会を実施する。

◆推進校として中学校6校を指定し
た。
◆すべての中学校においてプロジェ
クトを開始した。
◆統括アドバイザーが各校3回指導
助言を行った。
◆個別支援員が各校６回指導助言
を行った。
◆学校支援会議を２回実施した。（５
月、１月）
◆公開授業研修会を実施した。（１１
月、参加者５２名）
◆準推進校（来年度推進校）を６校
指定し、年度内に統括アドバイザー
が各校３回、指導主事が各校２回訪
問し、指導、助言を行った。

○中学校５校を２年目推進校、中学校６校
を新規推進校とし、組織的な学校経営を
目指す。
○統括アドバイザーが新規の各推進に年
間３回に入り、２年目の各指定校に年間１
回入り、学校の取組に対して指導、助言を
行う。
○個別課題支援員が年間６回各推進校に
入り、子どもの個別の課題に対して指導、
助言を行う。
○学校支援会議を年間２回実施する。
○県内すべての研究主任を対象とする連
絡協議会を実施する。
○公開授業研修会を実施する。

◆中学校6校を2年目推進校、中学校6校
を新規推進校に指定した。
◆統括アドバイザーが1年目校に年間3
回、2年目校に年間1回指導助言を行っ
た。
◆生徒支援アドバイザーが各校年間6回
指導助言を行った。
◆学校支援会議を２回実施した。（6月、2
月）
◆県内すべての研究主任を対象とする連
絡協議会を実施した。(10月、99名）
◆推進リーダー会議を３回実施した。（4，
8，2月　11名）
◆公開授業研修会を実施した。（11月、参
加者225名）
◆準推進校（来年度推進校）を5校指定
し、年度内に統括アドバイザーが各校3
回、指導主事が各校2回訪問し、指導、助
言を行った。

○中学校6校を2年目推進校、中学校5校
を新規推進校とし、組織的な学校経営を
目指す。
○統括アドバイザーが、新規の各推進校
に年間3回、2年目の各指定校に年間1回
それぞれ入り、学校の取組に対して指導、
助言を行う。
○生徒支援アドバイザーが各推進校に年
間6回入り、子どもの個別の課題に対して
指導、助言を行う。
○学校支援会議を年間2回実施する。
○県内すべての教頭を対象とする連絡協
議会を実施する。
〇推進リーダー会議を実施する。
○公開授業研修会を実施する。

◆中学校6校を2年目推進校に指定した。
◆統括アドバイザーが2年目校に年間２回
指導助言を行った。
◆生徒支援アドバイザーが各校年間6回
指導助言を行った。
◆学校支援会議を２回実施した。（6月、2
月）
◆県内すべての中学校の教頭を対象とす
る連絡協議会を実施した。(11月、102名）
◆推進リーダー会議を３回実施した。（4，
8，2月　11名）
◆公開授業研修会を実施した。（11月、佐
川中44名、伊野中46名、三里中59名）

○中学校５校を2年目推進校とし、組織的
な学校経営を目指す。
○統括アドバイザーが、2年目の各指定校
に年間２回それぞれ入り、学校の取組に
対して指導、助言を行う。
○生徒支援アドバイザーが各推進校に年
間6回入り、子どもの個別の課題に対して
指導、助言を行う。
○学校支援会議を年間2回実施する。
○県内すべての教頭を対象とする連絡協
議会を実施する。
〇推進リーダー会議を実施する。
○公開授業研修会を実施する。
○H27指定終了校のフォローアップ訪問を
実施する。

○児童生徒の問題行動等生徒指導
上の諸問題に関する調査において、
児童生徒の不登校、暴力行為、中
途退学の状況を全国平均まで改善
する。
○各学校において開発・予防と対処
の両面から生徒指導に組織的に取
り組む体制が強化されている。
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高知夢いっぱいプロジェクト推
進事業
②未来にかがやく子ども育成
型学校連携事業

連携推進校に巣新リーダーを
配置し、児童生徒の自己指導
能力を育成するため、9年間で
育てる力を明確にし、小中が
共同し、組織で生徒指導の３
機能（自己存在感を与える、共
感的人間関係を育成する、自
己決定の場を与える）を全ての
教育活動に位置付けた取組
を、組織的に展開する。
（2年間の指定とし、H27年度2
中学校区、H28年度以降、毎
年４中学校区を指定）

〇2中学校区を推進校とし、小中が共同で
生徒指導の視点を位置付けた取組を組織
的に展開する。（中学校2校、小学校4校）
〇小中合同推進会議、合同研修会、合同
研究部会、合同授業研究会、合同支援会
議を計画的に実施する。
〇指導主事が推進校を定期的に訪問し、
指導助言を行う。
〇地区別小中学校生徒指導担当者・主事
会において、推進校が実践発表を行う。
〇2年間の指定とし、H27年度2中学校区、
H28年度5中学校区、H29年度6中学校区
を指定する。

◆2中学校区（中学校2校、小学校4校）を
推進校に指定した。
◆小中合同推進会議(12回）、合同研修
会・合同研究部会（３回）、合同授業研究
会（３回）、合同支援会議（９回）を各指定
中学校区で実施した。
◆指導主事が推進校を定期的に訪問し、
指導助言を行うことができた。
◆地区別小中学校生徒指導担当者・主事
会（10月）において、推進リーダーが実践
発表を行った。
◆2年間の指定とし、H28年度４中学校区
を指定する。
◆準推進校（来年度推進校）を２校指定
し、指導主事が各校３回訪問し、指導、助
言を行った。

〇４中学校区を推進校とし、小中が共同で
生徒指導の視点を位置付けた取組を組織
的に展開する。（中学校４校、小学校８校）
〇小中合同推進会議、合同研修会、合同
研究部会、合同授業研究会、合同支援会
議を計画的に実施する。
〇指導主事が推進校を定期的に訪問し、
指導助言を行う。
〇地区別小中学校生徒指導担当者・主事
会において、推進校が実践発表を行う。
〇2年間の指定とし、H28年度４中学校
区、H29年度４中学校区を指定する。

○児童生徒の問題行動等生徒指導
上の諸問題に関する調査において、
児童生徒の不登校、暴力行為、中
途退学の状況を全国平均まで改善
する。
○各学校において開発・予防と対処
の両面から生徒指導に組織的に取
り組む体制が強化されている。

健康長寿政策
課

158
163

子どもの健康的な生活習慣支
援事業

子どもの頃からの健康的な生
活習慣の定着を推進する。

○教育委員会と連携した健康教育
の実施
○学校関係者を対象とした研修会
の実施
○地域の人材育成の推進
○推進体制の構築

○小学校低学年用リーフレット、高
校生用副読本を作成し、教材を活用
した健康教育の実施（9月以降）
○養護教諭等を対象としたむし歯予
防研修会（8/1,23,28,29)、喫煙防止
教育研修会(8/16)開催
○保健師等市町村職員等を対象と
した子どもの生活習慣づくり研修会
の実施(9/3)
○高知県健康づくり推進協議会子ど
も支援専門部会の開催
　・6/10
　・2/19

○教育委員会と連携した健康教育の実施
○学校関係者を対象とした研修会の実施
○地域の人材育成の推進
○推進体制の構築

○小・中・高校生用副読本及びリーフレッ
トを作成し、教材を活用した健康教育を実
施
○保護者、教職員、児童生徒を対象に、
健康的な生活習慣に関する出前講座を実
施（計16回）
○養護教諭等を対象とした喫煙防止教育
研修会（8/20）
○保健師等市町村職員、保育園・幼稚園
職員等を対象とした子どもの生活習慣づく
り研修会の実施（9/5）
○高知県健康づくり推進協議会子ども支
援専門部会の開催
・9/16
・2/13

○教育委員会と連携した健康教育の実施
○学校関係者を対象とした研修会の実施
○地域の人材育成の推進
○推進体制の構築

○小・中・高校生用副読本及びリーフレッ
トを作成し、教材を活用した健康教育を実
施
○保護者、教職員、児童生徒を対象に、
健康的な生活習慣に関する出前講座を実
施（計17回）
○養護教諭等を対象とした喫煙防止教育
研修会（8/20）
○保健師等市町村職員、保育園・幼稚園
職員等を対象とした子どもの生活習慣づく
り研修会の実施（11/27,12/2,12/9）
○高知県健康づくり推進協議会子ども支
援専門部会の開催(2/10)

○教育委員会と連携した健康教育
の実施
○学校関係者を対象とした研修会
の実施
○地域の人材育成の推進
○推進体制の構築

○子どもの生活スタイル等の調査
結果が良くなる。
○肥満傾向児割合が減少する。

障害保健福祉
課

133
149

ひきこもり地域支援センター事
業

ひきこもり地域支援センターに
おいて、関係機関のネットワー
クの連携強化を図るとともに、
ひきこもり自立支援対策に必
要な情報を提供し、相談支援
体制の充実を図る。

○ひきこもり地域支援センターを中心とした相
談機関のネットワークの構築・強化
(1)関係機関連絡会議の開催
(2)若者サポートステーションとの情報交換会
（勉強会・事例検討会含む）の開催
(3)市町村のケース会議への技術支援・援助
（いの町　毎月1回、須崎市、幡多地域　各年3
回）
(4)センターにおける相談支援の充実
○人材育成
(1)市町村の保健師や地域活動支援センター
職員等を対象とした人材養成研修等を実施
○居場所づくり
(1)家族サロンや青年期の集いの開催
(2)圏域ごとの集いの場（居場所・交流の場）の
開設への支援
○個別支援の充実
(1)訪問支援による本人及び家族の支援や事
例検討会の開催
(2)SST（全5回）、WRAP（全4回）による訓練の
実施
(3)データベースを活用した支援方法等の検討
(4)多職種チームによるアウトリーチ（訪問）型
支援の実施
○普及啓発の促進
(1)啓発用パンフレットの作成・配布
(2)ひきこもり普及啓発地域研修会の開催

○ひきこもり地域支援センターへのコーディネー
ター（精神保健福祉士2名）の配置
(1)(2)関係機関連絡会議（8月・2月）、若者サ
ポートステーションとの情報交換会・学習会の定
期的開催の他、日常的な情報交換ができてい
る。
(3)いの町１２回、須崎市６回、幡多５回
(4)３月末相談実績（電話68件、来所754件、計
822件）
○人材育成
(1)市町村の保健師や地域活動支援センター職
員等を対象とした人材養成研修等の実施（４回）
○居場所づくり
(1)家族サロンや青年期の集いの開催
　・家族サロン　毎週火曜日
　・青年期の集い　毎週水曜＋第2・第4金曜日
の月6回開催
(2)圏域ごとの集いの場（居場所・交流の場）の開
設　（いの町、黒潮町、四万十市）
○個別支援の充実
(1)訪問支援による本人及び家族の支援や事例
検討会の開催
(2)SST（５回）、WRAP（4回）の実施
(3)データベースを活用した支援方法等の検討
(4)多職種チームによるアウトリーチ（訪問）型支
援の実施
　・病院１か所（チーム　杜の風）　実７件支援
　・事業所１か所（チーム　ポンテ）　実５件支援
○普及啓発の促進
(1)啓発用パンフレットの作成・配布
　・3,000部作成　市町村、コンビニ等配布
(2)ひきこもり普及啓発地域研修会の開催
　・11月開催

○ひきこもり地域支援センターを中心とした相
談機関のネットワークの構築・強化
(1)関係機関連絡会議の開催
(2)若者サポートステーションとの情報交換会
（勉強会・事例検討会含む）の開催
(3)市町村のケース会議への技術支援・援助
（いの町　毎月1回、須崎市　年6回、幡多地域
年５回）
(4)センターにおける相談支援の充実
○人材育成
(1)市町村の保健師や教育支援センター職員
等を対象とした人材養成研修等を実施
○居場所づくり
(1)家族サロンや青年期の集いの開催
(2)圏域ごとの集いの場（居場所・交流の場）の
開設への支援（いの町、黒潮町、四万十市＋１
か所）
○個別支援の充実
(1)訪問支援による本人及び家族の支援や事
例検討会の開催
(2)SST（全5回）、WRAP（全５回）による訓練の
実施
○普及啓発の促進
(1)啓発用パンフレットの配布
(2)ひきこもり普及啓発地域研修会の開催

○ひきこもり地域支援センターを中心とした相談
機関のネットワークの構築・強化
(1)関係機関連絡会議の開催（6月・10月・2月）
(2)若者サポートステーションとの情報交換会（勉
強会・事例検討会含む）の開催（6回）
(3)市町村のケース会議への技術支援・援助（い
の町　10回、須崎市　6回、幡多　5回）
(4)センターにおける相談支援の充実（相談実
績：電話95件、来所752件、計847件）
・市町村による温度差はあるが、個別支援に向
けた体制が整いつつある。
・新規来所相談者が半数（実数ベース）を占める
など、徐々に広がりをみせている。
○人材育成
(1)市町村の保健師や教育支援センター職員等
を対象とした人材養成研修等を実施（4回）
○居場所づくり
(1)家族サロンや青年期の集いの開催
・家族サロン　毎週火曜日
・青年期の集い　毎週水曜＋第2・第4金曜日の
月6回開催
(2)圏域ごとの集いの場（居場所・交流の場）の開
設への支援（いの町、黒潮町、四万十市、宿毛
市）
○個別支援の充実
(1)訪問支援による本人及び家族の支援や事例
検討会の開催
(2)SST（全5回）、WRAP（全５回）による訓練の実
施
○普及啓発の促進
(1)啓発用パンフレットの配布
(2)ひきこもり普及啓発地域研修会の開催

○ひきこもり地域支援センターを中心とした相
談機関のネットワークの構築・強化
(1)関係機関連絡会議の開催（年3回）
(2)若者サポートステーションとの情報交換会
（勉強会・事例検討会含む）の開催（年6回）
(3)市町村のケース会議への技術支援・援助
（いの町　年10回、須崎市　年6回、幡多　年５
回）
(4)センターにおける相談支援の充実
○人材育成
(1)市町村の保健師や教育支援センター職員
等を対象とした人材養成研修等を実施
○居場所づくり
(1)家族サロンや青年期の集いの開催
(2)圏域ごとの集いの場（居場所・交流の場）の
開設への支援（2ヶ所）
○個別支援の充実
(1)訪問支援による本人及び家族の支援や事
例検討会の開催
(2)社会体験活動、WRAP（全５回）による訓練
の実施
○普及啓発の促進
(1)啓発用パンフレットの配布
(2)ひきこもり普及啓発地域研修会の開催

○ひきこもり地域支援センターを中心とした相談
機関のネットワークの構築・強化
(1)関係機関連絡会議の開催（6月・10月・2月）
(2)若者サポートステーションとの情報交換会（勉
強会・事例検討会含む）の開催（6回）
(3)市町村のケース会議への技術支援・援助（い
の町　9回、須崎市　6回、幡多　4回）
(4)センターにおける相談支援の充実（相談実
績：電話59件、来所939件、計998件）
・市町村による温度差はあるが、個別支援に向
けた体制が整いつつある。
・新規来所相談者が半数（実数ベース）を占める
など、徐々に広がりをみせている。
○人材育成
(1)市町村の保健師や教育支援センター職員等
を対象とした人材養成研修等を実施（4回）
○居場所づくり
(1)家族サロンや青年期の集いの開催
・家族サロン　毎週火曜日
・青年期の集い　毎週水曜＋第2・第4金曜日の
月6回開催
(2)圏域ごとの集いの場（居場所・交流の場）の開
設への支援（高知市、黒潮町、宿毛市）
○個別支援の充実
(1)訪問支援による本人及び家族の支援や事例
検討会の開催
(2)社会体験活動（のべ9名参加）、WRAP（全５
回）による訓練の実施
○普及啓発の促進
(1)啓発用パンフレットの配布
(2)ひきこもり普及啓発地域研修会の開催（2月）

○ひきこもり地域支援センターを中心とした相
談機関のネットワークの構築・強化
(1)関係機関連絡会の開催（年1回）、実践研修
部会（年2回）
(2)若者サポートステーションとの情報交換会
（勉強会・事例検討会含む）の開催（年5回）
(3)市町村のケース会議への技術支援・援助
（いの町　年10回、須崎市　年7回、幡多　年5
回）
(4)センターにおける相談支援の充実
○人材育成
(1)市町村の保健師や教育支援センター職員
等を対象とした人材養成研修等を実施（年3
回）
○居場所づくり
(1)家族サロンや青年期の集いの開催
(2)圏域ごとの集いの場（居場所・交流の場）の
開設への支援（3ヶ所）
○個別支援の充実
(1)訪問支援による本人及び家族の支援や事
例検討会の開催
(2)社会体験活動、WRAP（全4回）による訓練
の実施
○普及啓発の促進
(1)啓発用パンフレットの配布
(2)ひきこもり普及啓発地域研修会の開催（年1
回）

○ひきこもり状態にある人や家族を
支援する体制が強化され、身近な地
域で適切な支援先や医療機関の受
診が可能になることで、早期のひき
こもり状態にある人の社会参加や自
立につながっている。

スクールソーシャルワーカーの配置拡充及び人材の確保

スクールソーシャルワーカーの専門性の向上及び学校・スクールカウンセラー等との連携強化

スクールソーシャルワーカーの配置拡充及び人材の確保

スクールソーシャルワーカーの専門性の向上及び学校・スクールカウンセラー等との連携強化

生徒指導推進協力員・学校相談員・生徒指導スーパーバイザーの人材の配置に向けた支援

生徒指導推進員・学校相談員・生徒指導スーパーバイザーの専門性の向上及び関係機関との連携強化

生徒指導推進協力員・学校相談員・生徒指導スーパーバイザーの人材の配置に向けた支援

生徒指導推進員・学校相談員・生徒指導スーパーバイザーの専門性の向上及び関係機関との連携強化
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子ども支援専門部会

第４期計画に向けた検討及び、改定作業第３期高知県健康増進計画「よさこい健康プラン２１」の取組

・教育相談活動の充実・教育相談活動の充実

継続した取り組み継続した取り組み

（小規模作業所）

圏域ごとの開設に向けた支援。本人の居場所・交流の場を身近な場所

につくる。

目標：平成２７年度末までに５箇所
　　　　現在：作業所2ヶ所（いの町、黒潮町）

　　　　　　　　 居場所2ヶ所（四万十市、宿毛市）

継続5校を指定

新規6校を指定（２年間）

指定校での実践を県内の

学校へ発信

指定校での実践を県内

の学校へ発信

新規6校を指定（２年間）

指定校での実践を県内

の学校へ発信

継続5校を指定

新規6校を指定（２年間）

指定校での実践を県内の

学校へ発信

指定校での実践を県内

の学校へ発信

新規6校を指定（２年間）

指定校での実践を県内

の学校へ発信

新規２中学校区を指定（２年間）

新規３中学校区を指定（２年間）

指定校での実践を県内の

学校へ発信

指定終了校のフォローアップ訪問実施（１１校）



■子どもの環境づくり推進計画（第三期）進行管理シート（抜粋分）

担当課 番号 事　　業　　名 事業概要 H２５計画 Ｈ２５実施状況 H２６計画 H２６実施状況 H２７計画 H２７実施状況 H２８計画 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
目標数値または

目指すべき姿（H２９）

幼保支援課 162
165

親育ち支援推進事業
（基本的生活習慣向上事業）

保護者が生活習慣定着の重
要性について理解し、早期か
ら望ましい生活習慣を確立す
るために、各園における学習
会や講師による講演を行う。

○基本的生活習慣に関するパンフレットの
作成・配付
○基本的生活習慣に関する講演会
○パンフレットの活用についての説明会
○基本的生活習慣についての学習会（各
園）

○10月末、パンフレット完成、保育所・幼
稚園等へ送付。学習会等の実施後、3歳
児保護者へ配付。
○基本的生活習慣に関する講演会及び
説明会の実施
　・講演会3会場、説明会5会場
　・参加人数812名
　　（講演会427名、説明会385名）
○基本的生活習慣についての学習会の
実施
　・保育所、幼稚園等264園（88.6％）で実
施

○3歳児保護者へ基本的生活習慣
に関するパンフレットの配付
○基本的生活習慣についての学習
会（各園）
○基本的生活習慣の取組強調月間
の実施

○保護者が食・睡眠・運動などの基
本的生活習慣の重要性について理
解を深めることにより、子どもたちの
基本的生活習慣の改善が図られ
る。

基本的生活習慣の向上に関する取組



生涯学習課 1 環境学習推進事業 平成22年度に開催した「全国
生涯学習フォーラム高知大会」
における「環境フォーラム」で
の提言を受け、ＮＰＯ等の団体
や学校、青少年団体が連携し
た自然体験活動や環境学習を
推進する。

○高知体験学習ガイドＨＰによる自
然体験活動等の情報提供の実施

○学習プログラムの作成

○指導者養成研修等の実施
・自然体験リーダー
　22.5時間×１回
・自然体験インストラクター
　22.5時間×１回

○高知体験学習ガイドＨＰによる自
然体験活動等の情報提供（イベント
情報等随時追加掲載）
○環境学習プログラムの作成
　18プログラム作成
○指導者養成研修等
・自然体験リーダー
　委託先：国立室戸青少年自然の家
　期日：9/14～16
  参加者数：22人
・自然体験インストラクター
　委託先：高知自然学校連絡会
　期日：2/22～23、3/8、3/9
　参加者数：19人

○高知体験学習ガイドＨＰによる自
然体験活動等の情報提供の実施

○指導者養成研修等の実施
・自然体験リーダー
　22.5時間×１回
・自然体験インストラクター
　22.5時間×１回

○高知体験学習ガイドＨＰによる自
然体験活動等の情報提供（イベント
情報等随時追加掲載イベント数150
件掲載）
○指導者養成研修等の実施
・自然体験リーダー
　独立行政法人国立青少年教育振
　興機構本部事業として実施された
　ため県教委としては委託中止。
・自然体験インストラクター
　委託先：高知自然学校連絡会
　期日：平成27年1月10日から12日
　参加者数：21人

○高知体験学習ガイドＨＰによる自
然体験活動等の情報提供の実施
○指導者養成研修等の実施
・自然体験インストラクター
　22.5時間×１回
○体験活動推進のための講師の派
遣

○高知体験学習ガイドＨＰによる自
然体験活動等の情報提供（イベント
情報等随時追加掲載イベント数150
件掲載）
○指導者養成研修等（自然体験イ
ンストラクター）
22.5時間(2泊3日)の研修を実施（募
集24人）
○体験活動推進のための講師の派
遣
・自然体験活動指導者研修の修了
者をはじめ、自然体験プログラムを
提供できる経験豊富な指導者を地
域の青少年団体等へ派遣する。指
導者2名を10か所に派遣

○高知体験学習ガイドＨＰによる自
然体験活動等の情報提供の実施
○指導者養成研修等の実施
・自然体験インストラクター
　22.5時間×１回
○体験活動推進のための講師の派
遣
・自然体験活動指導者研修の修了
者をはじめ、自然体験プログラムを
提供できる経験豊富な指導者を地
域の青少年団体等へ派遣する。

○高知体験学習ガイドＨＰによる自然体験活
動等の情報提供

○指導者養成研修等 取組の継続 取組の継続

○県民に対して様々な自然体験活
動等の情報提供を行うことにより、
県民が身近な場所や興味関心のあ
る活動への参加ができる。
○自然体験活動の指導者が養成さ
れることにより、安全に配慮された
様々な体験活動に県民が参加する
ことができる。

スポーツ健康
教育課

2 幼児期の身体活動推進事業 神経系の発達が著しい幼児期
に焦点を当て、運動の基礎と
なる運動感覚を育てるための
プログラムを普及させること
で、動ける身体、動きたくなる
身体の育成を図る。

○「親子で楽しむ運動遊び講習会」
の開催
  会場：県内３会場で実施
　対象：年中以上の幼児及びその保
護者
　「親子運動プログラムポスターの
作成・配布」
　配布先：県内幼稚園・保育所　500
部

「親子で楽しむ運動遊び講習会」の
開催
・西部会場・・平成２５年11月10日
・東部会場・・平成２５年11月17日
・中部会場・・平成２6年2月２３日
　「親子運動プログラムポスター」配
布
・県内保育所、幼稚園、認定こども
園に通う全園児数分（11月）
・県内の全子育て支援センター（11
月）
「指導主事による出前授業」
・高知市立かがみ幼稚園H26.1.18
・南国市立浜改田保育園H26.1.29

○「親子運動遊び教室」の開催
  会場：県内３会場で実施予定
　対象：年少児～年長児及びその保
護者
　「親子運動遊びシート」の作成
・平成２６年10月頃配布予定
「指導主事による出前授業」
・県内数箇所予定
「遊びを通して健康づくり事業」
・派遣対象は県内の保育所、幼稚園
・派遣数は４０園
・派遣者は、大学関係者、ダンスス
クール指導者、テニススクール指導
者

○「親子運動遊び教室」の開催
・西部会場・・平成26年11月16日
・東部会場・・平成26年11月30日
・中部会場・・平成27年1月31日
○「親子運動プログラムシート」配布
・県内保育所、幼稚園、認定こども
園に通う全園児数分（２月）
○「指導主事による出前授業」の実
施
・高知市立かがみ幼稚園H26.1.24
○「遊びを通して健康づくり教室」
・派遣数：42園
・派遣者：幼児体育研究者、大学関
係者、ダンススクール指導者

○「親子運動遊び教室」の開催
  会場：県内３会場で実施予定
　対象：年少児～年長児及びその保
護者
○「親子運動遊びシート」の作成
・平成27年11月頃配布予定
○「指導主事による出前授業」
・県内数箇所予定
○「遊びを通して健康づくり事業」
・派遣対象は県内の保育所、幼稚
園、認定こども園
・派遣数は40園
・派遣者は、大学関係者、ダンスス
クール指導者、テニススクール指導
者

○「親子運動遊び教室」の開催
・西部会場・・平成27年11月15日
・東部会場・・平成27年11月29日
・中部会場・・平成28年1月16日
○「親子運動遊びシート」配布
・県内保育所、幼稚園、認定こども
園に通う全園児数分(3月）
○「指導主事による出前授業」の実
施
・高知市立かがみ幼稚園H27.1.２３
○「遊びを通して健康づくり教室」
・派遣数：39園
・派遣者：幼児体育研究者、大学関
係者、ダンススクール指導者

○「親子運動遊び教室」の開催
　会場：県内4会場で実施予定
　対象：年少児～年長児及びその保
護者
○「幼児期の運動遊びポスター」の
作成
・平成28年1１月頃配布予定
○「遊びを通して健康づくり教室」
・派遣対象は県内の保育所、幼稚
園、認定こども園
・派遣数は５０園
・派遣者は、幼児体育研究者、大学
関係者、ダンススクール指導者、ヨ
ガインストラクター

○保育所・幼稚園・家庭等におい
て、運動的な遊びが行われようにな
り、幼児の体力が向上する。

食品・衛生課 3 動物愛護体験事業 動物とのふれあいを通じ命の
尊厳や友愛の精神と動物愛護
の精神を養うことを目的とす
る。

○１９小学校で動物愛護教室を実施
し、４４７名が受講予定

20校562名 ○20小学校で動物愛護教室を実施
し、600名が受講予定

17校483名 ○20小学校で動物愛護教室を実施
し、500名が受講予定

13校388名 ○25小学校で動物愛護教室を実施
し、600名が受講予定

○動物愛護の精神を養う。

○ペット（犬、猫等）動物の適正飼育
について学習する。

新エネルギー
推進課

4 環境活動支援センター事業 環境活動等に関する情報の提
供、環境活動団体・地域・学校
における環境活動の支援を通
じて、環境学習・自然体験の機
会を提供する。

○環境学習機材等の貸出
　（112回/年以上）
○環境学習講師の派遣（30名/年）
○環境絵日記コンテストの開催
　（応募作品数：500作品）
○ナニコレ博物館の開催
　（2回/年以上）
○こどもエコクラブ活動支援
　（交流会開催1回）

○環境学習機材等貸出回数：86回
○環境学習講師派遣人数：62名
○環境絵日記コンテストの開催
　（応募作品数：703作品）
○ナニコレ博物館の開催：5回
○こどもエコクラブ活動支援
　（交流会開催1回）

○環境学習機材等の貸出
　（100回/年以上）
○環境学習講師の派遣（30名/年）
○環境絵日記コンテストの開催
　（応募作品数：500作品）
○環境学習講師の活動支援
　・ナニコレ博物館の開催
　　（2回/年以上）
○こどもエコクラブ活動支援
　（交流会開催1回）
○学校でのﾌｨﾌﾃｨ･ﾌｨﾌﾃｨ事業
　（参加校30校）

○環境学習機材等貸出回数：78回
○環境学習講師派遣人数：79名
○環境絵日記コンテストの開催
　（応募作品数：1,851作品）
○こどもエコクラブ活動支援
　（交流会開催1回）
○学校でのﾌｨﾌﾃｨ･ﾌｨﾌﾃｨ事業
　（参加校28校）

○環境学習講師の派遣
○環境絵日記コンテストの開催
○体験型学習イベント（スタンプラ
リー）の実施
○学校移動博物館（3回/年）
○こどもエコクラブ活動支援
　（交流会開催1回）

○環境学習講師派遣人数：79名
○環境絵日記コンテストの開催
　（応募作品数：1,725作品）
○体験型学習イベント（スタンプラ
リー）の実施
　（パスポート配布：383冊、記念品
応募者数：9名）
○学校移動博物館（3回）
○こどもエコクラブ活動支援
　（交流会開催1回）

○環境学習講師の派遣
○環境絵日記コンテストの開催
○体験型学習・研修イベントの実施
（2回/年）
○こどもエコクラブ活動支援
　（交流会開催1回）

○地域・学校において、環境学習・
自然体験等の機会が増加すること
により、地域や地球環境への理解
が深まる。

環境共生課 5 牧野植物園管理運営費
（企画広報事業）

県下の児童生徒に牧野植物
園のイベント情報や植物や牧
野富太郎に関する情報を提供
するため、小中学校すべての
学校に各種イベントチラシ・ポ
スターを送付する。

○「イベントカレンダー」、「まきの手
帖」、各種イベントチラシ・ポスターを
小・中・高等学校に送付する。

○まきの手帖
　来園の児童生徒に配布した。
○各種イベントチラシ・ポスター
　小・中・高等学校に送付(9･10月)し
た。
○ダイレクトメール
　植物園の活動内容や催しなどを発
信した。

○まきの手帖
　来園の児童生徒に配布する
○各種イベントチラシ・ポスター
　小・中・高等学校に送付する
○ダイレクトメール
　植物園の活動内容や催しなどを発
信する

○各種イベントチラシ
　小・中・高等学校（345校）に対し、
定期的（6月・9月・12月・3月）に送付
した。
〇学習プログラムの周知チラシ発送
(１回)

○各種イベントチラシ
　小・中・高等学校に定期的に送付
する
　（３４５校に対し４回）
〇学習プログラムの周知チラシ発送
（１回・４月）

○各種イベントチラシ
　小・中・高等学校（345校）に対し、
定期的（4月・7月・9月・2月・3月）に
送付した。
○体重15kgまでのお子様を対象に
した「オオオニバスにのろう」チラシ
を県内幼・保育園に配布。
〇学習プログラムの周知チラシ発送
(１回)

○各種イベントチラシ
　小・中・高等学校に定期的に送付
する
　（３４９校に対し５回）
○食虫植物とアリ植物展チラシを県
内幼・保育園に配布
〇学習プログラムの周知チラシ発送
（１回・準備中）
○高知龍馬空港におけるPR看板の
設置

同左 ○児童生徒の利用の増

生涯学習課 6 放課後子ども総合プラン推進
事業

放課後等における子どもたち
の安全で健やかな居場所づく
りを推進する。

○放課後子どもプラン実施への支
援
（１）運営補助
【小学校】 169ヵ所
【中学校】   38ヵ所
（２）児童クラブ施設整備への助成
南国市日章　１ヵ所
（３）放課後学びの場充実事業
・学習支援者の謝金
・教材等の購入
・発達障害児等の支援者の謝金
（４）保護者利用料の減免への助成
　17市町村
（５）放課後学び場人材バンク
（６）活動内容の充実と指導員等の
人材育成
（学校支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会　2回
・指導員等研修　17回

○放課後子どもプラン実施への支援
（１）運営補助【小学校】 163ヵ所
　　　　　　　　【中学校】   35ヵ所
（２）児童クラブ施設整備への助成
　　南国市日章　１ヵ所
（３）放課後学びの場充実事業
・学習支援者の謝金
・教材等の購入
・発達障害児等への支援者の謝金
（４）保護者利用料の減免への助成
　　17市町村
（５）放課後学び場人材バンク
（６）活動内容の充実と指導員等の人材育成
 （学校支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会　5/22　2/20
・指導員等研修
◇安全・防災研修
　5/21,27,30  206名(満足度80％)
◇発達障害児等地域ｻﾎﾟｰﾀｰ研修
　6/14～全5回　17名
◇家庭教育支援研修
　9/10,18,19　134名(満足度83％)
◇発達障害児等支援研修
  11/19,20　141名(満足度83％)
◇学習・体験研修
　12/5,6,10　143名(満足度87％)
・啓発リーフレットの作成　8月
・取組モデル事例集の作成　3月
・全市町村訪問　8～9月
・取組状況調査　11月

○放課後子どもプラン実施への支
援
（１）運営補助
【小学校】 167ヵ所
【中学校】   35ヵ所
（２）児童クラブ施設整備への助成
香美市大宮　１ヵ所
（３）放課後学びの場充実事業
・学習支援者の謝金
・発達障害児等への支援者の謝金
（４）保護者利用料の減免への助成
　17市町村
（５）放課後学び場人材バンク
（６）活動内容の充実と指導員等の
人材育成
（学校支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会　2回
・指導員等研修　16回
・全市町村訪問　9月
・取組状況調査　11月

○放課後子どもプラン実施への支
援
（１）運営補助
【小学校】 166ヵ所
【中学校】   30ヵ所
（２）児童クラブ施設整備への助成
香美市大宮　１ヵ所
（３）放課後学びの場充実事業
・学習支援者の謝金
・発達障害児等への支援者の謝金
（４）保護者利用料の減免への助成
　17市町村
（５）放課後学び場人材バンク
（６）活動内容の充実と指導員等の
人材育成
（学校支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会　2回
・指導員等研修　17回
・全市町村訪問　9月
・取組状況調査　11月

○放課後子ども総合プラン実施への支援
（１）運営補助
【小学校】 293ヵ所 【中学校】   29ヵ所
（２）児童クラブ施設整備への助成
　高知市　４ヵ所、香美市　１ヵ所
　香南市　１ヵ所
（３）放課後学びの場充実事業
・学習支援者の謝金
・発達障害児等への支援者の謝金
・防災対策経費
・教材等の購入及び学習環境を充実させる備
品購入
（４）保護者利用料の減免への助成
　19市町村
（５）放課後学び場人材バンク
（６）活動内容の充実と指導員等の人材育成
（学校支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会　2回
・指導員等研修　17回
・放課後児童支援員認定資格研修
　9～10月
・全市町村訪問　9月
・取組状況調査　9月

○放課後子ども総合プラン実施への支援
（１）運営等補助（うち高知市）
【小学校】289ヵ所（109）
　　子ども教室 136(29)
　　児童クラブ 153(80)
【中学校】 子ども教室 27ヵ所
（２）児童クラブ施設整備への助成
　　高知市　４ヵ所、香美市　１ヵ所
　　香南市　１ヵ所
（３）放課後学びの場充実事業による学習支援
者の謝金等への支援
（４）利用料減免助成
（５）放課後学び場人材バンク
（６）活動内容の充実と指導員等の人材育成
（学校支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会 2回
・指導員等研修 14回
　地域による教育支援活動研修会等
　3回、安全・防災 3回、
　家庭教育 3回、障害児等理解 2回、
　学習・体験 3回
・ｻﾎﾟｰﾀｰ養成研修　全5回
・放課後児童支援員認定資格研修
　全4日×1回
・全市町村訪問 9月
・取組状況調査 9月

○放課後子ども総合プラン実施への支援
（１）運営等補助（うち高知市）
【小学校】313ヵ所（128）
　　子ども教室 150(41)
　　児童クラブ 163(87)
（２）児童クラブ施設整備への助成
　　14ヵ所
（３）放課後学びの場充実事業による学習支援
者の謝金等への支援
（４）利用料減免助成
（５）児童クラブの開設時間延長支援
（６）放課後学び場人材バンク
（７）活動内容の充実と指導員等の人材育成
（学校支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会 2回
・指導員等研修 13回
・ｻﾎﾟｰﾀｰ養成研修　全5回
・放課後児童支援員認定資格研修
　全4日×2回
・子育て支援員研修
　（放課後児童コース）全2日×1回
・モデル事例集作成
・全市町村訪問 9月
・取組状況調査 9月

取組の継続 取組の継続

○学校や地域と連携し、より安全で
健やかに、地域で子どもを育てる風
土ができる。

○「放課後学びの場」において、より
学校との連携が進み、子どもたちが
学ぶ力を身につけることができる。

生涯学習課 7 環境学習推進事業 平成22年度に開催した「全国
生涯学習フォーラム高知大会」
における「環境フォーラム」で
の提言を受け、ＮＰＯ等の団体
や学校、青少年団体が連携し
た自然体験活動や環境学習を
推進する。

○高知体験学習ガイドＨＰによる自
然体験活動等の情報提供の実施

○学習プログラムの作成

○指導者養成研修等の実施
・自然体験リーダー
　（22.5時間×１回）
・自然体験インストラクター
　（22.5時間×１回）

○高知体験学習ガイドＨＰによる自
然体験活動等の情報提供（イベント
情報等随時追加掲載）
○環境学習プログラムの作成
　18プログラム作成
○指導者養成研修等
・自然体験リーダー
　委託先：国立室戸青少年自然の家
　期日：9/14～16
  参加者数：22人
・自然体験インストラクター
　委託先：高知自然学校連絡会
　期日：2/22～23、3/8、3/9
　参加者数：19人

○高知体験学習ガイドＨＰによる自
然体験活動等の情報提供の実施

○指導者養成研修等の実施
・自然体験リーダー
　22.5時間×１回
・自然体験インストラクター
　22.5時間×１回

○高知体験学習ガイドＨＰによる自
然体験活動等の情報提供（イベント
情報等随時追加掲載イベント数150
件掲載）
○指導者養成研修等の実施
・自然体験リーダー
　独立行政法人国立青少年教育振
　興機構本部事業として実施された
　ため県教委としては委託中止。
・自然体験インストラクター
　委託先：高知自然学校連絡会
　期日：平成27年1月10日から12日
　参加者数：21人

○高知体験学習ガイドＨＰによる自
然体験活動等の情報提供の実施
○指導者養成研修等の実施
・自然体験インストラクター
　22.5時間×１回
○体験活動推進のための講師の派
遣

○高知体験学習ガイドＨＰによる自
然体験活動等の情報提供（イベント
情報等随時追加掲載イベント数150
件掲載）
○指導者養成研修等（自然体験イ
ンストラクター）
22.5時間(2泊3日)の研修を実施（募
集24人）
○体験活動推進のための講師の派
遣
・自然体験活動指導者研修の修了
者をはじめ、自然体験プログラムを
提供できる経験豊富な指導者を地
域の青少年団体等へ派遣する。指
導者2名を10か所に派遣

○高知体験学習ガイドＨＰによる自
然体験活動等の情報提供の実施
○指導者養成研修等の実施
・自然体験インストラクター
　22.5時間×１回
○体験活動推進のための講師の派
遣
・自然体験活動指導者研修の修了
者をはじめ、自然体験プログラムを
提供できる経験豊富な指導者を地
域の青少年団体等へ派遣する。

○高知体験学習ガイドＨＰによる自然体験活
動等の情報提供

○指導者養成研修等
取組の継続 取組の継続

○県民に対して様々な自然体験活
動等の情報提供を行うことにより、
県民が身近な場所や興味関心のあ
る活動への参加ができる。
○自然体験活動の指導者が養成さ
れることにより、安全に配慮された
様々な体験活動に県民が参加する
ことができる。

■子どもの環境づくり推進計画（第三期）進行管理シート（プラン１　子どもが豊かな体験をするための支援）　

担当課 番号 事　　業　　名 事業概要 H２５計画 Ｈ２５実施状況 H２６計画 H２６実施状況 H２７計画 H２７実施状況 H２８計画 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
目標数値または

目指すべき姿（H２９）

地域による教育支援活動推進委員 地域による教育支援活動推進委員

改
善
・
充
実

イベントや体験活動に関する情報を随時追加掲載

5,6月

・
委
託
契
約
締
結

・
委
託
事
業
の
進
捗
管
理

・
委
託
事
業
報
告
の
受
理

2,3月

■研修会等での広報活動

■広報誌、新聞紙等を活用した広報活動

■「親子運動遊び教室」の開催（県内３会

場）

■「親子運動遊びリーフレット」の作成・配

■事業内容の検証及び

次年度の取組の方向

性の検討と実施内容の

決定

■研修会等での広報活動

■広報誌、新聞紙等を活用した広報活動

■「親子運動遊び教室」の開催（県内３会

場）

■研修会等での広報活動

■広報誌、新聞紙等を活用した広報活動

■「親子運動遊び教室」の開催（県内３会

場）

■「親子運動遊びリーフレット」の作成・配

放課後等における子どもたちの安全で健やかな居場所づくりの推進

㉖
年
間
事
業
計
画
　
㉕
実
績
報
告

5月
8,9月

・
市
町
村
訪
問
に
よ
る
方
向
性
の
共
有

11月

・
取
組
状
況
調
査

・各種研修の実施

・啓発・情報提供

2月

㉖
事
業
総
括
　

㉗
計
画
（
予
算
・
方
向
性
）

㉗
年
間
事
業
計
画
　
㉖
実
績
報
告 改

善
・
充
実

改
善
・
充
実

イベントや体験活動に関する情報を随時追加掲載

5,6月

・
委
託
契
約
締
結

2,3月

・
委
託
事
業
の
進
捗
管
理

・
委
託
事
業
報
告
の
受

5,6月

・
委
託
契
約
締
結

2,3月

・
委
託
事
業
の
進
捗
管
理

・
委
託
事
業
報
告
の
受

4,5月 6,7月 9～2月

・
希
望
校
調
査

・
愛
護
教
室
の
内
容
、
実
施
校
の
決
定

・
動
物
愛
護
推
進
員
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
調
整

・
動
物
愛
護
教
室
の
実
施

5,6月

・
委
託
契
約
締
結

・
委
託
事
業
の
進
捗
管
理

・
委
託
事
業
報
告
の
受
理

2,3月

■事業内容の検証及び

次年度の取組の方向

性の検討と実施内容の

決定

■事業内容の検証及

び次年度の取組の方

向性の検討と実施内容
の決定

■事業内容の検証及

び次年度の取組の方

向性の検討と実施内容
の決定

4,5月 6,7月 9～2月

・
希
望
校
調
査

・
愛
護
教
室
の
内
容
、
実
施
校
の
決
定

・
動
物
愛
護
推
進
員
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
調
整

・
動
物
愛
護
教
室
の
実
施

4,5月 6,7月 9～2月

・
希
望
校
調
査

・
愛
護
教
室
の
内
容
、
実
施
校
の
決
定

・
動
物
愛
護
推
進
員
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
調
整

・
動
物
愛
護
教
室
の
実
施

4,5月 6,7月 9～2月

・
希
望
校
調
査

・
愛
護
教
室
の
内
容
、
実
施
校
の
決
定

・
動
物
愛
護
推
進
員
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
調
整

・
動
物
愛
護
教
室
の
実
施

5月
8,9月

・
市
町
村
訪
問
に
よ
る
方
向
性
の
共
有

11月

・
効
果
、
課
題
の
検
証

・各種研修の実施

・啓発・情報提供

2月

イベントや体験活動に関する情報を随時追加掲載

イベントや体験活動に関する情報を随時追加掲載

通
年

各種イベントチラシの送付（６月・９月・１２月・３月）

4～5月

学
習
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
周
知
チ
ラ

４月

学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
周
知
チ
ラ
シ
の

発
送

4,5月 6,7月 9～2月

・
希
望
校
調
査

・
愛
護
教
室
の
内
容
、
実
施
校
の
決
定

・
動
物
愛
護
推
進
員
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
調
整

・
動
物
愛
護
教
室
の
実
施

4,5月 6,7月 9～2月

・
希
望
校
調
査

・
愛
護
教
室
の
内
容
、
実
施
校
の
決
定

・
動
物
愛
護
推
進
員
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
調
整

・
動
物
愛
護
教
室
の
実
施

4,5月 6,7月 9～2月

・
希
望
校
調
査

・
愛
護
教
室
の
内
容
、
実
施
校
の
決
定

・
動
物
愛
護
推
進
員
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
調
整

・
動
物
愛
護
教
室
の
実
施

4,5月 6,7月 9～2月

・
希
望
校
調
査

・
愛
護
教
室
の
内
容
、
実
施
校
の
決
定

・
動
物
愛
護
推
進
員
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
調
整

・
動
物
愛
護
教
室
の
実
施

イベントや体験活動に関する情報を随時追加掲載

5,6月

・
委
託
契
約
締
結

・
委
託
事
業
の
進
捗
管
理

・
委
託
事
業
報
告
の
受
理

2,3月

■研修会等での広報活動

■広報誌、新聞紙等を活用した広報活動

■「親子運動遊び教室」の開催（県内３会場）

■「親子運動遊びリーフレット」の作成・配布

■事業内容の検証及び

次年度の取組の方向

性の検討と実施内容の

決定

■研修会等での広報活動

■広報誌、新聞紙等を活用した広報活動

■「親子運動遊び教室」の開催（県内３会場）

■「親子運動遊びリーフレット」の作成・配布

■研修会等での広報活動

■広報誌、新聞紙等を活用した広報活動

■「親子運動遊び教室」の開催（県内３会場）

■「親子運動遊びリーフレット」の作成・配布

5,6月

・
委
託
契
約
締
結

・
委
託
事
業
の
進
捗
管
理

・
委
託
事
業
報
告
の
受
理

2,3月

■事業内容の検証及び

次年度の取組の方向

性の検討と実施内容の

決定

■事業内容の検証及

び次年度の取組の方

向性の検討と実施内容
の決定

■事業内容の検証及

び次年度の取組の方

向性の検討と実施内容
の決定

イベントや体験活動に関する情報を随時追加掲載

地域による教育支援活動推進委員 地域による教育支援活動推進委員

改
善
・
充
実

放課後等における子どもたちの安全で健やかな居場所づくりの推進

㉖
年
間
事
業
計
画
　
㉕
実
績
報
告

5月
8,9月

・
市
町
村
訪
問
に
よ
る
方
向
性
の
共
有

11月

・
取
組
状
況
調
査

・各種研修の実施

・啓発・情報提供

2月

㉖
事
業
総
括
　

㉗
計
画
（
予
算
・
方
向
性
）

㉗
年
間
事
業
計
画
　
㉖
実
績
報
告

㉗
事
業
総
括
　

㉘
計
画
（
予
算
・
方
向
性
）

改
善
・
充
実

改
善
・
充
実

イベントや体験活動に関する情報を随時追加掲載

5,6月

・
委
託
契
約
締
結

2,3月

・
委
託
事
業
の
進
捗
管
理

・
委
託
事
業
報
告
の
受

5,6月

・
委
託
契
約
締
結

2,3月

・
委
託
事
業
の
進
捗
管
理

・
委
託
事
業
報
告
の
受

5月
9月

・
市
町
村
訪
問
に
よ
る
方
向
性
の
共
有

・
取
組
状
況
調
査

・各種研修の実

施

2月

イベントや体験活動に関する情報を随時追加掲載

事
業
内
容
見
直
し

事
業
内
容
見
直
し

・環境活動等に関する情報提供・各事業の実施

通
年

　各種イベントチラシの送付

５～６月予

学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
周
知
チ
ラ
シ
の

発
送

■研修会等での広報活動

■広報誌、新聞紙等を活用した広報活動

■「親子運動遊び教室」の開催（県内４会場）

■「幼児期の運動遊びポスター」の作成・配

布



■子どもの環境づくり推進計画（第三期）進行管理シート（プラン１　子どもが豊かな体験をするための支援）　

担当課 番号 事　　業　　名 事業概要 H２５計画 Ｈ２５実施状況 H２６計画 H２６実施状況 H２７計画 H２７実施状況 H２８計画 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
目標数値または

目指すべき姿（H２９）

生涯学習課 8 長期宿泊体験活動推進事業 県内における長期集団宿泊活
動のモデルを構築し、小学校
等を主体とした３泊４日以上の
宿泊体験活動を支援するとと
もに、これを受け入れる青少年
教育施設の教育プログラムを
確立する。

児童生徒の健全育成を目的として、
小学校・中学校等が実施し、３泊４
日以上の宿泊を伴う体験活動を支
援する。
○新規事業であるため実施市町村
への説明会。
○保護者会への参加
○担当者会、及び準備会等への参
加ならびに支援活動。
○４市町６校の実施
○実施前、事後のアンケート調査及
び、保護者への事後アンケート調査
の実施。

■モデル校を開拓
■実施校とのプログラム協議
■成果把握
■青少年教育施設関係者による「青少年教
育施　設連絡協議会」での検討
■プログラムの内容検討、専門的視点で検
討
■実施校の成果を分析

■県・実施校・市町村等による「体験活動推
進協議会」の設置
　・実施上の諸課題の検討・整理
　・プログラム内容の要望・協議
　・新規実践校への助言

モデル校の成果をＰＲし６校を開拓
し１２校の実施を行う。

少子対策課 9 パンフレット作成等委託事業 子どもたちが、県内各地で実
施されている体験学習を計画
的に選択し参加できるよう、体
験学習事業に係る情報を一元
的に提供する。

○情報紙「わいわいくじら」を作成
し、夏休み前に小学校等に配布
　　・配布部数　18,000部

○情報紙「わいわいくじら」を作成
し、夏休み前に小学校等に配布
　　・７月配布　部数　17,000部

○情報紙「わいわいくじら」を作成
し、夏休み前に小学校等に配布
　　・７月配布　部数　17,000部

○情報紙「わいわいくじら」を作成
し、夏休み前に小学校等に配布
　　・７月配布　部数　16,800部

○情報紙「わいわいくじら」を作成
し、夏休み前に小学校等に配布
　　・７月配布　部数　17,000部

○情報紙「わいわいくじら」を作成
し、夏休み前に小学校等に配布
　　・７月配布　部数　17,000部

○情報紙「わいわいくじら」を作成
し、夏休み前に小学校等に配布
　　・７月配布　部数　16,000部

○情報紙等を通じて、体験学習事
業に関する情報がより充実して提供
され、行き届いている。

・情報紙等の発行



文化推進課 10 県立坂本龍馬記念館
（教育普及事業）

小中学校を対象に記念館職員
による坂本龍馬を通じた歴史
学習・地域学習・総合学習の
出前授業を実施する。

○小中学校龍馬訪問授業　20回
○子ども教室の実施
○学習遠足バス援助　12校

・小中学校龍馬訪問授業　20回
・子ども教室の実施　3回
・学習遠足バス援助　10校

○小中学校龍馬訪問授業　20回
○子ども教室の開催　2回
○夏休み子どもフォーラム　8/15
○学習遠足バス援助　12校

○小中学校龍馬訪問授業　31回
○子ども教室の開催　１回
○夏休み子どもフォーラム　8/15
○学習遠足バス援助　13校

○小中学校龍馬訪問授業　20回
○子ども教室の開催　　　　1回
○夏休み子どもフォーラム　8/15
○学習遠足バス援助　　　　12校

○小中学校龍馬訪問授業　27回
○子ども教室の開催　　　　1回
○夏休み子どもフォーラム　8/15
○学習遠足バス援助　　15 校

○小中学校龍馬訪問授業　20回
○子ども教室の開催　　　　1回
○夏休み子どもフォーラム　8/15
○学習遠足バス援助　　　　12校

○子どもたちの幕末維新や土佐の
歴史を学ぶ機会を充実させる。

文化推進課 11 県立文学館
（教育普及事業）

朗読を通して文学に親しむ子
どもたちを育てるため、小中学
生を対象に朗読コンクールを
実施する。カルチャサポーター
による子どもたちが興味を持
つお話しや、土佐民話の紙芝
居、絵本の読み聞かせを行う。

○児童生徒文学作品朗読コンクー
ル
○おはなしキャラバン

・児童生徒文学作品朗読コンクール
 　　地区予選3回、県審査1回
　　（参加校37校、参加人数521名）
・おはなしキャラバン
　　105回（参加人数5,284名）

○児童生徒文学作品朗読コンクー
ル
○おはなしキャラバン

○児童生徒文学作品朗読
　　　　　　　　　　　　コンクール
　　　　8/15、8/18、8/21、11/2
　　　　　　参加者869人
○おはなしキャラバン
　　　　91回　参加者3,454人

○児童生徒文学作品朗読
　　　　　　　　　　　コンクール
○おはなしキャラバン

○児童生徒文学作品朗読
　　　　　　　　　　　コンクール
　　8/14、8/18、8/21、11/8
　　　　　　参加者818人
○おはなしキャラバン
　　　　　102回　参加者3,654人

○児童生徒文学作品朗読
　　　　　　　　　　　コンクール
○おはなしキャラバン

○次代を担う子どもたちに喜びと感
動を与え、創造性豊かな心を育む。

文化推進課 12 県立高知城歴史博物館（教育
普及事業）
 山内家宝物資料館（教育普及
 事業）（～H27)

※平成28年度当初予算から移
行

子供達へ歴史・文化を体験す
る場を提供し、文化財や伝統
文化への興味・関心の目を向
ける機会を作る。また、学校の
授業に協力し、出張授業や見
学受け入れを行う。

○夏休み工作教室
○夏休み展示学習シート
○小・中学生のための体験教室
○伝統文化教室
○学校出前講座

・夏休み工作教室7/28、8/4
・夏休み学習シート
　「土佐藩歴代藩主展」
　期間中7/12～9/23
・小・中学生のための体験教室
　5/6
・宿毛市立歴史観連携企画体験教
室
　9/22
・伝統文化教室　11/10
・学校出前講座　長岡小等３校
　出前授業　高知市立養護学校

○さわってみようシリーズ「薙刀」
○夏休み工作教室
○夏休み展示見学ワークシート
○伝統文化に挑戦「香道」
○児童クラブへの協力

○さわってみよう！武器・武具
　「なぎなた」5/6
○夏休み工作教室　7/20、7/27、
8/24
○夏休み展示見学ワークシート
　「土佐藩歴代藩主展」期間中
　　　　　　7/18～9/28
○伝統文化に挑戦「香道」11/23
○児童クラブ歴史体験教室　６校
○出前授業　５校

○さわってみようシリーズ「手裏剣」
○夏休み工作教室
○探検！発見！高知城
○伝統文化に挑戦「能」
○学校出前事業
○高校特別講座

○さわってみよう！武器・武具
　「手裏剣」5/6
○夏休みこども工作教室（7/19、
8/23絵巻物、8/2イス）
○夏休みこども教室「探検！発見！
高知城」7/26
○体験！発見！日本の伝統工芸
「花道」11/8
○学校への出前事業　４校
○高校特別講座（全25回）　１校
○児童クラブ歴史体験教室　６校

【高知城歴史博物館開館（平成29年
3月開館予定）準備のため例年より
縮小】
○学校への出前授業
○高校特別講座
○学校見学の受入
○博物館探検
○江戸の遊戯体験コーナー

（高知城歴史博物館に移行のうえ継続）
ただし、開館準備のためH28年度は一部縮

小

○子どもたちが楽しみながら歴史に
親しめるようにハンズオン展示や映
像などのコーナーを設け、学校の団
体利用を推進し、歴史や文化の学
習を支援する。

文化推進課 13 県立歴史民俗資料館
（教育普及（学校教育）事業）

小学校への歴史に関する出張
派遣授業の実施、中高生の職
場体験学習の受入れ、来館し
て展示見学やビデオ学習等を
行う学校に対してバス借上げ
料を負担する。

○派遣授業　8回
○体験学習　15校
○バス借上げ来館授業　２回

・ワクワクワーク（子ども歴史教室）
　　　　　　11回　参加のべ386人
・派遣授業・研究授業7回　226人
・総合的な学習プログラム
　　　通史・ポイント解説　１１件
　　　体験学習　18回
・来館学校数　39校
・職場体験　中学校　4校

○ワクワクワーク（子ども歴史教室）
　　　　　　　　　　　　　3回
○派遣授業　　8回
○借り上げバス授業　2回
○体験学習　　15校
○解説授業　　30校
○職場体験　　2校

○ワクワクワーク（子ども歴史教室）
　　　9回（うち1回は美術館で開催）
　　　参加者のべ300人
○派遣授業　　6回　181人
○借り上げバス授業
　　　　　　　１回（三原小中学校）
○体験学習　　16校
○解説授業　　43件
○職場体験　　中学校３校

○派遣授業
○体験学習
○バス借上げ来館授業
○共同研究授業
○授業応援教材の開発
○職場体験

○ワクワクワーク（子ども歴史教室）
　　　8回　参加者のべ286人
○派遣授業　6校　261人
○体験学習　12校
○バス借上げ来館授業　（１）校
　　　　　　　　　　　佐賀中学校
○職場体験　　中学校ほか６校

○ワクワクワーク（子ども歴史教室）
○派遣授業
○体験学習
○バス借上げ来館授業
○歴史授業補助
○授業応援教材の貸出
○職場体験

○子どもたちの歴史や文化に触れ
る機会を充実させる。

文化推進課 14 県立美術館
（教育普及事業）

美術館職員が学校に出向き、
授業目的に応じた美術講座を
実施するとともに、遠隔地の学
校の児童、生徒に対して、美
術作品を学校の体育館等に１
日展示紹介することで、本物
の作品に触れる機会を提供す
る。

○出前びじゅつ講座
○出前クラッシック教室

・出前びじゅつ講座　　2回
・出前クラシック教室　11回

○出前びじゅつ講座
○出前クラシック教室
○アートスクールバス

○出前びじゅつ講座　　5回
○出前クラシック教室　11回
○アートスクールバス　35校

○レクチャー講座
○ワークショップ
○出前びじゅつ講座
○なつやすみプロジェクト
○ミュージアムスクール事業

○出前びじゅつ講座　11回
○出前クラシック教室　10回
○ミュージアムスクール事業 4回

○出前びじゅつ講座
○出前クラシック教室
〇出前演劇教室
○ミュージアムスクール事業

○子どもたちの芸術や文化に触れ
る機会を充実させる。

生涯学習課 15 ふるさと教育推進事業 郷土の偉人や歴史等の学習
や体験活動を通じて、ふるさと
への理解を深め郷土愛を育む
ために、専門性や広域性を生
かして活動する団体を支援し、
ふるさと教育を推進する。

○ふるさと教育推進事業費補助
＜土佐史談会＞
・出前講座等の実施
＜高知県連合婦人会＞
・子どもによるお遍路さんの接待等

○学習教材冊子等作成（5,800部）
○小学校版龍馬検定の実施

○ふるさと教育推進事業費補助
＜土佐史談会＞
・高等学校等への出前講座：４校で
実施
　高知江の口養護学校　高岡高校
　高知東工業高校　高知東高校
＜高知県連合婦人会＞
・子どもによるお遍路さんの接待等
　県内３地区で実施
　　室戸市、四万十町、三原村
○学習教材冊子の配布（5,800部）
○龍馬検定の取組
　　636名　内345名合格

○ふるさと教育推進事業費補助
＜土佐史談会＞
・出前講座等の実施
＜高知県連合婦人会＞
・子どもによるお遍路さんの接待等

○学習教材冊子等作成配布
（5,800部）

○小学校版龍馬検定の実施

○ふるさと教育推進事業費補助
＜土佐史談会＞
・高等学校等への出前講座：３校で
実施
　高知丸ノ内高等学校
　窪川高等学校
　清水高等学校
＜高知県連合婦人会＞
・子どもによるお遍路さんの接待等
　県内３地区で実施
　　安田町、本山町、津野町
○学習教材冊子の配布（7,100部）

○ふるさと教育推進事業費補助
＜土佐史談会＞
・出前講座等の実施
＜高知県連合婦人会＞
・子どもによるお遍路さんの接待等

○学習教材冊子等作成配布
（7,100部）

○ふるさと教育推進事業費補助
＜土佐史談会＞
・高等学校等への出前講座：３校で
実施
　中芸高等学校（12名）
　岡豊高等学校（21名）
　山田高等学校（40名）
＜高知県連合婦人会＞
・子どもによるお遍路さんの接待等
　県内３地区で実施
　　香南市野市町、吾川郡いの町、
　　宿毛市
○学習教材冊子の配布（7,100部）

○ふるさと教育推進事業費補助
＜土佐史談会＞
・出前講座等の実施
＜高知県連合婦人会＞
・子どもによるお遍路さんの接待等

○学習教材冊子等作成配布
（6,800部）

○郷土の偉人や歴史等の学習や体
験活動を通じて、ふるさとへの理解
を深め郷土愛が育まれる。

生涯学習課 16 学校支援地域本部等事業 地域社会全体で学校教育を支
援する体制づくりを推進する。

○学校支援地域本部実施への支援
（１）運営補助
　17市町村　32支援本部
・活動内容の企画・運営等への支援
（２）啓発リーフレットの作成
（３）事業実施市町村の訪問
・市町村運営委員会への支援
・事業効果、課題の検証
（４）未実施市町村の訪問　9月
・事業のしくみ、効果の啓発
（５）活動内容の充実と人材育成
　（放課後支援、家庭教育支援合
同）
・推進委員会　2回
・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等研修　2回
・成果発表会　1回

○学校支援地域本部実施への支援
（１）運営補助
　17市町村　32支援本部
・活動内容の企画・運営等への支援
（２）啓発リーフレットの作成　8月
　　 取組モデル事例集の作成　3月
（３）事業実施市町村の訪問　8～9月
・市町村運営委員会への支援
・事業効果、課題の検証　11月
（４）未実施市町村の訪問　8～9月
・事業のしくみ、効果の啓発
（５）活動内容の充実と人材育成
 （放課後支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会　5/22　2/20
・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等研修
◇第1回地域による教育支援活動研
修会「地域の子どもを地域で育てる気
運づくり」（講演・シンポジウム・情報交
換）
　 10/17　103名 (満足度80.5％)
◇第2回地域による教育支援活動研
修会in吉良川　2/4　45名 （満足度
76％）
・成果発表会
　　1/30 79名 (満足度77％)

○学校支援地域本部実施への支援
（１）運営補助
　18市町村　33支援本部
・活動内容の企画・運営等への支援
（２）モデル事例の紹介
（３）事業実施市町村の訪問　9月
・市町村運営委員会への支援
・事業効果、課題の検証　11月
（４）未実施市町村の訪問　9月
・事業のしくみ、効果の啓発
（５）活動内容の充実と人材育成
　（放課後支援、家庭教育支援合
同）
・推進委員会　2回
・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等研修　2回
・成果発表会　1回

○学校支援地域本部実施への支援
（１）運営補助
　19市町村　35支援本部
・活動内容の企画・運営等への支援
（２）モデル事例の紹介
（３）事業実施市町村の訪問　9月
・市町村運営委員会への支援
・事業効果、課題の検証　11月
（４）未実施市町村の訪問　9月、2月
・事業のしくみ、効果の啓発
（５）活動内容の充実と人材育成
　（放課後支援、家庭教育支援合
同）
・推進委員会　2回
・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等研修　2回
・成果発表会　1回

○学校支援地域本部実施への支援
（１）運営補助
　22市町村　40支援本部
・活動内容の企画・運営等への支援
（２）モデル事例の紹介
（３）事業実施市町村の訪問　9月
・市町村運営委員会への支援
・事業効果、課題の検証　9月
（４）未実施市町村の訪問
　　　4～5月、9月
・事業のしくみ、効果の啓発
（５）活動内容の充実と人材育成
　（放課後支援、家庭教育支援合
同）
・推進委員会　2回
・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等研修　2回
・成果発表会　1回
（６）学校地域連携推進担当指導主
事の配置　４名

○学校支援地域本部実施への支援
（１）運営補助
　25市町村43本部92校
・活動内容の企画・運営等への支援
（２）モデル事例の紹介
（３）事業実施市町村の訪問
　　12～1月
・市町村運営委員会への支援
・事業効果、課題の検証　9～12月
（４）未実施市町村の訪問
　　　4～6月、12～1月
・事業のしくみ、効果の啓発
（５）活動内容の充実と人材育成
　（放課後支援、家庭教育支援合
同）
・推進委員会 2回
・地域による教育支援活動研修会等
　3回
（６）学校地域連携推進担当指導主
事の配置　４名
・市町村の取組への助言・支援
・指導主事との協議 9回

○学校支援地域本部実施への支援
（１）運営補助
　32市町村61本部125校
　（うち、県立校２校）
・活動内容の企画・運営等への支援
・高知市への重点支援
（２）モデル事例集作成
（３）市町村訪問　9月
・市町村運営委員会への支援
・事業効果、課題の検証
（４）放課後学び場人材バンク
・地域本部で活動する人材の発掘
等
（５）活動内容の充実と人材育成
　（放課後支援、家庭教育支援合
同）
・推進委員会 2回
・地域による教育支援活動研修会、
　ブロック別研修会 5回
（６）学校地域連携推進担当指導主
事の配置　４名
・市町村の取組への助言・支援
・指導主事との協議 6回

取組の継続 取組の継続

○全ての市町村において、学校や
地域の実情に応じて、地域社会全
体で学校教育を支援する仕組みを
構築する。

※本事業の実施・未実施を問わず、
全市町村で地域の実情に応じた組
織的な学校支援の仕組みづくりを推
進する。

○各学校支援地域本部における活
動を充実させる。

生涯学習課 17 放課後子ども総合プラン推進
事業

放課後等における子どもたち
の安全で健やかな居場所づく
りを推進する。

○放課後子どもプラン実施への支
援
（１）運営補助
【小学校】 169ヵ所
【中学校】   38ヵ所
（２）児童クラブ施設整備への助成
南国市日章　１ヵ所
（３）放課後学びの場充実事業
・学習支援者の謝金
・教材等の購入
・発達障害児等の支援者の謝金
（４）保護者利用料の減免への助成
　17市町村
（５）放課後学び場人材バンク
（６）活動内容の充実と指導員等の
人材育成
（学校支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会　2回
・指導員等研修　17回

○放課後子どもプラン実施への支援
（１）運営補助【小学校】 163ヵ所
　　　　　　　　【中学校】   35ヵ所
（２）児童クラブ施設整備への助成
　　南国市日章　１ヵ所
（３）放課後学びの場充実事業
・学習支援者の謝金
・教材等の購入
・発達障害児等への支援者の謝金
（４）保護者利用料の減免への助成
　　17市町村
（５）放課後学び場人材バンク
（６）活動内容の充実と指導員等の人材育成
 （学校支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会　5/22　2/20
・指導員等研修
◇安全・防災研修
　5/21,27,30  206名(満足度80％)
◇発達障害児等地域ｻﾎﾟｰﾀｰ研修
　6/14～全5回　17名
◇家庭教育支援研修
　9/10,18,19　134名(満足度83％)
◇発達障害児等支援研修
  11/19,20　141名(満足度83％)
◇学習・体験研修
　12/5,6,10　143名(満足度87％)
・啓発リーフレットの作成　8月
・取組モデル事例集の作成　3月
・全市町村訪問　8～9月
・取組状況調査　11月

○放課後子どもプラン実施への支
援
（１）運営補助
【小学校】 167ヵ所
【中学校】   35ヵ所
（２）児童クラブ施設整備への助成
香美市大宮　１ヵ所
（３）放課後学びの場充実事業
・学習支援者の謝金
・発達障害児等への支援者の謝金
（４）保護者利用料の減免への助成
　17市町村
（５）放課後学び場人材バンク
（６）活動内容の充実と指導員等の
人材育成
（学校支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会　2回
・指導員等研修　16回
・全市町村訪問　9月
・取組状況調査　11月

○放課後子どもプラン実施への支
援
（１）運営補助
【小学校】 166ヵ所
【中学校】   30ヵ所
（２）児童クラブ施設整備への助成
香美市大宮　１ヵ所
（３）放課後学びの場充実事業
・学習支援者の謝金
・発達障害児等への支援者の謝金
（４）保護者利用料の減免への助成
　17市町村
（５）放課後学び場人材バンク
（６）活動内容の充実と指導員等の
人材育成
（学校支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会　2回
・指導員等研修　17回
・全市町村訪問　9月
・取組状況調査　11月

○放課後子ども総合プラン実施への支援
（１）運営補助
【小学校】 293ヵ所  【中学校】   29ヵ所
（２）児童クラブ施設整備への助成
　高知市　４ヵ所、香美市　１ヵ所
　香南市　１ヵ所
（３）放課後学びの場充実事業
・学習支援者の謝金
・発達障害児等への支援者の謝金
・防災対策経費
・教材等の購入及び学習環境を充実させる備
品購入
（４）保護者利用料の減免への助成
　19市町村
（５）放課後学び場人材バンク
（６）活動内容の充実と指導員等の人材育成
（学校支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会　2回
・指導員等研修　17回
・放課後児童支援員認定資格研修
　9～10月
・全市町村訪問　9月
・取組状況調査　9月

○放課後子ども総合プラン実施への支援
（１）運営等補助（うち高知市）
【小学校】289ヵ所（109）
　　子ども教室 136(29)
　　児童クラブ 153(80)
【中学校】 子ども教室 27ヵ所
（２）児童クラブ施設整備への助成
　　高知市　４ヵ所、香美市　１ヵ所
　　香南市　１ヵ所
（３）放課後学びの場充実事業による学習支援
者の謝金等への支援
（４）利用料減免助成
（５）放課後学び場人材バンク
（６）活動内容の充実と指導員等の人材育成
（学校支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会 2回
・指導員等研修 14回
　地域による教育支援活動研修会等
　3回、安全・防災 3回、
　家庭教育 3回、障害児等理解 2回、
　学習・体験 3回
・ｻﾎﾟｰﾀｰ養成研修　全5回
・放課後児童支援員認定資格研修
　全4日×1回
・全市町村訪問 9月
・取組状況調査 9月

○放課後子ども総合プラン実施への支援
（１）運営等補助（うち高知市）
【小学校】313ヵ所（128）
　　子ども教室 150(41)
　　児童クラブ 163(87)
（２）児童クラブ施設整備への助成
　　14ヵ所
（３）放課後学びの場充実事業による学習支援
者の謝金等への支援
（４）利用料減免助成
（５）児童クラブの開設時間延長支援
（６）放課後学び場人材バンク
（７）活動内容の充実と指導員等の人材育成
（学校支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会 2回
・指導員等研修 13回
・ｻﾎﾟｰﾀｰ養成研修　全5回
・放課後児童支援員認定資格研修
　全4日×2回
・子育て支援員研修
　（放課後児童コース）全2日×1回
・モデル事例集作成
・全市町村訪問 9月
・取組状況調査 9月

取組の継続 取組の継続

○学校や地域と連携し、より安全で
健やかに、地域で子どもを育てる風
土ができる。

○「放課後学びの場」において、より
学校との連携が進み、子どもたちが
学ぶ力を身につけることができる。

■子どもの環境づくり推進計画（第三期）進行管理シート（プラン２　文化や芸術、スポーツ自然に触れる機会や幅広い職業体験の機会づくり）

担当課 番号 事　　業　　名 事業概要 H２５計画 Ｈ２５実施状況 H２６計画 H２６実施状況 H２７計画 H２７実施状況 H２８計画 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
目標数値または

目指すべき姿（H２９）

改
善
・
充
実

ふるさと教育の推進

補助金交付団体による事業の実施

各学校での取組

2月

学
習
冊
子
等
の
配
布

来
年
度
事
業
の
検
討

5月

改
善
・
充
実

改
善
・
充
実

地域社会全体で学校教育を支援する体制づくりの推進

地域による教育支援活動推進委員会 地域による教育支援活動推進委員会

5月

㉖
年
間
事
業
計
画
　
㉕
実
績
報
告

2月
8,9月

・
市
町
村
訪
問
に
よ
る
方
向
性
の
共
有

11月

・
効
果
、
課
題
の
検
証

㉖
事
業
総
括
　

㉗
計
画
（
予
算
・
方
向
性
）

・各種研修の実施

・啓発・情報提供

5月

㉗
年
間
事
業
計
画
　
㉖
実
績
報
告

2月

㉗
事
業
総
括
　

㉘
計
画
（
予
算
・
方
向
性
）

改
善
・
充
実

改
善
・
充
実

補助金交付団体による事業の実施

各学校での取組

2月

学
習
冊
子
等
の
配
布

来
年
度
事
業
の
検
討

5月

8,9月

・
市
町
村
訪
問
に
よ
る
方
向
性
の
共
有

11月

・
効
果
、
課
題
の
検
証

・各種研修の実施

・啓発・情報提供

ふるさと教育の推進

補助金交付団体による事業の実施

各学校での取組

2月

学
習
冊
子
等
の
配
布

来
年
度
事
業
の
検
討

5月

改
善
・
充
実

改
善
・
充
実

補助金交付団体による事業の実施

各学校での取組

2月

学
習
冊
子
等
の
配
布

来
年
度
事
業
の
検
討

5月

改
善
・
充
実

地域社会全体で学校教育を支援する体制づくりの推進

地域による教育支援活動推進委員会 地域による教育支援活動推進委員会

5月

㉖
年
間
事
業
計
画
　
㉕
実
績
報
告

2月
8,9月

・
市
町
村
訪
問
に
よ
る
方
向
性
の
共
有

11月

・
効
果
、
課
題
の
検
証

㉖
事
業
総
括
　

㉗
計
画
（
予
算
・
方
向
性
）

・各種研修の実施

・啓発・情報提供

5月

㉗
年
間
事
業
計
画
　
㉖
実
績
報
告

2月

㉗
事
業
総
括
　

㉘
計
画
（
予
算
・
方
向
性
）

改
善
・
充
実

改
善
・
充
実

9月

・
市
町
村
訪
問
に
よ
る
方
向
性
の
共
有

・
取
組
状
況
調
査

・各種研修の実施

・啓発・情報提供

事業の継続

事業の継続

事業の継続

事業の継続

事業の継続

事業の継続

事業の継続

事業の継続

事業の継続

事業の継続

地域による教育支援活動推進委員 地域による教育支援活動推進委員

改
善
・
充
実

放課後等における子どもたちの安全で健やかな居場所づくりの推進

㉖
年
間
事
業
計
画
　
㉕
実
績
報
告

5月
8,9月

・
市
町
村
訪
問
に
よ
る
方
向
性
の
共
有

11月

・
取
組
状
況
調
査

・各種研修の実施

・啓発・情報提供

2月

㉖
事
業
総
括
　

㉗
計
画
（
予
算
・
方
向
性
）

㉗
年
間
事
業
計
画
　
㉖
実
績
報
告

㉗
事
業
総
括
　

㉘
計
画
（
予
算
・
方
向
性
）

改
善
・
充
実

改
善
・
充
実

5月
9月

・
市
町
村
訪
問
に
よ
る
方
向
性
の
共
有

・
取
組
状
況
調
査

・各種研修の実

施

2月

・
効
果
、
課
題
の
検
証

11月



■子どもの環境づくり推進計画（第三期）進行管理シート（プラン２　文化や芸術、スポーツ自然に触れる機会や幅広い職業体験の機会づくり）

担当課 番号 事　　業　　名 事業概要 H２５計画 Ｈ２５実施状況 H２６計画 H２６実施状況 H２７計画 H２７実施状況 H２８計画 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
目標数値または

目指すべき姿（H２９）

生涯学習課 18 青少年教育施設振興事業 青少年を自然に親しませ、ま
た異年齢集団による多様な体
験活動の場を提供し、自主性・
社会性・協調性を養う。
体験活動等を通して不登校・
いじめ等の予防的対応を図る
とともに、子どもが家庭や地域
社会と上手に関わりながら成
長する力を身に付ける。

○事業計画に基づく主催事業の計
画的な実施
○不登校対策に特化した事業の実
施
○新規プログラムの開発、既存プロ
グラムの見直し

○主催事業の実施
・各施設において主催事業を実施（幡多青
少年の家、青少年センター、香北青少年
の家、塩見記念青少年プラザ、高知青少
年の家、青少年体育館）
・中1学級づくり合宿事業
　青少年センター　10校参加
　幡多青少年の家　18校参加
・不登校対策事業
　青少年センター
　　4回実施　延べ参加者35名
　幡多青少年の家
　　4回実施　延べ参加者33名

○新規プログラム、既存プログラムの見直
し実施
・H25新規　青少年センター　6ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、幡
多青少年の家1プログラム
・H25見直し　青少年センター　1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、
幡多青少年の家　1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
○次年度のプログラム見直しに向けた取
組

○事業計画に基づく主催事業の計
画的な実施
○不登校対策に特化した事業の実
施
○新規プログラムの開発、既存プロ
グラムの見直し

○主催事業の実施
・各施設において主催事業を実施（幡多青
少年の家、青少年センター、香北青少年
の家、塩見記念青少年プラザ、高知青少
年の家、青少年体育館）
・中1学級づくり合宿事業
　青少年センター　10校参加
　幡多青少年の家　20校参加
・不登校対策事業
　青少年センター
　　5回実施　延べ参加者30名
　幡多青少年の家
　　6回実施　延べ参加者29名

○新規プログラム、既存プログラムの見直
し実施
・H26新規　青少年センター　４ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
・H26見直し　青少年センター　3ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、
幡多青少年の家　1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
○次年度のプログラム見直しに向けた取
組

○事業計画に基づく主催事業の計
画的な実施
○不登校対策に特化した事業の実
施
○新規プログラムの開発、既存プロ
グラムの見直し

○主催事業の実施
・各施設において主催事業を実施（幡多青
少年の家、青少年センター、香北青少年
の家、塩見記念青少年プラザ、高知青少
年の家、青少年体育館）
・中1学級づくり合宿事業
　青少年センター　11校参加
　幡多青少年の家　16校参加
・不登校対策事業
　青少年センター
　　4回実施　延べ参加者53名
　幡多青少年の家
　　6回実施　延べ参加者96名

○新規プログラム、既存プログラムの見直
し実施
・H27新規　青少年センター　1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
               幡多青少年の家　2ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

○次年度のプログラム見直しに向けた取
組

○事業計画に基づく主催事業の計
画的な実施
○不登校対策に特化した事業の実
施
○新規プログラムの開発、既存プロ
グラムの見直し

○自然体験学習や集団宿泊訓練学
習等を通じて、青少年に新たな「出
会い」、「感動」を与える。

○家庭や学校では経験しにくい規
律、協働、友愛、奉仕を学び、青少
年の健全な育成につなげる。

○多様な体験活動や学習活動を通
じ、青少年の自主性、社会性、協調
性が育まれる。

文化財課 19 出前授業開催費 日本鶏保存団体等とともに学
校に出向き天然記念物である
日本鶏を知ってもらう活動を行
う。

○出前授業（日本鶏） ・関係機関との調整が十分とれな
かったため、出前授業の実施を見合
わせた。

・関係機関と調整のうえ、出前授業
を実施する。

・保存会が品評会の再開に向けた
活動に取り組んだ。県としても、この
取り組みの支援に注力したことか
ら、出前授業の実施は見合わせた。

・関係機関と調整のうえ、出前授業
を実施する。

・日本鶏飼育者の話を聴き、また実際に日本
鶏に触れ身近に感じてもらう。

○日本鶏保存団体等の協力も得な
がら、高知県が全国でも有数の日本
鶏の産出地であることなどを知って
もらうことで、天然記念物である日本
鶏についての意識が高まる。

文化財課 20 出前考古学教室事業 埋蔵文化財センターの職員が
学校に出向き、学校と連携して
埋蔵文化財の授業や体験学
習を実施し、歴史学習と文化
財保護に関する普及啓発を推
進する。

○出前考古学授業
　　（年約60校で開催）

○出前考古学授業
　79校で実施　　参加者3,242人
＊年間を通じて複数回（延べ5回）交
互に施設に通い合い、児童に学習
を行っていく取組の実施（南国市大
篠小学校）

○出前考古学授業
　　（年約60校で開催）

○出前考古学授業
　94校で実施　　参加者3,660人
＊「地域の遺跡」について授業と体
験学習（火起こし・勾玉づくり・土器
づくり等）の実施

○出前考古学授業
　　（年約60校で開催）
前期：5月～7月　後期：10月～2月

○出前考古学授業
　85校で実施　　参加者3,052人
＊「地域の遺跡」について授業と体
験学習（火起こし・勾玉づくり・土器
づくり等）の実施

○出前考古学授業
　　（年約60校で開催）
前期：5月～7月　後期：10月～2月

○埋蔵文化財の授業や体験学習を
実施をとおして、生徒の地域の歴史
と文化財保護に関する意識が高ま
る。

文化財課 21 公開講座事業 市町村や学校と連携し、考古
学の基礎知識や地域の遺跡、
遺物の概要等についての講座
を開催することで、歴史学習と
文化財保護に関する普及啓発
を推進する。

○考古学からわかる歴史教室（年4
回）
○遺跡解説会(年4回）
○授業にいかせる考古学教室(年1
回）
○親子考古学教室（年40回）
○古代ものづくり体験教室（年20回）

○考古学からわかる歴史教室（4回
参加者66人）
○遺跡解説会(4回参加者101人）
○授業にいかせる考古学教室(1回
参加者5名）
○親子考古学教室（40回参加者
1,132人）
○古代ものづくり体験教室（20回参
加者131人）

○考古学からわかる歴史教室（年4
回）
○遺跡解説会(年4回）
○授業にいかせる考古学教室(年1
回）
○親子考古学教室（年40回）
○古代ものづくり体験教室（年20回）

○遺跡解説会(年4回）
○考古学からわかる歴史教室（年4
回）
○授業にいかせる考古学教室(年1
回）
○古代ものづくり体験教室（年20回）
○親子考古学教室（年40回）

○遺跡解説会(年4回）
○考古学からわかる歴史教室（年4
回）
○授業にいかせる考古学教室(年1
回）
○古代ものづくり体験教室（年20回）
○親子考古学教室（年40回）
○まいぶんセンターまつり(11月8日)

○遺跡解説会(年4回）
○考古学からわかる歴史教室（年4
回）
○授業にいかせる考古学教室(年1
回）
○古代ものづくり体験教室（年20回）
○親子考古学教室（年40回）
○まいぶんセンターまつり(11月8日)

○遺跡解説会(年4回）
○考古学からわかる歴史教室（年4
回）
○授業にいかせる考古学教室(年1
回）
○古代ものづくり体験教室（年18回）
○親子考古学教室（年40回）
○まいぶんセンターまつり(11月6日)

○公開講座事業を通じて、県民の
地域の歴史と文化財保護に関する
意識が高まる。

文化推進課 22 県立県民文化ホール
（子どもを対象としたコンサー
ト、映画等）

親子で楽しめる映画の上映、
こどもたちを対象にビッグバン
ドスタイルの演奏会や大型
ミュージカルの上演、県内高等
学校吹奏楽部の合同演奏会を
実施する。

○親子映画上映会
○第3回土佐の伝統芸能
○音楽の絵本　クールブラス
○高知ジュニアオーケストラ　第2回
定期演奏会

・親子映画上映会　7/23
・第3回土佐の伝統芸能　11/3
・音楽の絵本　クールブラス　2/9
・高知ジュニアオーケストラ　第2回
定期演奏会　2/23

○親子映画上映会
○第4回土佐の伝統芸能
○音楽の絵本　クールブラス
○高知ジュニアオーケストラ　第3回
定期演奏会
○児童生徒向けステージワーク
ショップ　4回

○鉄拳のパラパラ漫画の世界
　　　　　　　8/10～8/18
○劇団かかし座　かげ絵劇　11/22
○ファミリーコンサート
　　オーケストラで聴くジブリ音楽
　　　　　　　　　　　1/25
○とくひらようこ
　　夏休み自由研究ワークショップ
　　「ふしぎ！絵が動くしくみ」
　　　　　　　　　　　8/17
○高知ジュニアオーケストラ　第3回
定期演奏会　3/7
○高校演劇の技術指導

○みんなのうたコンサート
○明和電機公演
○「ヨーロッパ企画」演劇
○児童生徒向けワークショップ
○高知ジュニアオーケストラの育成
　　〃　第4回定期演奏会
　　〃　施設外演奏会
○高校演劇の技術指導

○みんなのうたコンサート
　　　　　　　　　　　　　10/11
○明和電機公演
　　　　　　　　7/20（2回公演）
○「ヨーロッパ企画」演劇　10/24
○児童生徒向けワークショップ
　　　　　　　　　　　　　　　7/21
○スギテツ大音楽会
来場者と共演コーナーを実施。ジュ
ニアオケーケストラの合奏コーナも
実現
　　　　　　　　　　　　　　　2/12
○高知ジュニアオーケストラの育成
　　〃　第4回定期演奏会　2/28
○実演芸術
「パフォーマーロボットのぞみ」パ
フォーマンス実施（聖園天使園）
　　　　　　　　　　　　　　　　　3/21
○高校演劇の技術指導
　　　　　　　　　　　　　　8/4～7

○ウルトラマンプレシャス高知公演
○音楽の絵本
○遍路ミュージカル
　　　※演劇ワークショップ
○須川展也サックスコンサート
　　　　　　　　　　　＆クリニック
○ニッセイオペラ
　　　　(高校生無料鑑賞事業)
〇影絵劇ゲゲゲの鬼太郎
　　　　　(関連イベント多数開催)
〇外部施設での実演芸術の実施
○児童生徒向けワークショップ
○高知ジュニアオーケストラの育成
　　〃　第5回定期演奏会
　　〃　施設外演奏会
○高校演劇の技術指導
〇アウトリーチ事業

○児童生徒に対して質の高い芸術
文化に触れる機会を提供する。

文化推進課 23 県立美術館
（教育普及事業）

美術館職員が学校に出向き、
授業目的に応じた美術講座を
実施するとともに、遠隔地の学
校の児童、生徒に対して、美
術作品を学校の体育館等に１
日展示紹介することで、本物
の作品に触れる機会を提供す
る。

○出前びじゅつ講座
○出前クラッシック教室

・出前びじゅつ講座　　2回
・出前クラシック教室　11回

○出前びじゅつ講座
○出前クラシック教室
○アートスクールバス

○出前びじゅつ講座　　5回
○出前クラシック教室　11回
○アートスクールバス　35校

○レクチャー講座
○ワークショップ
○出前びじゅつ講座
○なつやすみプロジェクト
○ミュージアムスクール事業

○出前びじゅつ講座　11回
○出前クラシック教室　10回
○ミュージアムスクール事業 4回

○出前びじゅつ講座
○出前クラシック教室
〇出前演劇教室
○ミュージアムスクール事業

○子どもたちの芸術や文化に触れ
る機会を充実させる。

まんが・コンテ
ンツ課

24 「まんが教室」開催事業 県内のプロ、セミプロの漫画家
が学校等を訪問し、総合的な
学習の時間やクラブ活動の時
間を利用して、まんがの描き
方、ストーリーの作り方、表現
方法を指導する。

○実施要領制定

○県内の小中学校（ただし、高知
市、南国市、香南市、香美市を除く）
でのまんが教室の実施

・実施要領制定

・12回実施

・参加した生徒数188名

○県内の小中学生（ただし、高知
市、南国市、香南市、香美市を除く）
を対象としたまんが教室の実施

・実施要領制定

・18回実施

・参加した生徒数335名

○県内の小中学生（ただし、高知
市、南国市、香南市、香美市を除く）
を対象としたまんが教室の実施

・実施要領制定

・19回実施

・参加した生徒数312名

○県内の小中学生（ただし、高知市を除く）を
対象としたまんが教室の実施

○まんがを通じて、子どもたちの表
現力や発想力を高めることができ
る。また、漫画家という職業を知る
キャリア教育の機会ともなっている。

通
年

中１学級づくり合宿の実施・参加校の拡大

主催事業等による多様な体験活動等の提供と社会教育のあり方の啓発

参加生徒・教諭に対するアンケート実施及び評価

7,8月 8,9月

・
青
少
年
教
育
施
設
の
あ
り
方
を

考
え
る
懇
話
会
に
よ
る
施
設
運
営

状
況
評
価

・
次
年
度
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
、

見
直
し
等
の
検
討

改
善
・
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実

改
善
・
充
実
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・
当
年
度
契
約
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締
結
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前
年
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実
績
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次
年
度
の
取
組
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検
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・
翌
年
度
計
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決
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当
年
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契
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前
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績
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況
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・
次
年
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ロ
グ
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の
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発
、
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直
し
等
の
検
討

指定管理期間： 平成２５年度～平成２９年度
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指定管理期間： 平成２５年度～平成２９年度

取組の継続

通
年

中１学級づくり合宿の実施・参加校の拡大

主催事業等による多様な体験活動等の提供と社会教育のあり方の啓発

参加生徒・教諭に対するアンケート実施及び評価

7,8月 8,9月

・
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年
教
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指定管理期間： 平成２５年度～平成２９年度

取組の継続

２年間の実施状況を踏まえ、事業の継続

や

２年間の実施状況を踏まえ、事業の継続

や

事業の継続

事業の継続



■子どもの環境づくり推進計画（第三期）進行管理シート（プラン２　文化や芸術、スポーツ自然に触れる機会や幅広い職業体験の機会づくり）

担当課 番号 事　　業　　名 事業概要 H２５計画 Ｈ２５実施状況 H２６計画 H２６実施状況 H２７計画 H２７実施状況 H２８計画 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
目標数値または

目指すべき姿（H２９）

鳥獣対策課 25 野鳥とのふれあい事業 愛鳥週間のポスター原画募集
や愛鳥モデル校（５校）の支
援、親子ふれあい野鳥観察会
を実施することで県民に鳥獣
保護思想の普及・啓発を図る。

○愛鳥週間ポスター原画コンクール
の実施

○愛鳥モデル校への愛鳥活動支援

○親子ふれあい野鳥観察会の実施

○愛鳥週間ポスター原画コンクール
応募点数　13校　76点
入選点数　9点（うち全国入選1点）

○愛鳥モデル校への愛鳥活動支援

○親子ふれあい野鳥観察会
・平成２５年度愛鳥ポスター原画
ﾎﾟｽﾀｰ入選作品及び愛鳥関係図書
展示会
　日時：5/1～5/12
　場所：県立図書館1階展示の広場
・愛鳥観察会、愛鳥写生会の実施
　日時：5/12
　場所：高知城周辺
　参加者数　親子1組他関係者

○愛鳥週間ポスター原画コンクール
の実施

○愛鳥モデル校への愛鳥活動支援

○県鳥ヤイロチョウの学習をテーマ
とする愛鳥教室の実施

○愛鳥ポスター原画コンクール
応募点数　11校　55点
入選点数　8点（うち全国入選1点）

○愛鳥モデル校への愛鳥活動支援

○親子ふれあい野鳥観察会
・平成２６年度愛鳥ポスター原画展
ﾎﾟｽﾀｰ入選作品及び愛鳥関係図書
展示会
　日時：5/10～5/16
　場所：わんぱーくこうち展示学習室
・愛鳥教室
　日時：5/10
　場所：わんぱーくこうち
　参加者数：親子6組16名

○愛鳥ポスター原画コンクールの実
施

○親子野鳥ふれあい教室の実施

○野鳥教室の実施

○愛鳥ポスター原画コンクール
応募点数　14校　49点
入選点数　 5点（うち全国入選1点）

○親子野鳥ふれあい教室の実施
・7月26日四万十町下道にて実施
　参加人数12組計25名
　　　　（大人12名子ども13名）
・H28年１月31日高知市鏡川沿い
　みどりの広場にて実施
　参加人数12組３０名
　　　　（大人13名子ども17名）

○野鳥教室の実施
・平成２７年度愛鳥週間ポスター展
　日時：5/10～5/16
　場所：わんぱーくこうち展示学習室
・愛鳥教室
　日時：5/10
　場所：わんぱーくこうち
　参加者数：親子2組計4名

○愛鳥ポスター原画コンクール

○親子野鳥ふれあい教室の実施

○野鳥観察とのふれあい事業を通
じ、野生鳥類を身近に感じ、野鳥
の保護および自然環境保護につい
て意識を醸成、啓発する。

観光政策課 重点分野雇用創造観光・ス
ポーツ連携事業

地域のスポーツ活動の育成を
目的として、県内唯一のプロス
ポーツ球団である高知ファイ
ティングドッグスの選手による
野球教室の企画・実施を行う。

○野球教室開催
回　数：10回
対象者：小学生

○野球教室開催
回　数：10回
参加人数：302人

○プロスポーツに触れることが少な
い県内小学生に野球教室等を開催
することにより、青少年の健全育成
や競技力向上につながっている。

林業環境政策
課

26 山の学習支援事業

 山の学習総合支援事業（～
H27)

「木の文化」を身に付け、活動
できる人材を養成すると共に、
木や森に関わる人々の技術や
伝統を次代に伝える。また、将
来を担う子ども達に「木の文
化」が身に付くような学習への
支援を行う。

○森林環境教育を実践する小中学
校等を対象に補助する

○年間を通した森林環境教育を実
施　47校・4,188人

○森林環境教育を実践する小中学
校等を対象に補助する

○年間を通した森林環境教育を実
施　59校・4,974人

○森林環境教育を実践する小中学
校等を対象に補助する

○年間を通した森林環境教育を実
施　59校・5,288人

○森林環境教育を実践する小中学
校等を対象に補助する

○5年間で延べ、18,000人の児童が
森林環境教育を受ける。
○山の学習総合支援事業を継続
し、実施校の年間カリキュラムに森
林環境教育を組み込む。

林業環境政策
課

27 森林公園等管理運営費
（甫喜ヶ峰森林公園森林環境
学習支援事業・森林研修セン
ター情報交流館森林環境教育
推進事業）

親子で参加できる木工クラフト
や、自然観察、炭焼体験など
の子ども向けイベントを開催
し、森や自然環境への関心を
高める。

○甫喜ヶ峰森林公園
・木工クラフト、標本づくりなどのイベ
ント
・小中学校や幼稚園・保育園等を対
象とした森林環境学習

○森林研修センター情報交流館
・森の音楽会、炭焼き体験などのイ
ベント
・小中学校や幼稚園・保育園等を対
象とした森林環境学習

○甫喜ヶ峰森林公園
・木工クラフト、標本づくりなどのイベ
ント３回
・小中学校や幼稚園・保育園等を対
象とした森林環境学習　11回

○森林研修センター情報交流館
・森の音楽会、炭焼き体験などのイ
ベント　17回
・小中学校や幼稚園・保育園等を対
象とした森林環境学習　80回

○甫喜ヶ峰森林公園
・木工クラフト、標本づくりなどのイベ
ント
・小中学校や幼稚園・保育園等を対
象とした森林環境学習

○森林研修センター情報交流館
・森の音楽会、炭焼き体験などのイ
ベント
・小中学校や幼稚園・保育園等を対
象とした森林環境学習

○甫喜ヶ峰森林公園
・木工クラフト、標本づくりなどのイベ
ント5回
・小中学校や幼稚園・保育園等を対
象とした森林環境学習　15回

○森林研修センター情報交流館
・森の音楽会、炭焼き体験などのイ
ベント　22回
・小中学校や幼稚園・保育園等を対
象とした森林環境学習　75回

○甫喜ヶ峰森林公園
・木工クラフト、標本づくりなどのイベ
ント
・小中学校や幼稚園・保育園等を対
象とした森林環境学習

○森林研修センター情報交流館
・森の音楽会、炭焼き体験などのイ
ベント
・小中学校や幼稚園・保育園等を対
象とした森林環境学習

○甫喜ヶ峰森林公園
・木工クラフト、標本づくりなどのイベ
ント　26回
・小中学校や幼稚園・保育園等を対
象とした森林環境学習　2回

○森林研修センター情報交流館
・森の音楽会、炭焼き体験などのイ
ベント　23回
・小中学校や幼稚園・保育園等を対
象とした森林環境学習　88回

○甫喜ヶ峰森林公園
・木工クラフト、間伐体験などのイベ
ント
・小中学校や幼稚園・保育園等を対
象とした森林環境学習

○森林研修センター情報交流館
・森の音楽会、炭焼き体験などのイ
ベント
・小中学校や幼稚園・保育園等を対
象とした森林環境学習

H25と同じ 同左 同左 同左 ○児童生徒のイベント参加者
甫喜ヶ峰森林公園　300人
情報交流館　5,000人

新エネルギー
推進課

28 環境活動支援センター事業 環境活動等に関する情報の提
供、環境活動団体・地域・学校
における環境活動の支援を通
じて、環境学習・自然体験の機
会を提供する。

○環境活動等関連情報の提供
（ホームページ更新・メールマガジン
配信：週1回以上）
○環境活動団体運営支援（外部資
金情報の提供、外部資金相談窓口
開設：週1回以上）

○ホームページ更新：54回
○メールマガジン配信：52回

○外部資金相談窓口開設：101回
○外部資金紹介件数：8件

○環境学習講師の派遣
○環境活動等関連情報の提供
（ホームページ更新・メールマガジン
配信：週1回以上）
○環境活動団体運営支援
　・外部資金獲得成功事例の収集・
　　公表（5件）
　・外部資金相談窓口開設（週1回以
上）
　・相談対応（月10件以上）
　・ブロック会開催（2回）

○環境学習講師派遣人数：79名
○環境活動等関連情報の提供
・ホームページ更新：56回
・メールマガジン配信：51回
○環境活動団体運営支援
・外部資金獲得成功事例の収集・
　公表：5件
・外部資金相談窓口開設：57回
・相談対応：170件
・ブロック会開催：2回

○環境学習講師の派遣
○環境活動等関連情報の提供
（ホームページ掲載・メールマガジ
ン、ＳＮＳ等の配信）
○学校移動博物館（3回/年）
○体験型学習イベント（スタンプラ
リー）の実施

○環境学習講師派遣人数：79名
○環境活動等関連情報の提供
・ホームページ更新：56回
・メールマガジン配信：51回
・SNS発信：47回
○学校移動博物館（3回）
○体験型学習イベント（スタンプラ
リー）の実施
　（パスポート配布：383冊、記念品
応募者数：9名）

○環境学習講師の派遣
○環境活動等関連情報の提供
（ホームページ掲載・メールマガジ
ン、SNSの配信）
○体験型学習・研修イベントの実施
（2回/年）

○地域・学校において、環境学習・
自然体験等の機会が増加する。

環境共生課 29 牧野植物園管理運営費
（教育普及事業）

親子で参加できる「子ども自然
体験教室」や、夏休み中の子
ども向けイベントの開催等によ
り、植物や自然環境への関心
を高める。また、小中学校向け
教育プログラムを実施する。

○押花教室（3回）
○ふれあい植物観察会（11回）
○子ども自然体験教室（5回）
○夏休みイベント
　「食虫植物とアリ植物展」
　「オオオニバスにのろう！」
　「夜の植物園-夜の昆虫観察会」
　「教育プログラム」

○押花教室
　・３回（第１回：4/13、28、第２回：
7/6、28、第３回：11/16、12/7、計36
人）
○ふれあい植物観察会
　・２１回（毎月第２水曜日、第４土曜
日、計468人）
○子ども自然体験教室
　５回（5/4、9/7、10/12、12/14、
3/8、計105人）
○夏休みイベント：8月
　・食虫植物とアリ植物展（8/10～
25）
　・オオオニバスにのろう！（8/3、4、
10、11、計174人）
　・夜の植物園-夜の昆虫観察会
（8/17、18、24、25）
○教育プログラム
　・24校

○押花教室（3回）
○ふれあい植物観察会（22回）
○子ども自然体験教室（7回）
○夏休みイベント
　「食虫植物とアリ植物展」
　「オオオニバスにのろう！」
　「夜の植物園」
○教育プログラム

○押花教室（6回）
○ふれあい植物観察会（21回）
○子ども自然体験教室（7回）
○夏休みイベント等
　「食虫植物とアリ植物展」
　「オオオニバスにのろう！」
　「夜の植物園」
　「ねじってのばして輪ゴム工作」
　「ラテックスからスーパーボール作
り」
○教育プログラム
〇企画展「植物園がはぐくむ生き
物」
〇植物採集と標本作り
〇植物園で昆虫を撮ろう

○押花教室（4回）
○ふれあい植物観察会（21回）
○子ども自然体験教室（7回）
○夏休みイベント等
　「食虫植物とアリ植物展」
　「オオオニバスにのろう！」
　「夜の植物園」
　「企画展　恐竜時代の植物たち」
○教育プログラム
〇葉脈標本としおり作り

○押花教室（4回）
○ふれあい植物観察会（21回）
○子ども自然体験教室（7回）
○夏休みイベント等
　「食虫植物とアリ植物展」
　「オオオニバスにのろう！」
　「夜の植物園」
　「企画展　恐竜時代の植物たち」
　「恐竜をつくろう！粘土ワークショッ
プ」(2回)
○教育プログラム
〇葉脈標本としおり作り

○押花教室（4回）
○ふれあい植物観察会（21回）
○子ども自然体験教室（6回）
○育てて楽しむ草花教室(3回)
○夏休みイベント等
　「食虫植物とアリ植物展」
　「夜の植物園」
　「昆虫☆植物展」
○教育プログラム
　「昆虫☆植物観察会」
○牧野ボタニカルアドベンチャー

指定管理期間がH２７年度までのため未定 同左 ○児童生徒の利用の増加。

環境共生課 30 県立こどもの森管理運営費 自然の中での野外活動を通
じ、子どもたちの心身の育成を
図ることを目的に設置された
月見山こどもの森の施設管理
運営を行う。

○森林環境教育・体験学習
○森の学校
○出前教室等の実施（アスレチッ
ク、自然観察、ネイチャーゲーム、木
工クラフト作り）

○森と海の学校
　・親子木工教室（１回：7/28）
○森の学校
　・木の実クラフト（１回：8/8）
○出前森林教室
　・木の実クラフト（１回：8/18）
○来所森林教室
　・レインスティック（２回）
　・木の実クラフト（３回）
　・秋探し（４回）
　・ラワンの種とばし（１回）

○森林環境教育・体験学習
　・アスレチック、ネイチャーゲーム、
木工クラフト等
○森の学校
　・レインスティック、竹笛作り
○出前教室等の実施

○森と海の学校　3回
　・竹とんぼ大会5/18、親子木工
　　教室7/27、木製切抜動物11/16
○森の学校　4回
　・竹とんぼ8/2、ラワンの種とばし
　　11/23、森のこども祭り11/30、
　　木の実クラフト1/11
○出前森林教室　5回
　・木の実クラフト等（7月～2月）
○来所森林教室　18回
　・アスレチック、レインスティック、
　 木の実クラフト、秋探し、ラワンの
   種とばし（4月～11月）

○森林環境教育・体験学習
　・アスレチック、ネイチャーゲーム、
　　木工クラフト等
○森の学校
　・レインスティック、竹笛作り
○森と海の学校
　・親子木工教室、竹とんぼ大会等

○森と海の学校　5回
　・木製切抜動物体験 5/5､11/15
　・竹とんぼ大会5/17
　・親子木工教室7/26､8/2
○森の学校　3回
　・吹矢8/20
　・吹矢・ラワンの種とばし11/21
　・木製切抜動物体験1/10
○出前森林教室　12回
　・木の実クラフト等（6月～1月）
○来所森林教室　18回
　・アスレチック　・レインスティック
　・木の実クラフト
　・ラワンの種とばし等（4月～3月）

○森林環境教育・体験学習
　・アスレチック、ネイチャーゲーム、
　　木工クラフト等
○森の学校
　・レインスティック、竹笛作り等
○森と海の学校
　・親子木工教室、竹とんぼ大会等

○目標年間利用者数23,000人

防災砂防課 31 こども防災キャンプ こども達が家族や地域とともに
災害についての知識を授業形
式による体験学習を通じて学
び、地域も一体となって学習す
る。

○9/8津野町こども防災キャンプ

○11/17須崎市こども防災キャンプ

9/8津野町こども防災キャンプ
　　小学生172人
11/17須崎市こども防災キャンプ
　　小学生200人

7/6安芸市こども防災キャンプ
10/26中土佐町こども防災キャンプ

7/6安芸市こども防災キャンプ
10/26中土佐町こども防災キャンプ
1/25須崎市こども防災キャンプ

6/14須崎市こども防災キャンプ
7/11本山町こども防災キャンプ

6/14須崎市こども防災キャンプ
7/11本山町こども防災キャンプ

6/11須崎市こども防災キャンプ
6/18黒潮町こども防災キャンプ
10/29仁淀川町こども防災キャンプ
11/20四万十町こども防災キャンプ

○こども達が家族や地域とともに災
害についての知識を学習し、いざと
いう場合の対応方法を実習すること
で、自分の安全を守る力を身につけ
る。

同じ内容で事業を継続

・こども防災キャンプの継続実施（毎年2回程度）

緊急雇用事業が平成２５年度で終了した

ため、事業終了。平成２６年度は、委託先

が将来スポーツ教室を運営できるように

なるための人材育成事業を実施予定。

緊急雇用事業が平成２５年度で終了したため、事業終了。平成２６、２７年度は、委託先が将

来スポーツ教室を運営できるようになるための人材育成事業を実施予定。

同じ内容で事業を継続同じ内容で事業を継続

同じ内容で事業を継続 同じ内容で事業を継続

通
年

ふれあい植物観察会の開催

子ども自然体験教室の実施

教育プログラム、職場体験の提供

7,8月 10
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・こども防災キャンプの継続実施（毎年2回程度）
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■子どもの環境づくり推進計画（第三期）進行管理シート（プラン２　文化や芸術、スポーツ自然に触れる機会や幅広い職業体験の機会づくり）

担当課 番号 事　　業　　名 事業概要 H２５計画 Ｈ２５実施状況 H２６計画 H２６実施状況 H２７計画 H２７実施状況 H２８計画 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
目標数値または

目指すべき姿（H２９）

港湾・海岸課 32 こども防災キャンプ こども達が家族や地域とともに
災害についての知識を授業形
式による体験学習を通じて学
び、地域も一体となって学習す
る。その一環として、津波学習
を行う。

○9/8津野町こども防災キャンプ

○11/17須崎市こども防災キャンプ

9/8津野町こども防災キャンプ
　　小学生172人
11/17須崎市こども防災キャンプ
　　小学生200人

7/6安芸市こども防災キャンプ
10/26中土佐町こども防災キャンプ

7/6安芸市こども防災キャンプ
10/26中土佐町こども防災キャンプ
1/25須崎市こども防災キャンプ

6/14須崎市こども防災キャンプ
7/11本山町こども防災キャンプ

6/14須崎市こども防災キャンプ
7/11本山町こども防災キャンプ

6/11須崎市こども防災キャンプ
6/18黒潮町こども防災キャンプ
10/29仁淀川町こども防災キャンプ
11/20四万十町こども防災キャンプ

○こども達が家族や地域とともに災
害についての知識を学習し、いざと
いう場合の対応方法を実習すること
で、自分の安全を守る力を身につけ
る。

学校安全対策
課

33 防災キャンプ推進事業 学校等を避難所と想定した生
活体験等の防災教育プログラ
ムを地域住民や保護者の協力
を得て実践する防災キャンプ
を市町村に委託して実施す
る。

○４地域で６回防災キャンプ実施

○防災教育推進フォーラム開催
　　　取組内容報告

○防災キャンプ実施
　　・6/28～30
　　　「防災キャンプ in 黒岩」
　　・8/6～7
　　　「第１回後川防災キャンプ」
　　・10/3～4
　　　「山の子防災キャンプ in 物部」
　　　「第２回後川防災キャンプ」
　　・11/22～23
　　　「みんなで体験しよう，晩秋の
　　　　防災キャンプ in ぬのしだ」
　　・1/10～11
　　　「体験しよう，厳冬の防災
　　　　キャンプ  in　ぬのしだ」

○防災教育推進フォーラム開催
　　・2/2（高知追手前高校芸術ホール）

○４地域で５回防災キャンプ実施予
定

○防災教育推進フォーラム開催
　　　取組内容報告

○防災キャンプ実施
　　・6/20～21
　　　「防災キャンプin須崎南
　　・6/21～22
　　　「第1回防災キャンプin佐喜浜」
　　・10/23～24
　　　「防災キャンプin夜須YSP」
　　・11/29～11/30
　　　「第2回防災キャンプin佐喜浜」
　　・12/6～8
　　　「五台山小学校防災キャンプ」

○防災教育推進フォーラム開催
　　・2/1（高新RKCホール）

○４地域で６回防災キャンプ実施予
定

○防災教育推進フォーラム開催
　　　取組内容報告

○防災キャンプ実施
　　・6/19～20
　　　「防災キャンプin上分」
　　・7/18～19
　　　「第1回稲生防災キャンプ」
　　・10/31～11/1
　　　「第2回稲生防災キャンプ」
　　・8/28～8/30
　　　「防災キャンプin浦戸」
　　・5/22～23
　　　「第1回防災キャンプin十市」
　　・10/30～31
　　　「第2回防災キャンプin十市」

○防災教育推進フォーラム開催
　　・1/31（高知城ホール）
　　　参加者200名

○４地域で４回防災キャンプ実施予
定

○防災教育推進フォーラム開催
　　　取組内容報告

○こどもたちが家族や地域とともに
災害についての知識を学習し、いざ
という場合の対応方法や避難所生
活を実習することで、自分の安全を
守る力を身につける。

小中学校課 34 教育文化祭 県内の幼児、児童生徒及び教
職員の教育文化活動を広く県
民に周知・公開し、その成果を
たたえ、本県の教育文化の向
上を図る。

○教育文化祭行事の実施
　・科学　理科
　・音楽
　・連合音楽会
　・作品展
　・弁論・体験発表
　・作文・感想画

○教育文化祭行事の実施
・開幕式（6/15）
・科学（11/9）・理科（10/27）研究発表
会
・吹奏楽コンクール（8/3～5）
・器楽コンクール（8/18、11/23、
12/26）
・唱歌コンクール（8/7、9/8）
・高知県吹奏楽祭り（10/13）
・発明くふう展（11/22～24）
・英語弁論大会（10/6、10/27、11/3）
・作文コンクール（11/3）
・紙上書道高知展（夏休みと冬休みの
後の2回）
・美術教育総合展（2/12～16）
・読書感想文コンクール（2/23）
・読書感想画コンクール（1/16）
・小砂丘賞（1/25）
・こども県展（3/4～/9）
・特別支援学校児童生徒作品展
（11/29～12/1）
・生活体験発表会（10/10）
・音楽会（6/15、11/15、11/16）

○教育文化祭行事の実施
　・科学　理科
　・音楽（吹奏楽・唱歌・器楽）
　・連合音楽会
　・作品展
　・英語弁論・体験発表
　・作文・読書感想文・読書感想画

○教育文化祭行事の実施
・開幕式（6/21）
・科学（11/1）・理科（10/26）研究発表
会
・吹奏楽コンクール（7/25～27）
・器楽コンクール（8/17、11/23、
12/26）
・唱歌コンクール（8/21、9/7）
・高知県吹奏楽祭り（10/19）
・発明くふう展（11/21～23）
・英語弁論大会（10/5、10/26、11/2）
・作文コンクール（11/3）
・美術教育総合展（2/18～21）
・読書感想文コンクール（2/21）
・読書感想画コンクール（1/19）
・小砂丘賞（1/24）
・こども県展（3/3～8）
・特別支援学校児童生徒作品展
（11/28～11/30）
・生活体験発表会（10/16）
・音楽会（6/21、11/7、11/14、11/15）
参加者総数：のべ207,390人

○教育文化祭行事の実施
　・科学　理科
　・音楽（吹奏楽・唱歌・器楽）
　・連合音楽会
　・作品展
　・英語弁論・体験発表
　・作文・読書感想文・読書感想画

○教育文化祭行事の実施
・開幕式（6/20）
・科学（11/1）・理科（10/25）研究発表
会
・吹奏楽コンクール（8/1～3）
・器楽コンクール（8/16、11/23 、
12/26）
・唱歌コンクール（8/5、9/6）
・高知県吹奏楽祭（10/11）
・発明くふう展（11/27～29）
・英語弁論大会（10/4、10/25、11/15）
・作文コンクール（11/3）
・美術教育総合展（2/17～21）
・読書感想文コンクール（2/20）
・読書感想画コンクール（1/18）
・小砂丘賞（1/23）
・こども県展（3/1～6）
・特別支援学校児童生徒作品展
（11/27～11/29）
・生活体験発表会（10/9）
・音楽会（6/20、11/6、11/13、11/14、
1/23）
参加者総数：のべ207,800人

○教育文化祭行事の実施
　・科学　理科
　・音楽（吹奏楽・唱歌・器楽）
　・連合音楽会
　・作品展
　・英語弁論・体験発表
　・作文・読書感想文・読書感想画

○県民を巻き込んでの参加者数の
拡大
参加者総数約２２万人
　（H27末）

○県民を巻き込んでの参加者数の
拡大
参加者総数約２1万人
　（H28末）

生涯学習課 35 環境学習推進事業 平成22年度に開催した「全国
生涯学習フォーラム高知大会」
における「環境フォーラム」で
の提言を受け、ＮＰＯ等の団体
や学校、青少年団体が連携し
た自然体験活動や環境学習を
推進する。

○高知体験学習ガイドＨＰによる自
然体験活動等の情報提供の実施

○学習プログラムの作成

○指導者養成研修等の実施
・自然体験リーダー
　22.5時間×１回
・自然体験インストラクター
　22.5時間×１回

○高知体験学習ガイドＨＰによる自
然体験活動等の情報提供（イベント
情報等随時追加掲載）
○環境学習プログラムの作成
　18プログラム作成
○指導者養成研修等
・自然体験リーダー
　委託先：国立室戸青少年自然の家
　期日：9/14～16
  参加者数：22人
・自然体験インストラクター
　委託先：高知自然学校連絡会
　期日：2/22～23、3/8、3/9
　参加者数：19人

○高知体験学習ガイドＨＰによる自
然体験活動等の情報提供の実施

○指導者養成研修等の実施
・自然体験リーダー
　22.5時間×１回
・自然体験インストラクター
　22.5時間×１回

○高知体験学習ガイドＨＰによる自
然体験活動等の情報提供（イベント
情報等随時追加掲載イベント数150
件掲載）
○指導者養成研修等の実施
・自然体験リーダー
　独立行政法人国立青少年教育振
　興機構本部事業として実施された
　ため県教委としては委託中止。
・自然体験インストラクター
　委託先：高知自然学校連絡会
　期日：平成27年1月10日から12日
　参加者数：21人

○高知体験学習ガイドＨＰによる自
然体験活動等の情報提供の実施
○指導者養成研修等の実施
・自然体験インストラクター
　22.5時間×１回
○体験活動推進のための講師の派
遣

○高知体験学習ガイドＨＰによる自
然体験活動等の情報提供（イベント
情報等随時追加掲載イベント数150
件掲載）
○指導者養成研修等（自然体験イ
ンストラクター）
22.5時間(2泊3日)の研修を実施（募
集24人）
○体験活動推進のための講師の派
遣
・自然体験活動指導者研修の修了
者をはじめ、自然体験プログラムを
提供できる経験豊富な指導者を地
域の青少年団体等へ派遣する。指
導者2名を10か所に派遣

○高知体験学習ガイドＨＰによる自
然体験活動等の情報提供の実施
○指導者養成研修等の実施
・自然体験インストラクター
　22.5時間×１回
○体験活動推進のための講師の派
遣
・自然体験活動指導者研修の修了
者をはじめ、自然体験プログラムを
提供できる経験豊富な指導者を地
域の青少年団体等へ派遣する。

○高知体験学習ガイドＨＰによる自然体験活
動等の情報提供

○指導者養成研修等

○県民に対して様々な自然体験活
動等の情報提供を行うことにより、
県民が身近な場所や興味関心のあ
る活動への参加ができる。
○自然体験活動の指導者が養成さ
れることにより、安全に配慮された
様々な体験活動に県民が参加する
ことができる。

生涯学習課 36 青少年教育施設振興事業 青少年を自然に親しませ、ま
た異年齢集団による多様な体
験活動の場を提供し、自主性・
社会性・協調性を養う。
体験活動等を通して不登校・
いじめ等の予防的対応を図る
とともに、子どもが家庭や地域
社会と上手に関わりながら成
長する力を身に付ける。

○事業計画に基づく主催事業の計
画的な実施
○不登校対策に特化した事業の実
施
○新規プログラムの開発、既存プロ
グラムの見直し

○主催事業の実施
・各施設において主催事業を実施（幡多青
少年の家、青少年センター、香北青少年
の家、塩見記念青少年プラザ、高知青少
年の家、青少年体育館）
・中1学級づくり合宿事業
　青少年センター　10校参加
　幡多青少年の家　18校参加
・不登校対策事業
　青少年センター
　　4回実施　延べ参加者35名
　幡多青少年の家
　　4回実施　延べ参加者33名

○新規プログラム、既存プログラムの見直
し実施
・H25新規　青少年センター　6ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、幡
多青少年の家1プログラム
・H25見直し　青少年センター　1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、
幡多青少年の家　1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
○次年度のプログラム見直しに向けた取
組

○事業計画に基づく主催事業の計
画的な実施
○不登校対策に特化した事業の実
施
○新規プログラムの開発、既存プロ
グラムの見直し

○主催事業の実施
・各施設において主催事業を実施（幡多青
少年の家、青少年センター、香北青少年
の家、塩見記念青少年プラザ、高知青少
年の家、青少年体育館）
・中1学級づくり合宿事業
　青少年センター　10校参加
　幡多青少年の家　20校参加
・不登校対策事業
　青少年センター
　　5回実施　延べ参加者30名
　幡多青少年の家
　　6回実施　延べ参加者29名

○新規プログラム、既存プログラムの見直
し実施
・H26新規　青少年センター　４ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
・H26見直し　青少年センター　3ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、
幡多青少年の家　1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
○次年度のプログラム見直しに向けた取
組

○事業計画に基づく主催事業の計
画的な実施
○不登校対策に特化した事業の実
施
○新規プログラムの開発、既存プロ
グラムの見直し

○主催事業の実施
・各施設において主催事業を実施（幡多青
少年の家、青少年センター、香北青少年
の家、塩見記念青少年プラザ、高知青少
年の家、青少年体育館）
・中1学級づくり合宿事業
　青少年センター　11校参加
　幡多青少年の家　16校参加
・不登校対策事業
　青少年センター
　　4回実施　延べ参加者53名
　幡多青少年の家
　　6回実施　延べ参加者96名

○新規プログラム、既存プログラムの見直
し実施
・H27新規　青少年センター　1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
               幡多青少年の家　2ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

○次年度のプログラム見直しに向けた取
組

○事業計画に基づく主催事業の計
画的な実施
○不登校対策に特化した事業の実
施
○新規プログラムの開発、既存プロ
グラムの見直し

○自然体験学習や集団宿泊訓練学
習等を通じて、青少年に新たな「出
会い」、「感動」を与える。

○家庭や学校では経験しにくい規
律、協働、友愛、奉仕を学び、青少
年の健全な育成につなげる。

○多様な体験活動や学習活動を通
じ、青少年の自主性、社会性、協調
性が育まれる。

広報広聴課 37 県庁見学 県民に県庁の仕事を身近に感
じていただくために実施する。

○県庁見学の受け入れ（随時） 本川中学校１～３年　３８名
第六小学校、高知ろう学校３年２９
名
土佐塾中学校３年　　３０名
潮江南小学校６年　１１９名
田野小学校４年　　　１８名
潮江南小学校５年　　６３名

○県庁見学の受け入れ（随時） 枝川小学校４年　6２名
香美市立山田小学校５年 2１名
安田町立　安田中学校２年20名
田野町立　田野小学校４年20名
高知大学　理学部　応用理学科　災
害科学コース８名
南国市立　白木谷小学校５・６年７
名
安芸市立　穴内小学校６年１１名
安田町立　安田小学校５・６年２１名
RKC　１～５年３１名

○県庁見学の受け入れ（随時） いの町立枝川小学校4年生　59名
土佐市立新居小学校3・4・5年生
25名
田野町立田野小学校4年生　17名
安芸市立穴内小学校5・6年生　9名
安田町立安田小学校6年生　19名
安芸市立土居小学校3年生　25名

○県庁見学の受け入れ（随時） ○県庁見学を通じて、子どもたちが
県庁や県政に関心を持つようにな
る。

地域農業推進
課

38 農畜産物食育推進事業 出前授業を実施し、本県農産
物の味を知り、人を知り、技術
を知り、農業をより深く理解す
る子どもを育て、将来の本県
農産物のファンづくりと消費拡
大を目指すとともに、産地の生
産意欲の向上を図ることによ
り、生産振興を図る。
高知野菜活用メニューの表彰
による食育活動の推進と消費
拡大を図る。

○県内の小学校（特別支援校の小
学部を含む）を対象に、生産者等が
講師となり特産農畜産物・園芸野菜
（１２品目）の出前授業を実施する。
○県内の小学校（特別支援校の小
学部を含む）を対象に、高知の野菜
をおいしく食べられるﾒﾆｭｰを募集
し、優秀な事例を表彰する。

・１７市町村の小学校（特別支援校
の小学部を含む）で７１件の出前授
業を実施し、「高知の特産物ジュニ
ア博士」として3,080名を認定した。
・「高知のお野菜大好きメニュー」に
ついて、3校より6メニューの応募が
あり、大賞(1)、優秀賞(1)、アイデア
賞(1)、努力賞(3)として表彰した。

・出前授業は、公益財団法人高知県
学校給食会への委託とし、高知の
特産農畜産物・園芸野菜（9品目)に
より、県内の小学校（特別支援校の
小学部を含む）において、30校1,250
人以上を対象に実施する。
・高知野菜活用メニューの表彰につ
いては、平成２５年度で終了とし、出
前授業において、高知野菜を活用し
たメニューの紹介等を実施する。

・１７市町村33校の小学校（特別支
援校の小学部を含む）で出前授業を
実施し、「高知の特産物ジュニア博
士」として1,498人を認定した。
・出前授業において、高知野菜を活
用したメニューの紹介等を実施し
た。

・出前授業は、公益財団法人高知県
学校給食会への委託とし、高知の
特産農畜産物・園芸野菜により、県
内の小学校（特別支援校の小学部
を含む）において、25校1,000人以上
を対象に実施する。
・農業協同組合が実施する食農教
育活動と連携した出前授業を5回程
度実施し、更なる消費拡大を図る。
・出前授業において、高知野菜を活
用したメニューの紹介等を実施す
る。

・16市町村32校の小学校（特別支援
校の小学部を含む）で出前授業を実
施し、「高知の特産物ジュニア博士」
として1,024人を認定した。
・農業協同組合が実施する食農教
育活動と連携した出前授業を3回実
施した。
・出前授業において、高知野菜を活
用したメニューの紹介等を実施し
た。

・出前授業は、公益財団法人高知県
学校給食会への委託とし、県内の
小・中学校（特別支援校の小・中学
部を含む）を対象に、高知家プロ
モーション重点品目のうち農畜産物
に関する6品目の出前授業を実施す
る。（調理体験含む）

○県産農畜産物への理解が深ま
り、子供から親に話をすることで、家
庭での消費も増える。
○高知県の農業や農畜産物への理
解を深めることで、将来の県産農畜
産物の応援団が増加する。

林業環境政策
課

39 こうち山の日推進事業
（山の一日先生派遣事業）

人と木の共生を基本理念とし
た「木の文化県構想」の一環と
して、県民一人ひとりに森林や
山を守る活動の重要性に対す
る理解と関心を深めてもらうこ
とを制定趣旨とした「こうち山
の日」(１１月１１日)を中心に行
われる県民活動を支援する。

○次世代を担う子ども達等を対象
に、森林環境教育を推進するため
に、山の１日先生の派遣又は養成を
行う団体等に対して補助する

○幼稚園、保育園、小学校、子ども
会等で森林環境教育を実施
　6団体で計130回・6,064人

○次世代を担う子ども達等を対象
に、森林環境教育を推進するため
に、山の１日先生の派遣を行う団体
等に対して補助する

○幼稚園、保育園、小学校、子ども
会等で森林環境教育を実施
  5団体で計93回・4,176人

○次世代を担う子ども達等を対象
に、森林環境教育を推進するため
に、山の１日先生の派遣を行う団体
等に対して補助する

○幼稚園、保育園、小学校、子ども
会等で森林環境教育を実施
  5団体で計134回・6,400人

○次世代を担う子ども達等を対象
に、森林環境教育を推進するため
に、山の１日先生の派遣を行う団体
等に対して補助する

○5年間で延べ500回以上の派遣を
実施する。
○山の一日先生派遣事業を継続す
ることで、森林環境教育に携わる人
材を育成する。

4,5月 6～1月 2月

・
県
と
実
施
市
町
村
で
再
委
託
契
約
締
結

・
国
と
県
で
委
託
契
約
締
結

・
防
災
キ
ャ
ン
プ
実
施

・
実
績
報
告
・
委
託
料
支
払

フォーラムの開催など、防災キャンプの内容を広める取組

・行事の内容の充実

同じ内容で事業を継続

・こども防災キャンプの継続実施（毎年2回程度）

イベントや体験活動に関する情報を随時追加掲載 イベントや体験活動に関する情報を随時追加掲載

5,6月 2,3月

・委託契約締結 ・委託事業の進捗管理・委託事業報告の受理

5,6月 2,3月

・委託契約締結 ・委託事業の進捗管理・委託事業報告の受理

取組の継続 取組の継続

中1学級づくり合宿の実施・参加校の拡大

主催事業等による多彩な体験活動等の提供と社会教育のあり方の啓発

参加生徒・教諭に対するアンケート実施及び評価

7,8月

通年

8,9月

改善・充実

・
青
少
年
教
育
施
設
の
あ
り
か
た
を

考
え
る
懇
話
会
に
よ
る
施
設
運
営
状

・
次
年
度
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
、
見

直
し
等
の
検
討

改善・充実

7,8月 8,9月

・
青
少
年
教
育
施
設
の
あ
り
か
た
を

考
え
る
懇
話
会
に
よ
る
施
設
運
営
状

況
評
価

・
次
年
度
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
、
見

直
し
等
の
検
討

同じ内容で事業を継続同じ内容で事業を継続

・こども防災キャンプの継続実施（毎年2回程度）

・行事の内容の充実

イベントや体験活動に関する情報を随時追加掲載 イベントや体験活動に関する情報を随時追加掲載

5,6月 2,3月

・委託契約締結 ・委託事業の進捗管理・委託事業報告の受理

5,6月 2,3月

・委託契約締結 ・委託事業の進捗管理・委託事業報告の受理

取組の継続 取組の継続

中1学級づくり合宿の実施・参加校の拡大

主催事業等による多彩な体験活動等の提供と社会教育のあり方の啓発

参加生徒・教諭に対するアンケート実施及び評価

7,8月

通年

8,9月

改善・充実

・
青
少
年
教
育
施
設
の
あ
り
か
た
を

考
え
る
懇
話
会
に
よ
る
施
設
運
営
状

・
次
年
度
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
、
見

直
し
等
の
検
討

改善・充実

7,8月 8,9月

・
青
少
年
教
育
施
設
の
あ
り
か
た
を

考
え
る
懇
話
会
に
よ
る
施
設
運
営
状

況
評
価

・
次
年
度
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
、
見

直
し
等
の
検
討

4,5月 6～12 2月

・
県
と
実
施
市
町
村
で
再
委
託
契
約
締
結

・
国
と
県
で
委
託
契
約
締
結

・
防
災
キ
ャ
ン
プ
実
施

・
実
績
報
告
・
委
託
料
支
払

未定

国委託事業として実施しており、国の動向が現時点ではH28以降は不明のため

フォーラムの開催など、防災キャンプの内容を広める取組

4,5月 5～11 2月

・
県
と
実
施
市
町
村
で
再
委
託
契
約
締
結

・
国
と
県
で
委
託
契
約
締
結

・
防
災
キ
ャ
ン
プ
実
施

・
実
績
報
告
・
委
託
料
支
払

県庁見学の実施

小学校での出前授業の実施　（公益財団法人高知県学校給食会へ委託）

農業協同組合と連携した出前授業

新たな制度の検討

小・中学校での出前授業の実施　（公益財団法人高知県学校給食会へ委託）



■子どもの環境づくり推進計画（第三期）進行管理シート（プラン２　文化や芸術、スポーツ自然に触れる機会や幅広い職業体験の機会づくり）

担当課 番号 事　　業　　名 事業概要 H２５計画 Ｈ２５実施状況 H２６計画 H２６実施状況 H２７計画 H２７実施状況 H２８計画 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
目標数値または

目指すべき姿（H２９）

木材産業振興
課
 木材利用推進
 課

40 木の香るまちづくり推進事業
（学校関連環境整備）

県内の幼稚園、保育園、小学
校、中学校その他子ども達の
利用が多い放課後児童クラブ
や図書館などの木質化や木製
品を導入する。

○29団体29施設の整備を予定 ○木製の机・椅子等の導入支援
　（33団体、38施設）

○20団体26施設の整備を予定 ○木製の机・椅子等の導入支援
　（25団体、38施設）

○13団体22施設の整備を予定 ○木製の机・椅子等の導入支援
　（20団体29施設）

○23団体31施設の整備を予定 ○より多くの学校等に机や椅子など
の木製品が導入され、子ども達が木
に触れ合う機会が増えている。

新エネルギー
推進課

41 環境活動支援センター事業 環境活動等に関する情報の提
供、環境活動団体・地域・学校
における環境活動の支援を通
じて、環境学習・自然体験の機
会を提供する。

○環境活動等関連情報の提供
（ホームページ更新・メールマガジン
配信：週1回以上）
○環境活動団体運営支援（外部資
金情報の提供、外部資金相談窓口
開設：週1回以上）

○ホームページ更新：54回
○メールマガジン配信：52回

○外部資金相談窓口開設：101回
○外部資金紹介件数：8件

○環境活動等関連情報の提供
（ホームページ更新・メールマガジン
配信：週1回以上）
○環境活動団体運営支援
　・外部資金獲得成功事例の収集・
　　公表（5件）
　・外部資金相談窓口開設（週1回以
上）
　・相談対応（月10件以上）
　・ブロック会開催（2回）

○環境活動等関連情報の提供
・ホームページ更新：56回
・メールマガジン配信：51回

○環境活動団体運営支援
・外部資金獲得成功事例の収集・
　公表：5件
・外部資金相談窓口開設：57回
・相談対応：170件
・ブロック会開催：2回

○環境活動等関連情報の提供
（ホームページ掲載・メールマガジ
ン、ＳＮＳ等の配信）

○環境活動等関連情報の提供
・ホームページ更新：56回
・メールマガジン配信：51回
・SNS発信：47回

○環境活動等関連情報の提供
（ホームページ掲載・メールマガジ
ン、SNSの配信）

○地域・学校において、環境学習・
自然体験等の機会が増加する。

環境共生課 42 牧野植物園管理運営費
（教育普及事業）

親子で参加できる「子ども自然
体験教室」や、夏休み中の子
ども向けイベントの開催等によ
り、植物や自然環境への関心
を高める。また、小中学校向け
教育プログラムを実施する。

○押花教室（3回）
○ふれあい植物観察会（11回）
○子ども自然体験教室（5回）
○夏休みイベント
　「食虫植物とアリ植物展」
　「オオオニバスにのろう！」
　「夜の植物園-夜の昆虫観察会」
○教育プログラム

○押花教室
　・３回（第１回：4/13、28、第２回：
7/6、28、第３回：11/16、12/7、計36
人）
○ふれあい植物観察会
　・２１回（毎月第２水曜日、第４土曜
日、計468人）
○子ども自然体験教室
　５回（5/4、9/7、10/12、12/14、
3/8、計105人）
○夏休みイベント：8月
　・食虫植物とアリ植物展（8/10～
25）
　・オオオニバスにのろう！（8/3、4、
10、11、計174人）
　・夜の植物園-夜の昆虫観察会
（8/17、18、24、25）
○教育プログラム
　・24校

○押花教室（3回）
○ふれあい植物観察会（22回）
○子ども自然体験教室（7回）
○夏休みイベント
　「食虫植物とアリ植物展」
　「オオオニバスにのろう！」
　「夜の植物園」
○教育プログラム

○押花教室（6回）
○ふれあい植物観察会（21回）
○子ども自然体験教室（7回）
○夏休みイベント等
　「食虫植物とアリ植物展」
　「オオオニバスにのろう！」
　「夜の植物園」
　「ねじってのばして輪ゴム工作」
　「ラテックスからスーパーボール作
り」
○教育プログラム
〇企画展「植物園がはぐくむ生き
物」
〇植物採集と標本作り
〇植物園で昆虫を撮ろう

○押花教室（4回）
○ふれあい植物観察会（21回）
○子ども自然体験教室（7回）
○夏休みイベント等
　「食虫植物とアリ植物展」
　「オオオニバスにのろう！」
　「夜の植物園」
　「企画展　恐竜時代の植物たち」
○教育プログラム
〇葉脈標本としおり作り

○押花教室（4回）
○ふれあい植物観察会（21回）
○子ども自然体験教室（7回）
○夏休みイベント等
　「食虫植物とアリ植物展」
　「オオオニバスにのろう！」
　「夜の植物園」
　「企画展　恐竜時代の植物たち」
　「恐竜をつくろう！粘土ワークショッ
プ」(2回)
○教育プログラム
〇葉脈標本としおり作り

○押花教室（4回）
○ふれあい植物観察会（21回）
○子ども自然体験教室（6回）
○育てて楽しむ草花教室(3回)
○夏休みイベント等
　「食虫植物とアリ植物展」
　「夜の植物園」
　「昆虫☆植物展」
○教育プログラム
　「昆虫☆植物観察会」
○牧野ボタニカルアドベンチャー

指定管理期間がH２７年度までのため未定 同左 ○児童生徒の利用の増加。

まんが・コンテ
ンツ課

43 まんが甲子園開催事業 全国の高等学校から予選テー
マに沿ったまんが作品を募集
し、予選審査で選抜された３０
校が本県で開催する本選大会
「まんが甲子園」に参加し、第
一次競技、敗者復活戦、決勝
戦を行って最優秀校等を決定
する。会場で出版社から派遣
されたスカウトマンの目に留
まった生徒は、プロの漫画家
やイラストレーターなどを目指
した指導を受けることもできる
スカウト制度も実施している。

○まんが甲子園の開催

○出版社への参加依頼

○スカウトシップ育成プログラムの
実施

・まんが甲子園の開催
　　H25.8.3～8.4　会場：かるぽーと
　　参加校：30校141名
・まんが甲子園当日の出版社参加：
　　10社21誌
・28名のスカウトがあり、その後出版
社編集部がプログラムに沿って指導
を行った。

○まんが甲子園の開催

○出版社への参加依頼

○スカウトシップ育成プログラムの
実施

・まんが甲子園の開催
　H26.8.2～8.3　会場：かるぽーと
　本選参加校：30校139名
　※さらに、韓国から1校3名がオー
　　プン参加。
　（予選応募校：342校）
・まんが甲子園当日の出版社参加：
　4社20誌
・33名のスカウトがあり、その後出版
社が育成プログラムに沿って指導を
行い、9名に育成継続の声がかかっ
た。

○まんが甲子園の開催

○出版社への参加依頼

○スカウトシップ育成プログラムの
実施

・まんが甲子園の開催
　H27.8.1～8.2　会場：かるぽーと
　本選参加校：30校129名
　韓国から１校５名がオープン参加
　（予選応募校：357校）
・まんが甲子園当日の出版社参加：
　７社17誌
・20名のスカウトがあり、その後出版
社が育成プログラムに沿って指導を
行い、５名に育成継続の声がかかっ
た。
・デジタル作画セミナーを開催（文部
科学省事業）

○まんが甲子園の開催

○出版社への参加依頼

○スカウトシップ育成プログラムの
実施

〇アナログ及びデジタル作画セミ
ナーの開催

○将来漫画家を目指す高校生が、
まんが甲子園を夢を実現するステッ
プとしてチャンスを得られる場とす
る。
また、職業としての漫画家を目指す
以外にも、まんが甲子園に参加する
ことで、社会に目を向け、発想を豊
かにすることやチームワークの重要
性を学ぶ機会とする。

まんが・コンテ
ンツ課

44 「まんが教室」開催事業 県内のプロ、セミプロの漫画家
が学校等を訪問し、総合的な
学習の時間やクラブ活動の時
間を利用して、まんがの描き
方、ストーリーの作り方、表現
方法を指導する。

○実施要領制定

○県内の小中学校（ただし、高知
市、南国市、香南市、香美市を除く）
でのまんが教室の実施

・実施要領制定

・12回実施

・参加した生徒数188名

○県内の小中学生（ただし、高知
市、南国市、香南市、香美市を除く）
を対象としたまんが教室の実施

・実施要領制定

・18回実施

・参加した生徒数335名

○県内の小中学生（ただし、高知
市、南国市、香南市、香美市を除く）
を対象としたまんが教室の実施

・実施要領制定

・19回実施

・参加した生徒数312名

○県内の小中学生（ただし、高知市
を除く）を対象としたまんが教室の実
施

○まんがを通じて、子どもたちの表
現力や発想力を高めることができ
る。また、漫画家という職業を知る
キャリア教育の機会ともなっている。

私学・大学支
援課

45 私立学校教育力強化推進事
業

各校が行う特色に応じた学力
等向上対策や進路指導の充
実にかかる経費、また特色あ
る教育の取組に対して補助す
ることにより、県全体の学力等
の向上を図る。

○私立学校教育力強化推進事業費
補助金
①教育改革推進事業（小・中・高・特別支援）

　伝統・文化等、環境教育、
　キャリア教育、体験活動、
　教育の国際化、防災教育　等
②教育力強化推進事業（中・高）

　学力等の向上対策
　進路指導の充実　等

私立学校を設置する学校法人（９法
人）に対し補助金交付

○私立学校教育力強化推進事業費
補助金
①教育改革推進事業（小・中・高・特別支援）

　伝統・文化等、環境教育、
　キャリア教育、体験活動、
　教育の国際化、防災教育　等
②教育力強化推進事業（中・高）

　学力等の向上対策
　進路指導の充実　等

私立学校を設置する学校法人（９法
人）に対し補助金交付

○私立学校教育力強化推進事業費
補助金
①教育改革推進事業（小・中・高・特別支援）

　伝統・文化等、環境教育、
　キャリア教育、体験活動、
　教育の国際化、防災教育　等
②教育力強化推進事業（中・高）

　学力等の向上対策
　進路指導の充実　等

私立学校を設置する学校法人（９法
人）に対し補助金交付

○私立学校教育力強化推進事業費
補助金
①教育改革推進事業（小・中・高・特別支援）

　伝統・文化等、環境教育、
　キャリア教育、体験活動、
　教育の国際化、防災教育　等
②教育力強化推進事業（中・高）

　学力等の向上対策
　進路指導の充実　等

○各学校において、特色あるキャリ
ア・職業教育の推進等、学力等向上
対策、進路指導の充実等が取り組
まれている。

私学・大学支
援課

46 職場体験活動・インターンシッ
プ等の推進

県内私立中学・高等学校に対
して、職場体験活動インターン
シップや職場見学の受入れが
可能な事務所に関する情報提
供を行う。

○高知労働局からの情報提供を受
け、事業所リストを送付

高知労働局からの情報提供を受
け、事業所リストを送付

高知労働局からの情報提供を受
け、事業所リストを送付

高知労働局からの情報提供を受
け、事業所リストを送付

高知労働局からの情報提供を受
け、事業所リストを送付

高知労働局からの情報提供を受
け、事業所リストを送付

高知労働局からの情報提供を受
け、事業所リストを送付

○職場体験活動やインターンシップ
を通じて就職、職業に関する現状や
自己の適性に関する理解を深めて
いる。

公園下水道課 47 県立のいち動物公園（教育普
及活動）

飼育職員や獣医職員が学校
に出向いての講義・講習や、
中学・高校生の職場体験学習
等を受け入れ、動物園という特
殊な職業に触れる機会づくりを
進める。

○学校などからの出前授業や来園
団体向けﾚｸﾁｬｰ、職場体験をHPで
募集し随時対応。
○夏休み期間にｻﾏｰｽｸｰﾙ・夏休み
特別講習会などを開催。
○のいち動物公園友の会会員への
飼育体験などを開催

○出前授業
潮江南小学校児童クラブ など２２団
体
○職場体験
夜須中学校 など１２校
○ｻﾏｰｽｸｰﾙ
親子でも体験できる飼育体験（２回）
○夏休み特別講習会
夏休みの子どもを対象にした講習
会（４回）
○団体ﾚｸﾁｬｰ
観音寺南小学校（香川県） など多数
○友の会会員への飼育体験
飼育体験開催（４回）

飼育職員や獣医職員が学校に出向
いての講義・講習や、中学・高校生
の職場体験学習等を受け入れ、動
物園という特殊な職業に触れる機会
づくりを進める。

○出前授業
西高校など１８団体
○職場体験
野市中学校 など１８校
○ｻﾏｰｽｸｰﾙ
親子でも体験できる飼育体験（２回）
○夏休み特別講習会
夏休みの子どもを対象にした講習
会（３回実施、天候不良で1回中止）
○団体ﾚｸﾁｬｰ
観音寺小学校（香川県） など多数
○友の会会員への飼育体験
飼育体験開催（３回）

飼育職員や獣医職員が学校に出向
いての講義・講習や、中学・高校生
の職場体験学習等を受け入れ、動
物園という特殊な職業に触れる機会
づくりを進める。

○出前授業(301名参加）
十津小学校など４団体
○職場体験(145名参加）
野市中学校 など１８校
○ｻﾏｰｽｸｰﾙ（47名参加）
親子でも体験できる飼育体験（２回）
○夏休み特別講習会（82名参加）
夏休みの子どもを対象にした講習
会（４回実施）
○団体ﾚｸﾁｬｰ（2623名参加）
観音寺小学校（香川県） など多数
○友の会会員への飼育体験
（98名参加）
飼育体験開催（４回）

飼育職員や獣医職員が学校に出向
いての講義・講習や、中学・高校生
の職場体験学習等を受け入れ、動
物園という特殊な職業に触れる機会
づくりを進める。

○飼育職員や獣医職員といった動
物園という特殊な職業に触れる機会
をつくり、こども達の動物への関心を
高める。

同じ内容で事業を継続

各種教育普及活動の開催

同じ内容で事業を継続同じ内容で事業を継続

通
年

ふれあい植物観察会の開催

子ども自然体験教室の実施

教育プログラム、職場体験の提供

7,8月 10

・
夜
の
植
物
園

・
オ
オ
オ
ニ
バ
ス
に
の
ろ
う
！

・
食
虫
植
物
と
ア
リ
植
物
展

・
植
物
園
で
昆
虫
を
撮
ろ
う

・
植
物
標
本
と
標
本
作
り

・
企
画
展
「
恐
竜
時
代
の
植
物
た

ち
」

8～1月

・
ね
じ
っ
て
の
ば
し
て
輪
ゴ
ム
工

7,8月

・
夜
の
植
物
園

・
オ
オ
オ
ニ
バ
ス
に
の
ろ
う
！

・
食
虫
植
物
と
ア
リ
植
物
展

・
葉
脈
標
本
と
し
お
り
作
り

・
ラ
テ
ッ
ク
ス
か
ら
ス
ー
パ
ー

1月４～８月

・
企
画
展
「
植
物
園
が
は
ぐ
く

む
生
き
物
」

各種教育普及活動の開催

まんが甲子園でのスカウトシップ育成プログラムの実施

私立学校教育力強化推進事業

高知労働局からの情報提供があればイ

ンターンシップ等受入可否事業所リスト

の送付

まんが甲子園でのスカウトシップ育成プログラムの実施

私立学校教育力強化推進事業

高知労働局からの情報提供があればイ

ンターンシップ等受入可否事業所リスト

の送付

取組の継続

事
業
内
容
見
直
し

事
業
内
容
見
直
し

３年間の実施状況を踏まえ、事業の継続や市

町村事業への移行等を検討



■子どもの環境づくり推進計画（第三期）進行管理シート（プラン２　文化や芸術、スポーツ自然に触れる機会や幅広い職業体験の機会づくり）

担当課 番号 事　　業　　名 事業概要 H２５計画 Ｈ２５実施状況 H２６計画 H２６実施状況 H２７計画 H２７実施状況 H２８計画 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
目標数値または

目指すべき姿（H２９）

小中学校課 48 小中学校キャリア教育充実プ
ラン

 小中学校キャリア教育推進事
 業（～H27)

キャリア教育全体計画の周知
徹底とともに、キャリア教育全
体計画の系統的意図的な実践
とキャリア教育の視点でとらえ
た授業実践の推進のために、
年間指導計画の作成への支
援を行い、キャリア教育を推進
する。
地域の特色に応じた市町村ぐ
るみのキャリア教育を推進す
るため、モデルとなる地域をつ
くり、研究推進体制の整備や
キャリア教育の視点でとらえた
授業実践を推進し、その成果
を県内に普及するとともに、県
民ぐるみのキャリア教育を推
進する。

○キャリア教育担当者会の開催
○キャリア教育推進地域連絡協議
会
　対象：県内全小・中学校の担当者
　内容：
　・文部科学省総括研究官による
　　講話
　・取組状況の情報交換
○キャリア教育推進地域事業委託
契約の締結
○キャリア教育推進校訪問
○キャリア教育リーフレットの作成と
配付
○キャリア教育連絡協議会の開催

○キャリア教育推進地域連絡協議会
　　参加者　85名
本年度の事業内容について関係者が確
認、取組内容の共有を行った。
○学校訪問
・宿毛市立東中学校
　（進路フォーラムの開催）
・宿毛市立片島中学校
　（マナーアップ研修の実施）
・須崎市立朝ヶ丘中学校
　（校内研修）
・須崎市立須崎中学校
　（校内研修）
○キャリア教育リーフレットの配付
　による周知　（配付部数：5294部）
○キャリア教育連絡協議会の開催
　　　　　　　　　　（参加者：354名）
○キャリア教育に関する実態調査の実施

○キャリア教育担当者会の開催
○キャリア教育推進地域連絡協議
会
　対象：推進地域内全小・中学校の
　管理職または担当者
　内容：
　・推進地域・推進校の実践発表
　・取組状況の情報交換及び協議
○キャリア教育推進地域事業委託
契約の締結
○キャリア教育推進校訪問
○キャリア教育リーフレットの作成と
配付
○キャリア教育連絡協議会の開催
○キャリア教育に関する実態調査
の実施

○キャリア教育推進地域担当者会
　参加者：52 名
○キャリア教育連絡協議会
　8/26 参加者：439名
○キャリア教育推進リーフレットによ
る啓発（12月配付）
・公立小・中学校教員に配付（12月：
配付数5439部）
○各推進地域研究発表会の開催
　　（参加者　1037名）
○キャリア教育に関する実態調査
の実施

○キャリア教育推進地域担当者会
の開催
○キャリア教育地域推進会議等へ
の参加
○キャリア教育推進地域及び推進
校への訪問
○キャリア教育推進地域研究発表
会の開催
○キャリア教育連絡協議会の開催
　・公開授業
　・研究協議
　・実践報告
　・講演等
○小・中学校におけるキャリア教育
に関する実態調査の実施
○キャリア教育パンフレットの作成と
配付

○キャリア教育推進地域担当者会
　参加者：48名
○キャリア教育推進地域及び推進
校訪問（随時）
○キャリア教育推進地域研究発表
会
　・東部：香美市
           計６回（計７４５名参加）
　・中部：須崎市
　・西部：宿毛市
　　は、て実施
○キャリア教育連絡協議会への参
加（県立中、地教委等含む）
　・東部：８４名
　・中部：１２４名
　・西部：７３名
○小・中学校におけるキャリア教育
に関する実態調査の実施（２月）
○キャリア教育パンフレットの作成
及び配付（３月配付）

○キャリア教育地区別指導者養成
研修の開催
　・東部：安田町
　・中部：須崎市
  ・西部：黒潮町
○キャリアシートの開発・配付
　・作成WGの開催：年間６回
　・配付：平成２９年２月下旬（予定）
○小・中学校におけるキャリア教育
に関する実態調査の実施

○キャリア教育推進地域事業による各地域
の特色を生かしたキャリア教育の実践を支
援するとともに、県民ぐるみのキャリア教育を
推進
・キャリア教育推進地域連絡協議会
・キャリア教育推進校による研究発表会開催
※教育事務所管内を対象
・教員用キャリア教育リーフレット作成と配付
○キャリア教育連絡協議会の開催

○子どもたちの社会的・職業的自立に向けた
力を育てるために、各地域の特色を生かした
キャリア教育の実践を支援するとともに、県
民ぐるみのキャリア教育を推進して、児童生
徒が将来の夢や志を持てるようにする。
　・キャリア教育地区別指導者養成研修
　・キャリアシートの開発・配付

○児童生徒にそれぞれの個性や持
ち味を生かした志が醸成され、学校
での生活や学習・進路選択に目的
意識をもって取り組むことができるよ
うになる。
○各学校のキャリア教育全体計画
が整備され、年間指導計画に基づく
充実したキャリア教育の取組が実施
される。
（H27末）

○全国学力・学習状況調査の質問
紙において、「将来の夢や目標を
持っていますか」の問いに対し、肯
定的な回答した児童生徒の割合
　・小学校：全国平均以上
　・中学校：全国平均＋２ポイント
○全小・中学校でキャリア教育年間
指導計画が作成され、取組が推進
している。
 ・作成率…１００％
○キャリア教育に関する校内研修
が実施されている。
　小学校…75％、中学校…70％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（H28

高等学校課 49 ２１ハイスクールプラン推進費

 ２１ハイスクールプラン推進費
 高校生の志を応援する事業
 （～H27)

各県立高校における生徒の個
性や学校・地域の特色を生か
した自主的な、創造的な取組
を推進する。

各高校において、授業や特別活動
に位置付けて計画している。
○地域でのボランティア活動の実施
○国際交流活動の推進
○ものづくり、資格取得の推進
○防災教育の推進
○伝統文化の伝承活動の実施
○販売市の開催
○生徒支援の推進
○学校広報誌・通信の発行
○人権教育の推進
○環境教育の推進　　　　　など

各高校において、年間計画に基づ
いて実施した。

各高校において、授業や特別活動
に位置付けて計画している。
○地域でのボランティア活動の実施
○国際交流活動の推進
○ものづくり、資格取得の推進
○防災教育の推進
○伝統文化の伝承活動の実施
○販売市の開催
○生徒支援の推進
○学校広報誌・通信の発行
○人権教育の推進
○環境教育の推進　　　　　など

各高校において、年間計画に基づ
いて実施した。

各高校において、授業や特別活動
に位置付けて計画している。
○地域でのボランティア活動の実施
○国際交流活動の推進
○ものづくり、資格取得の推進
○防災教育の推進
○伝統文化の伝承活動の実施
○販売市の開催
○生徒支援の推進
○学校広報誌・通信の発行
○人権教育の推進
○環境教育の推進　　　　　など

各高校において、年間計画に基づ
いて実施した。

各高校において、授業や特別活動
に位置付けて計画している。
○地域でのボランティア活動の実施
○国際交流活動の推進
○ものづくり、資格取得の推進
○防災教育の推進
○伝統文化の伝承活動の実施
○販売市の開催
○生徒支援の推進
○学校広報誌・通信の発行
○人権教育の推進
○環境教育の推進　　　　　など

○生徒が充実した高校生活を送る
ことで、生徒や保護者の学校への満
足度が向上し、県民に信頼される学
校づくりが推進できている。
○地元高校の教育活動への理解が
深まり、志願者の増加につながって
いる。
○資格取得を推進することにより、
就職内定率の向上につながってい
る。

高等学校課 50 キャリアデザイン事業（イン
ターンシップ）

 仕事を知ろう事業（インターン
 シップ推進事業）（～H27)

生徒に自らの学習内容や将来
の進路等に関係した県内企業
等で就業体験をさせることによ
り、県内企業に対する理解を
深めさせるとともに、学校では
学ぶことのできない知識・技術
を習得させる。また、勤労観・
職業観の育成を図り、生徒が
自らキャリア形成を行う力を身
に付けさせる。

○７月～３月に、１８校６００名が実
施予定

○１７校８３６名が実施。 ○７月～３月に、18校895名が実施
予定

○16校665名が実施。 ○５月～３月に、20校908名が実施
予定

○５月～３月に、17校491名が実施 ○４月～３月に、19校901名が実施
予定

○インターンシップを通して、社会に
出る具体的イメージを持たせ、自ら
の将来を切り拓く力を身につけ、希
望に添った進路の実現が進んでい
る。

高等学校課 51 キャリアデザイン事業（進路に
向けた課題解決支援）

 社会人の基礎力育成事業（～
H27)

専門的なスキルを持った講師
を招き、スキルアップ講習会を
実施し、1年生の早い段階から
生徒のビジネスマナーや就職
基礎学力の向上を図り、併せ
て、継続的に指導していかな
ければならない教員のスキル
の向上を目指す。

○５月～３月に、２７校１，５００名が
実施予定

○２７校２，４６６名が実施。 ○５月～３月に、26校2,000名が実
施予定

○５月～３月に、26校2,608名が実
施予定

○５月～３月に、26校3,243名が実
施予定

○５月～３月に、26校2,620名が実
施

○５月～３月に、28校1,387名が実
施予定

○社会生活に必要なスキルやコミュ
ニケーション能力の向上を図ること
で、自らの将来を切り拓く力を身に
つけ、希望に添った進路の実現が
進んでいる。

高等学校課 52 キャリアデザイン事業（地域産
業を支える人材育成）

社会で生き抜く力を育む応援
事業

 生徒の意欲を高める応援プラ
 ン事業（～H27)

充実した高校生活を送れる環
境を整えるとともに、高知県の
将来を担う良き社会人の育成
に取り組み、全国平均と比べ
て高い中途進学率、就職後の
離職率を全国平均に近づけ
る。

○中途退学者の多い10校を重点校
として指定し、中途退学者を半減さ
せる取組を行う。
○中学校教員と連携し、社会性不
足や早期離職した生徒の状況等を
分析及び、その課題に対応する高
知県版「社会人基礎力育成プログラ
ム」の開発を行う。
○進路決定者研修（労働法、ビジネ
スマナー、職種別研修）を実施す
る。

○中途退学者の多い１０校を重点
校として指定し、中途退学者を半減
させる取組を行った。
○研究指定校６校において「社会人
基礎力育成プログラム」を開発し
た。
○進路決定者（ブラッシュアップセミ
ナー等）に生徒が参加した。

○中途退学者の多い10校を重点校
として指定し、中途退学者を半減さ
せる取組を行う。県教委の定期的な
訪問。
○進路決定者研修（労働法、ビジネ
スマナー、職種別研修）を実施す
る。
○中途退学防止に向けて
　・仲間づくり合宿活動等の実施
　・SC等を活用した生徒支援
　・重点支援校１０校では中退半減
　　プランの実施
○社会性の育成
　・指定校６校で社会人基礎力育成
　　プログラムの実施
　・キャリアノートを活用した生徒支
　　援
　・進路決定者研修（労働法、ビジ
　　ネスマナー等）の実施

○中途退学者の多い１０校を重点
校として指定し、中途退学者を半減
させる取組を行った。

○ブラッシュアップセミナー　238名
実施
○計画どおり実施

○年３回指定校を訪問し、プログラ
ムの進捗管理等を行なった。

○進路決定者研修（労働法、ビジネスマ
ナー、職種別研修）を実施する。
○中途退学者の多い10校を重点校として
指定し、中途退学者を半減させる取組を
行う。県教委の定期的な訪問。
○中途退学防止に向けて
　・仲間づくり合宿活動等の実施
　・SC等を活用した生徒支援
　・重点支援校１０校では中退半減
　　プランの実施
○社会性の育成
　・指定校６校で社会人基礎力育成
　　プログラムの実施
　・キャリアノートを活用した生徒支
　　援
○学力向上：全県立高校全日制及び昼間
部の全学年を対象とする学力定着把握検
査の実施。研究協議会と県教委による学
校訪問の実施。
○学習支援員事業：成績不振の生徒を支
援する学習支援員の配置。

○H28到達目標
県立高校の中途退学率を全国平均
に近づける。（H24年度:2.2%（全国
1.5%）、H27年度：1.9%（速報値））
（重点校についてはH24年度から半
減させる。）
○離職率を全国平均以下にする。
卒業後1年目の離職率
H25年度（H26.3月）卒業者：24.4%（全
国19.4%）

高等学校課 53 産業教育推進費 産業教育民間講師の招へい、
農業・家庭・水産クラブの研究
活動の奨励事業などを実施す
る。

○産業教育生徒研究発表会の実施
（１月）
○産業教育民間講師招へい事業
　１３校　実施予定
○農業・家庭・水産クラブの研究活
動の奨励
　生徒研究発表会、研究集録発行
○産業教育生徒技術競技会の開催
支援
○全国産業教育フェアへの参加支
援

○産業教育民間講師招へい事業
各校において、計画に基づいて実施
14校実施
○農業・家庭・水産クラブの研究活
動を実施した。
・7/25.26農業クラブの生徒研究発
表会
・1/17家庭科生徒研究発表会
・10/31水産クラブ生徒研究発表会
○産業教育審議会の開催
6/12第1回開催

○産業教育生徒研究発表会の実施
（１月）
○産業教育民間講師招へい事業
　１３校　実施予定
○農業・家庭・水産クラブの研究活
動の奨励
　生徒研究発表会、研究集録発行
○産業教育生徒技術競技会の開催
支援
○全国産業教育フェアへの参加支
援

○産業教育民間講師招へい事業
各校において、計画に基づいて実施
１２校実施
○1/10産業教育生徒研究発表会
○7/24,25農業クラブ制と研究発表
会
○1/14家庭科生徒研究発表会

○産業教育生徒研究発表会の実施
（１月）
○産業教育民間講師招へい事業
　１３校　実施予定
○農業・家庭・水産クラブの研究活
動の奨励
　生徒研究発表会、研究集録発行
○産業教育生徒技術競技会の開催
支援
○全国産業教育フェアへの参加支
援

○計画どおり実施

○12校30テーマで実施

○計画どおり実施

○農業、工業、商業、水産、看護、
家庭の分野で実施
○3名の教諭を派遣（11月三重県）

○産業教育生徒研究発表会の実施
（１月）
○産業教育民間講師招へい事業
　15校　実施予定
○農業・家庭・水産クラブの研究活
動の奨励
　生徒研究発表会、研究集録発行
○産業教育生徒技術競技会の開催
支援
○全国産業教育フェアへの参加支
援

○産業教育の専門的な知識や技能
を更に深め、自らの将来を切り拓く
力を身につけ、希望に添った進路の
実現が進んでいる。

高等学校課 54 教師力アップ事業

 高校生の志を応援する事業
 （～H27)

高知のキャリア教育の３つの
柱である「学力向上」「基本的
な生活習慣の確立」「社会性の
育成」のうち「学力向上」に重
点化して、「生徒の学習支援」
「教員の指導力向上」「学校の
学習支援体制の充実」を図り、
生徒の高い志の実現を支援す
る。

○学力向上サポート事業：全県立高
校全日制及び昼間部の全学年を対
象とする学力定着把握検査の実
施。研究協議会と県教委による学校
訪問の実施。
○学習支援員事業：成績不振の生
徒を支援する学習支援員の配置。
○教科指導方法の改善に向けた研
究協議会：生徒の実態等に応じた指
導方法の研究。
○教師塾事業：５校を指定し、難関
大学の入試研究や授業研究の実
施。
○魅力ある学校づくり推進事業：各
学校の特色ある学校づくりの支援。
○国際バカロレア認定の研究：グ
ローバル人材育成のためのプログ
ラムの研究。

○対象の30校に対して、６月・１１月
の各２回学校訪問を行い、学力向上
に関する取組の進捗状況の点検、
指導を実施。
○20校で44講座を実施
○拠点校５校でそれぞれ各２回県外
のスーパーティーチャーを招いて研
究授業を実施。８月に生徒対象の大
学進学チャレンジセミナーにあわせ
て、国数英３教科の教科指導力向
上研修を実施。

○学力向上サポート事業：全県立高
校全日制及び昼間部の全学年を対
象とする学力定着把握検査の実
施。研究協議会と県教委による学校
訪問の実施。
○学習支援員事業：成績不振の生
徒を支援する学習支援員の配置。
○教科指導方法の改善に向けた研
究協議会：生徒の実態等に応じた指
導方法の研究。
○教師塾事業：５校を指定し、難関
大学の入試研究や授業研究の実
施。
○魅力ある学校づくり推進事業：各
学校の特色ある学校づくりの支援。
○国際バカロレア認定の研究：グ
ローバル人材育成のためのプログ
ラムの研究。

○36校に対して実施

○28校、延84名配置

○計画どおり実施

○計画どおり、指定された5校が2教
科ずつ実施
○計画どおり実施

○計画どおり実施

○教師力アップ事業：5校を指定し、
難関大学の入試研究や授業研究の
実施。

○大学等への進学率50％、公立高
等学校からの国公立大学への進学
者数750人、公立高等学校からの県
内大学合格者数550人をめざす。

○就職内定率95％以上を維持す
る。

○基礎学力の定着により、学力定
着把握検査（基礎力診断テスト）の
結果、「Ｄ３」と評価される生徒の割
合を、卒業時には入学時の５割以下
に減少させる。

特別支援教育
課

55 キャリア教育の充実と就労支
援のための専門家配置事業

県立知的障害特別支援学校
高等部の卒業生の就職率の
上昇やキャリア教育の充実の
ため、就職アドバイザーを配置
する。現場実習先や新規就職
先の開拓を行う。

○産業現場等の実習先を開拓す
る。協議会への参加等による関係
機関との連携を強化する。
○特別支援学校高等部の生徒や高
等学校の生徒の就職支援を効果的
に進めるために、特別支援学校就
職アドバイザーと高等学校の就職ア
ドバイザーが連携を強化し、取組を
充実させるために、年間3回実施す
る「就職アドバイザー会」の企画運
営について、高等学校課と特別支援
教育課が連携して取り組む。
就職アドバイザー会（３回）

○平成23年度に開校した２校の知
的障害特別支援学校において、生
徒も３学年になり、産業等現場実習
を行う生徒が増加している。就職ア
ドバイザーを活用し、新規事業所を
開拓する。
○第1回、第2回就職アドバイザー会
の実施、高等学校、特別支援学校
の就職アドバイザーとしての取組状
況の共有を図る。
○県立知的障害特別支援学校5校
の卒業生の就職率：32.2％。（Ｈ25）

○産業現場等の実習先を開拓する。平成
23年度開校の山田養護学校田野分校、
日高養護学校高知みかづき分校で第1期
の卒業生を輩出し、平成26年度は、アフ
ターケアを重点的に取り組み、それぞれ
の勤務先での確実な定着を図る。
○年間3回実施する「就職アドバイザー
会」の企画運営について、高等学校課と
特別支援教育課が連携して取り組み、ス
キルアップを図る。
就職アドバイザー会（３回）
○就職率については、全国平均を上回る
とともに、県立知的障害特別支援学校の
就職率の維持・継続を図る。

○平成２３年度に開校した分校２校に関し
て、就職アドバイザーの協力もあり、実習
先や就職先が広がっており、高い就職率
（平成26年度69.2%）につながっている。ま
た両校とも卒業生全員にアフターケアを
行っている。離職者に対してはフォローに
入り、他機関と連携し、次の就職先につな
げることができている。
○第１～３回の就職アドバイザー会に参
加し、高等学校と特別支援学校の情報共
有を行い、自校の取組につなげている。
○県立知的障害特別支援学校５校の卒業
生の就職率：37.4％。（H26）

○平成２７年度から、県立知的障害特別
支援学校５校に加え、視覚障害の盲学校
においても就職アドバイザーを活用できる
ようにしている。この６校において、学校と
就職アドバイザーと連携し、現場実習先及
び就職先の開拓を行う。
○他機関との連携を強化するため障害保
健福祉課の主催する障害者職業能力開
発情報交換会（年３～４回）に参加する。
○特別支援学校高等部の生徒や高等学
校の生徒の就職支援を効果的に進めるた
めに、特別支援学校就職アドバイザーと
高等学校の就職アドバイザーが連携を強
化し、取組を充実させるために、年間3回
実施する「就職アドバイザー会」の企画運
営について、高等学校課と特別支援教育
課が連携して取り組む。

○障害者職業能力開発情報交換会にお
いては、労働局等関係機関や事業所と、
実習先や職場開拓のための情報交換を
行い連携の強化につなげることができた。
○就職アドバイザー会では、高等学校と
特別支援学校の情報共有を行う中で、高
等学校へのアドバイスを行ったり、職場開
拓のヒントやアフターケアの重要性につい
て学ぶことができた。
○平成２７年度県立知的障害特別支援学
校５校の卒業生の就職率：32.9％。　平成
２６年度の37.4に比べ、4.5ポイント下がっ
てはいるが、近年は30％以上の高い就職
率を維持している。

○近年、各特別支援学校の生徒の進路希
望が多様化してきており、平成２７年度か
ら就職アドバイザーの活用を視覚障害特
別支援学校にも拡大してきた。平成28年
度は、さらに就職アドバイザーの活用希望
のあった、病弱特別支援学校を新たに加
え、全７校に対して支援を行うこととする。
○昨年度と同様に、他機関との連携を強
化するため障害保健福祉課の主催する障
害者職業能力開発情報交換会（年４回：
予定）に参加する。
○特別支援学校高等部の生徒や高等学
校の生徒の就職支援を効果的に進めるた
めに、特別支援学校就職アドバイザーと
高等学校の就職アドバイザーが連携を強
化し、取組を充実させるために、「就職アド
バイザー会」の企画運営について、高等
学校課と特別支援教育課が連携して取り
組む。

○就職希望者数に対する就職者の
割合100％をめざす。

・資格取得を充実させ、生徒の進路実現を図

る。

・各高校の実状にあった特色ある取組を実施。

・各高校の実状にあった特色ある取組を実施。

・産業系高校の特色ある取組を支援する。

特別支援学校アドバイ

ザーの今後の業務の在り

方等に関する検討の実施

関係機関との連携、新規事業所の開拓

見直し

知的障害特別支援学校の作業学習に対する指導、助言

事業の検証を経て、見直し

事業の検証を経て、見直し

事業の検証を経て、見直し

事業の検証を経て、見直し

・高知県版「社会人基礎力育成プログラム」の

作成、及び指定6校におけるプログラムの実施

・県内高校の学校経営に反映させるとともに、

すべての学校に普及させる。

・全ての学校で中途退学減少プロジェクトを推進するとともに重点校においては中退者半減プランを

学校全体で組織的に取り組む。

事業の検証を経て、見直し

・各事業を計画的に実施し、教員の教科指導力と学校の指導体制の向上を図る。
・生徒の実態や志望に応じた支援体制を強化

する。

・資格取得を充実させ、生徒の進路実現を図

る。

・各高校の実状にあった特色ある取組を実施。

・各高校の実状にあった特色ある取組を実施。

・産業系高校の特色ある取組を支援する。

特別支援学校アドバイ

ザーの今後の業務の在り

方等に関する検討の実施

関係機関との連携、新規事業所の開拓

見直し

知的障害特別支援学校の作業学習に対する指導、助言

事業の検証を経て、見直し

事業の検証を経て、見直し

事業の検証を経て、見直し

事業の検証を経て、見直し

・高知県版「社会人基礎力育成プログラム」の

作成、及び指定6校におけるプログラムの実施

・県内高校の学校経営に反映させるとともに、

すべての学校に普及させる。

・全ての学校で中途退学減少プロジェクトを推進するとともに重点校においては中退者半減プランを

学校全体で組織的に取り組む。

事業の検証を経て、見直し

・各事業を計画的に実施し、教員の教科指導力と学校の指導体制の向上を図る。
・生徒の実態や志望に応じた支援体制を強化

する。

連絡協議会

取組の充実

成果の普及

取組の充実

活用・普及



■子どもの環境づくり推進計画（第三期）進行管理シート（プラン２　文化や芸術、スポーツ自然に触れる機会や幅広い職業体験の機会づくり）

担当課 番号 事　　業　　名 事業概要 H２５計画 Ｈ２５実施状況 H２６計画 H２６実施状況 H２７計画 H２７実施状況 H２８計画 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
目標数値または

目指すべき姿（H２９）

スポーツ健康
教育課

56 トップアスリート夢先生派遣事
業

トップアスリートが先生となって
スポーツのすばらしさや協力
することの大切さを学ぶ夢の
教室を小学校で実施する。ま
た、将来の夢を持つことの大
切さや努力することの大切さを
学ぶキャリア教育の場としての
講演会を中学校で実施する。
さらに、親子で夢を語り合う親
子夢教室を実施し、家庭での
運動環境の充実を図る。

○「夢の教室」の開催
県内小学校　34校派遣予定
・実施数：
小学校20校
中学校16校
親子5会場

○「夢の教室」の開催
県内３４校派遣
・小学校２０校
・中学校１４校
「親子で夢の教室」
・５会場で実施
　土佐市立高岡第二小学校体育館(H25.11.2)
  四万十市立具同小学校体育館(H25.11.9)
  安芸市立安芸第一小学校体育館(H26.1.18)
　香南市立野市小学校体育館(H25.11.30)
　高知市文化プラザかるぽーと(H26.2.23)

○「夢の教室」の開催
県内２７校派遣予定
・小学校１５校
・中学校１２校
「親子で夢の教室」
・３会場で実施予定

○「夢の教室」の開催
県内24校（29回）派遣
・小学校19校（23回）
・中学校5校（6回）
「親子で夢の教室」
日時：平成27年1月31日
会場：高知市文化プラザかるぽーと
対象：県内の小学生
夢先生：元Jリーガー　高田保則　氏

○「夢の教室」の開催
県内小中学校で29校に派遣予定
「親子で夢の教室」
・実施数：県内１会場
・対象：小学生

○「夢の教室」の開催
県内２８校（２９回）派遣
・小学校２２校（２２回）
・中学校６校（７回）
「親子で夢の教室」
日時：平成28年1月16日
会場：高知市文化プラザかるぽーと
対象：県内の小学生
夢先生：池田　渉　氏
　　（元７人制ラグビー日本代表）

○「夢の教室」の開催
県内小中学校で３０校に派遣予定
・小学校１５校
・中学校１５校
　※新規の学校５校以上

○「夢の教室」の児童アンケートに
て、
・「夢を持ちたい・実現したい」と答え
た割合　80%以上
・「積極的にチャレンジする」と答え
た割合　80%以上

障害保健福祉
課

57 障害者委託訓練事業
（特別支援学校早期訓練コー
ス）

特別支援学校高等部等に在
籍する生徒で就職先が内定し
ていない就職希望者を対象
に、民間企業等において職業
訓練を実施し、就職を支援す
る。

○１６コース（１６人） １０コース（１０人） 16コース（16人） ３コース（３人） １６コース（１６人） ４コース（４人） ２１コース（２１人） ○特別支援学校のみならず、学校
教育法第１条に規定されている学校
においても、発達障害の生徒が増え
てきており、今後委託訓練のニーズ
が高まると予想されるので、２１コー
ス程度を見込む。

・県内すべての小・中学校において、「夢の教室」を実施する。

・年間5地域での、「夢の教室」を実施する。

・県内すべての小・中学校において、「夢の教室」を実施する。

・年間5地域での、「夢の教室」を実施する。

事業の継続実施 事業の継続実施事業の継続実施 事業の継続実施



生涯学習課 58 子どもの読書活動総合推進事
業

「第二次高知県子どもの読書
活動推進計画」に基づき、子ど
もに読書習慣を定着させ、豊
かな心と感性を醸成し、考える
力と表現力を身に付けるととも
に、人との絆を育むことができ
るよう、子どもの読書環境の地
域間格差の解消及び子どもの
読書時間の増加と質の向上に
取り組む。

◆第二次高知県子ども読書活動推
進計画の普及促進及び点検・評価
の実施
○推進協議会による進行管理
◆子どもの読書活動総合推進
○市町村子どもの読書活動推進計
画策定の促進
○読書ボランティア養成講座の実施
(10回)
○読書楽力検定の実施
○乳幼児健診時等に絵本紹介図書
リスト「絵本おはなし・宝箱」の配布
(6,000部)と読み聞かせ等の実施
○読書コミュニティ形成事業の実施
○子どもの読書活動協働推進のた
めの熟議
・県内3カ所で計6回実施（6月～9
月）

◆第二次高知県子ども読書活動推進計画の
普及促進及び点検評価
・市町村訪問(4～5月、10～12月)
・推進協議会（9/24、2/19)
◆子どもの読書活動総合推進
○市町村子どもの読書活動推進計画策定の
促進
 ・策定率82.3％
○読書ボランティア養成講座の実施
・ブロック別講座
　　東部（10/3、12/5）、中部（10/17、12/5）、
　西部（10/19、11/9）
・全県講座（12/１）
・参加人数　全講座で98人
○読書楽力検定の実施
・7月、平成25年度版問題の作成、ホーム
ページ掲載、配布
・取組人数2,676人
○乳幼児健診時等に絵本紹介図書リスト
「絵本おはなし・宝箱」の配布(6,000部)と読み
聞かせ等の実施(通年)
○読書コミュニティ形成事業の実施
・本山町に委託
○子どもの読書活動協働推進のための熟議
・参加者数
 　東部ﾌﾞﾛｯｸ：①6/17  30名　②8/5   26名
 　西部ﾌﾞﾛｯｸ：①6/24  28名　②8/26  35名
　 中部ﾌﾞﾛｯｸ：①7/1    51名　②9/9   66名

◆第二次高知県子ども読書活動推
進計画の普及促進及び点検・評価
の実施
○推進協議会による進行管理
◆子どもの読書活動総合推進
○市町村子どもの読書活動推進計
画策定の促進
○読書ボランティア養成講座の実施
(10回)
○読書楽力検定の実施
○乳幼児健診時等に絵本紹介図書
リスト「絵本おはなし・宝箱」の配布
(6,000部)と読み聞かせ等の実施
○読書コミュニティ形成事業の実施
○高知県子どもの読書活動推進
ネットワークフォーラム
・地域フォーラム（県内3カ所で計6回
実施《6月,1月》）
・全県フォーラム（高知市内で実施
《11月》）

◆第二次高知県子ども読書活動推進計画の
普及促進及び点検評価
・市町村訪問（5～6月、10～11月)
・推進協議会（9/8、2/19)
◆子どもの読書活動総合推進
○市町村子どもの読書活動推進計画策定の
促進
 ・策定率85.3％
○読書ボランティア養成講座の実施
・ブロック別講座
　東部、中部、西部　各3回
・全県講座（9/14）
・参加人数　全講座で104人
○読書楽力検定の実施
・6月、H26版問題の作成、HP掲載、配布
・取組人数2,564人
○乳幼児健診時等に絵本紹介図書リスト
「絵本おはなし・宝箱」の配布(6,000部)と読み
聞かせ等の実施（通年）
○読書コミュニティ形成事業の実施
・黒潮町に委託
○高知県子ども読書活動推進ネットワーク
フォーラム
・地域フォーラム
 　東部ﾌﾞﾛｯｸ：①7/28（39名）　②1/19（38名）
 　中部ﾌﾞﾛｯｸ：①8/25（46名）　②2/2（25名）

   西部ﾌﾞﾛｯｸ：①8/26（43名）　②1/26（35名）

・全県フォーラム
　　高知市　11/24（262名）

◆第二次高知県子ども読書活動推
進計画の普及促進及び点検・評価
の実施
○推進協議会による進行管理
◆第三次高知県子ども読書活動推
進計画に向けた検討及び策定作業
○策定委員会による検討会
◆子どもの読書活動総合推進
○市町村子どもの読書活動推進計
画策定の促進
○読書ボランティア養成講座の実施
(16回)
○読書楽力検定の実施
○乳幼児健診時等に絵本紹介図書
リスト「絵本おはなし・宝箱」の配布
(6,000部)と読み聞かせ等の実施
○子どもの読書活動協働化事業の
実施
・市町村の子ども読書活動推進協
議会等へ助言者等を派遣（計20回
実施）

◆高知県子ども読書活動推進計画点検評
価及び策定
・高知県子ども読書活動推進協議会を拡
張し、第二次計画の進捗管理及び第三次
計画策定に向け、検討会実施
　推進協議会（12/7、3/17）
〇市町村子ども読書活動推進計画策定の
促進
・策定率：94.1％（32市町村）
○読書ボランティア養成講座の実施
・ブロック別講座
　東部、中部、西部　各3回
・全県講座（11/23）
・出張講座　3回
・参加人数　全講座で172人
○読書楽力検定の実施
・6月、H27版問題の作成、HP掲載、配布
・取組人数2,055人
○乳幼児健診時等に絵本紹介図書リスト
「絵本おはなし・宝箱」の配布(6,000部)と
読み聞かせ等の実施（通年）
○子どもの読書活動推進協働化事業
・5市町村で実施

◆高知県子ども読書活動推進計画
策定及び啓発
・高知県子ども読書活動協議会によ
る第二次計画の進捗管理及び第三
次計画の内容検討
・市町村訪問による計画の周知・啓
発
〇市町村子ども読書活動推進計画
策定の促進
○読書ボランティア養成講座の実施
（14回）
○読書楽力検定の実施
○乳幼児健診時等に絵本紹介図書
リスト「絵本おはなし・宝箱」の配布
(6,000部)と読み聞かせ等の実施
◆高知県図書館振興計画の策定
 ・図書館振興計画の策定に向けた
検討会を実施

◆第二次高知県子ども読書活動推進計画の
普及促進及び点検評価

◆子どもの読書活動総合推進

◆第三次高知県子ども読書活動推進計画の
普及促進及び点検評価

○子どもの自発的な読書活動が向
上し、家庭や地域での読書時間が
増加する。
○市町村における読書ボランティア
の活動が活発になる。
○公立図書館のない中山間地域の
市町村の読書環境が充実し、地域
間格差の解消が進む。

【H28年度目標数値】
○市町村子ども読書活動推進計画
の策定率100％（H27年度実績
94.1％）
○家や図書館で月曜日から金曜日
の読書時間が10分以上の割合
　・小学校70％（H27年度実績
68.1％）
　・中学校70％（H27年度実績
57.9％）

まんが・コンテ
ンツ課

59 まんが甲子園開催事業 全国の高等学校から予選テー
マに沿ったまんが作品を募集
し、予選審査で選抜された３０
校が本県で開催する本選大会
「まんが甲子園」に参加し、第
一次競技、敗者復活戦、決勝
戦を行って最優秀校等を決定
する。会場で出版社から派遣
されたスカウトマンの目に留
まった生徒は、プロの漫画家
やイラストレーターなどを目指
した指導を受けることもできる
スカウト制度も実施している。

○まんが甲子園の開催

○高等学校文化連盟を通じた高校
生スタッフの参加

○高校生スタッフ会議の実施

○大会閉会式終了後の交流会の実
施

・まんが甲子園の開催
　　H25.8.3～8.4　会場：かるぽーと
　　参加校：30校141名
・高校生スタッフ参加生徒数：
　　24校　242名

・高校生スタッフ会議
　7/13～7/28の間の土・日・祝日で7
回実施
・8/4閉会式後に交流会実施

○まんが甲子園の開催

○高等学校文化連盟を通じた高校
生スタッフの参加

○高校生スタッフ会議の実施

○大会閉会式終了後の交流会の実
施

・まんが甲子園の開催
　H26.8.2～8.3　会場：かるぽーと
　本選参加校：30校139名
　※さらに、韓国から1校3名がオー
　　プン参加。
　（予選応募校：342校）

・高校生スタッフ参加生徒数：
　21校　229名

・高校生スタッフ会議の実施
　7/12～7/27の間の土・日・祝日で7
回実施

・8/3閉会式後に交流会実施

○まんが甲子園の開催

○高等学校文化連盟を通じた高校
生スタッフの参加

○高校生スタッフ会議の実施

○大会閉会式終了後の交流会の実
施

・まんが甲子園の開催
　H27.8.1～8.2　会場：かるぽーと
　本選参加校：30校129名
　韓国から１校５名がオープン参加
　（予選応募校：357校）
・まんが甲子園当日の出版社参加：
　７社17誌
・20名のスカウトがあり、その後出版社が育成
プログラムに沿って指導を行い、５名に育成継
続の声がかかった。
・デジタル作画セミナーを開催（文部科学省事
業）

○まんが甲子園の開催

○出版社への参加依頼

○スカウトシップ育成プログラムの実施

〇アナログ及びデジタル作画セミナーの開催

○まんが甲子園の大会運営サポー
トによって、高校生自身が自主的な
活動に積極的に取り組む経験を培
い、大会を通して全国の高校生との
交流を深める。

少子対策課 60 子ども条例推進事業 「子ども条例」の目的及び基本
理念を広め、子どもたちが健
やかに育つ環境づくりを推進
する。
子どもの環境づくり推進委員
会を通じて進捗管理を行う。

○子ども条例の施行による、子ども
の環境づくり推進計画（第三期）の
策定

○子どもの環境づくり推進委員会
（第四期：任期 2年目）の開催

○子ども条例フォーラムの開催

○子どもの環境づくり推進計画（第
三期）の策定（パブリックコメント実
施）

○子どもの環境づくり推進委員会
（第四期）の開催
　・第５回　6/16
　・第６回　8/5
　・第７回　9/23
　・第８回　3/22

○子ども条例フォーラムの開催
　・8/20　中央部（イオンモール高
知）
　・10/6　東部（安芸商工会館）
　・12/22　西部（四万十市立中央公
民館）

○子どもの環境づくり推進委員会
（第四期、第五期）の開催
・第９回　6月7日
（第五期）
・第１回　９月予定
・第２回　３月予定

○子ども条例フォーラムの開催

○子どもの環境づくり推進委員会
（第四期）の開催
　・第９回　6/16

○第五期子ども委員の選任
　　（子ども委員：3名）

○子どもの環境づくり推進委員会
（第五期）の開催
　・第１回　10/13

○子ども条例フォーラムの開催
　・12/23　高新文化ホール

○子どもの環境づくり推進委員会
（第五期）の開催

○子ども条例フォーラムの開催

○子どもの環境づくり推進委員会
（第五期）の開催
　・第2回　6/7
　・第3回　8/30

○子ども条例フォーラムの開催
　（実施名称：こうち子ども未来
フォーラム）
　・11/23　高知市文化プラザかる
ぽーと

○子どもの環境づくり推進委員会
（第五期）の開催
　・第４回（6月予定）
　・第５回（9月予定）

○第六期子ども委員の選任

○子どもの環境づくり推進委員会
（第六期）の開催
　・第１回（2月予定）

○子ども条例フォーラムの開催

○庁内各部局や子どもの環境づくり
推進委員会との連携により、子ども
の環境づくり推進計画（第三期）の
取り組みが着実に進んでいる。

○子ども条例フォーラムの開催、各
種媒体やイベントにおける広報活動
の成果として、子ども条例の認知度
がアップしている。

地域福祉政策
課

61 県ボランティアセンター事業 県内のボランティア活動の推
進を図るため、市町村社会福
祉協議会のボランティアセン
ター機能の強化を図るほか、
地域で福祉教育・ボランティア
学習の推進役となる人材やボ
ランティアコーディネーターの
育成を行う。

○福祉教育・ボランティア学習実践
講座
○福祉教育・ボランティア学習ステッ
プアップ事業の実施
○ボランティアセンター機能強化事
業
○ボランティアコーディネーター研修
事業
○ボランティア通信の発行

○福祉教育・ボランティア学習実践
講座
※高知県教育センター研修へ位置
付け
　　7/30　参加者25名
○福祉教育・ボランティア学習ステッ
プアップ事業の実施
　　指定社協：馬路村社協（2年目）
○ボランティアセンター機能強化事
業
　　指定社協：土佐清水市社協
　　　　　　　　 大豊町社協
○ボランティアコーディネーター研修
　　9/12　参加者20名
○ボランティア通信の発行
　　4月、7月、10月、1月
　　　（各4,000部）

○福祉教育・ボランティア学習実践
講座
○地域連携による福祉教育・ボラン
ティア学習ステップアップ事業の実
施
○福祉教育の新たな展開に向けた
検討委員会の設置
○ボランティアセンター機能強化事
業
○ボランティアコーディネーター研修
事業
○ボランティア通信の発行

○福祉教育・ボランティア学習実践
講座（8/8 19名）
○地域連携による福祉教育・ボラン
ティア学習ステップアップ事業の実
施（指定社協：高知市）
○福祉教育の新たな展開に向けた
検討委員会の開催（５回　5/1、
7/7、9/11、1/27、3/4）
○ボランティアセンター機能強化事
業（指定社協：室戸市、黒潮町）
○ボランティアコーディネーター研修
（6/5 38名）
○ボランティア通信の発行（４月、７
月、10月、１月）（各4,000部）

○福祉教育・ボランティア学習実践
講座
○地域連携による福祉教育・ボラン
ティア学習ステップアップ事業の実
施
○福祉教育・ボランティア学習推進
委員会の設置
○ボランティアセンター機能強化事
業
○ボランティアコーディネーター研修
事業
○ボランティア通信の発行

○福祉教育・ボランティア学習基礎
講座（7/9　13名）
○福祉教育・ボランティア学習実践
講座（8/10 43名）
○福祉教育・ボランティア学習ブロッ
ク別情報交換会（12/21　7名）
○地域連携による福祉教育・ボラン
ティア学習ステップアップ事業の実
施（指定社協：高知市）
○福祉教育・ボランティア学習推進
委員会の開催（２回　10/6、1/15）
○ボランティアセンター機能強化事
業（指定社協：土佐町、梼原町）
○ボランティアコーディネーター研修
事業（5/19　30名）
○ボランティア通信の発行（年４回、
各4,000部）

○福祉教育・ボランティア学習基礎
講座
○福祉教育・ボランティア学習実践
講座
○福祉教育・ボランティア学習ブロッ
ク別情報交換会
○地域連携による福祉教育・ボラン
ティア学習ステップアップ事業の実
施
○福祉教育・ボランティア学習推進
委員会
○ボランティアセンター機能強化事
業
○ボランティアコーディネーター研修
事業
○ボランティア通信の発行

○市町村ボランティアセンターの機
能が強化されている。
○地域で福祉教育・ボランティア学
習の推進役となる人材やボランティ
アコーディネーターの育成が進み、
ボランティア活動が活発になってい
る。

■子どもの環境づくり推進計画（第三期）進行管理シート（プラン３　子ども自身の自発的な活動を支援）

担当課 番号 事　　業　　名 事業概要 H２５計画 Ｈ２５実施状況 H２６計画 H２６実施状況 H２７計画 H２７実施状況 H２８計画 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
目標数値または

目指すべき姿（H２９）

まんが甲子園の開催（高校生スタッフによるサポート）まんが甲子園の開催（高校生スタッフによるサポート）

県内のボランティア活動の推進を図るため

・市町村社会福祉協議会のボランティアセン

ター機能の強化を図る

・地域で福祉教育・ボランティア学習の推進役と

なる人材やボランティア・コーディネーターの育

成を行う

県ボランティアセンター事業の実施

第三次計画に向けた検討及び、策定作業

普及啓発活動

9月 2月

・
進
捗
状
況
等

報
告
と
協
議

・
年
間
の
進
捗

状
況
等
情
報
整

理
、
課
題
の
検
証
、

改
善
・
充
実

改
善
・
充
実

9月 2月

・
進
捗
状
況
等

報
告
と
協
議

・
年
間
の
進
捗

状
況
等
情
報
整

理
、
課
題
の
検

証
、
評
価

改
善
・
充
実

9月 2月

・
進
捗
状
況
等

報
告
と
協
議

・
年
間
の
進
捗

状
況
等
情
報
整

理
、
課
題
の
検

証
、
評
価

改
善
・
充
実

9月 2月

・
進
捗
状
況
等

報
告
と
協
議

・
年
間
の
進
捗

状
況
等
情
報
整

理
、
課
題
の
検

証
、
評
価

第四期に向けた検討及び、改訂作業

・
次
年
度
の
取
組
の
方
向
性
の
検

討

子どもの環境づくり推進委員会

第四期 第五期 第六期

10月

フォーラムの開催など、子ども条例の内容や目指すものを広める取組

・
次
年
度
の
取
組
の
方
向
性
の
検

討

8月

・
計
画
に
基
づ
く
進
捗
状
況

・
次
年
度
予
算
案
の
説
明

・
次
年
度
の
取
組
の
方
向
性
の

検
討

・
中
間
報
告
（
当
年
度
の
実
施
状

況
）

9､10月 2月

・
計
画
に
基
づ
く
進
捗
状
況

・
次
年
度
予
算
案
の
説
明

・
当
年
度
予
算
の
進
め
方

・
前
年
度
の
実
績
報
告

・
次
年
度
の
取
組
の
方
向
性
の

検
討

・
中
間
報
告
（
当
年
度
の
実
施
状

況
）

5､6月 9､10月 2月

・
当
年
度
予
算
の
進
め
方

・
前
年
度
の
実
績
報
告

5､6月
・
当
年
度
予
算
の
進
め
方

・
前
年
度
の
実
績
報
告

6月
・
当
年
度
予
算
の
進
め
方

・
前
年
度
の
実
績
報
告

6月



高等学校課 62 ２１ハイスクールプラン推進費

 ２１ハイスクールプラン推進費
 高校生の志を応援する事業
 （～H27)

各県立高校における生徒の個
性や学校・地域の特色を活か
した自主的な、創造的な取組
を推進する。

各高校において、授業や特別活動
に位置付けて計画している。
○地域でのボランティア活動の実施
○国際交流活動の推進
○ものづくり、資格取得の推進
○防災教育の推進
○伝統文化の伝承活動の実施
○販売市の開催
○生徒支援の推進
○学校広報誌・通信の発行
○人権教育の推進
○環境教育の推進　　　　など

各高校において、年間計画に基づ
いて実施した。

各高校において、授業や特別活動
に位置付けて計画している。
○地域でのボランティア活動の実施
○国際交流活動の推進
○ものづくり、資格取得の推進
○防災教育の推進
○伝統文化の伝承活動の実施
○販売市の開催
○生徒支援の推進
○学校広報誌・通信の発行
○人権教育の推進
○環境教育の推進　　　　　など

各高校において、年間計画に基づ
いて実施した。

各高校において、授業や特別活動
に位置付けて計画している。
○地域でのボランティア活動の実施
○国際交流活動の推進
○ものづくり、資格取得の推進
○防災教育の推進
○伝統文化の伝承活動の実施
○販売市の開催
○生徒支援の推進
○学校広報誌・通信の発行
○人権教育の推進
○環境教育の推進　　　　　など

各高校において、年間計画に基づ
いて実施した。

各高校において、授業や特別活動
に位置付けて計画している。
○地域でのボランティア活動の実施
○国際交流活動の推進
○ものづくり、資格取得の推進
○防災教育の推進
○伝統文化の伝承活動の実施
○販売市の開催
○生徒支援の推進
○学校広報誌・通信の発行
○人権教育の推進
○環境教育の推進　　　　　など

○生徒が充実した高校生活を送る
ことで、生徒や保護者の学校への満
足度が向上し、県民に信頼される学
校づくりが推進できている。
○地元高校の教育活動への理解が
深まり、志願者の増加につながって
いる。
○資格取得を推進することにより、
就職内定率の向上につながってい
る。

文化推進課 63 県立歴史民俗資料館
（教育普及（学校教育）事業）
　　　※再掲

中高生の職場体験の受入 ○職場体験 ○職場体験　中学校　4校 ○職場体験　　2校 ○職場体験　　中学校３校 ○職場体験 ○職場体験　中学校５校
　　　　　　　　高知県立盲学校

○職場体験 ○子どもたちの歴史や文化に触れ
る機会を充実させる。

【全所属】 64 【全所属事業】

■子どもの環境づくり推進計画（第三期）進行管理シート（プラン４）

担当課 番号 事　　業　　名 事業概要 H２５計画 Ｈ２５実施状況 H２６計画 H２６実施状況 H２７計画 H２７実施状況 H２８計画 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
目標数値または

目指すべき姿（H２９）

・資格取得を充実させ、生徒の進路実現を図る。・資格取得を充実させ、生徒の進路実現を図る。

事業の継続

・子どもの地域活動などへの

参加事例や活動に関する情報



幼保支援課 65 園内研修支援事業 子ども一人一人に生きる力の
基礎を育む保育・教育を実践
するため、保育所・幼稚園等が
実施する園内研修を支援する
とともに、県内１３ブロックごと
の「ブロック別研修会」を支援
し、主体的に研修を開催しても
らうためのネットワーク化を推
進することにより、保育・教育
の質の向上を図る。

○園内研修支援

○ブロック別研修支援

○園内研修支援
　支援回数１０４回、５６園

○ブロック別研修支援
　　支援回数１０６回、１３園

○園内研修支援

○ブロック別研修支援

○園内研修支援
　支援回数139回、68園

○ブロック別研修支援
　　支援回数87回、13園

○園内研修支援

○ブロック別研修支援

○園内研修支援
　支援回数138回、59園

○ブロック別研修支援
　　支援回数79回、13園

○園内研修支援

○ブロック別研修支援

○幼稚園教育要領、保育所保育指
針に基づく保育についての理解が
深まるとともに自主的、計画的な園
内研修が実施されるようになる。

○研修の中核となる職員が育ち、園
と園や市町村を超えた実践研修や
公開保育が定期的に行われるよう
になる。

幼保支援課 66 親育ち支援推進事業 子どもたちの健やかな育ちの
ために、「親の子育て力の向
上」「保育所・幼稚園等の親育
ち支援力の向上」「保護者と園
との相互理解」を図るために、
保護者や保育者に対する支援
等を行う。

○親育ち支援啓発

○親育ち支援保育者育成

○親育ち支援保育者フォローアップ
研修

○保護者の一日保育者体験推進

○保護者研修・保育者研修の実施
　　 １０３回　　７７園
○親育ち支援保育者育成研修会
　2年次研修：Ⅰ期　5/29,6/6,6/12
           Ⅱ期　10/29,11/1,11/6
　   3年次研修：11/26,11/29,12/2
○親育ち支援保育者フォローアップ
研修会
　8/26,9/9,9/18
○保護者の一日保育者体験
　２２園

○親育ち支援啓発

○親育ち支援保育者育成

○親育ち支援保育者フォローアップ
研修

○保護者の一日保育者体験推進

○保護者研修・保育者研修の実施
　108回　　82園
○親育ち支援保育者育成研修会
　3年次研修：11/25，11/28，12/3
○親育ち支援保育者フォローアップ
研修
　親育ち支援スキルアップ講座
　　　：5/30，8/30，9/10
　親育ち支援保育者実践交流会
　　　：11/11，12/6，1/17
○保護者の一日保育者体験
　　７園

○親育ち支援啓発

○親育ち支援保育者フォローアップ
研修

○保護者の一日保育者体験推進

○保護者研修・保育者研修の実施
　　95回　　63園

○親育ち支援保育者フォローアップ
研修
　親育ち支援スキルアップ講座
　　　：6/5，8/27，9/15
　親育ち支援保育者実践交流会
　　　：10/30，11/13，12/4
○保護者の一日保育者体験
　　4園

○親育ち支援啓発

○親育ち支援保育者フォローアップ
研修

○保護者の一日保育者体験推進

○良好な親子関係や子どもへのか
かわり方について保護者の理解が
深まり、積極的に子どもにかかわる
姿が多くなる。

○多くの園で、研修修了者が中核と
なり、保護者への支援が進む。

○保護者と保育者との相互理解が
進むことで、共に子育てを考えるよう
になり、保護者が積極的に子どもに
かかわる姿が多くなる。

生涯学習課 67 家庭教育支援基盤形成事業 市町村における家庭学習支援
の取組を支援するとともに、学
校や地域での出前講座を実施
することにより、家庭の教育力
の向上を図る。

○家庭教育基盤形成事業の実施
・実施市町村数：15
・事業内容：家庭の教育力向上に関
する各種講座・講演の開催
　絵本の読み聞かせ
　生活習慣づくり講座
　子育て講座、食育講座
　親子コミュニケーション講座
　親子スポーツ教室
　親子参加行事
　家庭教育講演会等

○「早ね早おき朝ごはん」県民運動
の推進
・「よさこい健康プラン21」と連携した
取組の推進
・リーフレット、生活リズムチェック
カードの配布
・イメージキャラクター啓発資材の貸
出

○家庭教育基盤形成事業
・実施市町村数：15
・事業内容：家庭の教育力向上に関
する各種講座・講演の開催
　絵本の読み聞かせ
　生活習慣づくり講座
　子育て講座、食育講座
　親子コミュニケーション講座
　親子スポーツ教室
　親子参加行事
　家庭教育講演会等

○「早ね早おき朝ごはん」県民運動
・健康長寿政策課から小学校１・２
年生向けにリーフレット・生活リズム
チェックカードを配布。それに合わ
せ、各小中学校へ取組を依頼。
・生活リズムチェックカードの取組
　　取組人数：27,750人
・イメージキャラクター啓発資材の貸
出
　　　貸出件数：39件

○家庭教育基盤形成事業の実施
・実施市町村数：15
・事業内容：家庭の教育力向上に関
する各種講座・講演の開催
　絵本の読み聞かせ
　生活習慣づくり講座
　子育て講座、食育講座
　親子コミュニケーション講座
　親子スポーツ教室
　親子参加行事
　家庭教育講演会等

○「早ね早おき朝ごはん」県民運動
の推進
・「よさこい健康プラン21」と連携した
取組の推進
・リーフレット、生活リズムチェック
カードの配布
・イメージキャラクター啓発資材の貸
出

○家庭教育基盤形成事業の実施
・実施市町村数：13
・事業内容：家庭の教育力向上に関
する各種講座・講演の開催
　絵本の読み聞かせ
　生活習慣づくり講座
　子育て講座、食育講座
　親子コミュニケーション講座
　親子スポーツ教室
　親子参加行事
　家庭教育講演会等

○「早ね早おき朝ごはん」県民運動
の推進
・「よさこい健康プラン21」と連携した
取組の推進
・リーフレット、生活リズムチェック
カードの配布
・イメージキャラクター啓発資材の貸
出

　　　貸出件数：20件

○家庭教育基盤形成事業の実施
・実施市町村数：13
・事業内容：家庭の教育力向上に関
する各種講座・講演の開催
　絵本の読み聞かせ
　生活習慣づくり講座
　子育て講座、食育講座
　親子コミュニケーション講座
　親子スポーツ教室
　親子参加行事
　家庭教育講演会等
・家庭教育支援プログラムファシリ
テーターの養成

○「早ね早おき朝ごはん」県民運動
の推進
・「よさこい健康プラン21」と連携した
取組の推進
・リーフレット、生活リズムチェック
カードの配布
・イメージキャラクター啓発資材の貸
出

○家庭教育基盤形成事業の実施
・実施市町村数：13
・事業内容：家庭の教育力向上に関
する各種講座・講演の開催
　絵本の読み聞かせ
　生活習慣づくり講座
　子育て講座、食育講座
　親子コミュニケーション講座
　親子スポーツ教室
　親子参加行事
　家庭教育講演会等
・家庭教育支援プログラムファシリ
テーターの養成
○「早ね早おき朝ごはん」県民運動
の推進
・「よさこい健康プラン21」と連携した
取組の推進
・リーフレット、生活リズムチェック
カードの配布
・イメージキャラクター啓発資材の貸
出
　　　貸出件数：25件

○家庭教育基盤形成事業の実施
・実施市町村数：13
・事業内容：家庭の教育力向上に関
する各種講座・講演の開催
　絵本の読み聞かせ
　生活習慣づくり講座
　子育て講座、食育講座
　親子コミュニケーション講座
　親子スポーツ教室
　親子参加行事
　家庭教育講演会等
・家庭教育支援プログラムファシリ
テーターの養成

○「早ね早おき朝ごはん」県民運動
の推進
・「よさこい健康プラン21」と連携した
取組の推進
・リーフレット、生活リズムチェック
カードの配布
・イメージキャラクター啓発資材の貸
出

○親への学習機会の提供や相談対
応などの家庭教育支援等、様々な
教育支援活動がより充実している。

少子対策課 68 子育て応援広報紙作成事業 子育て情報紙「大きくなあれ」
を作成し、子育て家庭に役立
つ情報や少子化対策に関する
情報、県民会議の取組などを
県民に発信することで、子育て
を応援する機運を醸成する。

○子育て応援情報紙「大きくなあれ」
作成
　・A4、カラー、8P、年4回、40,000部
/回
　・9月、11月、1月、3月発行予定

○編集会議で子育て家庭の声を反
映
　・子育てサークル代表1名　4回(予
定)

○子育て応援情報紙「大きくなあれ」
作成
　・A4、カラー、8P、40,000部/回
　・7月、10月、12月、3月発行

○編集会議で子育て家庭の声を反
映
　・子育てサークル代表1名　4回実
施

○子育て応援情報紙「大きくなあれ」
作成
　・A4、カラー、8P、40,000部/回
　・7月、10月、12月、3月発行予定

○編集会議で子育て家庭の声を反
映
　・子育てサークル代表1名　4回（予
定）

○子育て応援情報紙「大きくなあれ」
作成
　・A4、カラー、8P、40,000部/回
　・7月、10月、12月、3月発行

○編集会議で子育て家庭の声を反
映
　・子育てサークル代表1名　4回実
施

○子育て応援情報紙「大きくなあれ」
作成
　・A4、カラー、8P、40,000部/回
　・7月、10月、12月、3月発行予定

○編集会議で子育て家庭の声を反
映
　・子育てサークル代表1名　4回（予
定）

○子育て応援情報紙「大きくなあれ」
作成
　・A4、カラー、8P、40,000部/回
　・7月、10月、12月、3月発行

○編集会議で子育て家庭の声を反
映
　・子育てサークル代表1名　4回実
施

○子育て応援情報紙「大きくなあれ」
作成
　・A4、カラー、8P、40,000部/回
　・7月、10月、12月、3月発行予定

○編集会議で子育て家庭の声を反
映
　・子育てサークル代表1名　4回（予
定）

○子育て家庭に役立つ情報がより
充実して提供され、行き届いてい
る。

少子対策課 69 「こうちプレマnet」運営委託事
業

親子のふれあいを大切にする
ための取り組みとして、携帯電
話・パソコンを利用した胎児期
からの情報提供や相談事業を
行い、安心して出産・子育てが
できるよう、地域社会全体で
「子ども・親の育ち」を支援する
環境づくりを行う。

○こうちプレマネットによる情報の提
供、相談

○こうちプレマネットによる情報の提
供、相談

○こうちプレマネットによる情報の提
供、相談

○こうちプレマネットによる情報の提
供、相談

○こうちプレマネットによる情報の提
供、相談

○こうちプレマネットによる情報の提
供、相談

○サイトリニューアル（HP情報、メル
マガ配信機能）

○こうちプレマネットによる情報の提
供、相談

○子育て家庭に役立つ情報がより
充実して提供され、行き届いてい
る。

生涯学習課 70 放課後子ども総合プラン推進
事業

放課後等における子どもたち
の安全で健やかな居場所づく
りを推進する。

○放課後子どもプラン実施への支
援
（１）運営補助
【小学校】 169ヵ所
【中学校】   38ヵ所
（２）児童クラブ施設整備への助成
南国市日章　１ヵ所
（３）放課後学びの場充実事業
・学習支援者の謝金
・教材等の購入
・発達障害児等の支援者の謝金
（４）保護者利用料の減免への助成
　17市町村
（５）放課後学び場人材バンク
（６）活動内容の充実と指導員等の
人材育成
（学校支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会　2回
・指導員等研修　17回

○放課後子どもプラン実施への支援
（１）運営補助【小学校】 163ヵ所
　　　　　　　　【中学校】   35ヵ所
（２）児童クラブ施設整備への助成
　　南国市日章　１ヵ所
（３）放課後学びの場充実事業
・学習支援者の謝金
・教材等の購入
・発達障害児等への支援者の謝金
（４）保護者利用料の減免への助成
　　17市町村
（５）放課後学び場人材バンク
（６）活動内容の充実と指導員等の人材育成
 （学校支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会　5/22　2/20
・指導員等研修
◇安全・防災研修
　5/21,27,30  206名(満足度80％)
◇発達障害児等地域ｻﾎﾟｰﾀｰ研修
　6/14～全5回　17名
◇家庭教育支援研修
　9/10,18,19　134名(満足度83％)
◇発達障害児等支援研修
  11/19,20　141名(満足度83％)
◇学習・体験研修
　12/5,6,10　143名(満足度87％)
・啓発リーフレットの作成　8月
・取組モデル事例集の作成　3月
・全市町村訪問　8～9月
・取組状況調査　11月

○放課後子どもプラン実施への支
援
（１）運営補助
【小学校】 167ヵ所
【中学校】   35ヵ所
（２）児童クラブ施設整備への助成
香美市大宮　１ヵ所
（３）放課後学びの場充実事業
・学習支援者の謝金
・発達障害児等への支援者の謝金
（４）保護者利用料の減免への助成
　17市町村
（５）放課後学び場人材バンク
（６）活動内容の充実と指導員等の
人材育成
（学校支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会　2回
・指導員等研修　16回
・全市町村訪問　9月
・取組状況調査　11月

○放課後子どもプラン実施への支
援
（１）運営補助
【小学校】 166ヵ所
【中学校】   30ヵ所
（２）児童クラブ施設整備への助成
香美市大宮　１ヵ所
（３）放課後学びの場充実事業
・学習支援者の謝金
・発達障害児等への支援者の謝金
（４）保護者利用料の減免への助成
　17市町村
（５）放課後学び場人材バンク
（６）活動内容の充実と指導員等の
人材育成
（学校支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会　2回
・指導員等研修　17回
・全市町村訪問　9月
・取組状況調査　11月

○放課後子ども総合プラン実施への支援
（１）運営補助
【小学校】 293ヵ所 【中学校】   29ヵ所
（２）児童クラブ施設整備への助成
　高知市　４ヵ所、香美市　１ヵ所
　香南市　１ヵ所
（３）放課後学びの場充実事業
・学習支援者の謝金
・発達障害児等への支援者の謝金
・防災対策経費
・教材等の購入及び学習環境を充実させる備
品購入
（４）保護者利用料の減免への助成
　19市町村
（５）放課後学び場人材バンク
（６）活動内容の充実と指導員等の人材育成
（学校支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会　2回
・指導員等研修　17回
・放課後児童支援員認定資格研修
　9～10月
・全市町村訪問　9月
・取組状況調査　9月

○放課後子ども総合プラン実施への支援
（１）運営等補助（うち高知市）
【小学校】289ヵ所（109）
　　子ども教室 136(29)
　　児童クラブ 153(80)
【中学校】 子ども教室 27ヵ所
（２）児童クラブ施設整備への助成
　　高知市　４ヵ所、香美市　１ヵ所
　　香南市　１ヵ所
（３）放課後学びの場充実事業による学習支援
者の謝金等への支援
（４）利用料減免助成
（５）放課後学び場人材バンク
（６）活動内容の充実と指導員等の人材育成
（学校支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会 2回
・指導員等研修 14回
　地域による教育支援活動研修会等
　3回、安全・防災 3回、
　家庭教育 3回、障害児等理解 2回、
　学習・体験 3回
・ｻﾎﾟｰﾀｰ養成研修　全5回
・放課後児童支援員認定資格研修
　全4日×1回
・全市町村訪問 9月
・取組状況調査 9月

○放課後子ども総合プラン実施への支援
（１）運営等補助（うち高知市）
【小学校】313ヵ所（128）
　　子ども教室 150(41)
　　児童クラブ 163(87)
（２）児童クラブ施設整備への助成
　　14ヵ所
（３）放課後学びの場充実事業による学習支援
者の謝金等への支援
（４）利用料減免助成
（５）児童クラブの開設時間延長支援
（６）放課後学び場人材バンク
（７）活動内容の充実と指導員等の人材育成
（学校支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会 2回
・指導員等研修 13回
・ｻﾎﾟｰﾀｰ養成研修　全5回
・放課後児童支援員認定資格研修
　全4日×2回
・子育て支援員研修
　（放課後児童コース）全2日×1回
・モデル事例集作成
・全市町村訪問 9月
・取組状況調査 9月

取組の継続 取組の継続

○学校や地域と連携し、より安全で
健やかに、地域で子ども育てる風土
ができる。

○「放課後学びの場」において、より
学校との連携が進み、子どもたちが
学ぶ力を身につけることができる。

児童家庭課 71 高知県児童健全育成地域活
動推進事業費補助金（児童厚
生施設活動支援事業）

児童の健全育成を図るため、
児童厚生施設（児童館・児童
センター）を拠点として活動す
る地域組織「母親クラブ」を支
援し、地域活動の推進を図る。

○補助金の交付（6市町村8団体）
　室戸市、安芸市、佐川町(3)、
　日高村、黒潮町、四万十町

・補助金の交付（6市町村8団体）
　室戸市、安芸市、佐川町(3)、
　日高村、黒潮町、四万十町

○補助金の交付（6市町村7団体）
　室戸市、安芸市、佐川町(2)、
　日高村、黒潮町、四万十町

○補助金の交付（6市町村7団体）
　室戸市、安芸市、佐川町(2)、
　日高村、黒潮町、四万十町

○補助金の交付（5市町村6団体）
　室戸市、安芸市、佐川町(2)、
　日高村、黒潮町

○補助金の交付（5市町村6団体）
　室戸市、安芸市、佐川町(2)、
　日高村、黒潮町

○補助金の交付（5市町村6団体）
　室戸市、安芸市、佐川町(2)、
　日高村、黒潮町

・補助金の交付（6市町村7団体） ・補助金の交付（5市町村6団体） ○健全な児童を育成する環境がつく
られている。

少子対策課 72 地域子育て支援拠点事業 地域子育て支援センターで行
う子育て支援の充実に向け、
職員の資質の向上を図るとと
もに、県域でのネットワークを
構築する。

○子育て支援推進事業費補助金
・地域子育て支援センターの運営費
及び環境改善に資する費用を補助

○地域子育て支援センター職員へ
の研修会開催

○子育て支援推進事業費補助金
　・２１市町村に交付

○地域子育て支援センター職員へ
の研修会の開催
　・初任者研修、現任者研修　各１
回

○子育て支援推進事業費補助金
・地域子育て支援センターの運営費
及び環境改善に資する費用を補助

○地域子育て支援センター職員へ
の研修会開催

○子育て支援推進事業費補助金
　・２１市町村に交付

○地域子育て支援センター職員へ
の研修会の開催
　・初任者研修１回、現任者研修２
回

○安心子育て応援事業費補助金
・地域子育て支援センターの子育て
支援に関する独自事業に補助
○地域子育て支援拠点等運営事業
費補助金
・地域子育て支援センターの運営費
を補助
○地域子育て支援拠点環境改善事
業費補助金
・地域子育て支援センターの環境改
善に資する費用を補助
○地域子育て支援センター職員へ
の研修会開催

○安心子育て応援事業費補助金
　・１３市町村（広域連合含む）２団
体に交付

○地域子育て支援拠点等運営事業
費補助金
　・１９市町村に交付

○地域子育て支援拠点環境改善事
業費補助金
　・４市に交付

○地域子育て支援センター職員へ
の研修会開催
　・初任者　1回　・現任者　３回

○安心子育て応援事業費補助金
・地域子育て支援センターの子育て
支援に関する独自事業に補助

○地域子育て支援拠点等運営事業
費補助金
・地域子育て支援センターの運営費
を補助

○地域子育て支援拠点環境改善事
業費補助金
・地域子育て支援センターの環境改
善に資する費用を補助

○地域子育て支援センター職員へ
の研修会開催

○各地域子育て支援センターで、専
門的な知識を持った職員の支援を
気軽に受けることができる。

■子どもの環境づくり推進計画（第三期）進行管理シート（プラン５）

担当課 番号 事　　業　　名 事業概要 H２５計画 Ｈ２５実施状況 H２６計画 H２６実施状況 H２７計画 H２７実施状況 H２８計画 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
目標数値または

目指すべき姿（H２９）

園内研修支援

ブロック別研修支援

保護者研修・保育者研修

親育ち支援保育者育成研修会

親育ち支援保育者フォローアップ研修

保護者の一日保育者体験

家庭教育支援の推進

地域による教育支援活動推進委員

5月 2月

㉖
年
間
事
業
計
画
　
㉕
実
績
報
告

 8 ,9月

・各種研修の実施

・啓発・情報提供

㉖
事
業
総
括
　

㉗
計
画
（
予
算
・
方
向
性
）

・
市
町
村
訪
問
に
よ
る
方
向
性
の
共
有

改
善
・
充
実

地域による教育支援活動推進委員

5月

㉗
年
間
事
業
計
画
　
㉖
実
績
報
告

 8 ,9月

・各種研修の実

施

㉗
事
業
総
括
　

㉘
計
画
（予
算
・
方
向
性
）

・
市
町
村
訪
問
に
よ
る
方
向
性
の
共
有

改
善
・
充
実

2月

改
善
・
充
実

取組の継続 取組の継続

・地域子育て支援センターへの支援

・地域子育て支援センター職員への研修の実施

情報誌等の発行

情報提供や相談

園内研修支援

ブロック別研修支援

保護者研修・保育者研修

親育ち支援保育者育成研修会

親育ち支援保育者フォローアップ研修

保護者の一日保育者体験

家庭教育支援の推進

地域による教育支援活動推進委員

5月 2月

㉖
年
間
事
業
計
画
　
㉕
実
績
報
告

 8 ,9月

・各種研修の実施

・啓発・情報提供

㉖
事
業
総
括
　

㉗
計
画
（
予
算
・
方
向
性
）

・
市
町
村
訪
問
に
よ
る
方
向
性
の
共
有

改
善
・
充
実

地域による教育支援活動推進委員

5月

㉗
年
間
事
業
計
画
　
㉖
実
績
報
告

 8 ,9月

・各種研修の実

施

㉗
事
業
総
括
　

㉘
計
画
（予
算
・
方
向
性
）

・
市
町
村
訪
問
に
よ
る
方
向
性
の
共
有

改
善
・
充
実

2月

改
善
・
充
実

取組の継続

家庭教育支援の推進

地域による教育支援活動推進委員

5月 2月

㉖
年
間
事
業
計
画
　
㉕
実
績
報
告

 8 ,9月

・各種研修の実施

・啓発・情報提供

㉖
事
業
総
括
　

㉗
計
画
（
予
算
・
方
向
性
）

・
市
町
村
訪
問
に
よ
る
方
向
性
の
共
有

改
善
・
充
実

地域による教育支援活動推進委員

5月

㉗
年
間
事
業
計
画
　
㉖
実
績
報
告

 8 ,9月

・各種研修の実

施

㉗
事
業
総
括
　

㉘
計
画
（予
算
・
方
向
性
）

・
市
町
村
訪
問
に
よ
る
方
向
性
の
共
有

改
善
・
充
実

2月

改
善
・
充
実

取組の継続

5月

㉗
年
間
事
業
計
画
　
㉖
実
績
報
告

 8 ,9月

・各種研修の実

施

㉗
事
業
総
括
　

㉘
計
画
（予
算
・
方
向
性
）

・
市
町
村
訪
問
に
よ
る
方
向
性
の
共
有

2月

地域による教育支援活動推進委員

地域による教育支援活動推進委員 地域による教育支援活動推進委員

改
善
・
充
実

放課後等における子どもたちの安全で健やかな居場所づくりの推進

㉖
年
間
事
業
計
画
　
㉕
実
績
報
告

5月
8,9月

・
市
町
村
訪
問
に
よ
る
方
向
性
の
共
有

11月

・
取
組
状
況
調
査

・各種研修の実施

・啓発・情報提供

2月

㉖
事
業
総
括
　

㉗
計
画
（
予
算
・
方
向
性
）

㉗
年
間
事
業
計
画
　
㉖
実
績
報
告

㉗
事
業
総
括
　

㉘
計
画
（
予
算
・
方
向
性
）

改
善
・
充
実

改
善
・
充
実

5月
9月

・各種研修の実

施

2月

・
市
町
村
訪
問
に
よ
る
方
向
性
の
共
有

・
取
組
状
況
調
査

・サイトリニューアル

　　ＨＰ情報、メルマガ配信機能



■子どもの環境づくり推進計画（第三期）進行管理シート（プラン５）

担当課 番号 事　　業　　名 事業概要 H２５計画 Ｈ２５実施状況 H２６計画 H２６実施状況 H２７計画 H２７実施状況 H２８計画 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
目標数値または

目指すべき姿（H２９）

少子対策課 73 子育てサークル等ネットワーク
推進事業

県全域での子育て支援の仕組
みづくりのため子育てサークル
やＮＰＯ等のネットワークづくり
を行うとともに交流への支援を
行う。

○子育てサークルのネットワークづ
くり
　・交流、研修会の開催

○子育てサークル交流研修会の開
催
　・３回開催

○子育てサークル交流研修会の開
催
　・３回予定

○子育てサークル交流研修会の開
催
　・３回開催

○子育てサークル交流研修会の開
催
　・４回予定

○子育てサークル交流研修会の開
催
　・３回開催（のべ60名参加）

○子育てサークル交流研修会の開
催
　・３回予定

○子育てサークルのネットワークが
広がり、各地に子育てを支援する取
り組みが広がっている。

県民生活・男
女共同参画課

74 安全安心まちづくり推進事業 犯罪のない安全安心まちづくり
を推進するため、広く県民、事
業者、地域活動団体の防犯意
識を高めるよう広報・啓発を行
うとともに、犯罪の防止に配慮
した生活環境の整備を行う団
体等の活動を支援する。

○広報紙「安全安心まちづくり
ニュース」発行による情報発信
○会報「安全安心まちづくりだより」
発行による情報共有
○「高知県犯罪のない安全安心まち
づくりのホームページ」による情報発
信
○ラジオの活用による広報活動の
実施
○安全安心まちづくり広場の開催
（開催場所未定）

○広報紙「安全安心まちづくり
ニュース」発行による情報発信（年4
回・毎号約13万部）
○会報「安全安心まちづくりだより」
発行による情報共有（年3回、推進
会議会員向け）
○「高知県犯罪のない安全安心まち
づくりのホームページ」による情報発
信
○ラジオの活用による広報活動の
実施（5回）
○安全安心まちづくり広場の開催
（安全安心まちづくりフェスティバル
inいしはらの里）

○広報紙「安全安心まちづくり
ニュース」発行による情報発信
○会報「安全安心まちづくりだより」
発行による情報共有
○「高知県犯罪のない安全安心まち
づくりのホームページ」による情報発
信
○ラジオの活用による広報活動の
実施
・10回
○安全安心まちづくり広場の開催
・10／25

○広報紙「安全安心まちづくり
ニュース」発行による情報発信
・４回
○会報「安全安心まちづくりだより」
発行による情報共有
・４回
○「高知県犯罪のない安全安心まち
づくりのホームページ」による情報発
信
・随時更新
○ラジオの活用による広報活動の
実施
・10回
○安全安心まちづくり広場の開催
・10/25　イオンモール高知１階南
コート

○広報紙「安全安心まちづくり
ニュース」発行による情報発信
○会報「安全安心まちづくりだより」
発行による情報共有
○「高知県犯罪のない安全安心まち
づくりのホームページ」による情報発
信
○ラジオの活用による広報活動の
実施
○安全安心まちづくり広場の開催

○広報紙「安全安心まちづくり
ニュース」発行による情報発信
・４回
○会報「安全安心まちづくりだより」
発行による情報共有
・４回
○「高知県犯罪のない安全安心まち
づくりのホームページ」による情報発
信
・随時更新
○ラジオの活用による広報活動の
実施
・8回
○安全安心まちづくり広場の開催
・10/18  イオンモール高知１階南
コート

○広報紙「安全安心まちづくり
ニュース」発行による情報発信
○会報「安全安心まちづくりだより」
発行による情報共有
○「高知県犯罪のない安全安心まち
づくりのホームページ」による情報発
信
○ラジオの活用による広報活動の
実施
○安全安心まちづくり広場の開催

○県民と本県を訪れる人すべてが
安心して暮らし、滞在できる高知県

学校安全対策
課

75 高知県地域ぐるみの学校安全
体制整備推進事業

子どもの安全を守るために、ス
クールガード・リーダーを配置
し、学校の巡回指導等を実施
するとともに、防犯教育をはじ
め学校安全教育の充実強化と
学校事故の防止に努める。

○スクールガード・リーダーによる巡
回指導と評価、学校安全ボランティ
アの養成講習会の実施等

○スクールガード・リーダー連絡協
議会開催（情報共有・スキルアップ
等）

○スクールガード・リーダー
　・23市町村　42名委嘱

○スクールガード（学校安全ボラン
ティア）養成講習会の実施
　・1市

○スクールガード・リーダー連絡協
議会開催
　・5/10（高知県立ふくし交流プラザ）

○スクールガード・リーダーによる巡
回指導と評価、スクールガード（学
校安全ボランティア）の養成講習会
の実施等

○スクールガード・リーダー連絡協
議会開催（情報共有・スキルアップ
等）

○スクールガード・リーダー
　・22市町村　40名委嘱

○スクールガード（学校安全ボラン
ティア）養成講習会の実施
　・1市

○スクールガード・リーダー連絡協
議会開催
　・5/12（高知県立ふくし交流プラザ）

○スクールガード・リーダーによる巡
回指導と評価、スクールガード（学
校安全ボランティア）の養成講習会
の実施等

○スクールガード・リーダー連絡協
議会開催（情報共有・スキルアップ
等）

○スクールガード・リーダー(21市町
村、39名）による巡回指導

○スクールガード（学校安全ボラン
ティア）の養成講習会の実施
11/30　安芸市防災センター
参加者18名

○スクールガード・リーダー連絡協
議会開催
第１回：5/11
　高知県立ふくし交流プラザ
　参加者60名
第２回：8/4
　高知城ホール　参加者60名

○スクールガード・リーダーによる巡
回指導と評価、スクールガード（学
校安全ボランティア）の養成講習会
の実施等

○スクールガード・リーダー連絡協
議会開催（情報共有・スキルアップ
等）

○学校安全ボランティア組織率100%
を目指す。

生涯学習課 76 学校支援地域本部等事業 地域社会全体で学校教育を支
援する体制づくりを推進する。

○学校支援地域本部実施への支援
（１）運営補助
　17市町村　32支援本部
・活動内容の企画・運営等への支援
（２）啓発リーフレットの作成
（３）事業実施市町村の訪問
・市町村運営委員会への支援
・事業効果、課題の検証
（４）未実施市町村の訪問　9月
・事業のしくみ、効果の啓発
（５）活動内容の充実と人材育成
　（放課後支援、家庭教育支援合
同）
・推進委員会　2回
・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等研修　2回
・成果発表会　1回

○学校支援地域本部実施への支援
（１）運営補助
　17市町村　32支援本部
・活動内容の企画・運営等への支援
（２）啓発リーフレットの作成　8月
　　 取組モデル事例集の作成　3月
（３）事業実施市町村の訪問　8～9月
・市町村運営委員会への支援
・事業効果、課題の検証　11月
（４）未実施市町村の訪問　8～9月
・事業のしくみ、効果の啓発
（５）活動内容の充実と人材育成
 （放課後支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会　5/22　2/20
・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等研修
◇第1回地域による教育支援活動研
修会「地域の子どもを地域で育てる気
運づくり」（講演・シンポジウム・情報交
換）
　 10/17　103名 (満足度80.5％)
◇第2回地域による教育支援活動研
修会in吉良川　2/4　45名 （満足度
76％）
・成果発表会
　　1/30 79名 (満足度77％)

○学校支援地域本部実施への支援
（１）運営補助
　18市町村　33支援本部
・活動内容の企画・運営等への支援
（２）モデル事例の紹介
（３）事業実施市町村の訪問　9月
・市町村運営委員会への支援
・事業効果、課題の検証　11月
（４）未実施市町村の訪問　9月
・事業のしくみ、効果の啓発
（５）活動内容の充実と人材育成
　（放課後支援、家庭教育支援合
同）
・推進委員会　2回
・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等研修　2回
・成果発表会　1回

○学校支援地域本部実施への支援
（１）運営補助
　19市町村　35支援本部
・活動内容の企画・運営等への支援
（２）モデル事例の紹介
（３）事業実施市町村の訪問　9月
・市町村運営委員会への支援
・事業効果、課題の検証　11月
（４）未実施市町村の訪問　9月、2月
・事業のしくみ、効果の啓発
（５）活動内容の充実と人材育成
　（放課後支援、家庭教育支援合
同）
・推進委員会　2回
・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等研修　2回
・成果発表会　1回

○学校支援地域本部実施への支援
（１）運営補助
　22市町村　40支援本部
・活動内容の企画・運営等への支援
（２）モデル事例の紹介
（３）事業実施市町村の訪問　9月
・市町村運営委員会への支援
・事業効果、課題の検証　9月
（４）未実施市町村の訪問
　　　4～5月、9月
・事業のしくみ、効果の啓発
（５）活動内容の充実と人材育成
　（放課後支援、家庭教育支援合
同）
・推進委員会　2回
・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等研修　2回
・成果発表会　1回
（６）学校地域連携推進担当指導主
事の配置　４名

○学校支援地域本部実施への支援
（１）運営補助
　25市町村43本部92校
・活動内容の企画・運営等への支援
（２）モデル事例の紹介
（３）事業実施市町村の訪問
　　12～1月
・市町村運営委員会への支援
・事業効果、課題の検証　9～12月
（４）未実施市町村の訪問
　　　4～6月、12～1月
・事業のしくみ、効果の啓発
（５）活動内容の充実と人材育成
　（放課後支援、家庭教育支援合
同）
・推進委員会 2回
・地域による教育支援活動研修会等
　3回
（６）学校地域連携推進担当指導主
事の配置　４名
・市町村の取組への助言・支援
・指導主事との協議 9回

○学校支援地域本部実施への支援
（１）運営補助
　32市町村61本部125校
　（うち、県立校２校）
・活動内容の企画・運営等への支援
・高知市への重点支援
（２）モデル事例集作成
（３）市町村訪問　9月
・市町村運営委員会への支援
・事業効果、課題の検証
（４）放課後学び場人材バンク
・地域本部で活動する人材の発掘
等
（５）活動内容の充実と人材育成
　（放課後支援、家庭教育支援合
同）
・推進委員会 2回
・地域による教育支援活動研修会、
　ブロック別研修会 5回
（６）学校地域連携推進担当指導主
事の配置　４名
・市町村の取組への助言・支援
・指導主事との協議 6回

取組の継続 取組の継続

○全ての市町村において、学校や
地域の実情に応じて、地域社会全
体で学校教育を支援する仕組みを
構築する。

※本事業の実施・未実施を問わず、
全市町村で地域の実情に応じた組
織的な学校支援の仕組みづくりを推
進する。

○各学校支援地域本部における活
動を充実させる。

生涯学習課 77 放課後子ども総合プラン推進
事業

放課後等における子どもたち
の安全で健やかな居場所づく
りを推進する。

○放課後子どもプラン実施への支
援
（１）運営補助
【小学校】 169ヵ所
【中学校】   38ヵ所
（２）児童クラブ施設整備への助成
南国市日章　１ヵ所
（３）放課後学びの場充実事業
・学習支援者の謝金
・教材等の購入
・発達障害児等の支援者の謝金
（４）保護者利用料の減免への助成
　17市町村
（５）放課後学び場人材バンク
（６）活動内容の充実と指導員等の
人材育成
（学校支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会　2回
・指導員等研修　17回

○放課後子どもプラン実施への支援
（１）運営補助【小学校】 163ヵ所
　　　　　　　　【中学校】   35ヵ所
（２）児童クラブ施設整備への助成
　　南国市日章　１ヵ所
（３）放課後学びの場充実事業
・学習支援者の謝金
・教材等の購入
・発達障害児等への支援者の謝金
（４）保護者利用料の減免への助成
　　17市町村
（５）放課後学び場人材バンク
（６）活動内容の充実と指導員等の人材育成
 （学校支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会　5/22　2/20
・指導員等研修
◇安全・防災研修
　5/21,27,30  206名(満足度80％)
◇発達障害児等地域ｻﾎﾟｰﾀｰ研修
　6/14～全5回　17名
◇家庭教育支援研修
　9/10,18,19　134名(満足度83％)
◇発達障害児等支援研修
  11/19,20　141名(満足度83％)
◇学習・体験研修
　12/5,6,10　143名(満足度87％)
・啓発リーフレットの作成　8月
・取組モデル事例集の作成　3月
・全市町村訪問　8～9月
・取組状況調査　11月

○放課後子どもプラン実施への支
援
（１）運営補助
【小学校】 167ヵ所
【中学校】   35ヵ所
（２）児童クラブ施設整備への助成
香美市大宮　１ヵ所
（３）放課後学びの場充実事業
・学習支援者の謝金
・発達障害児等への支援者の謝金
（４）保護者利用料の減免への助成
　17市町村
（５）放課後学び場人材バンク
（６）活動内容の充実と指導員等の
人材育成
（学校支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会　2回
・指導員等研修　16回
・全市町村訪問　9月
・取組状況調査　11月

○放課後子どもプラン実施への支
援
（１）運営補助
【小学校】 166ヵ所
【中学校】   30ヵ所
（２）児童クラブ施設整備への助成
香美市大宮　１ヵ所
（３）放課後学びの場充実事業
・学習支援者の謝金
・発達障害児等への支援者の謝金
（４）保護者利用料の減免への助成
　17市町村
（５）放課後学び場人材バンク
（６）活動内容の充実と指導員等の
人材育成
（学校支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会　2回
・指導員等研修　17回
・全市町村訪問　9月
・取組状況調査　11月

○放課後子ども総合プラン実施への
支援
（１）運営補助
【小学校】 293ヵ所 【中学校】   29ヵ所
（２）児童クラブ施設整備への助成
　高知市　４ヵ所、香美市　１ヵ所
　香南市　１ヵ所
（３）放課後学びの場充実事業
・学習支援者の謝金
・発達障害児等への支援者の謝金
・防災対策経費
・教材等の購入及び学習環境を充実
させる備品購入
（４）保護者利用料の減免への助成
　19市町村
（５）放課後学び場人材バンク
（６）活動内容の充実と指導員等の人
材育成
（学校支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会　2回
・指導員等研修　17回
・放課後児童支援員認定資格研修
　9～10月
・全市町村訪問　9月
・取組状況調査　9月

○放課後子ども総合プラン実施への支援
（１）運営等補助（うち高知市）
【小学校】289ヵ所（109）
　　子ども教室 136(29)
　　児童クラブ 153(80)
【中学校】 子ども教室 27ヵ所
（２）児童クラブ施設整備への助成
　　高知市　４ヵ所、香美市　１ヵ所
　　香南市　１ヵ所
（３）放課後学びの場充実事業による学習支援
者の謝金等への支援
（４）利用料減免助成
（５）放課後学び場人材バンク
（６）活動内容の充実と指導員等の人材育成
（学校支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会 2回
・指導員等研修 14回
　地域による教育支援活動研修会等
　3回、安全・防災 3回、
　家庭教育 3回、障害児等理解 2回、
　学習・体験 3回
・ｻﾎﾟｰﾀｰ養成研修　全5回
・放課後児童支援員認定資格研修
　全4日×1回
・全市町村訪問 9月
・取組状況調査 9月

○放課後子ども総合プラン実施への支援
（１）運営等補助（うち高知市）
【小学校】313ヵ所（128）
　　子ども教室 150(41)
　　児童クラブ 163(87)
（２）児童クラブ施設整備への助成
　　14ヵ所
（３）放課後学びの場充実事業による学習支援
者の謝金等への支援
（４）利用料減免助成
（５）児童クラブの開設時間延長支援
（６）放課後学び場人材バンク
（７）活動内容の充実と指導員等の人材育成
（学校支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会 2回
・指導員等研修 13回
・ｻﾎﾟｰﾀｰ養成研修　全5回
・放課後児童支援員認定資格研修
　全4日×2回
・子育て支援員研修
　（放課後児童コース）全2日×1回
・モデル事例集作成
・全市町村訪問 9月
・取組状況調査 9月

取組の継続 取組の継続

○学校や地域と連携し、より安全で
健やかに、地域で子ども育てる風土
ができる。

○「放課後学びの場」において、より
学校との連携が進み、子どもたちが
学ぶ力を身につけることができる。

障害保健福祉
課

78 障害福祉サービス等確保支援
事業
 高知県在宅障害者支援事業
（障害児長期休暇支援事業）

夏休み等の長期休暇中、公民
館等を利用して障害児を日中
預かる事業に対して補助を行
う。

○長期休暇支援事業の実施先に対
して補助を行う。
　・実施予定　１１団体

１１団体による事業の実施
　・室戸市、安芸市、中芸広域連合
　・南国市、香南市、香美市
　・津野町、中土佐町
　・あゆみ福祉会、土佐七郷会、幡
多福祉会

１１団体による事業の実施
　・室戸市、安芸市、中芸広域連合
　・南国市、香南市、香美市
　・津野町、中土佐町
　・あゆみ福祉会、土佐七郷会、幡
多福祉会

８団体による事業の実施
　・室戸市、中芸広域連合
　・香南市
　・津野町、中土佐町、四万十町
　・土佐七郷会、幡多福祉会

９団体による事業の実施
　・室戸市、安芸市、中芸広域連合
　・香南市
　・津野町、中土佐町、四万十町
　・土佐七郷会、幡多福祉会

９団体による事業の実施
　・室戸市、安芸市、中芸広域連合
　・香南市
　・津野町、中土佐町、四万十町
　・土佐七郷会、幡多福祉会

９団体による事業の実施
　・室戸市、安芸市、中芸広域連合
　・香南市
　・津野町、中土佐町、四万十町
　・土佐七郷会、幡多福祉会

○特別支援学校等の長期休暇中の
障害児の居場所の確保により、障
害児と保護者が安心して地域生活
を継続できる。
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事業の継続実施

・子育てサークルのネットワークづくりへの支

援

スクールガード・リーダーによる巡回指導等実施 スクールガード・リーダーによる巡回指導等実施 スクールガード・リーダーによる巡回指導等実施
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事業の継続実施
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スクールガード・リーダーによる巡回指導等実施 スクールガード・リーダーによる巡回指導等実施 スクールガード・リーダーによる巡回指導等実施
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第2次「高知県犯罪のない安全安心まちづくり推進計画」に基づく取組

［取組事例］

　・広報紙及び会報の発行

　・広報活動の実施

第2次計画の検証及び第3次計画の作成

第3次「高知県犯罪のない安全安心まちづくり推

進計画」に基づく取組

第2次「高知県犯罪のない安全安心まちづくり推進計画」に基づく取組

［取組事例］

　・広報紙及び会報の発行

　・広報活動の実施

第2次計画の検証及び第3次計画の作成

第3次「高知県犯罪のない安全安心まちづくり推

進計画」に基づく取組

改
善
・
充
実

地域社会全体で学校教育を支援する体制づくりの推進

地域による教育支援活動推進委員会 地域による教育支援活動推進委員会
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地域による教育支援活動推進委員 地域による教育支援活動推進委員
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放課後等における子どもたちの安全で健やかな居場所づくりの推進
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■子どもの環境づくり推進計画（第三期）進行管理シート（プラン５）

担当課 番号 事　　業　　名 事業概要 H２５計画 Ｈ２５実施状況 H２６計画 H２６実施状況 H２７計画 H２７実施状況 H２８計画 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
目標数値または

目指すべき姿（H２９）

児童家庭課 79 民生・児童委員等による地域
における見守り活動の更なる
推進

 民生・児童委員及び主任児童
 委員等による地域の見守り活
 動の推進（～H27)

民生・児童委員等が学校と情
報を共有し、関係機関との役
割分担をしたうえで、子どもや
家庭を見守る仕組みを小学校
単位で作るため、各小学校で
行われる就学時の健康診断時
等で保護者に地元で相談を受
けてもらえる民生委員・児童委
員及び主任児童委員を紹介
し、その後の地域での見守り
活動や非行の芽の早期発見
につなげる。

○高知市内のモデル小学校11校
で、事業を実施し、来年度以降の事
業拡大に向けて、改善点を整理
○人権教育課と合同で、各市町村
教委、民児協担当課を訪問し、事業
の説明と取組打診
○関係機関・団体への事業説明と
協力依頼

・高知市内のモデル小学校11校
　で、事業を実施（11月）
・各市町村との事業実施に向けた
　協議（31市町村・12～3月）
・県P連への事業説明と協力依頼
　　　　　　　　　　　　　　　　（1月）
・各市町村民児協への事業説明と
　協力依頼（5回・1～3月）
・実施校の校長から事業評価等の
　ヒアリング（3月）

○事業拡大に向けた市町村との協
　議
○関係機関への事業説明と協力依
　頼
○県内全域の小学校で事業を実施
　（目標：県内の児童数100人以上
　　の小学校96校のうち、58校（6
　　割）以上で事業を実施）

・各ブロック小中学校PTA総会等で
　事業説明及び協力依頼（7ブロッ
　ク・5～6月）
・県民児連ブロック別研修会（7ブ
　ロック）で事業説明及び協力依頼
　（6～9月）
・各市町村との事業実施に向けた
　協議（7～9月）
・生徒指導担当者・生徒指導主事
　会で事業説明（11月）
・実施済みの市町村から今後の取
　組の方向性等を聞き取り
　　　　　　　　　　　　　　（2～3月）

【実施状況】
県内全公立小学校：
　112校／196校　実施率：57.1％
（うち児童数100人以上：
　74校／91校　実施率：81.3％）

○市町村から今後の取組の方向性
　等を聞き取り（5～6月）
○県民児連の会長、副会長と今後
　の取組の方向性について協議
　　　　　　　　　　　　　　　　（6月）
○スクールソーシャルワーカー連絡
　協議会で事業説明（6月）
○指導事務担当者会（3地区）で事
　業説明及び協力依頼（6～7月）
○県内全域の小学校で事業を実施
　（目標：県内の児童数100人以上
　　の小学校91校のうち、82校
　　（90％）以上で事業を実施）

○高知市民児連役員会及び地区
　会長会議でH26事業報告及び協
　力依頼（4月）
○高知市（教委・福祉）と実施方法
　について協議（5月）
○各市町村（9市町村）から今後の
　取組の方向性等を聞き取り
　　　　　　　　　　　　　　（5～6月）
○県民児連会長・副会長会で今年
　度の事業の進め方について協議
　　　　　　　　　　　　　　　　（6月）
○県内3ブロックの指導事務担当
　者会で事業説明（6～7月）
○学校地域連携推進担当指導主
　事に事業説明（10月）
○各市町村（19市町村）から今後
　の取組の方向性等を聞き取り
　　　　　　　　　　　　　　（2～3月）
【実施状況】
県内全公立小学校：
　136校／196校　実施率：69.4％
（うち児童数100人以上：
　84校／91校　実施率：92.3％）

○当事業の推進に向けた生涯学
　習課との協議（5月）
○高知市（教委・福祉）とH28の実
　施方法について協議（6月）
○当事業の推進に向けた中央児
　童相談所との協議（6月）
○各小学校における小学校と民児
　協の間での子どもに関する情報共
　有の機会の把握（6月）
○当事業の推進に向けた人権教
　育課、生涯学習課との協議（6月）
○小学校と民児協の間で子どもに
　関する情報共有の機会が無い学
　校について、今後の取組の方向
　性等を聞き取り
　　　　　　　　（7月～市町村訪問）

○民生委員・児童委員及び主任児
童委員への相談事例実績があり、
全ての小学校で学校と民生委員等
との連携の仕組みができつつある。

児童家庭課 80 子どもの見守り体制推進事業 民生・児童委員等が学校と情
報を共有し、関係機関との役
割分担をしたうえで、子どもや
家庭を見守る仕組みを小学校
単位で作るため、各小学校で
行われる就学時の健康診断時
等で保護者に地元で相談を受
けてもらえる民生委員・児童委
員及び主任児童委員を紹介
し、その後の地域での見守り
活動や非行の芽の早期発見
につなげる。

○高知市内のモデル小学校11校
で、事業を実施し、来年度以降の事
業拡大に向けて、改善点を整理
○人権教育課と合同で、各市町村
教委、民児協担当課を訪問し、事業
の説明と取組打診
○関係機関・団体への事業説明と
協力依頼

・高知市内のモデル小学校11校
　で、事業を実施（11月）
・各市町村との事業実施に向けた
　協議（31市町村・12～3月）
・県P連への事業説明と協力依頼
　　　　　　　　　　　　　　　　（1月）
・各市町村民児協への事業説明と
　協力依頼（5回・1～3月）
・実施校の校長から事業評価等の
　ヒアリング（3月）

○妊娠期から保健・福祉・地域住民
等が連携した地域で子どもを見守る
仕組みづくりへの支援
・子どもの見守り体制推進交付金
・民生児童委員を対象とした研修
・民生委員児童委員協議会への
　感謝状の贈呈及び謝金の交付

○保健・福祉・地域住民等が連携し
た地域で子どもたちを見守る仕組み
ができつつある。

・各市町村の小学校と民児協が連携し、就学時健康

診断などで保護者や教員等に民生・児童委員及び主

任児童委員を紹介し、その後の地域での見守り活動

等につなげる。

・養育上の支援を必要とする家庭を早期に把握し、必

要な相談や支援が行える体制を小学校単位で作る。

・市町村に児童虐待防止対策コーディネーターを配置し、

関係機関との調整や、民生・児童委員等による地域にお

ける子どもの見守り活動を進める。

【保健と福祉の連携】

・母子保健担当部署と協議を重ね、保健と福祉

が連携したフローチャートを作成し、市町村との

協議

・民生児童委員等による見守り活動を進めるため、

市町村との協議

・主任児童委員の研修実施

・H28.3月には、ブロックごとに子どもの見守り体

制推進事業に関する説明会を開催



高等学校課 81 定時制通信制教育振興費 勤労青少年の高等学校への
修学を促進し、教育の機会均
等を図るため、定時制・通信制
の課程に在籍する生徒に対
し、教科書・学習書の給与、修
学奨学金の貸与を実施する。

○教科書・学習書を給与
○修学奨励資金の貸付

生徒の申請により給付または貸付
をした

生徒の申請により給付または貸付
を実施する

生徒の申請により給付または貸付
をした

生徒の申請により給付または貸付
を実施する

生徒の申請により給付または貸付
をした

生徒の申請により給付または貸付
を実施する

○定時制通信制の生徒を経済面か
ら支援し、多様な学習ニーズやライ
フスタイルに応じた学びの実現が着
実に進んでいる。

生涯学習課 82 若者の学びなおしと自立支援
事業

中学校卒業時及び高校中途
退学時の進路未定者並びに
ニートやひきこもりがちな若者
たちに対して、就学や就労に
向けた支援を行うことで、自立
を促進する。

○若者サポートステーションによる
支援の実施
・訪問支援
・臨床心理士による面談
・就学支援
・キャリアコンサルタントによる就労
支援
・ソーシャルスキルトレーニング
・職場体験等の実施
○関係機関連絡会の実施
・地区別連絡会(6箇所・各1回)
・県連絡会(1回)
○若者キャリア支援セミナー・相談
会の実施(1回)

○若者サポートステーションによる支援の
実施(通年)
・訪問支援
・臨床心理士による面談
・就学支援
・キャリアコンサルタントによる就労支援
・ソーシャルスキルトレーニング
・職場体験等の実施
○広報啓発活動
・高等学校への周知（校長会、副校長・教
頭会、事務長会、教務主任会、進路指
導、生徒指導主事会、人権教育主任会）7
回
○関係機関連絡会の実施
・地区別連絡会　参加者総数265名
  [土長南国地区（6/11）55名、幡多地区
（6/21）47名、安芸郡市地区（6/25）34名、
高知市地区（6/28）43名、高吾１地区
（7/2）36名、高吾２地区（7/9）50名]
○若者キャリア支援セミナー・相談会の実
施(8/21・22)
・参加者数　講演90名　講座Ⅰ52名　講座
Ⅱ37名

○若者サポートステーションによる支援の実施
(通年)
・訪問支援
・臨床心理士による面談
・就学支援
・キャリアコンサルタントによる就労支援
・ソーシャルスキルトレーニング
・職場体験等の実施
○広報啓発活動
・高等学校への周知（校長会、副校長・教頭
会、事務長会、教務主任会、進路指導、生徒
指導主事会、人権教育主任会）
○関係機関連絡会の実施
・県連絡会（2回）
・地区別連絡会(6月～7月)
○若者キャリア支援セミナー・相談会の実施(8
月27・28日)
◯「若者はばたけプログラム（ソーシャルスキ
ルトレーニング）」の開発及び普及
・支援プログラムの充実
・指導者用指導書の開発
◯若者の身近な場所における支援体制等の構
築
・各市町村の実情に応じた支援の充実及び支
援体制の構築

○若者サポートステーションによる支援の実施
(通年)
・訪問支援
・臨床心理士による面談
・就学支援
・キャリアコンサルタントによる就労支援
・ソーシャルスキルトレーニング
・職場体験等の実施
○広報啓発活動
・高等学校への周知（校長会、副校長・教頭
会、事務長会、教務主任会、進路指導、生徒
指導主事会）6回
○関係機関連絡会の実施
・県連絡会（1回）　参加者数43名
・地区別連絡会 （6地区各1回） 参加者総数
224名
・高等学校担当者会 （6地区各1回）参加者総
数45名
○若者キャリア支援セミナー・相談会の実施(8
月27・28日) 参加者数　講演68名　講座Ⅰ150
名　講座Ⅱ134名
◯「若者はばたけプログラム（ソーシャルスキ
ルトレーニング）」の開発及び普及　プログラム
数16

◯若者の身近な場所における支援体制等の構
築
・各市町村の実情に応じた支援の充実及び支
援体制の構築　市町村訪問２市

○若者サポートステーションによる支援の実施
(通年)
・訪問支援
・臨床心理士による面談
・就学支援
・キャリアコンサルタントによる就労支援
・ソーシャルスキルトレーニング
・職場体験等の実施
○若者佐サポートステーションと高等学校の連
携した早期支援の実施
○広報啓発活動
・学校及び関係機関への周知（中学校、高等
学校、市町村教育委員会、その他関係機関）
○関係機関連絡会の実施
・県連絡会（1回）
・地区別連絡会(6月～7月)
○若者キャリア支援セミナー・相談会の実施(8
月18・19日)
◯若者はばたけプログラム活用研修の実施
東部・中部・西部（3会場各4回）
◯若者の身近な場所における支援体制等の構
築
・各市町村の実情に応じた支援の充実及び支
援体制の構築

○若者サポートステーションによる支援の実施(通
年)
・訪問支援
・臨床心理士による面談
・就学支援
・キャリアコンサルタントによる就労支援
・ソーシャルスキルトレーニング
・職場体験等の実施
○若者サポートステーションと高等学校の連携し
た早期支援の実施　県立高校5校での出張相談、
セミナー、情報交換会、家庭訪問等の実施
○広報啓発活動
・学校及び関係機関への周知（中学校、高等学
校、市町村教育委員会、その他関係機関）
○関係機関連絡会の実施
・県連絡会（1回）参加者総数39名
・地区別連絡会(6地区)参加者総数220名
・高等学校担当者会（6地区）参加者総数52名
○若者キャリア支援セミナー・相談会の実施(8月
18・19日)
参加者数　講演94名　講座Ⅰ58名　講座Ⅱ56名
◯若者はばたけプログラム活用研修の実施
東部・中部・西部（3会場各4回）
参加者数　東部会場67名　中部会場220名　西部
会場120名
◯若者の身近な場所における支援体制等の構築
・各市町村の実情に応じた支援の充実及び支援体
制の構築
県内8市町村での出張相談会の実施

○若者サポートステーションによる支援の実施
(通年)
・訪問支援
・臨床心理士による面談
・就学支援
・キャリアコンサルタントによる就労支援
・ソーシャルスキルトレーニング
・職場体験等の実施
○若者サポートステーションと高等学校の連携
した早期支援の実施
○広報啓発活動
・学校及び関係機関への周知（中学校、高等
学校、市町村教育委員会、その他関係機関）
○関係機関連絡会の実施
・県連絡会（1回）
・地区別連絡会(6月～7月)
○若者キャリア支援セミナー・相談会の実施(2
日間)
◯若者はばたけプログラム活用研修の実施
・初級講座　東部・中部・西部（3会場各3回、実
践報告会1回）
・指導者養成講座（5回）
◯若者の身近な場所における支援体制等の構
築
・アウトリーチ型支援による若者に身近な場所
での支援の充実及び支援体制の構築

○多くの若者が社会的に自立する。
○市町村レベルの若者支援に係る
ネットワークが構築されるとともに、
市町村や様々な支援機関が支援プ
ログラムを活用することにより、若者
の身近な地域で支援ができている。

【成果目標】※Ｈ27年度
○若者サポートステーション
　・累積登録者数2,036人
　・累積進路決定者率52.2％以上
【H27実績】
　・累積登録者数1,834人
　・累積進路決定者率54.4％

児童家庭課 83 児童養護施設等児童措置費
（児童自立援助ホーム）

義務教育等を終了したが、未
だ社会に自立できていない児
童に対し、自立援助ホームか
ら通勤させたり、就業先を開拓
するなど相談援助を行う。

○自立援助ホーム「南風」におい
て、児童養護施設等退所後、自立で
きていない児童に対して、自立支援
の実施
・日常生活上の支援
・生活指導
・就業支援

自立援助ホーム「南風」：定員５名
3月1日現在：4名入所

義務教育等を終了したが、未だ社会
に自立できていない児童に対し、自
立援助ホームから通勤させたり、就
業先を開拓するなど相談援助を行
う。

自立援助ホーム「南風」：定員５名
3月1日現在：3名入所

義務教育等を終了したが、未だ社会
に自立できていない児童に対し、自
立援助ホームから通勤させたり、就
業先を開拓するなど相談援助を行
う。

自立援助ホーム「南風」：定員４名
3月1日現在：２名入所

義務教育等を終了したが、未だ社会
に自立できていない児童に対し、自
立援助ホームから通勤させたり、就
業先を開拓するなど相談援助を行
う。

○自立支援が必要な児童等に対
し、関係機関が役割分担して、適切
な支援が実施できている。

児童家庭課 84 入所児童自立支援等事業 施設が相談支援職員を配置
し、児童養護施設等の入所児
童の学習・自立支援や退所児
童の生活支援等を実施するこ
とにより、社会的養護施設の
支援機能を強化し、施設入所
児童の処遇を充実させる。

児童養護施設等の入所児童の学
習・就職支援や退所児童の生活支
援等の実施

○児童養護施設で学習支援や進
学・就職に向けた相談支援体制が
充実しつつある。

児童家庭課 85 児童養護施設退所者等自立
支援事業

児童養護施設等を退所し就職
又は進学した者、又はこれが
見込まれる者の安定した生活
基盤の構築及び円滑な自立を
支援する。

児童養護施設退所者等に対する自
立支援金の貸付の実施

○児童養護施設退所後に、自立支
援貸付制度を利用する者が増えて
いる。

福祉指導課 86 生活困窮世帯の子どもに対す
る学習支援事業

親から子への貧困の連鎖を防
止するために、生活困窮世帯
（生活保護世帯含む）の子ども
に対して、学習に取り組むこと
ができる環境を整備し、学習支
援を継続して行うことにより、
日常的な学習習慣を身に付
け、学力の向上を図り、高等学
校進学や将来への希望を持っ
て進路を選択し就労できるよう
にすることを目的とする。

○各福祉保健所で実施 １福祉保健所１箇所で実施

・中央西福祉保健所
　　越知町において生活保護受給世
帯及び準要保護世帯の子に対して
週１回、１～２時間程度の学習教室
を実施

○中央西及び幡多福祉保健所で実
施
　越知町、仁淀川町、黒潮町、大月
町において生活困窮者世帯(生活保
護受給世帯を含む。)の子どもに対
し、週１回～３回、１～２時間程度の
学習教室を実施

安芸、中央西、幡多福祉保健所で
実施
　芸西村、越知町、仁淀川町、日高
村、黒潮町　において生活困窮者世
帯(生活保護受給世帯を含む。)の子
どもに対し、週１回～５回、１～3.5時
間程度の学習教室を実施

２６年度の実施箇所は継続するとと
もに、安芸、須崎福祉保健所管内に
おいて実施個所数を増やす。

中央東福祉保健所を除く４福祉保健
所管内８町村１１小中学校で学習支
援に取組まれた、市においては、１
１市中４市で取組まれた。

これまで実績のなかった中央東福
祉保健所管内を含め、１１町村１７
小中学校での学習支援取組みを進
めるとともに、市部における学習支
援取組みを目指す。

生活困窮者自立促進支援モデル事業として
実施。対象者を生活困窮者の子どもに拡充
し、実施箇所数を増やす。

生活困窮者自立支援法の施行に伴い、法に
基づいた事業として実施。

学習支援に「子どもの居場所づくり支援事
業」を追加。

○厳しい環境にある子どもたちの学
びの場や居場所づくり、保護者など
への就労支援の取り組みなどによ
り、子どもたちの進学や就職の希望
が叶うとともに、貧困の連鎖が解消
に向かっている。

生涯学習課 87 若者の学びなおしと自立支援
事業

中学校卒業時及び高校中途
退学時の進路未定者並びに
ニートやひきこもりがちな若者
たちに対して、就学や就労に
向けた支援を行うことで、自立
を促進する。

○若者サポートステーションによる
支援の実施
・訪問支援
・臨床心理士による面談
・就学支援
・キャリアコンサルタントによる就労
支援
・ソーシャルスキルトレーニング
・職場体験等の実施
○関係機関連絡会の実施
・地区別連絡会(6箇所・各1回)
・県連絡会(1回)
○若者キャリア支援セミナー・相談
会の実施(1回)

○若者サポートステーションによる支援の
実施(通年)
・訪問支援
・臨床心理士による面談
・就学支援
・キャリアコンサルタントによる就労支援
・ソーシャルスキルトレーニング
・職場体験等の実施
○広報啓発活動
・高等学校への周知（校長会、副校長・教
頭会、事務長会、教務主任会、進路指
導、生徒指導主事会、人権教育主任会）7
回
○関係機関連絡会の実施
・地区別連絡会　参加者総数265名
  [土長南国地区（6/11）55名、幡多地区
（6/21）47名、安芸郡市地区（6/25）34名、
高知市地区（6/28）43名、高吾１地区
（7/2）36名、高吾２地区（7/9）50名]
○若者キャリア支援セミナー・相談会の実
施(8/21・22)
・参加者数　講演90名　講座Ⅰ52名　講座
Ⅱ37名

○若者サポートステーションによる支援の実施
(通年)
・訪問支援
・臨床心理士による面談
・就学支援
・キャリアコンサルタントによる就労支援
・ソーシャルスキルトレーニング
・職場体験等の実施
○広報啓発活動
・高等学校への周知（校長会、副校長・教頭
会、事務長会、教務主任会、進路指導、生徒
指導主事会、人権教育主任会）
○関係機関連絡会の実施
・県連絡会（2回）
・地区別連絡会(6月～7月)
○若者キャリア支援セミナー・相談会の実施(8
月27・28日)
◯「若者はばたけプログラム（ソーシャルスキ
ルトレーニング）」の開発及び普及
・支援プログラムの充実
・指導者用指導書の開発
◯若者の身近な場所における支援体制等の構
築
・各市町村の実情に応じた支援の充実及び支
援体制の構築

○若者サポートステーションによる支援の実施
(通年)
・訪問支援
・臨床心理士による面談
・就学支援
・キャリアコンサルタントによる就労支援
・ソーシャルスキルトレーニング
・職場体験等の実施
○広報啓発活動
・高等学校への周知（校長会、副校長・教頭
会、事務長会、教務主任会、進路指導、生徒
指導主事会）6回
○関係機関連絡会の実施
・県連絡会（1回）　参加者数43名
・地区別連絡会 （6地区各1回） 参加者総数
224名
・高等学校担当者会 （6地区各1回）参加者総
数45名
○若者キャリア支援セミナー・相談会の実施(8
月27・28日) 参加者数　講演68名　講座Ⅰ150
名　講座Ⅱ134名
◯「若者はばたけプログラム（ソーシャルスキ
ルトレーニング）」の開発及び普及　プログラム
数16

◯若者の身近な場所における支援体制等の構
築
・各市町村の実情に応じた支援の充実及び支
援体制の構築　市町村訪問２市

○若者サポートステーションによる支援の実施
(通年)
・訪問支援
・臨床心理士による面談
・就学支援
・キャリアコンサルタントによる就労支援
・ソーシャルスキルトレーニング
・職場体験等の実施
○若者佐サポートステーションと高等学校の連
携した早期支援の実施
○広報啓発活動
・学校及び関係機関への周知（中学校、高等
学校、市町村教育委員会、その他関係機関）
○関係機関連絡会の実施
・県連絡会（1回）
・地区別連絡会(6月～7月)
○若者キャリア支援セミナー・相談会の実施(8
月18・19日)
◯若者はばたけプログラム活用研修の実施
東部・中部・西部（3会場各4回）
◯若者の身近な場所における支援体制等の構
築
・各市町村の実情に応じた支援の充実及び支
援体制の構築

○若者サポートステーションによる支援の実施(通
年)
・訪問支援
・臨床心理士による面談
・就学支援
・キャリアコンサルタントによる就労支援
・ソーシャルスキルトレーニング
・職場体験等の実施
○若者サポートステーションと高等学校の連携し
た早期支援の実施　県立高校5校での出張相談、
セミナー、情報交換会、家庭訪問等の実施
○広報啓発活動
・学校及び関係機関への周知（中学校、高等学
校、市町村教育委員会、その他関係機関）
○関係機関連絡会の実施
・県連絡会（1回）参加者総数39名
・地区別連絡会(6地区)参加者総数220名
・高等学校担当者会（6地区）参加者総数52名
○若者キャリア支援セミナー・相談会の実施(8月
18・19日)
参加者数　講演94名　講座Ⅰ58名　講座Ⅱ56名
◯若者はばたけプログラム活用研修の実施
東部・中部・西部（3会場各4回）
参加者数　東部会場67名　中部会場220名　西部
会場120名
◯若者の身近な場所における支援体制等の構築
・各市町村の実情に応じた支援の充実及び支援体
制の構築
県内8市町村での出張相談会の実施

○若者サポートステーションによる支援の実施
(通年)
・訪問支援
・臨床心理士による面談
・就学支援
・キャリアコンサルタントによる就労支援
・ソーシャルスキルトレーニング
・職場体験等の実施
○若者サポートステーションと高等学校の連携
した早期支援の実施
○広報啓発活動
・学校及び関係機関への周知（中学校、高等
学校、市町村教育委員会、その他関係機関）
○関係機関連絡会の実施
・県連絡会（1回）
・地区別連絡会(6月～7月)
○若者キャリア支援セミナー・相談会の実施(2
日間)
◯若者はばたけプログラム活用研修の実施
・初級講座　東部・中部・西部（3会場各3回、実
践報告会1回）
・指導者養成講座（5回）
◯若者の身近な場所における支援体制等の構
築
・アウトリーチ型支援による若者に身近な場所
での支援の充実及び支援体制の構築

○多くの若者が社会的に自立する。
○市町村レベルの若者支援に係る
ネットワークが構築されるとともに、
市町村や様々な支援機関が支援プ
ログラムを活用することにより、若者
の身近な地域で支援ができている。

【成果目標】※Ｈ27年度
○若者サポートステーション
　・累積登録者数2,036人
　・累積進路決定者率52.2％以上
【H27実績】
　・累積登録者数1,834人
　・累積進路決定者率54.4％

■子どもの環境づくり推進計画（第三期）進行管理シート（プラン６　社会とのつながりの中で多様な学びに取り組み、自立していける環境の整備）

担当課 番号 事　　業　　名 事業概要 H２５計画 Ｈ２５実施状況 H２６計画 H２６実施状況 H２７計画 H２７実施状況 H２８計画 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
目標数値または

目指すべき姿（H２９）
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・学習支援（小学生以上の児童への個別指導）

・就学・就職に向けた相談支援

・退所後の職場訪問活動

・就職や大学等への進学による家賃相当額の貸付

・児童養護施設等入所児童に対し、就職に必要な各種資格等取得の

貸付



幼保支援課 88 親育ち支援推進事業 子どもたちの健やかな育ちの
ために、「親の子育て力の向
上」「保育所・幼稚園等の親育
ち支援力の向上」「保護者と園
との相互理解」を図るために、
保護者や保育者に対する支援
等を行う。

○親育ち支援啓発

○親育ち支援保育者育成

○親育ち支援保育者フォローアップ
研修

○保護者の一日保育者体験推進

○保護者研修・保育者研修の実施
　　 １０３回　　７７園
○親育ち支援保育者育成研修会
　2年次研修：Ⅰ期　5/29,6/6,6/12
     Ⅱ期　10/29,11/1,11/6
　3年次研修：11/26,11/29,12/2
○親育ち支援保育者フォローアップ
研修会
　8/26,9/9,9/18
○保護者の一日保育者体験
　２２園

○親育ち支援啓発

○親育ち支援保育者育成

○親育ち支援保育者フォローアップ
研修

○保護者の一日保育者体験推進

○保護者研修・保育者研修の実施
　108回　　82園
○親育ち支援保育者育成研修会
　3年次研修：11/25，11/28，12/3
○親育ち支援保育者フォローアップ
研修
　親育ち支援スキルアップ講座
　　　：5/30，8/30，9/10
　親育ち支援保育者実践交流会
　　　：11/11，12/6，1/17
○保護者の一日保育者体験
　　７園

○親育ち支援啓発

○親育ち支援保育者フォローアップ
研修

○保護者の一日保育者体験推進

○保護者研修・保育者研修の実施
　　95回　　63園

○親育ち支援保育者フォローアップ
研修
　親育ち支援スキルアップ講座
　　　：6/5，8/27，9/15
　親育ち支援保育者実践交流会
　　　：10/30，11/13，12/4
○保護者の一日保育者体験
　　4園

○親育ち支援啓発

○親育ち支援保育者フォローアップ
研修

○保護者の一日保育者体験推進

○良好な親子関係や子どもへのか
かわり方について保護者の理解が
深まり、積極的に子どもにかかわる
姿が多くなる。

○多くの園で、研修修了者が中核と
なり、保護者への支援が進む。

○保護者と保育者との相互理解が
進むことで、共に子育てを考えるよう
になり、保護者が積極的に子どもに
かかわる姿が多くなる。

警察本部少年
課

89 親子の絆教室開催推進 県内の幼稚園・保育園におい
て、少年補導職員・警察官等
が、園児の保護者等に対し
て、親子の絆や家庭教育の重
要性を啓発し、子どもの規範
意識を醸成する。
※平成25年６月策定の「高知
家の子ども見守りプラン」の一
施策

○本事業は、県警察の「高知県治安
対策プログラム2011」の施策であ
り、平成23年から平成25年までの３
年間で県内の幼稚園・保育園310園
を一巡する指標を掲げている。
なお、現在幼稚園・保育園は閉園等
があり、304園となっており、本年は
プログラムの最終年であり、100％
実施に向けて取り組んでいる。

○平成23～平成25年12月末現在
で、304園中300園を実施。（実施率
98.7％）

○引き続き幼児期の子どもやその
保護者を対象とした親子の絆教室
開催を継続し、平成26年～平成28
年で全園一巡を目指し、平成26年
は100園で開く予定

○301園中137園を実施。（実施率
45.5％）
平成26年中の実施目標100園。（実
施率137％）
※数値は、（年度ではなく）年管理に
おける数。

○引き続き幼児期の子どもやその
保護者を対象とした親子の絆教室
開催を継続し、平成26年～平成28
年で全園一巡を目指し、平成27年
（１～12月）は100園で開く予定

○298園中172園を実施。（実施率
57.7%）
平成27年中の実施目標100園。（実
施率176%）
※数値は、（年度ではなく）年管理に
おける数。

○引き続き幼児期の子どもやその
保護者を対象とした親子の絆教室
開催を継続し、平成26年～平成28
年で全園一巡を目指し、平成28年
（１～12月）は100園で開く予定

○県内の幼稚園・保育園301園を３
年間で一巡。
※刑法犯で検挙・補導される少年
（触法を含む。）の非行率を低下させ
るための一施策

少子対策課 90 「こうちプレマnet」運営委託事
業

親子のふれあいを大切にする
ための取り組みとして、携帯電
話・パソコンを利用した胎児期
からの情報提供や相談事業を
行い、安心して出産・子育てが
できるよう、地域社会全体で
「子ども・親の育ち」を支援する
環境づくりを行う。

○こうちプレマネットによる情報の提
供、相談

○こうちプレマネットによる情報の提
供、相談

○こうちプレマネットによる情報の提
供、相談

○こうちプレマネットによる情報の提
供、相談

○こうちプレマネットによる情報の提
供、相談

○こうちプレマネットによる情報の提
供、相談

○サイトリニューアル（HP情報、メル
マガ配信機能）

○こうちプレマネットによる情報の提
供、相談

○子育て家庭に役立つ情報がより
充実して提供され、行き届いてい
る。

少子対策課 91 地域子育て支援事業 地域社会全体で子育てを支援
するため、地域人材の要請及
び企業、ＮＰＯ等と連携した学
習機会の提供を行う。

○子育て講座の開催 ○子育て講座の開催
　３団体、３５回実施

○子育て講座の開催 ○子育て講座の開催
　４団体、４７回実施

○子育て出前講座の開催
　１回実施

○子育て講座の開催

○子育て出前講座の開催

○子育て講座の開催
　４団体、５２回実施

○子育て出前講座の開催
　２回実施

○子育て講座の開催

○子育て出前講座の開催

○企業や地域に子育てを支援する
取り組みが広がり、子育てしやすい
環境づくりが進んでいる。

少子対策課 92 子育て支援アドバイザー派遣
事業

地域子育て支援センター・保
育所・幼稚園に「子育て支援ア
ドバイザー」を派遣し、妊婦や
保護者を対象に胎児期からの
子育て相談や講話などの親支
援を行い、併せて子育て支援
担当者のスキルアップを図る。

○子育て支援アドバイザーの確保・
人材育成
○子育て支援アドバイザーへの研
修の実施
○子育て支援アドバイザーの派遣
（回数、派遣対象の拡大）

○子育て支援アドバイザーの派遣
　20市町村39回
（支援センター25回、保育園3回、幼
稚園5回、市町村5回、子育てサーク
ル1回）

○子育て支援アドバイザーの確保・
人材育成
○子育て支援アドバイザーへの研
修の実施
○子育て支援アドバイザーの派遣
（回数、派遣対象の拡大）

○子育て支援アドバイザーの派遣
　22市町村47回
（支援センター30回、保育園5回、幼
稚園5回、市町村6回、子育てサーク
ル1回）

○子育て支援アドバイザーの確保・
人材育成
○子育て支援アドバイザーへの研
修の実施
○子育て支援アドバイザーの派遣
（回数、派遣対象の拡大）

○子育て支援アドバイザーの派遣
　42か所49回
（支援センター31回、保育園3回、幼
稚園9回、市町村5回、子育てサーク
ル1回）

○子育て支援アドバイザーの確保・
人材育成
○子育て支援アドバイザーへの研
修の実施
○子育て支援アドバイザーの派遣
（回数、派遣対象の拡大）

○地域の実情やニーズに応じた子
育て支援の取組が広がっている

まんが・コンテ
ンツ課

93 まんが甲子園開催事業 全国の高等学校から予選テー
マに沿ったまんが作品を募集
し、予選審査で選抜された３０
校が本県で開催する本選大会
「まんが甲子園」に参加し、第
一次競技、敗者復活戦、決勝
戦を行って最優秀校等を決定
する。会場で出版社から派遣
されたスカウトマンの目に留
まった生徒は、プロの漫画家
やイラストレーターなどを目指
した指導を受けることもできる
スカウト制度も実施している。

○まんが甲子園の開催

○高等学校文化連盟を通じた高校
生スタッフの参加

○高校生スタッフ会議の実施

○大会閉会式終了後の交流会の実
施

・まんが甲子園の開催
　　H25.8.3～8.4　会場：かるぽーと
　　参加校：30校141名
・高校生スタッフ参加生徒数：
　　24校　242名

・高校生スタッフ会議
　7/13～7/28の間の土・日・祝日で7
回実施
・8/4閉会式後に交流会実施

○まんが甲子園の開催

○高等学校文化連盟を通じた高校
生スタッフの参加

○高校生スタッフ会議の実施

○大会閉会式終了後の交流会の実
施

・まんが甲子園の開催
　H26.8.2～8.3　会場：かるぽーと
　本選参加校：30校139名
　※さらに、韓国から1校3名がオー
　　プン参加。
　（予選応募校：342校）

・高校生スタッフ参加生徒数：
　21校　229名

・高校生スタッフ会議の実施
　7/12～7/27の間の土・日・祝日で7
回実施

・8/3閉会式後に交流会実施

○まんが甲子園の開催

○高等学校文化連盟を通じた高校
生スタッフの参加

○高校生スタッフ会議の実施

○大会閉会式終了後の交流会の実
施

・まんが甲子園の開催
　H27.8.1～8.2　会場：かるぽーと
　本選参加校：30校129名
　韓国から１校５名がオープン参加
　（予選応募校：357校）
・まんが甲子園当日の出版社参加：
　７社17誌
・20名のスカウトがあり、その後出版社が育成
プログラムに沿って指導を行い、５名に育成継
続の声がかかった。
・デジタル作画セミナーを開催（文部科学省事
業）

○まんが甲子園の開催

○出版社への参加依頼

○スカウトシップ育成プログラムの実施

〇アナログ及びデジタル作画セミナーの開催

○まんが甲子園の大会運営サポー
トによって、高校生自身が自主的な
活動に積極的に取り組む経験を培
い、大会を通して全国の高校生との
交流を深める。

生涯学習課 94 放課後子ども総合プラン推進
事業

放課後等における子どもたち
の安全で健やかな居場所づく
りを推進する。

○放課後子どもプラン実施への支
援
（１）運営補助
【小学校】 169ヵ所
【中学校】   38ヵ所
（２）児童クラブ施設整備への助成
南国市日章　１ヵ所
（３）放課後学びの場充実事業
・学習支援者の謝金
・教材等の購入
・発達障害児等の支援者の謝金
（４）保護者利用料の減免への助成
　17市町村
（５）放課後学び場人材バンク
（６）活動内容の充実と指導員等の
人材育成
（学校支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会　2回
・指導員等研修　17回

○放課後子どもプラン実施への支援
（１）運営補助【小学校】 163ヵ所
　　　　　　　　【中学校】   35ヵ所
（２）児童クラブ施設整備への助成
　　南国市日章　１ヵ所
（３）放課後学びの場充実事業
・学習支援者の謝金
・教材等の購入
・発達障害児等への支援者の謝金
（４）保護者利用料の減免への助成
　　17市町村
（５）放課後学び場人材バンク
（６）活動内容の充実と指導員等の人材育成
 （学校支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会　5/22　2/20
・指導員等研修
◇安全・防災研修
　5/21,27,30  206名(満足度80％)
◇発達障害児等地域ｻﾎﾟｰﾀｰ研修
　6/14～全5回　17名
◇家庭教育支援研修
　9/10,18,19　134名(満足度83％)
◇発達障害児等支援研修
  11/19,20　141名(満足度83％)
◇学習・体験研修
　12/5,6,10　143名(満足度87％)
・啓発リーフレットの作成　8月
・取組モデル事例集の作成　3月
・全市町村訪問　8～9月
・取組状況調査　11月

○放課後子どもプラン実施への支
援
（１）運営補助
【小学校】 167ヵ所
【中学校】   35ヵ所
（２）児童クラブ施設整備への助成
香美市大宮　１ヵ所
（３）放課後学びの場充実事業
・学習支援者の謝金
・発達障害児等への支援者の謝金
（４）保護者利用料の減免への助成
　17市町村
（５）放課後学び場人材バンク
（６）活動内容の充実と指導員等の
人材育成
（学校支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会　2回
・指導員等研修　16回
・全市町村訪問　9月
・取組状況調査　11月

○放課後子どもプラン実施への支
援
（１）運営補助
【小学校】 166ヵ所
【中学校】   30ヵ所
（２）児童クラブ施設整備への助成
香美市大宮　１ヵ所
（３）放課後学びの場充実事業
・学習支援者の謝金
・発達障害児等への支援者の謝金
（４）保護者利用料の減免への助成
　17市町村
（５）放課後学び場人材バンク
（６）活動内容の充実と指導員等の
人材育成
（学校支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会　2回
・指導員等研修　17回
・全市町村訪問　9月
・取組状況調査　11月

○放課後子ども総合プラン実施への
支援
（１）運営補助
【小学校】 293ヵ所 【中学校】   29ヵ所
（２）児童クラブ施設整備への助成
　高知市　４ヵ所、香美市　１ヵ所
　香南市　１ヵ所
（３）放課後学びの場充実事業
・学習支援者の謝金
・発達障害児等への支援者の謝金
・防災対策経費
・教材等の購入及び学習環境を充実
させる備品購入
（４）保護者利用料の減免への助成
　19市町村
（５）放課後学び場人材バンク
（６）活動内容の充実と指導員等の人
材育成
（学校支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会　2回
・指導員等研修　17回
・放課後児童支援員認定資格研修
　9～10月
・全市町村訪問　9月
・取組状況調査　9月

○放課後子ども総合プラン実施への支援
（１）運営等補助（うち高知市）
【小学校】289ヵ所（109）
　　子ども教室 136(29)
　　児童クラブ 153(80)
【中学校】 子ども教室 27ヵ所
（２）児童クラブ施設整備への助成
　　高知市　４ヵ所、香美市　１ヵ所
　　香南市　１ヵ所
（３）放課後学びの場充実事業による学習支援
者の謝金等への支援
（４）利用料減免助成
（５）放課後学び場人材バンク
（６）活動内容の充実と指導員等の人材育成
（学校支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会 2回
・指導員等研修 14回
　地域による教育支援活動研修会等
　3回、安全・防災 3回、
　家庭教育 3回、障害児等理解 2回、
　学習・体験 3回
・ｻﾎﾟｰﾀｰ養成研修　全5回
・放課後児童支援員認定資格研修
　全4日×1回
・全市町村訪問 9月
・取組状況調査 9月

○放課後子ども総合プラン実施への支援
（１）運営等補助（うち高知市）
【小学校】313ヵ所（128）
　　子ども教室 150(41)
　　児童クラブ 163(87)
（２）児童クラブ施設整備への助成
　　14ヵ所
（３）放課後学びの場充実事業による学習支援
者の謝金等への支援
（４）利用料減免助成
（５）児童クラブの開設時間延長支援
（６）放課後学び場人材バンク
（７）活動内容の充実と指導員等の人材育成
（学校支援、家庭教育支援合同）
・推進委員会 2回
・指導員等研修 13回
・ｻﾎﾟｰﾀｰ養成研修　全5回
・放課後児童支援員認定資格研修
　全4日×2回
・子育て支援員研修
　（放課後児童コース）全2日×1回
・モデル事例集作成
・全市町村訪問 9月
・取組状況調査 9月

取組の継続 取組の継続

○学校や地域と連携し、より安全で
健やかに、地域で子どもを育てる風
土ができる。

○「放課後学びの場」において、より
学校との連携が進み、子どもたちが
学ぶ力を身につけることができる。

文化推進課 95 県立県民文化ホール自主事業
（高知ジュニアオーケストラの
育成）

児童、生徒が音楽を演奏する
楽しさや仲間と一緒になって合
奏する楽しさを体験するジュニ
アオーケストラを育成し、練習・
公演の場を提供する。また、高
校演劇への舞台技術の研修を
行う。

○ジュニアオーケストラの育成
○高知ジュニアオーケストラ定期演
奏会
○高校演劇に対する技術指導

・ジュニアオーケストラの育成
・高知ジュニアオーケストラ定期演奏
会　2/23
・高校演劇に対する技術指導

○ジュニアオーケストラの育成
○高知ジュニアオーケストラ定期演
奏会
○高校演劇に対する技術指導

○高知ジュニアオーケストラの育成
○高知ジュニアオーケストラ　第3回
定期演奏会　3/7
○高校演劇に対する技術指導

○高知ジュニアオーケストラの育成
○高知ジュニアオーケストラ定期演
奏会
○高知ジュニアオーケストラ施設外
演奏会
○高校演劇の技術指導

○高知ジュニアオーケストラの育成
○高知ジュニアオーケストラ
　　　第4回定期演奏会　2/28
○スギテツ大音楽会　　　ジュニア
　　　オケーケストラ合奏コーナー
　　　　　　　　　　　　　　　2/12
○高校演劇の技術指導
　　　　　　　　　　　　　　8/4～7

○高知ジュニアオーケストラの育成
○高知ジュニアオーケストラ定期演
奏会
○高校演劇に対する技術指導

○音楽や舞台芸術を通して次世代
の文化を担う人材を育てる。

まんが・コンテ
ンツ課

96 まんが甲子園開催事業 全国の高等学校から予選テー
マに沿ったまんが作品を募集
し、予選審査で選抜された３０
校が本県で開催する本選大会
「まんが甲子園」に参加し、第
一次競技、敗者復活戦、決勝
戦を行って最優秀校等を決定
する。会場で出版社から派遣
されたスカウトマンの目に留
まった生徒は、プロの漫画家
やイラストレーターなどを目指
した指導を受けることもできる
スカウト制度も実施している。

○まんが甲子園の開催

○高等学校文化連盟を通じた高校
生スタッフの参加

○高校生スタッフ会議の実施

○大会閉会式終了後の交流会の実
施

・まんが甲子園の開催
　　H25.8.3～8.4　会場：かるぽーと
　　参加校：30校141名
・高校生スタッフ参加生徒数：
　　24校　242名

・高校生スタッフ会議
　7/13～7/28の間の土・日・祝日で7
回実施
・8/4閉会式後に交流会実施

○まんが甲子園の開催

○高等学校文化連盟を通じた高校
生スタッフの参加

○高校生スタッフ会議の実施

○大会閉会式終了後の交流会の実
施

・まんが甲子園の開催
　H26.8.2～8.3　会場：かるぽーと
　本選参加校：30校139名
　※さらに、韓国から1校3名がオー
　　プン参加。
　（予選応募校：342校）

・高校生スタッフ参加生徒数：
　21校　229名

・高校生スタッフ会議の実施
　7/12～7/27の間の土・日・祝日で7
回実施

・8/3閉会式後に交流会実施

○まんが甲子園の開催

○高等学校文化連盟を通じた高校
生スタッフの参加

○高校生スタッフ会議の実施

○大会閉会式終了後の交流会の実
施

・まんが甲子園の開催
　H27.8.1～8.2　会場：かるぽーと
　本選参加校：30校129名
　韓国から１校５名がオープン参加
　（予選応募校：357校）
・まんが甲子園当日の出版社参加：
　７社17誌
・20名のスカウトがあり、その後出版社が育成
プログラムに沿って指導を行い、５名に育成継
続の声がかかった。
・デジタル作画セミナーを開催（文部科学省事
業）

○まんが甲子園の開催

○出版社への参加依頼

○スカウトシップ育成プログラムの実施

〇アナログ及びデジタル作画セミナーの開催

○まんが甲子園の大会運営サポー
トによって、高校生自身が自主的な
活動に積極的に取り組む経験を培
い、大会を通して全国の高校生との
交流を深める。

■子どもの環境づくり推進計画（第三期）進行管理シート（プラン７　コミュニケーション力の向上を図る機会づくりの推進）

担当課 番号 事　　業　　名 事業概要 H２５計画 Ｈ２５実施状況 H２６計画 H２６実施状況 H２７計画 H２７実施状況 H２８計画 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
目標数値または

目指すべき姿（H２９）

保護者研修・保育者研修

親育ち支援保育者育成研修会

親育ち支援保育者フォローアップ研修

保護者の一日保育者体験

・NPOや企業と協働し、子育て支援の取り組みを推進

情報提供や相談

子育て支援アドバイザーの派遣

平成26～28年の３年間で301園を一巡　　　　

（１年間で100園目標）

保護者研修・保育者研修

親育ち支援保育者育成研修会

親育ち支援保育者フォローアップ研修

保護者の一日保育者体験

まんが甲子園の開催（高校生スタッフによるサポート）まんが甲子園の開催（高校生スタッフによるサポート）

事業の継続

まんが甲子園の開催（高校生スタッフによるサポート）まんが甲子園の開催（高校生スタッフによるサポート）

事業の継続

地域による教育支援活動推進委員 地域による教育支援活動推進委員

改
善
・
充
実

放課後等における子どもたちの安全で健やかな居場所づくりの推進

㉖
年
間
事
業
計
画
　
㉕
実
績
報
告

5月
8,9月

・
市
町
村
訪
問
に
よ
る
方
向
性
の
共
有

11月

・
取
組
状
況
調
査

・各種研修の実施

・啓発・情報提供

2月

㉖
事
業
総
括
　

㉗
計
画
（
予
算
・
方
向
性
）

㉗
年
間
事
業
計
画
　
㉖
実
績
報
告

㉗
事
業
総
括
　

㉘
計
画
（
予
算
・
方
向
性
）

改
善
・
充
実

改
善
・
充
実

5月
9月

・
市
町
村
訪
問
に
よ
る
方
向
性
の
共
有

・
取
組
状
況
調
査

・各種研修の実

施

2月

・
効
果
、
課
題
の
検
証

11月



■子どもの環境づくり推進計画（第三期）進行管理シート（プラン７　コミュニケーション力の向上を図る機会づくりの推進）

担当課 番号 事　　業　　名 事業概要 H２５計画 Ｈ２５実施状況 H２６計画 H２６実施状況 H２７計画 H２７実施状況 H２８計画 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
目標数値または

目指すべき姿（H２９）

小中学校課 97 探究的な授業づくりのための
教育課程研究実践事業（学校
図書館活用型）

 ことばの力育成プロジェクト推
 進事業（～H27）

授業や家庭学習における国語
学習シートの活用促進や、学
校図書館活動の充実、ＮＩＥ活
動の推進を行い、全国学力・
学習状況調査のＢ問題で求め
られている、児童生徒の思考
力や表現力を向上させるととも
に、豊かな心を育成する。
また、ことばの力を高めるため
のモデル実践を行う学校を指
定し、その取組を他校へ普及
する。

○「ことばの力育成プロジェクト推進
事業」の指定校（２１校）における公
開授業の実施。
・連絡協議会の実施（２回）
・研究報告会の実施（１月）
○学校図書館パワーアップ講座の
実施
・学校図書館支援員対象
・公立小中学校図書館担当教諭対
象
○「きっとあるキミの心にひびく本」
（推薦図書リスト）の改訂
○高知県わくドキ！ショートコメント
コンテストの実施
○学校新聞づくりコンクールの実施
○学校図書館環境整備費補助金
・学校図書館支援員の配置
・学校図書館への空調設備の設置

○全指定校（21校）において公開授
業を実施
・連絡協議会の実施（５月・８月）
○学校図書館パワーアップ講座
・学校図書館支援員対象 （5/14）：
102名
・小学校学校図書館担当者（8/14）：
203名
・中学校学校図書館担当者（8/20）：
105名
○「きっとあるキミの心にひびく本」
の改訂
・新入生へ配付（約12,200冊）
○高知県わくドキ！ショートコメント
コンテスト
・応募数：6,265点（112校）

○学校図書館環境整備費補助金：
25市町村
・学校図書館支援員：18市町村（83
人）
・空調設備：７市町村

○「ことばの力育成プロジェクト推進
事業」の指定校（２１校）における公
開授業の実施。
・連絡協議会の実施（２回:4月・８月）
・研究報告会の実施（２月）
○学校図書館パワーアップ講座の
実施（学校図書館支援員対象）
○「きっとあるキミの心にひびく本」
の配付（新１年生対象）
○高知県わくドキ！ショートコメント
コンテストの実施
○学校新聞づくりコンクールの実施
○学校図書館環境整備費補助金
・学校図書館支援員の配置
・学校図書館への空調設備の設置

○全指定校（21校）において公開授
業を実施
・連絡協議会の実施（４月・８月）
○学校図書館パワーアップ講座
・学校図書館支援員対象 （5/14）：
10７名
○「きっとあるキミの心にひびく本」
の改訂
・新入生へ配付（約12,500冊）
○高知県わくドキ！ショートコメント
コンテスト
・応募数：7,152点（121校）

○学校図書館環境整備費補助金：
29市町村
・学校図書館支援員：29市町村（118
人）
・空調設備：5市町村

○「ことばの力育成プロジェクト推進
事業」の指定校（21校）における公
開授業の実施。
・連絡協議会の実施（1回:７月）
・研究報告会の実施（２月）
○学校図書館パワーアップ講座の
実施（学校図書館支援員対象）
○「きっとあるキミの心にひびく本」
の配付（新１年生対象）
○高知県わくドキ！ショートコメント
コンテストの実施
○学校新聞づくりコンクールの実施
○学校図書館環境整備費補助金
・学校図書館支援員の配置

○全指定校（21校）において公開授
業を実施
・連絡協議会の実施（８月）
○学校図書館パワーアップ講座
・学校図書館支援員対象 （6/5）：
133名
○「きっとあるキミの心にひびく本」
の配付
・新入生へ配付（約12,400冊）
○高知県わくドキ！ショートコメント
コンテスト
・応募数：7,629点（132校）
○学校新聞づくりコンクールの実施
・応募数：6,864点（61校）
○学校図書館環境整備費補助金
・学校図書館支援員の配置：21市町
村（104人）

○「探究的な授業づくりのための教
育課程研究実践事業（学校図書館
活用型）」の指定校（19校）における
公開授業の実施。
・連絡協議会の実施（８月）
・研究報告会の実施（２月）
・総合的な学習の時間のカリキュラ
ム検討会（年間２回）
・学校図書館活用カリキュラム検討
会（年間４回）
○「きっとある　キミの心に　ひびく
本」の配付及び改訂
・配付（新１年生対象）
・改訂ＷＧの開催（年間５回）
○学校新聞づくりコンクールの実施

○ことばの力を高めるためのモデル実践を
行う学校を指定し、その取組を他校へ普及す
ることで、全国学力・学習状況調査のＢ問題
で求められている、児童生徒の思考力や表
現力を向上させるとともに、豊かな心を育成
する。
　・国語学習シート等の活用促進
　・ＮＩＥ活動の推進
　・学校図書館の環境整備と活動の充実

○図書館資料や新聞の活用等を通して言語
活動の充実を図り、児童生徒が意見や考え
を交流し合って主体的・協働的に学ぶ探究的
な授業づくりに取り組んでいくことで、児童生
徒の思考力・判断力・表現力、情報活用能
力、問題解決能力等を包括的に育成する。
　・学校図書館活動の充実
　・読書活動の推進
　・ＮＩＥ活動の推進

○児童生徒の思考力・判断力・表現力が
育成され、学力【Ｂ（活用）問題の正答率】
が向上する。
　・小学生：全国学力調査で上位
　・中学生：全国学力調査で全国平均
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（H27末）

○児童生徒が意見や考えを交流し
合って、主体的・協働的に学ぶ探究
的な授業づくりに取り組んでいる。
<全国学力調査質問紙>
「学級やグループの中で、自分たち
で課題を立てて，その解決に向けて
情報を集め，話し合いながら整理し
て，発表するなどの学習活動に取り
組んでいたと思う（当てはまる）」と回
答した児童生徒の割合
・小学校：５０％以上
・中学校：５０％以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｈ２９
末）

小中学校課 98 算数・数学授業力向上事業 授業改善プランに基づく支援
訪問や単元テストや数学思考
力問題集等の教材活用によ
り、教員の授業実践力を向上
させ、児童生徒の思考力・判
断力・表現力を育成する。

○単元テストの実施

○算数・数学思考オリンピックの開
催

○単元テスト（４月～３月）
・各学校において実施及び結果入
力
○算数・数学思考オリンピック
・実施期間　７月１９日～９月１３日
・審査　　　９月２１日
・表彰式　　１１月９日
・申し込み数：２８９７人（１７４校）
○授業改善プラン【数学科】に基づく
支援訪問
○高知県数学思考力問題集（前期
分）作成・配付

○単元テストの内容の見直し
○算数・数学思考オリンピックの実
施
○高知県数学思考力問題集（後期
分）の作成・配付
○指導改善事例集の作成・配付
○授業改善プラン【数学科】に基づく
支援訪問の実施

○単元テスト（４月～３月）
○単元テストの内容の見直し
○算数・数学思考オリンピック
　・実施期間　7月18日～9月12日
　・審査　　　　10月4日
　・申込数：3,156人（151校）
○高知県数学思考力問題集（後期
分）の作成・配付（600冊）
○指導改善事例集の作成・配付
（600冊）
○授業改善プラン【数学科】に基づく
支援訪問の実施（244回）

○単元テストの実施
○単元テストの内容の見直し
○算数・数学思考オリンピックの実
施
○高知県数学思考力問題集及び指
導事例集の活用
○授業改善プラン【数学科】に基づく
支援訪問の実施

○単元テスト（４月～３月）
○単元テストの内容改訂（前期分）
○算数・数学思考オリンピック
　・実施期間　7月17日～9月11日
　・審査　　　　10月3・4日
　・申込数：3,212人（149校）
○思考力問題集の活用100％
　指導事例集の活用54.2％
○授業改善プラン【数学科】に基づく
支援訪問の実施（244回）

○単元テストの実施
○単元テストの内容改訂（後期分）
○算数・数学思考オリンピックの実
施
○高知県数学思考力問題集及び指
導事例集の活用
○授業改善プラン【数学科】に基づく
支援訪問の実施
○中学校数学授業改善研究協議会
の実施
○中学校数学臨時的任用教員パ
ワーアップ講座の実施

○単元テストの実施
○算数・数学思考オリンピックの実施
○数学思考力問題集の活用

○児童生徒の算数・数学の思考力・
表現力の向上を図る。
○算数・数学を勉強することが好き
な児童生徒を育成する。

　（H27末）

○県版学力調査・正答率（無解答
率）
　中1・24.8%（20.5%）
　中2・26.4%（35.5%）
○全国学力・学習状況調査質問紙
調査
「算数（数学）の勉強は好きですか」
についての肯定群の割合
　小学校69.3％
　中学校59.6％

小中学校課 99 教育文化祭 県内の幼児、児童生徒及び教
職員の教育文化活動を広く県
民に周知・公開し、その成果を
たたえ、本県の教育文化の向
上を図る。

○教育文化祭行事の実施
　・科学　理科
　・音楽
　・連合音楽会
　・作品展
　・弁論・体験発表
　・作文・感想画

○教育文化祭行事の実施
・開幕式（6/15）
・科学（11/9）・理科（10/27）研究発表会
・吹奏楽コンクール（8/3～5）
・器楽コンクール（8/18、11/23、12/26）
・唱歌コンクール（8/7、9/8）
・高知県吹奏楽祭り（10/13）
・発明くふう展（11/22～24）
・英語弁論大会（10/6、10/27、11/3）
・作文コンクール（11/3）
・紙上書道高知展（夏休みと冬休みの後
の2回）
・美術教育総合展（2/12～16）
・読書感想文コンクール（2/23）
・読書感想画コンクール（1/16）
・小砂丘賞（1/25）
・こども県展（3/4～/9）
・特別支援学校児童生徒作品展（11/29～
12/1）
・生活体験発表会（10/10）
・音楽会（6/15、11/15、11/16）

○教育文化祭行事の実施
　・科学　理科
　・音楽（吹奏楽・唱歌・器楽）
　・連合音楽会
　・作品展
　・英語弁論・体験発表
　・作文・読書感想文・読書感想画

○教育文化祭行事の実施
・開幕式（6/21）
・科学（11/1）・理科（10/26）研究発表会
・吹奏楽コンクール（7/25～27）
・器楽コンクール（8/17、11/23、12/26）
・唱歌コンクール（8/21、9/7）
・高知県吹奏楽祭り（10/19）
・発明くふう展（11/21～23）
・英語弁論大会（10/5、10/26、11/2）
・作文コンクール（11/3）
・美術教育総合展（2/18～21）
・読書感想文コンクール（2/21）
・読書感想画コンクール（1/19）
・小砂丘賞（1/24）
・こども県展（3/3～8）
・特別支援学校児童生徒作品展（11/28～
11/30）
・生活体験発表会（10/16）
・音楽会（6/21、11/7、11/14、11/15）
参加者総数：のべ207,390人

○教育文化祭行事の実施
　・科学　理科
　・音楽（吹奏楽・唱歌・器楽）
　・連合音楽会
　・作品展
　・英語弁論・体験発表
　・作文・読書感想文・読書感想画

○教育文化祭行事の実施
・開幕式（6/20）
・科学（11/1）・理科（10/25）研究発表会
・吹奏楽コンクール（8/1～3）
・器楽コンクール（8/16、11/23 、12/26）
・唱歌コンクール（8/5、9/6）
・高知県吹奏楽祭（10/11）
・発明くふう展（11/27～29）
・英語弁論大会（10/4、10/25、11/15）
・作文コンクール（11/3）
・美術教育総合展（2/17～21）
・読書感想文コンクール（2/20）
・読書感想画コンクール（1/18）
・小砂丘賞（1/23）
・こども県展（3/1～6）
・特別支援学校児童生徒作品展（11/27～
11/29）
・生活体験発表会（10/9）
・音楽会（6/20、11/6、11/13、11/14、
1/23）
参加者総数：のべ207,800人

○教育文化祭行事の実施
　・科学　理科
　・音楽（吹奏楽・唱歌・器楽）
　・連合音楽会
　・作品展
　・英語弁論・体験発表
　・作文・読書感想文・読書感想画

○県民を巻き込んでの参加者数の
拡大
参加者総数約２２万人
　（H27末）

○県民を巻き込んでの参加者数の
拡大
参加者総数約２1万人
　（H28末）

高等学校課 100 感性を育む教育推進費 高校生の文化活動の活性化、
豊かな情操や技術の向上を図
る高等学校総合文化祭を開催
する。

○平成２５年１１月８日から１１月１７
日の期間に１６部門の行事を計画

事業計画に沿って実施 ○平成２６年１１月１１日から１１月１
６日の期間に１６部門の行事を計画

事業計画に沿って実施 ○平成27年11月17日から11月22日
の期間に16部門の行事を計画

事業計画に沿って実施 ○平成28年11月10日から11月20日
の期間に16部門の行事を計画

○生徒の文化活動が活性化し、生
徒の豊かな感性の育成や技術の向
上が見られる。

少子対策課 101 子ども条例推進事業 「子ども条例」の目的及び基本
理念を広め、子どもたちが健
やかに育つ環境づくりを推進
する。
子どもの環境づくり推進委員
会を通じて進捗管理を行う。

○子ども条例の施行による、子ども
の環境づくり推進計画（第三期）の
策定
○子どもの環境づくり推進委員会
（第四期：任期 2年目）の開催

○子ども条例フォーラムの開催

○子どもの環境づくり推進計画（第
三期）の策定（パブリックコメント実
施）

○子どもの環境づくり推進委員会
（第四期）の開催
　・第５回　6/16
　・第６回　8/5
　・第７回　9/23
　・第８回　3/22

○子ども条例フォーラムの開催
　・8/20　中央部（イオンモール高
知）
　・10/6　東部（安芸商工会館）
　・12/22　西部（四万十市立中央公
民館）

○子どもの環境づくり推進委員会
（第四期、第五期）の開催
・第９回　6月7日
（第五期）
・第１回　９月予定
・第２回　３月予定

○子ども条例フォーラムの開催

○子どもの環境づくり推進委員会
（第四期）の開催
　・第９回　6/16

○第五期子ども委員の選任
　　（子ども委員：3名）

○子どもの環境づくり推進委員会
（第五期）の開催
　・第１回　10/13

○子ども条例フォーラムの開催
　・12/23　高新文化ホール

○子どもの環境づくり推進委員会
（第五期）の開催

○子ども条例フォーラムの開催

○子どもの環境づくり推進委員会
（第五期）の開催
　・第2回　6/7
　・第3回　8/30

○子ども条例フォーラムの開催
　（実施名称：こうち子ども未来
フォーラム）
　・11/23　高知市文化プラザかる
ぽーと

○子どもの環境づくり推進委員会
（第五期）の開催
　・第４回（6月予定）
　・第５回（9月予定）

○第六期子ども委員の選任

○子どもの環境づくり推進委員会
（第六期）の開催
　・第１回（2月予定）

○子ども条例フォーラムの開催

○庁内各部局や子どもの環境づくり
推進委員会との連携により、子ども
の環境づくり推進計画（第三期）の
取り組みが着実に進んでいる。

○子ども条例フォーラムの開催、各
種媒体やイベントにおける広報活動
の成果として、子ども条例の認知度
がアップしている。

取組の充実

行事内容の充実

高知県高等学校総合文化祭の実施、平成３２年度全国高等学校総合文化祭高知大会の開催に向けての取組の推進

取組の充実

行事内容の充実

高知県高等学校総合文化祭の実施、平成３２年度全国高等学校総合文化祭高知大会の開催に向けての取組の推進

第五期

第四期に向けた検討及び、改訂作業

・
当
年
度
予
算
の
進
め
方

・
前
年
度
の
実
績
報
告

・
次
年
度
の
取
組
の
方
向
性
の
検
討

・
中
間
報
告
（
当
年
度
の
実
施
状
況
）

6月 10月

第四期 第六期

子どもの環境づくり推進委員会

フォーラムの開催など、子ども条例の内容や目指すものを広める取組

・
当
年
度
予
算
の
進
め
方

・
前
年
度
の
実
績
報
告

・
次
年
度
の
取
組
の
方
向
性
の
検
討

・
中
間
報
告
（
当
年
度
の
実
施
状
況
）

6月 8月

・
計
画
に
基
づ
く
進
捗
状
況

・
次
年
度
予
算
案
の
説
明

・
当
年
度
予
算
の
進
め
方

・
前
年
度
の
実
績
報
告

・
次
年
度
の
取
組
の
方
向
性
の
検
討

・
中
間
報
告
（
当
年
度
の
実
施
状
況
）

5､6月 9､10月 2月

・
計
画
に
基
づ
く
進
捗
状
況

・
次
年
度
予
算
案
の
説
明

・
当
年
度
予
算
の
進
め
方

・
前
年
度
の
実
績
報
告

・
次
年
度
の
取
組
の
方
向
性
の
検
討

・
中
間
報
告
（
当
年
度
の
実
施
状
況
）

5､6月 9､10月 2月

　　　取組の充実

　　　市町村による主体的な取組への支援

取組の充実

成果の普及



人権教育課 102 親子で考えるネットマナーアッ
プ事業

ネット上のトラブルから子ども
たちを守るために、ＰＴＡ研修
等への支援や学校の情報モラ
ル教育を推進することを通し
て、家庭でのルールづくりの推
進や児童生徒のネットマナー
の向上を図る。

○保護者用啓発リーフレット（小・
中・高・特別支援）の作成・配付
○啓発ポスターの作成と学校等へ
の配付
○児童生徒用啓発リーフレットの作
成・配付
○校内研修・ＰＴＡ研修等への講師
派遣

○子どもたちをネットトラブルから守るため
の保護者用啓発リーフレットを、国公私立
学校の小学4年生以上の保護者と教員に
配付した。
○携帯電話やスマートフォンを安全に利
用するための児童生徒用啓発リーフレット
（校種別）を、国公私立学校の小学4年生
から高校生までの児童生徒に配付した。
○ケータイ・ネットの問題に関する児童生
徒を対象にした学習会やPTAを対象にし
た研修会に講師を派遣するなどの支援を
行った。（6回）
○県警少年課と連携して、ケータイ・ネット
の問題に関する児童生徒を対象にした非
行防止教室を実施した。（101回）
○「非行防止対策ネットワーク会議」で、
ケータイ・ネット問題について各部署や関
係機関の取組の現状を出し合い、フィルタ
リングの設定率の向上やネット依存の対
策等について協議した。

○PTA 研修等への講師派遣（年間
20回を予定）
○ケータイ・ネットをテーマとする非
行防止教室の実施
○学校における情報モラル教育推
進に向けた実践事例集の作成・配
付
・実践事例集作成委員会の実施（５
月から年間５回を予定）
・作成委員：県教委事務局、土佐市
教育研究所情報担当
○非行防止対策ネットワーク会議の
実施
・各機関連携による抜本的なネット
対策の検討

○国公私立学校の小学4年生と保
護者、中学1年生、高校1年生に啓
発リーフレットを配付した。
○ネット問題をテーマとしたPTA 研
修等に講師派遣を行った。（17回）
○少年サポートセンターと連携し
て、ケータイ・ネットをテーマとした非
行防止教室を126回実施した。
○情報モラル教育実践事例集を作
成し、全小・中・高・特別支援学校に
配付した。
○非行防止対策ネットワーク会議の
関係者が参加する勉強会におい
て、外部講師から講演をいただき、
ネット問題の現状と課題等について
共通理解を図った。
・11/26　講師：山中千枝子さん

○PTA 研修等への講師派遣（年間
20回を予定）
○ケータイ・ネットをテーマとする非
行防止教室の実施
○学校における情報モラル教育推
進に向けた実践事例集の活用
○非行防止対策ネットワーク会議の
実施
・各機関連携による抜本的なネット
対策の検討
○子どもたちをネットトラブルから守
るための県民運動の推進
・ネットフォーラムの実施
・啓発用リーフレットの作成･配付

○国公私立学校の小学4年生と保
護者、中学1年生、高校1年生に啓
発リーフレットを配付した。
○国公私立の中学校・高等学校の
新入生にSNSの安全な使用に関す
るリーフレットを配付した。
○小学校から高等学校までの全て
の保護者にネットの適正利用に関す
る啓発リーフレットを配付した。
○ネット問題をテーマとしたPTA研
修等に講師派遣を行った。（37回）
○情報モラル教育実践事例集の具
体的な活用について、研修会等の
場で周知を図った。
○ネット問題を子どもと大人で考え
る県民フォーラムを実施し、350名を
超える参加者があった。

○国公私立の中学校・高等学校の
新入生に、SNSの安全な使用に関
するリーフレットを配付
○PTA 研修等への講師派遣（年間
20回を予定）
○情報モラル教育実践事例集の活
用促進

○携帯電話やスマートフォン等の利
用について、フィルタリングの設定や
家庭でのルールづくりが徹底されて
いる。

○各学校において、道徳の時間や
ホームルーム等において、情報モラ
ル教育の授業が確実に位置付けら
れている。

人権教育課 103 学校ネットパトロール事業 インターネット上のいじめ等の
トラブルを早期発見し、被害が
拡大する前に児童生徒等への
指導を行うなど、関係機関と連
携した総合的な取組を進め
る。

・委託業者が学校非公式サイトやブ
ログ、プロフ、SNS等を定期的に検
索する。
・委託業者から毎月検索結果の報
告を受ける。
・緊急な事案については、随時報告
を受け、市町村教育委員会や各学
校に情報提供し、児童生徒への適
切な指導につなげる。

○委託業者による定期検索につい
ては、公立中学校・高等学校が年12
回、公立小学校･特別支援学校は年
4回行った。
○リスクレベルの高い事案について
は、市町村教育委員会及び学校に
情報提供し、対応を依頼した。（13
件）
○市町村教育委員会に対して、検
索結果の閲覧方法について周知を
図った。

・委託業者が学校非公式サイトやブ
ログ、プロフ、SNS等を定期的に検
索する。
・委託業者から定期的に検索結果
の報告を受ける。
・緊急な事案については、随時報告
を受け、市町村教育委員会や各学
校に情報提供し、児童生徒への適
切な指導につなげる。

○委託業者による定期検索につい
ては、公立中学校・高等学校が年６
回、公立小学校･特別支援学校は年
４回行った。
○リスクレベルの高い事案について
は、市町村教育委員会及び学校に
情報提供し、対応を依頼した。（６
件）

・委託業者が学校非公式サイトやブ
ログ、プロフ、SNS等を定期的に検
索する。
・委託業者から定期的に検索結果
の報告を受ける。
・緊急な事案については、随時報告
を受け、市町村教育委員会や各学
校に情報提供し、児童生徒への適
切な指導につなげる。

○ネットいじめ等の早期発見・早期
対応により、ネットいじめ等の解消
率が上がる。
○予防的な効果も期待されることか
ら、児童生徒のネットトラブルに巻き
込まれる数が減少する。

人権教育課 104 児童会・生徒会交流集会 児童生徒が主体となったいじ
め防止等の取組を進めるた
め、県内の小・中・高・特別支
援学校の児童会・生徒会の代
表者が集まり、ネットいじめを
はじめとするいじめ問題等を
テーマに実践交流や協議を行
う。

○児童生徒を対象とした実行委員
会の開催（年間5回）
○教職員等を対象とした準備委員
会の開催（年間5回）
○児童会・生徒会交流集会を県内5
ブロックで開催
○交流集会をきっかけに、ネット利
用について学校やPTA、家庭での
ルールづくりを推進

○県内すべての公立小・中学校、高
等学校において、児童会・生徒会を
中心に、ネットいじめをはじめとする
いじめ問題に関する児童生徒が主
体となった取組が推進される。
○県内すべての公立小・中学校、高
等学校において、ネット利用のルー
ルづくりが進む。

警察本部少年
課

105 非行防止教室開催推進 少年非行抑止の根源対策とし
て、少年の規範意識の醸成を
図るため、県内小中学校で万
引き防止等をテーマにした非
行防止教室を開催する。
※平成25年６月策定の「高知
家の子ども見守りプラン」の一
施策

○本事業は、県警察の「高知県治安
対策プログラム2011」の施策であ
り、毎年、県内の小中学校330校を
一巡する指標を掲げている。なお、
現在小中学校は閉校等があり319
校となっており、100％実施に向けて
取り組んでいる。

平成25年１～12月で、319校中294
校を実施しており、実施率92.2％と
なっている。

1年間で319校を一巡 平成26年１～12月で、313校中282
校を実施。（実施率90.1％）
※平成26年から一部学校が閉校等
したもの。

1年間で312校を一巡。
※平成27年から１校休校。

平成27年１～12月で、312校中283
校を実施。（実施率90.7％）

1年間で312校を一巡。 　１年間で313校を一巡 　１年間で312校を一巡 １年間で312校を一巡 ； ○県内の小中学校312校を１年間で
一巡。
○刑法犯で検挙・補導される少年の
非行率を低下させるための一施策。

児童家庭課 106 万引き防止及び一声運動啓発
CM放映事業

青少年の非行・被害防止全国
強調月間である7月に、万引き
防止CMを放映し、子どもや保
護者を含めた多くの県民の規
範意識を向上させ、万引きの
減少につなげる。
万引き防止のリ－フレットやコ
ンビニ店舗における一声運動
の取組など他の取組との相乗
効果を発揮させることにより成
果につなげる。

○非行防止対策ネットワーク会議で
CMの内容について検討
○テレビCMの製作と放映
○製作したCMの多角的な活用等の
検討
○万引き及び深夜徘徊防止一声運
動の実施（12月中～）
○一声運動の協力店舗の拡大の取
組（～3月）

・非行の入口と言われる「万引き防
止」への関心を高める30秒テレビ
CMを製作し、県内民放3社で1か月
間88本放映（7/1～31）

○協定コンビニ5社との協議を踏ま
え、テレビCMの修正
○テレビCMの放映（7月予定）

・万引き防止テレビCMを民放3局で
放映（8/1～15・27本）
・一声運動啓発テレビCMを民歩3局
で放映（10/1～15・24本）

○万引き防止テレビCMを民放3局で
放映（8月）
○一声運動啓発テレビCMを民歩3
局で放映（10月）

・万引き防止テレビCMを民放3局で
放映（8/1～15・27本）
・一声運動啓発テレビCMを民歩3局
で放映（10/1～15・24本）

○万引き防止テレビCMを民放3局で
放映（8月）
○一声運動啓発テレビCMを民歩3
局で放映（10月）

・テレビCM放映
・万引き及び深夜徘徊防止一声運動の実施
　と参加希望の店舗の拡大

・テレビCM放映
・万引き及び深夜徘徊防止一声運動の実施
　と参加希望の店舗を更に拡大

・テレビCM放映（要検討）
・万引き及び深夜徘徊防止一声運動の実施
　と参加希望の店舗を更に拡大

・テレビCM放映（要検討）
・万引き及び深夜徘徊防止一声運動の実施
　と参加希望の店舗を更に拡大

○万引きによる検挙補導人数がH24
年の90%（240人）以下に抑制され、
その状態が継続できている。
○深夜徘徊による補導人数が、前
年比2％低減を達成している。

児童家庭課 107 万引き防止リーフレット作成等
事業

万引き防止リーフレットを作成
し、成果品を活用した取組を展
開することにより、規範意識を
向上させ、万引きの減少につ
なげる。
万引き防止のCMやコンビニ店
舗における一声運動の取組な
ど他の取組との相乗効果を発
揮させることにより成果につな
げる。

○非行防止対策ネットワーク会議で
リーフレットの内容検討
○各市町村教委、各学校へ発送
○リーフレット活用状況アンケート調
査実施（7月）・取りまとめ（12月）
○万引き及び深夜徘徊防止一声運
動の実施（12月中～）
○一声運動の協力店舗の拡大に向
けた取組（～3月）

・万引き防止のリーフレット4種類（小
学生1～3年生、4～6年生、中学生、
保護者用）を作成し、学校等に配布
　（7月・15万部）
・市町村職員との意見交換（8月）
・コンビニへの現状の聴き取り
　（7月～・46店舗）
・コンビニ4系列への一声運動の取
　組の協力依頼（9月）

○前年度のリーフレット活用状況ア
ンケート調査で意見のあった改善点
を反映して、作成（4月）
○県内全小中学校に配布

・強調箇所の追加やリーフレットの
色の変更など、学校教員からの意
見を踏まえて作成（4～5月）
・県内全小中学校に配布（5月）
・万引き防止リーフレット活用状況調
査の取りまとめ（1月末）

○学校教員からの意見を踏まえて
作成（4～5月）
○県内全小中学校に配布（5月）
○万引き防止リーフレット活用状況
調査の取りまとめ（1月末）

○前年度のリーフレット活用状況ア
　ンケート調査で意見のあった改善
　点を反映した万引きリーフレットを
　作成し、県内全小中学校に配布
　　　　　　　　　　　　　　（4～5月）
○万引き防止リーフレット活用状況
　調査の取りまとめ（3月）

○前年度のリーフレット活用状況ア
　ンケート調査で意見のあった改善
　点を反映した万引きリーフレットを
　作成し、県内全小中学校に配布
　　　　　　　　　　　　　　（4～5月）
○万引き防止リーフレット活用状況
　調査の取りまとめ（1月末）

・学校におけるリーフレットの効果的な活用
の
　ため、年度当初に配布
・万引き及び深夜徘徊防止一声運動の実施
　と参加希望の店舗の拡大

・リーフレットの配布
・万引き及び深夜徘徊防止一声運動の実施
と参加希望の店舗の拡大

・リーフレットの配布（要検討）
・万引き及び深夜徘徊防止一声運動の実施
と参加希望の店舗の拡大

・リーフレットの配布（要検討）
・万引き及び深夜徘徊防止一声運動の実施
　と参加希望の店舗の拡大

○万引きによる検挙補導人数が、
H24年の90%（240人）以下に抑制し、
その状態が継続できている。

児童家庭課 108 万引き及び深夜徘徊防止のた
めの一声運動の実施と参加店
舗の拡大

夜間コンビニに来た小・中・高
校生等に早く家に帰るよう声か
け（ポスター、一声運動対応
シートの活用）を行う。
参加店舗をコンビニ以外に拡
大する。

○非行防止対策ネットワーク会議に
よる事業の検討（夜間実態調査含
む・年間随時）
○非行防止対策ネットワーク会議
で、今後の展開について一定の方
向性の決定（10月）
○万引き及び深夜徘徊防止一声運
動の実施（12月中～）
○一声運動の協力店舗の拡大の取
組（～3月）

【深夜徘徊少年への効果的な具体
策の検討】
・福井県視察（4月）
・非行防止対策ネットワーク会議に
よる検討（11 回）
・夜間実態調査の実施（7月）
・万引き防止CMの中で深夜徘徊防
止を啓発（7月）
・深夜外出禁止のチラシを作成し、
小中高の全保護者へ配布（7月）
・コンビニへの現状の聴き取り
　（7月～・46店舗）
・市町村職員との意見交換（8月）
・生徒指導担当教員（中高各3校）へ
の聴き取り（10月）
【一声運動の実施】
・コンビニ5社と一声運動の協定締
結（12/24）
・全店舗の実施状況の確認（1～3
月）
・一声運動のテレビCMの放映（3月）

○大型量販店、商工会連合会等に
一声運動への協力依頼

・高知商工会議所、県商工会連合会
に取組説明（5月）
・各市町村少年補導育成センターに
一声運動に関する協力依頼
　　　　　　　　　　　　（7/4・11/28）
・一声運動コンビニ強化店舗等（21
店舗）を巡回（9月）
・一声運動啓発テレビCMを民歩3局
で放映（10/1～15・24本）
・県カラオケボックス協会と今後の取
組の連携について協議（11月）
・サニーマート他7社（計124店舗）と
一声運動協定締結（12/24）
・各市町村少年補導育成センター、
中学校補導部会等との連携に向け
た高知市少年補導センター所長と
の協議（2月）

○中学校補導部会等で協力依頼（4
～5月）
○県カラオケボックス協会との連携
による一声運動の取組強化に向
け、総会で協力依頼（5月）
○一声運動参加店舗（高知市内）の
取組状況の把握と協力依頼（5～6
月）
○一声運動新規参加企業（県外資
本スーパー、ドラッグストア等予定）
との協定締結

○中学校補導部会（高知市）、
　高知県補導教員・補導専門職員
　合同連絡協議会等で取組説明及
　び協力依頼（4～5月）
○高知県カラオケボックス協会通
　常総会で取組説明及び協力依頼
　　　　　　　　　　　　　　　　　（5月）
○セブンイレブンと協定締結（11月）
○サンシャイン等一声運動参加企
　業11社に一声運動に関する店内
　放送について検討依頼（1月）
　　→4社から了解を得る
○協同組合帯屋町筋等3組合に一
　声運動に関するアーケード放送に
　ついて検討依頼（1月）
　　→1組合から了解を得る

○当課による高知市内の一声運動
　参加店舗（前回確認時、ポスター
　掲示なし店舗）の取組実施状況の
　把握と協力依頼（5～6月）
○高知県カラオケボックス協会通
　常総会で取組の継続について協
　力依頼（5月）
○高知県補導教員・補導専門職員
　合同連絡協議会等で取組説明及
　び協力依頼（5月）
○高知市ハイヤー協同組合等へ深
　夜徘徊の見守りについて協力依
　頼（6月）
○日本フランチャイズチェーン協会
　主催「SS活動の強化に向けた意
　見交換会高知県大会」で一声運
　動の取組強化について協力依頼
　　　　　　　　　　　　　　　　（6月）
○一声運動新規参加企業（県外資
　本スーパー等予定）との協定締結

・万引き及び深夜徘徊防止一声運動の実施
　と参加希望の店舗の拡大
・学校・警察連絡制度で情報のあった子ども
　への対応徹底（家庭状況の把握と指導の
　徹底）
・県警による高知市内の夜間巡回体制の強
　化
・実態調査・聴き取りの継続

○万引きによる検挙補導人数がH24
年の90%（240人）以下に抑制され、
その状態が継続できている。
○深夜徘徊による補導人数が、前
年比2％低減を達成している。

医事薬務課 109 薬物乱用防止推進事業
薬物乱用対策新五か年戦略
推進事業

若年者が覚醒剤や指定薬物
等の薬物の誘惑をはね返す意
志と勇気を持つことができるよ
う、薬物乱用の恐ろしさに関す
る正しい知識の普及・啓発を
行う。

○薬物乱用防止推進員への研修会
開催
○小・中・高校・大学等での薬物乱
用防止教室の開催
○薬物乱用防止ポスター・標語コン
テストの実施
○「ダメ。ゼッタイ。」６．２６ヤング街
頭キャンペーンの開催
○薬物乱用防止教育研修会の開催
（７月３１日）
○麻薬・覚醒剤乱用防止運動高知
大会の開催

・薬物乱用防止推進員研修会を実
施（県内６ヶ所）
・小学校、中学校、高校、大学、企業
での薬物乱用防止教室を実施（５９
回３７８８人）
・薬物乱用防止ポスター・標語コンテ
ストを実施（応募１３校６９２人）
・「ダメ。ゼッタイ。」６．２６ヤング街
頭キャンペーンを実施（県内１７ヶ
所）
・薬物乱用防止教育研修会の開催
（７月３１日　１４６人参加）
・麻薬・覚醒剤乱用防止運動高知大
会の開催（１１月２７日　４３２人参
加）
・薬物乱用対策推進本部担当者会
及び本部会議を開催し、「高知県薬
物乱用対策第四次五か年戦略」を
策定

○薬物乱用防止推進員への研修会
開催
○小・中・高校・大学等での薬物乱
用防止教室の開催
○薬物乱用防止ポスター・標語コン
テストの実施
○「ダメ。ゼッタイ。」６．２６ヤング街
頭キャンペーンの開催
○大学生に対する薬物乱用防止啓
発
○薬物乱用防止教育研修会の開催
（８月１日予定）

・薬物乱用防止推進員研修会を実
施（県内６ヶ所）
・小学校、中学校、高校、大学、企業
での薬物乱用防止教室を実施（７３
回４３１２人）
・薬物乱用防止ポスター・標語コンテ
ストを実施（応募１８校６９４人）
・「ダメ。ゼッタイ。」６．２６ヤング街
頭キャンペーンを実施（県内２１ヶ
所）
・薬物乱用防止教育研修会の開催
（８月１日　１７５人参加）

○薬物乱用防止推進員への研修会
開催
○小・中・高校・大学等での薬物乱
用防止教室の開催
○薬物乱用防止ポスター・標語コン
テストの実施
○「ダメ。ゼッタイ。」６．２６ヤング街
頭キャンペーンの開催
○大学生に対する薬物乱用防止啓
発
○薬物乱用防止教育研修会の開催
（８月３日予定）
○よりよい生活習慣のために」（高
校生読本）（危険ドラッグの項追加）
配布

・薬物乱用防止推進員研修会を実
施（県内６ヵ所）
・小学校、中学校、高校、大学、企業
での薬物乱用防止教室を実施（７５
回４４６８人）
・薬物乱用防止ポスター・標語コンテ
ストの実施（応募１９校５８６人）
・「ダメ。ゼッタイ。」６．２６ヤング街
頭キャンペーンを実施（県内７ヵ所）
・薬物乱用防止教育研修会の開催
（８月４日　１６６名参加）
・危険ドラッグリーフレット啓発配布
（中学23,955部、高校13,352部、大
学2,200部、成人式6,831部、ハロー
ワーク8,500部等、民生委員1,730
部）
・「よりよい生活習慣のために」（高
校生読本）の配布（7,150部）

○薬物乱用防止推進員への研修会
開催
○小・中・高校・大学等での薬物乱
用防止教室の開催
○薬物乱用防止ポスター・標語コン
テストの実施
○「ダメ。ゼッタイ。」６．２６ヤング街
頭キャンペーンの開催
○大学生に対する薬物乱用防止啓
発
○薬物乱用防止教育研修会の開催
（８月上旬予定）
○高知県薬物乱用対策第四次五か
年戦略幹事会の開催

○関係機関と協力して各中学校・高
等学校で少なくとも年１回の薬物乱
用防止教室を開催している。

■子どもの環境づくり推進計画（第三期）進行管理シート（プラン８　子どもと大人の規範意識を高める取り組み）

担当課 番号 事　　業　　名 事業概要 H２５計画 Ｈ２５実施状況 H２６計画 H２６実施状況 H２７計画 H２７実施状況 H２８計画 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
目標数値または

目指すべき姿（H２９）

・薬物乱用防止推進員への研修会開催

・小・中・高校等での薬物乱用防止教室の開催

・薬物乱用防止ポスター・標語コンテストの実施

・「ダメ。ゼッタイ。」６．２６ヤング街頭キャンペーンの開催
・大学生に対する薬物乱用防止啓発

・薬物乱用防止教育研修会の開催

・薬物乱用防止推進員への研修会開催

・小・中・高校等での薬物乱用防止教室の開催

・薬物乱用防止ポスター・標語コンテストの実施

・「ダメ。ゼッタイ。」６．２６ヤング街頭キャンペーンの開催
・大学生に対する薬物乱用防止啓発

・薬物乱用防止教育研修会の開催

・薬物乱用防止推進員への研修会開催

・小・中・高校等での薬物乱用防止教室の開催

・薬物乱用防止ポスター・標語コンテストの実施

・「ダメ。ゼッタイ。」６．２６ヤング街頭キャンペーンの開催
・大学生に対する薬物乱用防止啓発

・薬物乱用防止教育研修会の開催

取組の充実

リーフレットの配布（児童生徒用・保護者用）

リーフレットを活用したPTA研修等の実施と講師派遣、各学校における情報モラル教育の推進と学習指導案等の資料提供

リーフレットの配付（児童生徒用・保護者用）

ネットフォーラムの実施

リーフレットを活用したPTA研修等の実施と講師派遣、各学校における情報モラル教育の推進と学習指導案等の資料提供

ネットパトロールの実施

児童会・生徒会交流集

会を県内５ブロックで開

児童会・生徒会交流集

会（全県サミット）を開催



■子どもの環境づくり推進計画（第三期）進行管理シート（プラン８　子どもと大人の規範意識を高める取り組み）

担当課 番号 事　　業　　名 事業概要 H２５計画 Ｈ２５実施状況 H２６計画 H２６実施状況 H２７計画 H２７実施状況 H２８計画 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
目標数値または

目指すべき姿（H２９）

小中学校課 110 道徳教育改革プラン

 道徳教育充実プラン(～H27)

拠点地域において、学校間連
携、家庭・地域との連携及び
道徳的実践の指導を強化した
市町村ぐるみの道徳教育を推
進するとともに、拠点地域にお
ける取組を県全体に普及し
て、県全体で家庭・地域と連携
した道徳教育を推進して児童
生徒の道徳性の向上を図る。

○家庭版道徳教育ハンドブックの作
成・配付・活用
○道徳教育地域連携事業（３年間・
４地域指定）による学校間連携、家
庭・地域との連携、道徳的実践の指
導を強化した市町村ぐるみの道徳
教育を推進

○市町村指導事務担当者道徳教育
推進協議会（年間２回）の開催
○小・中学校道徳教育研究協議会
（４会場）の開催
○道徳研修講座の開催
○道徳教育重点推進校・道徳推進
リーダーの成果普及
○道徳教育に関する調査（年間２
回）の実施

○家庭版道徳教育ハンドブック（6万
部）を１１月中に全小・中学校の児
童生徒、教職員等に配付予定。
○４指定地域における13校に、延べ
88回の支援訪問
道徳参観日（全22校が実施）

○市町村指導事務担当者道徳教育
推進協議会　２回開催
○小・中学校道徳教育研究協議会
（４会場）の開催（参加者総数：248
名）
○道徳研修講座の開催・・・7/25実
施（希望参加者：102名）
○道徳教育重点推進校・道徳推進
リーダーの成果普及・・・道徳研修講
座、道徳教育研究協議会にて、実践
発表やグループ協議での助言・指
導を行った。
○道徳教育に関する調査・・・５月、
12月実施

○道徳教育用教材活用推進事業
（小4校、中4校指定）による「私たち
の道徳」、「ふるさとの志」、道徳教
育ハンドブック「家庭で取り組む　高
知の道徳」を活用して道徳の時間の
充実と道徳教育の推進
○授業で使える教材（「ふるさとの
志」の場面絵）を配付
○道徳教育地域連携事業（３年間・
４地域指定）による学校間連携、家
庭・地域との連携、道徳的実践の指
導を強化した市町村ぐるみの道徳
教育を推進
○市町村指導事務担当者道徳教育
推進協議会（年間２回）の開催
○小・中学校道徳教育研究協議会
（小４校、中３校が会場）の開催
○道徳研修講座の開催
○道徳教育に関する調査（年間２
回）の実施

○道徳教育用教材活用推進校8校
に、延べ75回の支援訪問
○授業で使える教材（「ふるさとの
志」の場面絵）を全小・中学校に配
付・・・８月
○４指定地域における15校に、延べ
99回の支援訪問
○市町村指導事務担当者道徳教育
推進協議会・・・5～7月、2/3実施
○小・中学校道徳教育研究協議会
（４会場）の開催・・・10～12月実施
（参加者総数：393名）
○道徳研修講座の開催・・・7/28実
施（希望参加者：102名）
○道徳教育に関する調査・・・５月、
12月実施

○道徳教育パワーアップ研究協議
会の開催
○全小・中学校教員に「道徳実践事
例集」を配付
○道徳教育地域連携事業（３年間・
４地域指定）による学校間連携、家
庭・地域との連携、道徳的実践の指
導を強化した市町村ぐるみの道徳
教育を推進
○市町村指導事務担当者道徳教育
推進協議会（年間２回）の開催
○小・中学校道徳教育研究協議会
（小４校、中３校が会場）の開催
○道徳研修講座の開催
○第２期道徳推進リーダーの育成
○道徳教育に関する調査（年間２
回）の実施

○道徳教育パワーアップ研究協議
会・・・１１５名の参加
○全小・中学校教員に「道徳実践事
例集」を配付・・・Ｈ２８年２月
○４指定地域における15校への支
援訪問（延べ７５回）及び研究発表
会の開催（参加総数：７７１名）
○市町村指導事務担当者道徳教育
推進協議会・・・5～7月、2/２実施
○小・中学校道徳教育研究協議会
（４会場）の開催・・・10～12月実施
（参加者総数：33０名）
○道徳研修講座の開催・・・7/28実
施（希望参加者：５２名）
○第２期道徳推進リーダーの育
成・・・集合研修８回・認定１３名
○道徳教育に関する調査・・・５月、
12月実施

○道徳教育パワーアップ研究協議
会
の開催（年間２回）
○市町村指導事務担当者道徳教育
推進協議会の開催（年間２回）
○道徳科研究指定校事業
　・２年間指定
　・指定校10校
　・教科化への対応を柱とした道徳
教
　　育の推進（指導方法・評価等）
○小・中学校道徳教育研究協議会
の開催（４会場）
○道徳研修講座の開催
○第２期道徳推進リーダーの育成・
活用
　・集合研修：年間８回
　・受講者：１５名
○道徳教育に関する調査の実施
（年間２回）

○家庭版道徳教育ハンドブックの活用
○道徳教育地域連携事業による学校間連
携、家庭・地域との連携、道徳的実践の指導
を強化した市町村ぐるみの道徳教育を推進

○市町村指導事務担当者道徳教育推進協
議会（年間２回）の開催
○小・中学校道徳教育研究協議会（４会場）
の開催
○道徳研修講座の開催
○道徳教育重点推進校・道徳推進リーダー
の成果普及
○道徳教育に関する調査（年間２回）の実施

○　「特別の教科　道徳」の実施（小30年度・
中31年度）に向けて、指定校における多様な
指導方法の工夫等による道徳授業の研究や
成果普及を行うことで、 「特別の教科　道徳」
の趣旨の周知及び、各学校等での道徳教育
の充実を図り、児童生徒の道徳性を養う。
　・道徳科研究指定校事業
　・パワーアップ研究協議会
　・市町村指導事務担当者道徳教育推進協議
会
　・小・中学校道徳教育研究協議会
　・道徳研修講座の開催
　・第２期道徳推進リーダーの育成・活用
　・道徳教育に関する調査の実施

○県全体の児童生徒の道徳性「自
分にはよいところがある」「将来の夢
や目標をもっている」「学校のきまり
を守っている」 「近所の人に会ったと
 きはあいさつをしている」の向上。
○県内全小・中学校の全学級にお
ける道徳授業公開率の向上
（100%）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（H27
末）

○児童生徒の道徳性が一層高ま
る。
<全国学力・学習状況調査の質問紙
>
　・「自分にはよいところがある」
　・「将来の夢や目標をもっている」
　・「学校のきまりを守っている」
肯定的な回答が全国平均＋２ポイ
ント
○道徳の授業を全学級で公開した
学校の割割合…小中学校ともに１０
０％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（H28

少子対策課 111 子ども条例推進事業 「子ども条例」の目的及び基本
理念を広め、子どもたちが健
やかに育つ環境づくりを推進
する。
子どもの環境づくり推進委員
会を通じて進捗管理を行う。

○子ども条例の施行による、子ども
の環境づくり推進計画（第三期）の
策定
○子どもの環境づくり推進委員会
（第四期：任期 2年目）の開催

○子ども条例フォーラムの開催

○子どもの環境づくり推進計画（第
三期）の策定（パブリックコメント実
施）

○子どもの環境づくり推進委員会
（第四期）の開催
　・第５回　6/16
　・第６回　8/5
　・第７回　9/23
　・第８回　3/22

○子ども条例フォーラムの開催
　・8/20　中央部（イオンモール高
知）
　・10/6　東部（安芸商工会館）
　・12/22　西部（四万十市立中央公
民館）

○子どもの環境づくり推進委員会
（第四期、第五期）の開催
・第９回　6月7日
（第五期）
・第１回　９月予定
・第２回　３月予定

○子ども条例フォーラムの開催

○子どもの環境づくり推進委員会
（第四期）の開催
　・第９回　6/16

○第五期子ども委員の選任
　　（子ども委員：3名）

○子どもの環境づくり推進委員会
（第五期）の開催
　・第１回　10/13

○子ども条例フォーラムの開催
　・12/23　高新文化ホール

○子どもの環境づくり推進委員会
（第五期）の開催

○子ども条例フォーラムの開催

○子どもの環境づくり推進委員会
（第五期）の開催
　・第２回　6/7
　・第３回　8/30

○子ども条例フォーラムの開催
　（実施名称：こうち子ども未来
フォーラム）
　・11/23　高知市文化プラザかる
ぽーと

○子どもの環境づくり推進委員会
（第五期）の開催
　・第４回（6月予定）
　・第５回（9月予定）

○第六期子ども委員の選任

○子どもの環境づくり推進委員会
（第六期）の開催
　・第１回（2月予定）

○子ども条例フォーラムの開催

○庁内各部局や子どもの環境づくり
推進委員会との連携により、子ども
の環境づくり推進計画（第三期）の
取り組みが着実に進んでいる。

○子ども条例フォーラムの開催、各
種媒体やイベントにおける広報活動
の成果として、子ども条例の認知度
がアップしている。

第四期に向けた検討及び、改訂作業
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第六期

子どもの環境づくり推進委員会

フォーラムの開催など、子ども条例の内容や目指すものを広める取組

取組の充実取組の充実

取組の充実

成果の普及

取組の充実

成果の普及



私学・大学支
援課

112 私立学校人権教育指導事業 私立学校における人権教育の
推進を図るため、私立学校訪
問による助言・指導や研修会
の開催等を高知県人権啓発セ
ンターに委託する。

○人権教育指導員の学校訪問によ
る助言・指導
○各学校での人権教育に係る研修
の実施
○高知県私立小中高等学校人権教
育研究協議会（人権教育推進を目
的に私学教員で組織する団体）の運
営支援

○学校訪問
○人権教育研修会
　・管理職研修（5/30）
　・人権教育基礎講座(8/2）
　・人権教育主任研修会（10/17）
○私立小中高等学校人権教育研究
協議会主催研修会の支援
　・第１回（5/30）　・第２回（8/23）
　・第３回（11/20）　・第４回（3/7）

○人権教育指導員の学校訪問によ
る助言・指導
○各学校での人権教育に係る研修
の実施
○高知県私立小中高等学校人権教
育研究協議会（人権教育推進を目
的に私学教員で組織する団体）の運
営支援

○学校訪問 64回
○人権教育研修会
　・管理職研修（5/30）
　・人権教育基礎講座(8/7）
　・人権教育主任研修会（10/16）

○私立小中高等学校人権教育研究
協議会主催研修会の支援
　・第１回（5/30）　・第２回（8/28）
　・第３回（11/20）　・第４回（3/6）
　・若手職員研修（檮原塾）(10/11)

○人権教育指導員の学校訪問によ
る助言・指導

○高知県私立小中高等学校人権教
育研究協議会（人権教育推進を目
的に私学教員で組織する団体）の運
営支援

○人権教育に関する情報の収集や
提供

○学校訪問 51回
○人権教育研修会
　・管理職研修（5/13）
　・人権教育基礎講座(8/6）
　・人権教育主任研修会（10/15）

○私立小中高等学校人権教育研究
協議会主催研修会の支援
　・第１回（5/26）　・第２回・新任者
（8/18）　・第３回（11/13）　・第４回
（3/4）

 参加者延人数　384人

○人権教育指導員の学校訪問によ
る助言・指導
○教員等を対象とした人権教育に
係る研修の実施

○高知県私立小中高等学校人権教
育研究協議会（人権教育推進を目
的に私学教員で組織する団体）の運
営支援

○人権教育に関する情報の収集や
提供

○私立学校教員の人権感覚が磨か
れ、児童生徒の発達段階に応じた、
人権尊重の理解やこれが体得され
るような適正な支援がなされてい
る。

教育政策課 113 人権教育研修費 人権教育を推進するため、幼
稚園・保育所、学校及び地域
において教職員等の実践につ
ながる理論や取組について研
修を実施し、教職員等の指導
力の向上を図るとともに、児童
生徒理解や授業実践力を高め
るための実践交流と授業研究
を実施することにより人権教育
の充実を図る。

○人権教育セミナー
○人権教育授業研究講座
○人権教育実践スキルアップ講座
○小中学校人権教育主任研修
○県立学校人権教育主任研修

○人権教育セミナー
（7/30　8/12　8/13　8/20）
７つの人権課題別の講義
○人権教育授業研究講座
（9/6　10/31　11/15）
校種別に研究授業・研究協議
○人権教育実践スキルアップ講座
（7/25.26　12/27）
授業計画等の作成と人権学習につ
いての講義
○小中学校人権教育主任研修
（2/4・7・14・17・18・21・25）
課題提起及び協議
○県立学校人権教育主任研修
（1/27・28・31）
課題提起及び協議

○人権教育セミナー
○人権教育授業研究講座
○人権教育実践スキルアップ講座
○小中学校人権教育主任研修
○県立学校人権教育主任研修

○人権教育セミナー
（7/30，8/5，8/19，8/26）
※8/4は台風により中止
８つの人権課題別の講義
※8/4中止のため
○人権教育授業研究講座
（9/17，11/20，11/21）
校種別に研究授業・研究協議
○人権教育実践スキルアップ講座
（7/23・24，12/26）
授業計画等の作成と人権学習につ
いての講義
○小中学校人権教育主任研修
（2/4・6・10・16・17・19・24）
課題提起及び協議
○県立学校人権教育主任研修
（1/20・26・27）
課題提起及び協議

○人権教育セミナー
○人権教育授業研究講座
○人権教育実践スキルアップ講座
○小中学校人権教育主任研修
○県立学校人権教育主任研修

○人権教育セミナー
（8/4，8/7，8/18，8/26，8，27）
※高知県人権施策基本方針ー第1次改定
版ーの「身近な人権課題ごとの推進方針」
に示された11の人権課題のうち、「女性」
を除いた10の人権課題について課題別講
義を実施
○人権教育授業研究講座
（11/13，11/27，12/10）
・校種別に研究授業・研究協議
○人権教育実践スキルアップ講座
（7/24，7/27，1/5）
・授業計画及び学習指導案の作成
・総合的な学習の時間と人権教育の関連
についての講義
○小中学校人権教育主任研修
（2/2・5・9・15・16・19・23）
・課題提起及び協議
○県立学校人権教育主任研修
（1/19・25・26）
・課題提起及び協議

○人権教育セミナー
○人権教育授業研究講座
○人権教育実践スキルアップ講座
○小中学校人権教育主任研修
○県立学校人権教育主任研修

（前年度末）
具体的な人権課題の実態を確認し、情報収
集や講師の選定を行う。

（本年度）
各研修を実施する。

（年度末）
○研修評価を踏まえ、研修内容の検討
（テーマや人権課題、講師、日程、予算）
○次年度の計画

（前年度末）
具体的な人権課題の実態を確認し、情報収
集や講師の選定を行う。

（本年度）
各研修を実施する。

（年度末）
○研修評価を踏まえ、研修内容の検討
（テーマや人権課題、講師、日程、予算）
○次年度の計画

各研修を実施する。

（年度末）
○研修評価を踏まえ、研修内容の検討
（テーマや人権課題、講師、日程、予算）
○次年度の計画

各研修を実施する。

（年度末）
○研修評価を踏まえ、研修内容の検討
（テーマや人権課題、講師、日程、予算）
○次年度の計画

○子どもの自尊感情を育むために、
教職員の人権感覚を磨くとともに、
人権教育を基盤とした授業づくりや
学級経営が行われるようになる。

人権教育課 114 人権作文募集事業 子どもたちが、さまざまな人権
課題に関する考えや意見を作
文にまとめることによって、人
権尊重の重要性や必要性につ
いて理解を深め豊かな人権感
覚を育むとともに、作文に書か
れたそれぞれの意見を広報す
ることによって人権意識の高
揚を図る。

○人権作文を募集する。
１．対象：小学校５・６年生、中学生・
高校生。特別支援学校の小学部５・
６年生、中学部・高等部の生徒。
２．作文の内容：日常の家庭生活、
学校生活、グループ活動あるいは
地域社会とのかかわりの中で得た
体験などを通じて、基本的人権の重
要性、必要性について考えたことな
ど。
３．各学校５編以内の応募。

・人権作文募集依頼　4/15～
・募集ポスター配付　５月
・募集締め切り　9/20
・1次審査　9/24、２次審査 10/2,3、
３次審査　10/15
・表彰式 12/7、新聞掲載 12/8、ラジ
オ放送　１２月
・作品集配付　３月

応募数446編（昨年度より19編減）
応募校数118校（昨年度と同じ）
取組総数8591編（昨年度より339編
増）

○人権作文を募集する。
１．対象：小学校５・６年生、中学生・
高校生。特別支援学校の小学部５・
６年生、中学部・高等部の生徒。
２．作文の内容：日常の家庭生活、
学校生活、グループ活動あるいは
地域社会とのかかわりの中で得た
体験などを通じて、基本的人権の重
要性、必要性について考えたことな
ど。
３．各学校５編以内の応募。

・人権作文募集依頼　4/15～
・募集ポスター配付　５月
・募集締め切り　9/19
・1次審査　9/24、２次審査 10/2,3、
３次審査　10/14
・表彰式 12/6、新聞掲載 12/7、ラジ
オ放送　１２月
・作品集配付　３月

応募数451編（昨年度より５編増）
応募校数131校（昨年度より13校増）
取組総数8534編（昨年度より57編
減）

○人権作文を募集する。
１．対象：小学校５・６年生、中学生・
高校生。特別支援学校の小学部５・
６年生、中学部・高等部の生徒。
２．作文の内容：日常の家庭生活、
学校生活、グループ活動あるいは
地域社会とのかかわりの中で得た
体験などを通じて、基本的人権の重
要性、必要性について考えたことな
ど。
３．選定作品数の基準により、各学
校の取組総数に応じて応募する作
品を選定する。

・人権作文募集依頼　4/14～
・募集ポスター配付　５月
・募集締め切り　9/17
・1次審査　9/24、２次審査 10/2,5、
３次審査　10/13
・表彰式 12/6（じんけんふれあい
フェスタ）、新聞掲載 12/7、ラジオ放
送　12/7,8,9
・作品集配付　３月

応募校数129校（昨年度より2校減）
取組総数9385編（昨年度より592編
増）

高知市に生徒指導スーパーバイ
ザー６名を学校へ派遣。

○進捗状況の確認（毎月の活動報
告所の確認）

○生徒指導スーパーバイザー定例
会を実施（高知市）

○人権作文を書いたり、作品を読ん
だりすることを通して、人権に関する
知的理解が進む。また、豊かな人権
感覚が育まれることにより、自他を
大切にし人権が尊重される社会づく
りに向けた実践行動ができる児童生
徒が育成される。

障害保健福祉
課

115 「心の輪を広げる体験作文」
「障害者週間のポスター」募集
事業

障害や障害者に対する県民の
理解と認識を深め障害者福祉
の増進を図るため、体験作文
やポスターを募集し、優秀な作
品は「障害者週間の集い」にお
いて表彰する。

○平成25年度「心の輪を広げる体
験作文」及び「障害者週間のポス
ター」募集
　　募集チラシ配布部数　1900枚
○入賞作品の内閣府への推薦
○「障害者週間の集い」式典での入
賞者の表彰

○平成25年度「心の輪を広げる体
験作文」及び「障害者週間のポス
ター」募集（9月6日締切）
　　募集チラシ配布部数　1611枚
（各関係機関に配布依頼文書を6月
２４日送付）
○入賞作品の内閣府への推薦
（推薦文書を９月２７日送付）
○「障害者週間の集い」式典（12月8
日開催）での入賞者の表彰

○平成26年度「心の輪を広げる体
験作文」及び「障害者週間のポス
ター」募集
　　募集チラシ配布部数　1900枚
○入賞作品の内閣府への推薦
○「障害者週間の集い」式典での入
賞者の表彰

○平成26年度「心の輪を広げる体
験作文」及び「障害者習慣のポス
ター」募集（９月５日締切）
　　募集チラシ配布部数　1590枚
（各関係機関に配布依頼文書を７月
７日送付）
○入賞作品の内閣府への推薦
(推薦文書を９月26日送付）
○「障害者週間の集い」式典（12月７
日開催）での入賞者の表彰

○平成27年度「心の輪を広げる体
験作文」及び「障害者週間のポス
ター」募集
　　募集チラシ配布部数　1900枚
○入賞者作品の内閣府への推薦
○「障害者週間の集い」式典での入
賞者の表彰

○平成27年度「心の輪を広げる体
験作文」及び「障害者習慣のポス
ター」募集（９月４日締切）
　　募集チラシ配布部数　700枚
（各関係機関に配布依頼文書を６月
２６日送付）
○入賞作品の内閣府への推薦
(推薦文書を９月30日送付）
○「障害者週間の集い」式典（12月6
日開催）での入賞者の表彰

○平成28年度「心の輪を広げる体
験作文」及び「障害者週間のポス
ター」募集
　　募集チラシ配布部数　1900枚
○入賞者作品の内閣府への推薦
○「障害者週間の集い」式典での入
賞者の表彰

○作文・ポスターの公募を通じて、
障害や障害のある人に対する理解
と認識が深まっている。

人権課 116 人権啓発研修事業 県民の人権問題に関する理解
と認識を高めるため、気軽に
参加できるイベントの開催や人
権啓発映画のテレビ放映、新
聞へのコラム掲載、講師派遣
等を行う。

○「じんけんフェスタ」、映画放映、テ
レビミニ番組、ハートフルセミナー、
コラム掲載、スポーツ組織と連携協
力した啓発活動、講師派遣等の実
施

○「じんけんフェスタ」12/8
○人権啓発映画のテレビ放映　3回
　　（6/15、9/7、11/9)
○テレビスポットコマーシャルの作
成・放送：11月～12月
○ハートフルセミナー：7～11月
○高知新聞コラム掲載：6月～12月
○スポーツ組織と連携協力した啓発
活動　(6/23、7/19）
○講師派遣：随時

○「じんけんフェスタ」、映画放映、テ
レビミニ番組、テレビスポットコマー
シャルの放送、ハートフルセミナー、
コラム掲載、スポーツ組織と連携協
力した啓発活動、講師派遣等の実
施

○「じんけんフェスタ」12/７
○人権啓発映画のテレビ放映　2回
　　（6/22、11/15)
○テレビミニ番組の制作・放送　６回
（うち子どもの人権　１回）
○テレビスポットコマーシャルの放送
こどもの人権：11月
○ハートフルセミナー：6～11月
○高知新聞コラム掲載：6月～12月
○スポーツ組織と連携協力した啓発
活動　(9/12、11/1）
○講師派遣
 研修回数：154回

○「じんけんフェスタ」、映画放映、テ
レビミニ番組、テレビスポットコマー
シャルの放送、ハートフルセミナー、
コラム掲載、スポーツ組織と連携協
力した啓発活動、講師派遣等の実
施

○「じんけんフェスタ」12/6
○人権啓発映画のテレビ放映　1回
　　（11/22)
○テレビミニ番組の制作・放送　６回
○ハートフルセミナー：6～3月
○高知新聞コラム掲載：6月～12月
（うち子どもの人権　1回）
○スポーツ組織と連携協力した啓発
活動　(7/28、9/27、10/4、10/25）
○講師派遣
 研修回数：162回
（うち子どもの人権 ７回）

○「じんけんフェスタ」、テレビミニ番
組、ハートフルセミナー、コラム掲
載、スポーツ組織と連携協力した啓
発活動、講師派遣等の実施

○人権研修や啓発により、子どもの
人権について子どもも大人も理解が
進んでいる。

人権教育課 - いじめ防止子どもサミット 子どもたちの企画・運営による
サミットの開催を通じて、子ど
もたちの自主的ないじめ防止
の取組を促進するとともに、学
校と家庭、地域が連携していじ
めの根絶に向け取り組むとい
う意識の高揚につなげる。

■いじめ防止子どもサミットの実施
・日時：12月6日（土）　10時～16時
・場所：高知県立県民体育館
・参加対象：県内すべての公立小・
中・高・特別支援学校の児童会・生
徒会代表１名、教員、保護者、一般
県民
・児童生徒を主体とした実行委員会
（年6回実施）による企画・運営

○いじめ防止子どもサミット
・日時：12月6日（土）　10時～16時
・場所：高知県立県民体育館他
・参加者総数　1,444名
　児童生徒721名（小453名、中233
名、高35名）
　大人723名（教員、保護者、一般県
民、来賓等）
・参加学校数　294校
　小学校185校、中学校96校、高等
学校13校
・実行委員会　計6回（6/21，7/12，
8/24，10/19，11/15，2/1）

○児童生徒の自主的ないじめの防
止等の取組や、各市町村で実施す
るいじめ防止に向けた活動等を支
援する。

○香美市子ども会議
・実行委員会への参加(5/9)
・子ども会議への参加(5/16、6/20)
・子どもフェスティバル参加（12/27）
○南国市ドリームトークへの参加
(7/30)
○いじめストップ四万十子どもサミッ
ト
・打合せ会への参加(8/24、10/21)
・実行委員会への参加（10/31、
11/7、11/14）
・いじめストップ四万十子どもサミット
参加（11/28）
○宿毛市きびなごフォーラム
・打合せ会への参加（12/17、12/21）
・宿毛市きびなごフォーラム参加
（1/26）
○高知市中学生サミット参加
（12/19）

○サミット以降、各学校において子
どもたちの主体的ないじめ防止等の
取組が着実に実施される。
○子どもたちだけでなく、県民全体
に「いじめは絶対に許されない」とい
う意識が高まる。

人権教育課 117 児童会・生徒会交流集会（再
掲）

児童生徒が主体となったいじ
め防止等の取組を進めるた
め、県内の小・中・高・特別支
援学校の児童会・生徒会の代
表者が集まり、ネットいじめを
はじめとするいじめ問題等を
テーマに実践交流や協議を行
う。

○児童生徒を対象とした実行委員会の開
催（年間5回）
○教職員等を対象とした準備委員会の開
催（年間5回）
○児童会・生徒会交流集会を県内5ブロッ
クで開催
○交流集会をきっかけに、ネット利用につ
いて学校やPTA、家庭でのルールづくりを
推進

○県内すべての公立小・中学校、高
等学校において、児童会・生徒会を
中心に、ネットいじめをはじめとする
いじめ問題に関する児童生徒が主
体となった取組が推進される。
○県内すべての公立小・中学校、高
等学校において、ネット利用のルー
ルづくりが進む。

人権教育課 118 人権教育推進講座支援事業 市町村において、県民に身近
な人権課題をテーマとして、地
域住民を対象にした参加体験
型の学習会を企画・実施する
ことを通して、市町村の人権教
育及び人権啓発担当者の資
質向上を図る。（東部・中部・西
部教育事務所管内各１市町村
を指定）

○東部（田野町）、中部（土佐町）、
西部（三原村）の３町村を指定し、人
権教育推進講座を実施する。

田野町…3/13「子どもの人権」実
施、3/20「子どもの人権」実施
土佐町…10/13「高齢者の人権」実
施、11/13「子どもの人権」実施、
1/16「人権一般」実施
三原村…10/24、11/15、11/26「高
齢者の人権」実施、12/6「高齢者及
び子どもの人権」実施

○東部（調整中）、中部（仁淀川
町）、西部（大月町）の３市町村を指
定し、人権教育推進講座を実施す
る。

・香美市…9/17「子どもの人権（いじ
め）」実施
・室戸市…3/20「高齢者の人権」実
施
・仁淀川町…9/24「人権問題につい
て」実施、12/3「高齢者の人権」実
施、3/4「子どもの人権」実施
・大月町…11/12「災害と人権」実
施、12/4「パワーハラスメント」実施、
1/8「高齢者の人権」実施

○広く各市町村に呼びかけ、要請の
あったすべての市町村の人権教育
推進講座を支援する。

・香美市…1/27「インターネットによ
る人権侵害」実施
・土佐町…2/9、3/9、3/18「高齢者
の人権」実施
・大月町…9/2「高齢者の人権」実施

○広く各市町村に呼びかけ、要請の
あったすべての市町村の人権教育
推進講座を支援する。
○公民館での高齢者学級や母親学
級などの一コマを人権啓発の場とす
るなどの工夫をする。

○地域のニーズや課題に合った人
権教育推進講座を各市町村の担当
者が企画し、実施することにより、地
域住民（県民）の人権意識の高揚が
図られる。

■子どもの環境づくり推進計画（第三期）進行管理シート（プラン９　子どもの人権に関する理解の促進）

担当課 番号 事　　業　　名 事業概要 H２５計画 Ｈ２５実施状況 H２６計画 H２６実施状況 H２７計画 H２７実施状況 H２８計画 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
目標数値または

目指すべき姿（H２９）

作文・ポスターの募集・表彰

人権教育推進講座支援事業の実施

作文・ポスターの募集・表彰

人権教育推進講座支援事業の実施

私立学校人権教育指導業務私立学校人権教育指導業務

県民への啓発・研修の実施県民への啓発・研修の実施

人権作文募集事業の実施

いじめ防止子どもサミットの実施 児童生徒の自主的ないじめの防止等の取組

や、

各市町村で実施するいじめ防止に向けた活動

児童会・生徒会交流集

会を県内５ブロックで開

児童会・生徒会交流集

会（全県サミット）を開催



■子どもの環境づくり推進計画（第三期）進行管理シート（プラン９　子どもの人権に関する理解の促進）

担当課 番号 事　　業　　名 事業概要 H２５計画 Ｈ２５実施状況 H２６計画 H２６実施状況 H２７計画 H２７実施状況 H２８計画 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
目標数値または

目指すべき姿（H２９）

人権課 119 人権啓発研修事業 地域や企業等の人権研修へ
の講師派遣や、人権啓発に関
わる研修講座を開催する。

○ハートフルセミナー、講師派遣等
の実施

○ハートフルセミナー
・第1回　7/27
・第2回　8/24
・第3回　9/14
・第4回　10/31
・第5回　11/30

○講師派遣
（企業・団体等へ延べ181回派遣）

ハートフルセミナー:6月～11月
講師派遣:随時

○ハートフルセミナー
・第1回　6/28
・第2回　8/23
・第3回　9/27
・第4回　10/18
・第5回　11/22

○講師派遣
 研修回数：154回

ハートフルセミナー:6月～11月（年３
回予定）
講師派遣:随時

○ハートフルセミナー
・第1回　6/27
・第2回　1/16
・第3回　2/21
・第4回　3/6

○講師派遣
 研修回数：162回
（うち子どもの人権 ７回）

ハートフルセミナー:6月～3月（年4回
予定）
講師派遣:随時

○人権研修や講座により、子どもの
人権について地域や企業等の理解
が進んでいる。研修講座の開催・講師派遣の実施研修講座の開催・講師派遣の実施



県民生活・男
女共同参画課

120 女性の自立支援促進事業 子どもを同伴するケースが多
いＤＶ被害者について、母親と
ともに一時保護、または自立
支援施設に入所させ、必要な
支援を行う。

○女性の自立支援促進事業のアウ
トソーシングによる一時保護所及び
自立支援施設の運営と入所者への
必要な支援を行う。

女性の自立支援促進事業のアウト
ソーシングによる一時保護所及び自
立支援施設の運営と入所者への必
要な支援を行った。

○女性の自立支援促進事業のアウ
トソーシングによる一時保護所及び
自立支援施設の運営と入所者への
必要な支援を行う。

女性の自立支援促進事業のアウト
ソーシングによる一時保護所及び自
立支援施設の運営と入所者への必
要な支援を行った。

○女性の自立支援促進事業のアウ
トソーシングによる一時保護所及び
自立支援施設の運営と入所者への
必要な支援を行う。

女性の自立支援促進事業のアウトソーシ
ングによる一時保護所及び自立支援施
設の運営と入所者への必要な支援を
行った。

○女性の自立支援促進事業のアウトソーシ
ングによる一時保護所及び自立支援施設
の運営と入所者への必要な支援を行う。

○アウトソーシングによる、民間のノ
ウハウを生かした一時保護所や自
立支援施設の運営が進み、きめ細
かな被害者支援（同伴児含む）がで
きている。

県民生活・男
女共同参画課

121 ＤＶ被害者支援事業 子どもを同伴するケースが多
いＤＶ被害者について、相談か
ら、一時保護、自立に向けた
支援を行う。
また、ＤＶ被害防止に向けた広
報啓発や相談員等の資質向
上、関係機関と連携した支援
体制整備に取り組む。

●DV問題への理解を深める広報啓
発の実施
・DV相談カード、啓発チラシ・ポス
ターの作成・配布・掲示
・県、市町村広報紙やテレビ・ラジオ
等を活用した広報実施

●多様で対応困難な相談者に対応
できる相談員の資質向上
・専門研修への参加
・困難事例へのスーパーバイズの実
施

●関係機関と連携したDV被害者へ
の支援体制づくり
・ブロック別関係機関連絡会議の実
施
・民間支援団体との連携

●DV問題への理解を深める広報啓
発の実施
　　・DV相談カード、啓発ポスターの
作成（１０月）
　　・市町村広報紙への掲載
　　（１０月～１１月）
　　・テレビでの広報（１２月）

●多様で対応困難な相談者に対応
できる相談員の資質向上
・専門研修への参加
　　　２０回　延べ３３人
・課題に応じた所内研修の実施
　　　４回　延べ４７人
・困難事例へのスーパーバイズ
　の実施　６回

●関係機関と連携したDV被害者へ
の支援体制づくり
　・ブロック別関係機関連絡会議の
開催（１１月～３月）
　・民間支援団体との連携

●DV問題への理解を深める広報啓
発の実施
・DV相談カード、啓発チラシ・ポス
ターの作成・配布・掲示
・県、市町村広報紙やテレビ、ラジオ
等を活用した広報実施

●多様で対応困難な相談者に対応
できる相談員の資質向上
・専門研修への参加
・困難事例へのスーパーバイズの実
施

●関係機関と連携したDV被害者へ
の支援体制づくり
・ブロック別関係機関連絡会議の実
施
・民間支援団体との連携

●DV問題への理解を深める広報啓
発の実施
・民間支援団体と連携した、DV相談
カード、啓発カード・チラシ等の作成
及び配布
・テレビ、ラジオ、広報紙等による啓
発・広報
・公共交通機関車内への啓発・広報
ポスターの掲示

●多様で対応困難な相談者に対応
できる相談員の専門性向上
・専門研修への参加　14回
・所内研修の実施　7回
・困難事例へのｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｽﾞ　3回

●関係機関と連携したDV被害者へ
の支援体制づくり
・ブロック別関係機関連絡会議の開
催（5ブロック）
・ＤＶ被害者支援ネットワーク会議の
開催（20機関・団体、30名）

●DV問題への理解を深める広報啓
発の実施
・広報・啓発物の作成・配布・掲示
・様々な媒体を活用した広報及び啓
発の実施

●多様で対応困難な相談者に対応
できる相談員の専門性向上
・専門研修への参加、実施
・困難事例へのスーパーバイズの実
施

●関係機関と連携したDV被害者へ
の支援体制づくり
・ブロック別関係機関連絡会議、ネッ
トワーク会議の開催によるネット
ワークづくり
・民間支援団体と連携した支援の実
施

●DV問題への理解を深める広報啓発の実施
・民間支援団体と連携した広報啓発の実施（DV
相談カード、啓発カード・チラシ等の作成及び配
布。高知城のパープルライトアップ。）
・各種広報媒体を活用した啓発・広報の実施。
・路面バス車内及び待合所への啓発・広報ポス
ターの掲示

●多様で対応困難な相談者に対応できる相談
員の専門性向上
・専門研修への参加　のべ10人
・所内研修の実施　7回
・困難事例へのｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｽﾞ　4回

●関係機関と連携したDV被害者への支援体制
づくり
・ブロック別関係機関連絡会議の開催（5ブロッ
ク）
・ＤＶ被害者支援ネットワーク会議の開催（23機
関・団体、34名）
・民間シェルターへの補助1ヶ所

●DV問題への理解を深める広報啓発の実
施
・広報・啓発物の作成・配布・掲示
・様々な媒体を活用した広報及び啓発の実
施

●多様で対応困難な相談者に対応できる
相談員の専門性向上
・専門研修への参加、実施
・困難事例へのスーパーバイズの実施

●関係機関と連携したDV被害者への支援
体制づくり
・ブロック別関係機関連絡会議、ネットワー
ク会議の開催によるネットワークづくり
・民間支援団体と連携した支援の実施

○DV被害防止の意識啓発が進むと
ともに、関係機関との連携による被
害者支援（同伴児含む）ができてい
る。

人権教育課 122 子どもの命と心を守り育てる学
校支援事業

専門家（弁護士1名、臨床心理
士4名、退職警察官1名、退職
教員3名）と県教育委員会事務
局職員による緊急学校支援
チームを組織し、公立学校に
おいて、児童生徒の生命に関
わる事案や学校が対応に苦慮
している事案に対して学校へ
派遣し、改善に向けた具体的
な対応等について、専門的な
見地から助言を行う。

○公立学校において、児童生徒の
生命に関わる事案や学校が対応に
苦慮している事案が発生した場合
に、緊急学校支援チームを派遣する

○緊急時の対応マニュアル「児童生
徒の生命に関わる事件・事故後の
対応」（改訂版）の発行

○緊急時の対応マニュアル「児童生
徒の生命に関わる事件・事故後の
対応【事例編】」の発行

◆いじめ事案の発生した学校、保護
者対応に苦慮している学校、虐待事
案が発生した学校等へ緊急学校支
援チームを派遣し、学校が適切な対
応が取れるように支援を行った。

◆緊急時の対応マニュアル「児童生
徒の生命に関わる事件・事故後の
対応」（改訂版）の発行。
◆緊急時の対応マニュアル「児童生
徒の生命に関わる事件・事故後の
対応【事例編】」の発行。

○公立学校において、児童生徒の
生命に関わる事案や学校が対応に
苦慮している事案が発生した場合
に、緊急学校支援チームを派遣する

児童生徒の生命に関わる事案や対
応に苦慮している事案が発生した公
立学校に緊急学校支援チームを派
遣し、学校が適切な対応が取れるよ
うに支援を行った。
・派遣回数27回、180時間

○公立学校において、児童生徒の
生命に関わる事案や学校が対応に
苦慮している事案が発生した場合
に、緊急学校支援チームを派遣す
る。

・対応する問題に合わせて、派遣す
る委員をコーディネートする。

・次期委員候補の臨床心理士を同
行させ、学校への支援の入り方、助
言の仕方等、を学べる機会を設定
する。

児童生徒の生命に関わる事案や対応に
苦慮している事案が発生した公立学校に
緊急学校支援チームを派遣し、学校が適
切な対応が取れるように支援を行った。
・派遣回数20回、113時間

高知市に生徒指導スーパーバイザー６名を
学校へ派遣。

○進捗状況の確認（毎月の活動報告所の
確認）

○生徒指導スーパーバイザー定例会を実
施（高知市）

○緊急事案に対応できる学校の組
織体制が確立している。

児童家庭課 123 家庭支援体制緊急整備促進
事業

児童相談所機能強化事業

児童相談所の運営力を強化す
るとともに、児童問題に関する
職員の専門性の向上を図る。

○児童養護施設との連携強化事
業：外部講師を招へいし児童相談所
から施設に出向いて、施設職員とと
もに処遇困難事例の検討などを行
い、入所児童の自立支援と双方職
員の資質向上を図る。

○児童養護施設でのＣＳＰ研修の実
施：子どもの問題行動に教育的に対
処できるスキルを施設職員に対して
トレーニングすることで、入所児童の
問題行動を減らし、望ましい行動を
効果的にしつけ、良好な施設での生
活を確保する。

○外部講師を招へいしてのＣＳＰ研
修の実施

○施設と児童相談所の心理担当職
員学習会の実施

●外部専門家の招へい
・機能強化アドバイザー：年間20回
・心理職員へのスーパーバイザー：
年間４回
●法的対応力の強化
・弁護士による法的対応の代行とサ
ポート
●児童養護施設との連携強化事業
・児童養護施設７施設で年間15回実
施
●児童養護施設でのＣＳＰ研修の実
施
（１グループ６セッションを単位とし
て、３グループ実施）
・実施施設：愛童園
●関係機関との連絡会議の実施
・警察との連絡協議会：8/2　71名参
加

○児童養護施設との連携強化事
業：外部講師を招へいし児童相談所
から施設に出向いて、施設職員とと
もに処遇困難事例の検討などを行
い、入所児童の自立支援と双方職
員の資質向上を図る。

○児童養護施設でのＣＳＰ研修の実
施：子どもの問題行動に教育的に対
処できるスキルを施設職員に対して
トレーニングすることで、入所児童の
問題行動を減らし、望ましい行動を
効果的にしつけ、良好な施設での生
活を確保する。

○施設と児童相談所児童心理司と
の学習会の実施

●外部専門家の招へい
・機能強化アドバイザー：年間20回
・心理職員へのスーパーバイザー：
年間３回
●法的対応力の強化
・弁護士による法的対応の代行とサ
ポート
●児童養護施設との連携強化事業
・児童養護施設７施設で年間７回実
施
●児童養護施設でのＣＳＰ研修の実
施
・実施施設：希望が丘学園
●関係機関との連絡会議の実施
・警察との連絡協議会：9/26　63名
参加

●外部専門家の招へい
・機能強化アドバイザー：年間20回
・幡多児童心理司アドバイザー年間
４回
●法的対応力の強化
・弁護士による法的対応の代行とサ
ポート
●児童養護施設との連携強化事業
・児童養護施設全施設実施
●児童養護施設でのＣＳＰ研修の実
施
●関係機関との連絡会議の実施
・警察との連絡協議会

●外部専門家の招へい
・機能強化アドバイザー：年間18回
・幡多児童心理司アドバイザー：年間３回
●法的対応力の強化
・弁護士による法的対応の代行とサポー
ト
●児童養護施設との連携強化事業
・児童養護施設6施設で年間12回実施
●児童養護施設でのＣＳＰ研修の実施
・実施施設：児童養護施設
●関係機関との連絡会議の実施
・警察との連絡協議会：9/7

○外部専門家の招へい
・機能強化アドバイザー：年間20回
・幡多児童心理司アドバイザー年間４回
○法的対応力の強化
・弁護士による法的対応の代行とサポート
○児童養護施設との連携強化事業
・児童養護施設全施設実施
○児童養護施設でのＣＳＰ研修の実施
○関係機関との連絡会議の実施
・警察との連絡協議会

○児童養護施設との連携が強化さ
れ、双方職員の専門性が向上し、入
所児童の自立支援の取り組みも向
上している。

児童家庭課 124 児童相談関係機関職員研修
事業
児童福祉司任用資格取得講
習会実施事業
市町村児童虐待防止対策緊
急強化事業

市町村職員の資質向上のため
の研修会や、児童福祉司の任
用資格を有する者を養成する
ために、厚生労働省が定める
講習会を実施する。
また、市町村が行う児童の安
全確認等のための体制強化、
虐待防止対策強化のための広
報啓発や人材育成、体制強化
のための環境改善などの支援
を実施する。

○市町村職員研修（初任者で前期・
後期、中堅者）の実施

○児童福祉司任用資格取得講習会
の実施

○虐待評価シートを活用したケース
見立て・対応力の強化への支援

●職員研修(初任者で前期・後期、
中堅者）の実施

●児童福祉司任用資格取得講習会

●虐待評価シートを活用したケース
見立て・対応力の強化への支援

○市町村職員研修（初任者で前期・
後期、中堅者）の実施

○児童福祉司任用資格取得講習会
の実施

○虐待評価シートを活用したケース
見立て・対応力の強化への支援

●職員研修(初任者で前期・後期、
中堅者）の実施

●児童福祉司任用資格取得講習会

●虐待評価シートを活用したケース
見立て・対応力の強化への支援

○児童福祉司任用資格取得講習会
や職員研修の実施
○出張児童相談所の取組
○検証委員会の提言に対応した支
援強化

●児童福祉司任用資格取得講習会や職
員研修の実施

●出張児童相談所の取組

●検証委員会の提言に対応した支援強
化

○児童福祉司任用資格取得講習会や職員
研修の実施

○市町村管理ケースの援助方針等への個
別の指導・助言

○高知市（要保護児童対策地域協議会）へ
の重点支援

○児童福祉司任用資格取得講習会
や職員研修の実施により、市町村
の体制が強化され、より適切に相談
対応できるようになっている。

児童家庭課 125 児童虐待防止啓発事業
児童虐待予防モデル事業

児童虐待のシンボルであるオ
レンジリボンを活用し、虐待防
止を県民に周知していくための
広報啓発を実施する。
また、児童虐待への予防的取
組の１つとして、保育士や保健
師を対象にした「あまえ療法」
の研修をＮＰＯ法人に委託して
実施する。

○官民協働の高知オレンジリボン
キャンペーンの実施

○児童虐待防止推進月間（11月１
日～11月30日）の広報実施

○児童虐待予防モデル事業(あまえ
療法）の実施

●官民協働の高知オレンジリボン
キャンペーンの実施
　　たすきリレーの実施(雨天中止）
　　イベントのみ実施

●児童虐待推進月間広報CM放送
　　11月に民放３局で放送

●児童虐待予防モデル事業（あまえ
療法）の実施
・保健師や保育士を対象に、悩みや
リスクを持つ妊婦や保護者の対応
研修を実施（須崎市・土佐市・香南
市）

○官民協働の高知オレンジリボン
キャンペーンの実施

○児童虐待防止推進月間（11月１
日～11月30日）の広報実施

○児童虐待予防モデル事業(あまえ
療法）の実施

●官民協働の高知オレンジリボン
キャンペーンの実施
　　たすきリレーの実施(雨天中止）
　　幡多地区講演のみ実施

●児童虐待推進月間広報CM放送
　　11月に民放３局で放送

●児童虐待予防モデル事業（あまえ
療法）の実施
・保健師や保育士を対象に、悩みや
リスクを持つ妊婦や保護者の対応
研修を実施（須崎市・土佐市・香南
市）

○官民協働の高知オレンジリボン
キャンペーンの実施

○児童虐待防止推進月間（11月１
日～11月30日）の広報実施

○児童虐待予防モデル事業(あまえ
療法）の実施

●官民協働の高知オレンジリボンキャン
ペーンの実施
　　11/8たすきリレーの実施 51名

●児童虐待防止推進月間広報CM放送
11月に民放で実施

●児童虐待予防モデル事業(あまえ療
法）の実施
・保健師や保育士を対象に、悩みやリス
クを持つ妊婦や保護者の対応研修を実
施（須崎市・土佐市・香南市）

○官民協働の高知オレンジリボンキャン
ペーンの実施

○児童虐待防止推進月間（11月１日～11月
30日）の広報実施

○児童虐待予防研修事業の実施
・香美市・安芸地区・幡多地区は3年間
・南国市は今年度限り

○虐待防止や通告義務の啓発活動
によって、県民に取組みが浸透し、
早期発見されるケースが増えてい
る。

児童家庭課 126 児童相談連携支援事業
児童相談関係機関職員研修
事業

要保護児童対策地域協議会
の活動強化に向けた支援を実
施する。
また、学校や民生委員・児童
委員などが連携し、虐待の早
期発見や見守り活動を行う地
域支援者会議への支援を実施
する。

○要保護児童対策地域協議会の活
動強化
・ケースの見立てや個別対応力強化
にむけた個別支援や同行訪問の実
施
・積極的な取組みを行っている市町
村をモデル市町村と位置付け、その
取組みをより充実したものとするた
めの支援
・要保護児童対策地域協議会連絡
会議の運営支援

●要保護児童対策地域協議会の活
動強化
・ケースの見立てや個別対応力強化
にむけた個別支援や同行訪問の実
施
・モデル市の香南市の定例会への
児童相談所の参画
・要保護児童対策地域協議会連絡
会議の運営支援
　　　研修会　9/20実施　56名参加
　　　研修会　2/10実施　44名参加

○要保護児童対策地域協議会の活
動強化
・ケースの見立てや個別対応力強化
にむけた個別支援や同行訪問の実
施
・積極的な取組みを行っている市町
村をモデル市町村と位置付け、その
取組みをより充実したものとするた
めの支援
・要保護児童対策地域協議会連絡
会議の運営支援

●要保護児童対策地域協議会の活
動強化
・ケースの見立てや個別対応力強化
にむけた個別支援や同行訪問の実
施
・モデル市の香南市の定例会への
児童相談所の参画
・要保護児童対策地域協議会連絡
会議の運営支援
　　　研修会　9/12実施　51名参加
　　　研修会　1/9実施　25名参加

○要保護児童対策地域協議会の活
動強化
・中央児童相談所への市町村支援
専門監の配置
・地域支援者会議の設置働きかけ
・検証委員会の提言に対応した支援
強化
・要保護児童対策地域協議会連絡
会議の運営支援

●要保護児童対策地域協議会の活動強
化
・中央児童相談所への市町村支援専門
監の配置
・地域支援者会議の設置働きかけ
・検証委員会の提言に対応した支援強化
・要保護児童対策地域協議会連絡会議
の運営支援
　　　研修会　9/17実施　49名参加
　　　研修会　1/15実施　30名参加

○要保護児童対策地域協議会の活動強化
・中央児童相談所への市町村支援担当
チーフの配置
・実務者会議の運営・定着に向けた支援
・要保護児童対策地域協議会連絡会議の
運営支援

○学校や民生委員・児童委員など
の関係機関の連携によって、地域の
中で、要保護児童等の早期発見と、
きめ細かな対応に向けた取り組み
ができつつある。

健康対策課 127 思春期相談センター事業
(PRINK)

思春期の子どもたちが、性に
関する正しい知識を得、責任
ある行動と思いやる心を育む
ため、思春期相談員が中心と
なって性に関する悩み等の相
談対応や、正しい性知識の情
報提供を行う。

○相談事業
・電話及びメール、個別面接（予約
制）相談
○性知識の情報提供・広報
・性の出前講話
・広報用名刺大カードの配布
○各種相談機関の連携

○相談事業
・電話2,699件、メール249件、個別
面接6件
○性知識の情報提供・広報
・小中学校・高等学校での性の出前
講話：20校実施
・性に関する専門講師派遣事業：3
校実施
・名刺大カードの中・高校、県内図書
館や関係機関に約4万枚配布
・高等学校養護部会への情報提供
○各種相談機関との連携

○相談事業
・電話及びメール、個別面接（予約
制）相談
○性知識の情報提供・広報
・性の出前講話
・広報用名刺大カードの配布
○各種相談機関の連携

○相談事業
・電話1,932件、メール110件
○性知識の情報提供・広報
・性に関する専門講師派遣事業：19
校実施
・小中学校・高等学校での性の出前
講話：8校実施
・名刺大カードの中・高校や関係機
関に約2.6万枚配布
○各種相談機関との連携

○相談事業
・電話及びメール相談
○性知識の情報提供・広報
・性に関する専門講師派遣事業
・性の出前講話
・広報用名刺大カードの配布
○各種相談機関の連携

○相談事業
・電話1,681件、メール31件
○性知識の情報提供・広報
・性に関する専門講師派遣事業：20校実施
・中学校・高等学校での性の出前講話：２校実
施
・名刺大カードの中・高校や関係機関に約3.6万
枚配布
・フジグラン高知のテナントスペースに配布物と
して設置
・改訂版思春期ハンドブックを県内高校1年生、
性に関する講師派遣事業を実施した県立高等
学校等、関係機関等に配布
○各種相談機関との連携

○相談事業
・電話及びメール相談
○性知識の情報提供・広報
・性に関する専門講師派遣事業
・性の出前講話
・広報用名刺大カードの配布
・思春期ハンドブックの配布
○各種相談機関の連携

○10代の人工妊娠中絶率が全国レ
ベルに近づく。

○子供に関わる他の相談機関や教
育機関が連携し、子ども支援が行え
る。

■子どもの環境づくり推進計画（第三期）進行管理シート（プラン１０　児童虐待やいじめなどについて相談しやすい仕組みづくりの推進、予防、早期発見、早期対応、再発防止の強化）

担当課 番号 事　　業　　名 事業概要 H２５計画 Ｈ２５実施状況 H２６計画 H２６実施状況 H２７計画 H２７実施状況 H２８計画 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
目標数値または

目指すべき姿（H２９）

学校が苦慮している事案に対して、緊急支援チームを派遣学校が苦慮している事案に対して、緊急支援チームを派遣

児童相談所の組織運営力の強化

専門家によるサポートの強化

児童相談所と施設職員双方の資質向上

関係機関との連携強化

市町村の相談窓口強化への支援

課題を抱える市町村への重点的な支援

課題を抱える市町村への重点的な支援

要保護児童対策地域協議会連絡会議の運営支援
連絡会議のあり方等

について協議 要保護児童対策地域協議会連絡会議の運営支

一時保護所、自立支援施設入所者への支援

DV被害者（同伴児）等への相談、一時保護、自立支援

DV被害防止の広報啓発

関係機関と連携した支援体制づくり

一時保護所、自立支援施設入所者への支援

DV被害者（同伴児）等への相談、一時保護、自立支援

DV被害防止の広報啓発

関係機関と連携した支援体制づくり

電話相談・メール相談・個別面接相談・性に関する専門講師派遣事業・学校への性の出前講

話

他の相談機関や教育委員会との連携により相談対応等を行い、子どもの支援をすすめる

高知オレンジリボン運動の拡充

県の広報媒体等を活用した広報の実施

児童虐待予防モデル事業（あまえ療法）　幡多地区以外（香南市、土佐市、須崎市）へ拡大 児童虐待予防研修事

南国市（H28限り）、香美市・安芸地区・幡多地区（～H30）



■子どもの環境づくり推進計画（第三期）進行管理シート（プラン１０　児童虐待やいじめなどについて相談しやすい仕組みづくりの推進、予防、早期発見、早期対応、再発防止の強化）

担当課 番号 事　　業　　名 事業概要 H２５計画 Ｈ２５実施状況 H２６計画 H２６実施状況 H２７計画 H２７実施状況 H２８計画 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
目標数値または

目指すべき姿（H２９）

生涯学習課 128 若者の学びなおしと自立支援
事業

中学校卒業時及び高校中途
退学時の進路未定者並びに
ニートやひきこもりがちな若者
たちに対して、就学や就労に
向けた支援を行うことで、自立
を促進する。

○若者サポートステーションによる
支援の実施
・訪問支援
・臨床心理士による面談
・就学支援
・キャリアコンサルタントによる就労
支援
・ソーシャルスキルトレーニング
・職場体験等の実施
○関係機関連絡会の実施
・地区別連絡会(6箇所・各1回)
・県連絡会(1回)
○若者キャリア支援セミナー・相談
会の実施(1回)

○若者サポートステーションによる支援の
実施(通年)
・訪問支援
・臨床心理士による面談
・就学支援
・キャリアコンサルタントによる就労支援
・ソーシャルスキルトレーニング
・職場体験等の実施
○広報啓発活動
・高等学校への周知（校長会、副校長・教
頭会、事務長会、教務主任会、進路指
導、生徒指導主事会、人権教育主任会）7
回
○関係機関連絡会の実施
・地区別連絡会　参加者総数265名
  [土長南国地区（6/11）55名、幡多地区
（6/21）47名、安芸郡市地区（6/25）34名、
高知市地区（6/28）43名、高吾１地区
（7/2）36名、高吾２地区（7/9）50名]
○若者キャリア支援セミナー・相談会の実
施(8/21・22)
・参加者数　講演90名　講座Ⅰ52名　講座
Ⅱ37名

○若者サポートステーションによる支援の実施
(通年)
・訪問支援
・臨床心理士による面談
・就学支援
・キャリアコンサルタントによる就労支援
・ソーシャルスキルトレーニング
・職場体験等の実施
○広報啓発活動
・高等学校への周知（校長会、副校長・教頭
会、事務長会、教務主任会、進路指導、生徒
指導主事会、人権教育主任会）
○関係機関連絡会の実施
・県連絡会（2回）
・地区別連絡会(6月～7月)
○若者キャリア支援セミナー・相談会の実施(8
月27・28日)
○「若者はばたけプログラム（ソーシャルスキ
ルトレーニング）」の開発及び普及
・支援プログラムの充実
・指導者用指導書の開発
○若者の身近な場所における支援体制等の構
築
・各市町村の実情に応じた支援の充実及び支
援体制の構築

○若者サポートステーションによる支援の実施
(通年)
・訪問支援
・臨床心理士による面談
・就学支援
・キャリアコンサルタントによる就労支援
・ソーシャルスキルトレーニング
・職場体験等の実施
○広報啓発活動
・高等学校への周知（校長会、副校長・教頭
会、事務長会、教務主任会、進路指導、生徒
指導主事会）6回
○関係機関連絡会の実施
・県連絡会（1回）　参加者数43名
・地区別連絡会 （6地区各1回） 参加者総数
224名
・高等学校担当者会 （6地区各1回）参加者総
数45名
○若者キャリア支援セミナー・相談会の実施(8
月27・28日) 参加者数　講演68名　講座Ⅰ150
名　講座Ⅱ134名
○「若者はばたけプログラム（ソーシャルスキ
ルトレーニング）」の開発及び普及　プログラム
数16

○若者の身近な場所における支援体制等の構
築
・各市町村の実情に応じた支援の充実及び支
援体制の構築　市町村訪問２市

○若者サポートステーションによる支援の実施
(通年)
・訪問支援
・臨床心理士による面談
・就学支援
・キャリアコンサルタントによる就労支援
・ソーシャルスキルトレーニング
・職場体験等の実施
○若者サポートステーションと高等学校の連携
した早期支援の実施
○広報啓発活動
・学校及び関係機関への周知（中学校、高等
学校、市町村教育委員会、その他関係機関）
○関係機関連絡会の実施
・県連絡会（1回）
・地区別連絡会(6月～7月)
○若者キャリア支援セミナー・相談会の実施(8
月18・19日)
○若者はばたけプログラム活用研修の実施
東部・中部・西部（3会場各4回）
○若者の身近な場所における支援体制等の構
築
・各市町村の実情に応じた支援の充実及び支
援体制の構築

○若者サポートステーションによる支援の実施(通年)
・訪問支援
・臨床心理士による面談
・就学支援
・キャリアコンサルタントによる就労支援
・ソーシャルスキルトレーニング
・職場体験等の実施
○若者サポートステーションと高等学校の連携した早期
支援の実施　県立高校5校での出張相談、セミナー、情報
交換会、家庭訪問等の実施
○広報啓発活動
・学校及び関係機関への周知（中学校、高等学校、市町
村教育委員会、その他関係機関）
○関係機関連絡会の実施
・県連絡会（1回）参加者総数39名
・地区別連絡会(6地区)参加者総数220名
・高等学校担当者会（6地区）参加者総数52名
○若者キャリア支援セミナー・相談会の実施(8月18・19
日)
参加者数　講演94名　講座Ⅰ58名　講座Ⅱ56名
◯若者はばたけプログラム活用研修の実施
東部・中部・西部（3会場各4回）
参加者数　東部会場67名　中部会場220名　西部会場
120名
◯若者の身近な場所における支援体制等の構築
・各市町村の実情に応じた支援の充実及び支援体制の
構築
県内8市町村での出張相談会の実施

○若者サポートステーションによる支援の実施(通年)
・訪問支援
・臨床心理士による面談
・就学支援
・キャリアコンサルタントによる就労支援
・ソーシャルスキルトレーニング
・職場体験等の実施
○若者サポートステーションと高等学校の連携した早期
支援の実施
○広報啓発活動
・学校及び関係機関への周知（中学校、高等学校、市町
村教育委員会、その他関係機関）
○関係機関連絡会の実施
・県連絡会（1回）
・地区別連絡会(6月～7月)
○若者キャリア支援セミナー・相談会の実施(2日間)
◯若者はばたけプログラム活用研修の実施
・初級講座　東部・中部・西部（3会場各3回、実践報告会
1回）
・指導者養成講座（5回）
◯若者の身近な場所における支援体制等の構築
・アウトリーチ型支援による若者に身近な場所での支援
の充実及び支援体制の構築

○多くの若者が社会的に自立する。
○市町村レベルの若者支援に係る
ネットワークが構築されるとともに、
市町村や様々な支援機関が支援プ
ログラムを活用することにより、若者
の身近な地域で支援ができている。

【成果目標】※Ｈ27年度
○若者サポートステーション
　・累積登録者数2,036人
　・累積進路決定者率52.2％以上
【H27実績】
　・累積登録者数1,834人
　・累積進路決定者率54.4％

人権教育課 129 スクールカウンセラー等活用
事業

臨床心理の専門的な知識・技
能を有するスクールカウンセ
ラー等を活用することにより、
児童生徒や保護者等が抱える
課題への的確な見立てを行う
とともに、課題の解消に向けた
効果的な支援を実践する。
また、スクールカウンセラー等
の配置拡充を推進するととも
に、スクールカウンセラー等の
さらなる専門性の向上及び学
校・スクールソーシャルワー
カー等との連携を強化する。
※「スクールカウンセラー等」
スクールカウンセラー及びスクール
カウンセラーに準ずる者を指す

○220校（小学校102校、中学校92
校、高校13校、特別支援学校13校）
に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催
○スクールカウンセラー等連絡協議
会の開催
○スクールカウンセラー等研修講座
の開催（年間6回）

○220校（小学校102校、中学校92
校、高校13校、特別支援学校13校）
に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催（6/11）
○スクールカウンセラー等連絡協議
会の開催（6/11）
○スクールカウンセラー等研修講座
の開催（6/23  7/7  10/20）

○246校（小学校113校、中学校107
校、高校13校、特別支援学校13校）
に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催
○スクールカウンセラー等連絡協議
会の開催
○スクールカウンセラー等研修講座
の開催（年間6回）

○246校（小学校113校、中学校107
校、高校13校、特別支援学校13校）
に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催（7/18）
○スクールカウンセラー等連絡協議
会の開催（6/6）
○スクールカウンセラー等研修講座
の開催（年間6回 6/29，7/6，
10/19，11/30，12/21，1/25）

○255校（小学校135校、中学校107
校、高校10校、特別支援学校3校）
に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催
○スクールカウンセラー等連絡協議
会の開催
○スクールカウンセラー等研修講座
の開催（年間6回）

○２55校（小学校1３５校、中学校107校、
高校１０校、特別支援学校３校）に配置
○スクールカウンセラー・スクールソー
シャルワーカー合同研修会の開催（１２/
２５）
○スクールカウンセラー等連絡協議会の
開催（6/4・5）
○スクールカウンセラー等研修講座の開
催（年間6回 6/2１、7/１２、10/1８、11/２
９、12/2０、1/2４）

○３２４校（小学校1６６校、中学校107校、
高校３７校、特別支援学校１４校）に配置
○スクールカウンセラー・スクールソーシャ
ルワーカー合同研修会の開催（５ブロック、
６日間）
○スクールカウンセラー等研修講座の開催
（年間6回）

○児童生徒の問題行動等生徒指導
上の諸問題に関する調査において、
児童生徒の不登校、暴力行為、中
途退学の状況を全国平均まで改善
する。
○各学校において予防と対処の両
面から生徒指導に組織的に取り組
む体制が強化されている。
○高知県内公立中学校100％配置。
○高知県内公立小学校70％配置。
○各学校の教職員のカウンセリング
マインドが高まっている。

人権教育課 - 心の教育アドバイザー等活用
事業

臨床心理の専門的な知識・技
能を有する心の教育アドバイ
ザー等を活用することにより、
児童生徒や保護者等が抱える
課題への的確な見立てを行う
とともに、課題の解消に向けた
効果的な支援を実践する。
また、心の教育アドバイザー等
の配置拡充を推進するととも
に、心の教育アドバイザー等
のさらなる専門性の向上及び
学校・スクールソーシャルワー
カー等との連携を強化する。
※「心の教育アドバイザー等」
心の教育アドバイザー及び心の教
育アドバイザーに準ずる者を指す

○23校（高校22校、特別支援学校1
校）に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催
○スクールカウンセラー等連絡協議
会の開催
○スクールカウンセラー等研修講座
の開催（年間6回）

○23校（高校23校）に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催（6/11）
○スクールカウンセラー等連絡協議
会の開催（6/11）
○スクールカウンセラー等研修講座
の開催（6/23  7/7  10/20）

○24校（高校24校）に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催
○スクールカウンセラー等連絡協議
会の開催
○スクールカウンセラー等研修講座
の開催（年間6回）

○24校（高校24校）に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催（7/18）
○スクールカウンセラー等連絡協議
会の開催（6/6）
○スクールカウンセラー等研修講座
の開催（年間6回 6/29，7/6，
10/19，11/30，12/21，1/25）

○38校（高校27校,特別支援学校11
校）に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催
○スクールカウンセラー等連絡協議
会の開催
○スクールカウンセラー等研修講座
の開催（年間6回）

○38校（高校27校,特別支援学校11校）に
配置
○スクールカウンセラー・スクールソー
シャルワーカー合同研修会の開催
（12/25）
○スクールカウンセラー等連絡協議会の
開催（6/４・５）
○スクールカウンセラー等研修講座の開
催（年間6回 6/2１、7/12、10/18、11/29、
12/20、1/24）

○児童生徒の問題行動等生徒指導
上の諸問題に関する調査において、
児童生徒の不登校、暴力行為、中
途退学の状況を全国平均まで改善
する。
○各学校において予防と対処の両
面から生徒指導に組織的に取り組
む体制が強化されている。
○高知県内高等、特別支援学校
100％配置。
○各学校の教職員のカウンセリング
マインドが高まっている。

人権教育課 130 スクールソーシャルワーカー活
用事業

教育・福祉に関する専門的な
知識・技能を有するスクール
ソーシャルワーカーを活用する
ことにより、児童生徒の置かれ
た環境への働きかけを行い、
効果的な支援を実践する。
また、スクールソーシャルワー
カーの配置拡充を推進すると
ともに、スクールソーシャル
ワーカーのさらなる専門性の
向上及び学校・スクールカウン
セラー等との連携を強化する。

○24市町村（39人）及び3県立中学
校に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催
○スクールソーシャルワーカー連絡
協議会の開催
○スクールソーシャルワーカーブ
ロック別研修会の開催（3ブロック）
○スーパーバイザーによるスクール
ソーシャルワーカーへの指導・助言
（適宜）

○24市町村（39人）及び3県立中学
校に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催（6/11）
○スクールソーシャルワーカー連絡
協議会の開催（6/11）
○スクールソーシャルワーカーブ
ロック別研修会の開催（9/10、
9/12、9/13）
○スーパーバイザーによるスクール
ソーシャルワーカーへの指導・助言
（必要に応じて適宜実施）

○25市町村（42人）及び3県立中学校に配
置
○スクールカウンセラー・スクールソーシャ
ルワーカー合同研修会の開催
○スクールソーシャルワーカー連絡協議
会の開催
○スクールソーシャルワーカーブロック別
研修会の開催（3ブロック）
○スーパーバイザーによるスクールソー
シャルワーカーへの指導・助言（適宜）

○25市町村（42人）及び3県立中学校に配
置
○スクールカウンセラー・スクールソーシャ
ルワーカー合同研修会の開催(7/18)
○スクールソーシャルワーカー連絡協議
会の開催(6/13）
○スクールソーシャルワーカーブロック別
研修会の開催(9/16 9/17 9/18)
○スーパーバイザーによるスクールソー
シャルワーカーへの指導・助言（必要に応
じて適宜実施）

○27市町村（60人）、うち県単配置15人
県立学校9校（中高一貫3校、高校5校、特
別支援学校1校）
○スクールカウンセラー・スクールソーシャ
ルワーカー合同研修会の開催
○スクールソーシャルワーカー連絡協議
会の開催
○スクールソーシャルワーカーブロック別
研修会の開催（3ブロック）
○スーパーバイザーによるスクールソー
シャルワーカーへの指導・助言（適宜）

○27市町村（60人）、うち県単配置
15人
県立学校9校（中高一貫3校、高校5校、特別支
援学校1校）
○スクールカウンセラー・スクールソーシャル
ワーカー合同研修会の開催(12/25)
○スクールソーシャルワーカー連絡協議会の開
催(6/12、12/25）
○スクールソーシャルワーカーブロック別研修
会の開催(10/2、10/5、10/8)
○スーパーバイザーによるスクールソーシャル
ワーカーへの指導・助言（必要に応じて適宜実
施）

○29市町村（62人）、うち県単配置15人
県立学校13校（中高一貫3校、高校7校、特別支援
学校3校）
○スクールカウンセラー・スクールソーシャルワー
カー合同研修会の開催（５ブロック、６日間）
○スクールソーシャルワーカー連絡協議会の開催
○スーパーバイザーによるスクールソーシャル
ワーカーへの指導・助言（適宜）

○児童生徒の問題行動等生徒指導
上の諸問題に関する調査において、
児童生徒の不登校、暴力行為の状
況を全国平均まで改善する。
○各学校において予防と対処の両
面から生徒指導に組織的に取り組
む体制が強化されている。
○配置する市町村を拡げ、配置人
数を増員させる。県立中学校では配
置を継続する。厳しい状況にある高
校、特別支援学校へ再配備する。

人権教育課 131 ２４時間電話相談事業 悩みを抱える児童生徒や保護
者等が、夜間、休日を含め24
時間電話相談ができる体制を
整え、早期対応による児童生
徒のよりよい成長を支援する。

○午前９時から午後９時は心の教
育センターにおいて対応（土日含
む）
○午後９時から午前９時、祝日、休
日、年末年始の電話相談業務を民
間事業者に委託
○相談員の相談対応スキルを高め
るため研修会の実施（年間８回）

○午前９時から午後９時は心の教
育センターにおいて対応（土日含
む）
○午後９時から午前９時、祝日、休
日、年末年始の電話相談業務を民
間事業者に委託
○相談員の相談対応スキルを高め
るため研修会の実施（年間８回）

○午前９時から午後９時は心の教
育センターにおいて対応（土日除く）
○午後９時から午前９時、土日、祝
日、休日、年末年始の電話相談業
務を民間事業者に委託
○相談員の相談対応スキルを高め
るため研修会の実施（年間８回）

○午前９時から午後９時は心の教
育センターにおいて対応（土日除く）
○午後９時から午前９時、土日、祝
日、休日、年末年始の電話相談業
務を民間事業者に委託し相談に対
応
総相談件数810件
○相談員の相談対応スキルを高め
るため研修会の実施（年間８回）

○月～金の午前９時から午後５時
は心の教育センターにおいて対応
（祝日を除く）。それ以外は、民間事
業者に委託
○相談員の相談対応スキルを高め
るため研修会の実施（年間３回）

○月～金の午前９時から午後５時は心の
教育センターにおいて対応（祝日を除
く）。それ以外は、民間事業者に委託し相
談に対応
総相談件数804件
○相談員の相談対応スキルを高めるた
め研修会の実施（年間８回）

○月～金の午前９時から午後５時は心の教
育センターにおいて対応（祝日を除く）。そ
れ以外は、民間事業者に委託
○相談員の相談対応スキルを高めるため
研修会の実施（年間11回）

○相談員の相談対応スキルが高ま
り、相談者の悩みや不安をより軽減
できるようになる。
○年間を通しての電話相談が可能
な体制を維持する。

人権教育課 132 心の教育センター相談事業 いじめや不登校をはじめとす
る子どもの悩みや、子どもの
教育に関する悩み、発達上の
課題や行動上の諸問題につい
て相談に応じ、よりよい成長を
図るため、来所相談、出張教
育相談、電話相談、Ｅメール相
談を実施している。

○相談チラシ、電話相談カード（小１
～高３）を配付、広報活動の拡充
○来所相談、出張教育相談の実施
○電話、メール相談の実施
○保護者の交流の場（やまももの
会）年間10回の実施
○子育て講演会の実施
○不登校児童生徒を大学生が訪問
するスマイルふれんど制度の実施
○教育支援センター連絡協議会（年
３回）の実施

○相談チラシを配付する等、広報活
動の拡充
○例年より配付時期を早め、5月上
旬配付
 ・電話相談カード84,400枚
○小中学校ＰＴＡ広報紙にも掲載
し、広報活動を充実
○来所、出張教育相談　延2,068件
○電話、メール相談　1,371件
○やまももの会　10回開催
○子育て講演会の実施（参加者7１
名）
○教育支援センター連絡協議会３
回開催

○相談チラシ、電話相談カード（小１～高３）を
配付、広報活動の拡充
○来所相談、出張教育相談の実施
○24時間電話相談
○メール相談の実施
○保護者の交流の場（やまももの会）年間10回
の実施
○子育て講演会の実施（年２回）
○不登校児童生徒を大学生が訪問するスマイ
ルふれんど制度の実施
○教育支援センター連絡協議会（年３回）の実
施

○学校や地域に相談チラシを配付するととも
に、広報誌などさまざまな媒体を活用した広報
活動の拡充
○電話相談カード84,500枚。5月上旬配付
○来所、出張教育相談　延1.886件
○24時間電話相談  810件
○メール相談　318件
○やまももの会　10回開催
○子育て講演会の年間2回実施（参加者延べ
142名）
○教育支援センター連絡協議会　３回開催（延
べ75名参加）

○相談チラシ、電話相談カード（小１～高３）を
配付、広報活動の拡充
○来所相談、出張教育相談の実施
○24時間電話相談
○メール相談の実施
○保護者の交流の場（やまももの会）年間10回
の実施
○子育て講演会の実施（年２回）
○不登校児童生徒を大学生が訪問するスマイ
ルふれんど制度の実施
○教育支援センター連絡協議会（年３回）の実
施

○学校や地域に相談チラシを配付するとともに、広報
誌などさまざまな媒体を活用した広報活動の拡充
○電話相談カード83,500枚。４月下旬配付
○来所、出張教育相談　延1,767件
○24時間電話相談　804件
○メール相談の実施　139件
○保護者の交流の場（やまももの会）年間10回の実
施
○子育て講演会の年間2回実施（参加者延べ134名）
○教育支援センター連絡協議会３回開催（延べ７9名
参加）

○スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワー
カーの常駐化
○相談チラシ、電話相談カード（小１～高３）の配付やコ
ンビニに置くなど、広報活動の拡充
○来所相談、出張教育相談の実施
○24時間電話相談
○メール相談の実施
○保護者の交流の場（やまももの会）年間10回の実施
○子育て講演会の実施（年２回）
○不登校児童生徒を大学生が訪問するスマイルふれん
ど制度の実施
○教育支援センター連絡協議会（年３回）の実施
○教育相談関係機関連絡協議会（年２回）の実施

○教育相談体制の充実を図るととも
に、広報活動を進めることにより、高
等学校を中心に相談件数が増加し
ている。その中で、学校復帰率が上
昇するとともに、進路保障や社会的
自立が進んでいる。

人権教育課 - 心の教育センター電話相談事
業

悩みを抱える児童生徒や保護
者等が、夜間、休日を含め24
時間電話相談ができる体制を
整え、早期対応による児童生
徒のよりよい成長を支援する。

○午前９時から午後９時は心の教
育センターにおいて対応（土日含
む）
○午後９時から午前９時、祝日、休
日、年末年始の電話相談業務を民
間事業者に委託
○相談員の相談対応スキルを高め
るため研修会の実施（年間８回）

○午前９時から午後９時は心の教
育センターにおいて対応（土日含
む）
○午後９時から午前９時、祝日、休
日、年末年始の電話相談業務を民
間事業者に委託
○相談員の相談対応スキルを高め
るため研修会の実施（８回）

平成26年度より、24時間電話相談
事業に一本化する。

障害保健福祉
課

133 ひきこもり地域支援センター事
業

ひきこもり地域支援センターに
おいて、関係機関のネットワー
クの連携強化を図るとともに、
ひきこもり自立支援対策に必
要な情報を提供し、相談支援
体制の充実を図る。

○ひきこもり地域支援センターを中心とした相
談機関のネットワークの構築・強化
(1)関係機関連絡会議の開催
(2)若者サポートステーションとの情報交換会
（勉強会・事例検討会含む）の開催
(3)市町村のケース会議への技術支援・援助
（いの町　毎月1回、須崎市、幡多地域　各年3
回）
(4)センターにおける相談支援の充実
○人材育成
(1)市町村の保健師や地域活動支援センター
職員等を対象とした人材養成研修等を実施
○居場所づくり
(1)家族サロンや青年期の集いの開催
(2)圏域ごとの集いの場（居場所・交流の場）の
開設への支援
○個別支援の充実
(1)訪問支援による本人及び家族の支援や事
例検討会の開催
(2)SST（全5回）、WRAP（全4回）による訓練の
実施
(3)データベースを活用した支援方法等の検討
(4)多職種チームによるアウトリーチ（訪問）型
支援の実施
○普及啓発の促進
(1)啓発用パンフレットの作成・配布
(2)ひきこもり普及啓発地域研修会の開催

○ひきこもり地域支援センターへのコーディネー
ター（精神保健福祉士2名）の配置
(1)(2)関係機関連絡会議（8月・2月）、若者サポート
ステーションとの情報交換会・学習会の定期的開
催の他、日常的な情報交換ができている。
(3)いの町１２回、須崎市６回、幡多５回
(4)３月末相談実績（電話68件、来所754件、計822
件）
○人材育成
(1)市町村の保健師や地域活動支援センター職員
等を対象とした人材養成研修等の実施（４回）
○居場所づくり
(1)家族サロンや青年期の集いの開催
　・家族サロン　毎週火曜日
　・青年期の集い　毎週水曜＋第2・第4金曜日の
月6回開催
(2)圏域ごとの集いの場（居場所・交流の場）の開
設　（いの町、黒潮町、四万十市）
○個別支援の充実
(1)訪問支援による本人及び家族の支援や事例検
討会の開催
(2)SST（５回）、WRAP（4回）の実施
(3)データベースを活用した支援方法等の検討
(4)多職種チームによるアウトリーチ（訪問）型支援
の実施
　・病院１か所（チーム　杜の風）　実７件支援
　・事業所１か所（チーム　ポンテ）　実５件支援
○普及啓発の促進
(1)啓発用パンフレットの作成・配布
　・3,000部作成　市町村、コンビニ等配布
(2)ひきこもり普及啓発地域研修会の開催
　・11月開催

○ひきこもり地域支援センターを中心とした相
談機関のネットワークの構築・強化
(1)関係機関連絡会議の開催
(2)若者サポートステーションとの情報交換会
（勉強会・事例検討会含む）の開催
(3)市町村のケース会議への技術支援・援助
（いの町　毎月1回、須崎市　年6回、幡多地域
年５回）
(4)センターにおける相談支援の充実
○人材育成
(1)市町村の保健師や教育支援センター職員
等を対象とした人材養成研修等を実施
○居場所づくり
(1)家族サロンや青年期の集いの開催
(2)圏域ごとの集いの場（居場所・交流の場）の
開設への支援（いの町、黒潮町、四万十市＋１
か所）
○個別支援の充実
(1)訪問支援による本人及び家族の支援や事
例検討会の開催
(2)SST（全5回）、WRAP（全５回）による訓練の
実施
○普及啓発の促進
(1)啓発用パンフレットの配布
(2)ひきこもり普及啓発地域研修会の開催

○ひきこもり地域支援センターを中心とした相
談機関のネットワークの構築・強化
(1)関係機関連絡会議の開催（6月・10月・2月）
(2)若者サポートステーションとの情報交換会
（勉強会・事例検討会含む）の開催（6回）
(3)市町村のケース会議への技術支援・援助
（いの町　10回、須崎市　6回、幡多　5回）
(4)センターにおける相談支援の充実（相談実
績：電話95件、来所752件、計847件）
・市町村による温度差はあるが、個別支援に向
けた体制が整いつつある。
・新規来所相談者が半数（実数ベース）を占め
るなど、徐々に広がりをみせている。
○人材育成
(1)市町村の保健師や教育支援センター職員
等を対象とした人材養成研修等を実施（4回）
○居場所づくり
(1)家族サロンや青年期の集いの開催
・家族サロン　毎週火曜日
・青年期の集い　毎週水曜＋第2・第4金曜日
の月6回開催
(2)圏域ごとの集いの場（居場所・交流の場）の
開設への支援（いの町、黒潮町、四万十市、宿
毛市）
○個別支援の充実
(1)訪問支援による本人及び家族の支援や事
例検討会の開催
(2)SST（全5回）、WRAP（全５回）による訓練の
実施
○普及啓発の促進
(1)啓発用パンフレットの配布
(2)ひきこもり普及啓発地域研修会の開催

○ひきこもり地域支援センターを中心とした相
談機関のネットワークの構築・強化
(1)関係機関連絡会議の開催（年3回）
(2)若者サポートステーションとの情報交換会
（勉強会・事例検討会含む）の開催（年6回）
(3)市町村のケース会議への技術支援・援助
（いの町　年10回、須崎市　年6回、幡多　年５
回）
(4)センターにおける相談支援の充実
○人材育成
(1)市町村の保健師や教育支援センター職員
等を対象とした人材養成研修等を実施
○居場所づくり
(1)家族サロンや青年期の集いの開催
(2)圏域ごとの集いの場（居場所・交流の場）の
開設への支援（2ヶ所）
○個別支援の充実
(1)訪問支援による本人及び家族の支援や事
例検討会の開催
(2)社会体験活動、WRAP（全５回）による訓練
の実施
○普及啓発の促進
(1)啓発用パンフレットの配布
(2)ひきこもり普及啓発地域研修会の開催

○ひきこもり地域支援センターを中心とした相談機関の
ネットワークの構築・強化
(1)関係機関連絡会議の開催（6月・10月・2月）
(2)若者サポートステーションとの情報交換会（勉強会・事
例検討会含む）の開催（6回）
(3)市町村のケース会議への技術支援・援助（いの町　9
回、須崎市　6回、幡多　4回）
(4)センターにおける相談支援の充実（相談実績：電話59
件、来所939件、計998件）
・市町村による温度差はあるが、個別支援に向けた体制
が整いつつある。
・新規来所相談者が半数（実数ベース）を占めるなど、
徐々に広がりをみせている。
○人材育成
(1)市町村の保健師や教育支援センター職員等を対象と
した人材養成研修等を実施（4回）
○居場所づくり
(1)家族サロンや青年期の集いの開催
・家族サロン　毎週火曜日
・青年期の集い　毎週水曜＋第2・第4金曜日の月6回開
催
(2)圏域ごとの集いの場（居場所・交流の場）の開設への
支援（高知市、黒潮町、宿毛市）
○個別支援の充実
(1)訪問支援による本人及び家族の支援や事例検討会の
開催
(2)社会体験活動（のべ9名参加）、WRAP（全５回）による
訓練の実施
○普及啓発の促進
(1)啓発用パンフレットの配布
(2)ひきこもり普及啓発地域研修会の開催（2月）

○ひきこもり地域支援センターを中心とした相談機関の
ネットワークの構築・強化
(1)関係機関連絡会の開催（年1回）、実践研修部会（年2
回）
(2)若者サポートステーションとの情報交換会（勉強会・
事例検討会含む）の開催（年5回）
(3)市町村のケース会議への技術支援・援助（いの町
年10回、須崎市　年7回、幡多　年5回）
(4)センターにおける相談支援の充実
○人材育成
(1)市町村の保健師や教育支援センター職員等を対象と
した人材養成研修等を実施（年3回）
○居場所づくり
(1)家族サロンや青年期の集いの開催
(2)圏域ごとの集いの場（居場所・交流の場）の開設への
支援（3ヶ所）
○個別支援の充実
(1)訪問支援による本人及び家族の支援や事例検討会
の開催
(2)社会体験活動、WRAP（全4回）による訓練の実施
○普及啓発の促進
(1)啓発用パンフレットの配布
(2)ひきこもり普及啓発地域研修会の開催（年1回）

○ひきこもり状態にある人や家族を
支援する体制が強化され、身近な地
域で適切な支援先や医療機関の受
診が可能になることで、早期のひき
こもり状態にある人の社会参加や自
立につながっている。

スクールカウンセラーの配置拡充及び人材の確保

スクールカウンセラーの専門性の向上及び学校・スクールソーシャルワーカー等との連携強化

スクールカウンセラー等による教職員向けカウンセリングマインドを高める研修等の実施

スクールソーシャルワーカーの配置拡充及び人材の確保

スクールソーシャルワーカーの専門性の向上及び学校・スクールカウンセラー等との連携強化

24時間電話相談事業の継続

・教育相談活動の充実

継続した取り組み

H26～

「24時間電話相談事業」に一本化

継続した取り組み

スクールカウンセラーの配置拡充及び人材の確保

スクールカウンセラーの専門性の向上及び学校・スクールソーシャルワーカー等との連携強化

スクールカウンセラー等による教職員向けカウンセリングマインドを高める研修等の実施

スクールソーシャルワーカーの配置拡充及び人材の確保

スクールソーシャルワーカーの専門性の向上及び学校・スクールカウンセラー等との連携強化

24時間電話相談事業の継続

・教育相談活動の充実

H26～

「24時間電話相談事業」に一本化

若者サポートステーションによる支援
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心の教育アドバイザーの配置拡充及び人材の確保

心の教育アドバイザーの専門性の向上及び学校・スクールソーシャルワーカー等との連携強化

心の教育アドバイザー等による教職員向けカウンセリングマインドを高める研修等の実施

「スクールカウンセラー等活用事業」に統合

（小規模作業所）

圏域ごとの開設に向けた支援。本人の居場所・交流の場を身近な場所

につくる。

目標：平成２７年度末までに５箇所
　　　　現在：作業所2ヶ所（いの町、黒潮町）

　　　　　　　　 居場所2ヶ所（四万十市、宿毛市）



■子どもの環境づくり推進計画（第三期）進行管理シート（プラン１０　児童虐待やいじめなどについて相談しやすい仕組みづくりの推進、予防、早期発見、早期対応、再発防止の強化）

担当課 番号 事　　業　　名 事業概要 H２５計画 Ｈ２５実施状況 H２６計画 H２６実施状況 H２７計画 H２７実施状況 H２８計画 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
目標数値または

目指すべき姿（H２９）

児童家庭課 134 家庭支援電話相談事業 家庭及び地域における児童養
育を支援するために、電話に
よる相談援助活動を行う。

○電話による相談業務「子どもと家
庭の１１０番」を委託して実施。

「子どもと家庭の110番」を社会福祉
法人みその児童福祉会に委託。

○電話による相談業務「子どもと家
庭の１１０番」を委託して実施。

「子どもと家庭の110番」を社会福祉
法人みその児童福祉会に委託。

○電話による相談業務「子どもと家
庭の１１０番」を委託して実施。

「子どもと家庭の110番」を社会福祉法人
みその児童福祉会に委託。

○電話による相談業務「子どもと家庭の１１
０番」を委託して実施。

○悩みを持つ子どもや親等に、電話
相談によって、適切な援助ができて
いる。

人権教育課 135 生徒指導推進事業 児童生徒の非行、問題行動等
の早期発見や緊急時の対応を
行う人材（教員OB等)を派遣す
るなど市町村教育委員会の取
組を支援する。

○生徒指導推進事業による生徒指
導推進協力員・学校相談員（10市町
に10名）、生徒指導スーパーバイ
ザー（高知市に6名）を学校へ派遣。

○進捗状況の確認（10市町、高知
市）

○生徒指導スーパーバイザー定例
会（高知市）を実施

○生徒指導推進協力員・学校相談
員連絡協議会を実施

◆生徒指導推進協力員・学校相談
員（１０市町に１０名）、生徒指導
スーパーバイザー（高知市に６名）
を、生徒指導上の諸問題の対応に
苦慮する学校へ派遣
◆管内の学校の実態把握に努め、
特に支援の必要な学校を選定
◆生徒指導スーパーバイザー定例
会を開催
・高知市以外の１０市町の活動内容
と、高知市の活動内容の情報交換
・複数校にまたがる事案の対応につ
いて、学校間の連携の必要性や、学
校への働きかけについての確認
◆生徒指導推進協力員・学校相談
員連絡協議会を開催（H25.7.19)
・情報交換、協議・事業のねらいを
再確認した。

生徒指導推進事業による生徒指導
推進協力員・学校相談員（9市町に9
名）、生徒指導スーパーバイザー
（高知市に6名）を学校へ派遣。

○進捗状況の確認（9市町、高知市）

○生徒指導スーパーバイザー定例
会を実施（高知市）

○生徒指導推進協力員・学校相談
員連絡協議会を実施（9月下旬）

◆生徒指導推進協力員・学校相談員（9市
町に9名）、生徒指導スーパーバイザー
（高知市に６名）を、生徒指導上の諸問題
の対応に苦慮する学校へ派遣
◆管内の学校の実態把握に努め、特に支
援の必要な学校を選定
◆生徒指導スーパーバイザー定例会を開
催
・高知市以外の9市町の活動内容と、高知
市の活動内容の情報交換
◆生徒指導推進協力員・学校相談員連絡
協議会を開催（H26.10.10)
・情報交換、協議・事業のねらいを再確認
した。

生徒指導推進事業による生徒指導推進協
力員・学校相談員（5市町に5名）、生徒指
導スーパーバイザー（高知市に6名）を学
校へ派遣。

○進捗状況の確認（5市町、高知市）

○生徒指導スーパーバイザー定例会を実
施（高知市）

○生徒指導推進協力員・学校相談員連絡
協議会を実施（10月）

◆生徒指導推進協力員・学校相談員（５市町に
５名）、生徒指導スーパーバイザー（高知市に６
名）を、生徒指導上の諸問題の対応に苦慮する
学校へ派遣
◆管内の学校の実態把握に努め、特に支援の
必要な学校を選定
◆生徒指導スーパーバイザー定例会を開催
・高知市以外の５市町の活動内容と、高知市の
活動内容の情報交換
◆生徒指導推進協力員・学校相談員連絡協議
会を開催（H27.４、H28.1)
・情報交換、協議・事業のねらいを再確認した。

＊生徒指導推進協力員・学校相談員の配置
は、事業見直しによりH２７年度で廃止

高知市に生徒指導スーパーバイザー６名を
学校へ派遣。

○進捗状況の確認（毎月の活動報告所の
確認）

○生徒指導スーパーバイザー定例会を実
施（高知市）

○各学校において予防と対処の両
面から生徒指導に組織的に取り組
む体制が強化されている。

人権教育課 136 スクールカウンセラー等活用
事業

臨床心理の専門的な知識・技
能を有するスクールカウンセ
ラー等を活用することにより、
児童生徒や保護者等が抱える
課題への的確な見立てを行う
とともに、課題の解消に向けた
効果的な支援を実践する。
また、スクールカウンセラー等
の配置拡充を推進するととも
に、スクールカウンセラー等の
さらなる専門性の向上及び学
校・スクールソーシャルワー
カー等との連携を強化する。
※「スクールカウンセラー等」
スクールカウンセラー及びスクール
カウンセラーに準ずる者を指す

○220校（小学校102校、中学校92
校、高校13校、特別支援学校13校）
に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催
○スクールカウンセラー等連絡協議
会の開催
○スクールカウンセラー等研修講座
の開催（年間6回）

○220校（小学校102校、中学校92
校、高校13校、特別支援学校13校）
に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催（6/11）
○スクールカウンセラー等連絡協議
会の開催（6/11）
○スクールカウンセラー等研修講座
の開催（6/23  7/7  10/20）

○246校（小学校113校、中学校107
校、高校13校、特別支援学校13校）
に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催
○スクールカウンセラー等連絡協議
会の開催
○スクールカウンセラー等研修講座
の開催（年間6回）

○246校（小学校113校、中学校107
校、高校13校、特別支援学校13校）
に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催（7/18）
○スクールカウンセラー等連絡協議
会の開催（6/6）
○スクールカウンセラー等研修講座
の開催（年間6回 6/29，7/6，
10/19，11/30，12/21，1/25）

○255校（小学校135校、中学校107
校、高校10校、特別支援学校3校）
に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催
○スクールカウンセラー等連絡協議
会の開催
○スクールカウンセラー等研修講座
の開催（年間6回）

○２55校（小学校1３５校、中学校107校、
高校１０校、特別支援学校３校）に配置
○スクールカウンセラー・スクールソー
シャルワーカー合同研修会の開催（１２/
２５）
○スクールカウンセラー等連絡協議会の
開催（6/4・5）
○スクールカウンセラー等研修講座の開
催（年間6回 6/2１、7/１２、10/18、
11/29、12/20、1/24）

○３２４校（小学校1６６校、中学校107校、
高校３７校、特別支援学校１４校）に配置
○スクールカウンセラー・スクールソーシャ
ルワーカー合同研修会の開催（５ブロック、
６日間）
○スクールカウンセラー等研修講座の開催
（年間6回）

○児童生徒の問題行動等生徒指導
上の諸問題に関する調査において、
児童生徒の不登校、暴力行為、中
途退学の状況を全国平均まで改善
する。
○各学校において予防と対処の両
面から生徒指導に組織的に取り組
む体制が強化されている。
○高知県内公立中学校100％配置。
○高知県内公立小学校70％配置。
○各学校の教職員のカウンセリング
マインドが高まっている。

人権教育課 - 心の教育アドバイザー等活用
事業

臨床心理の専門的な知識・技
能を有する心の教育アドバイ
ザー等を活用することにより、
児童生徒や保護者等が抱える
課題への的確な見立てを行う
とともに、課題の解消に向けた
効果的な支援を実践する。
また、心の教育アドバイザー等
の配置拡充を推進するととも
に、心の教育アドバイザー等
のさらなる専門性の向上及び
学校・スクールソーシャルワー
カー等との連携を強化する。
※「心の教育アドバイザー等」
心の教育アドバイザー及び心の教
育アドバイザーに準ずる者を指す

○23校（高校22校、特別支援学校1
校）に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催
○スクールカウンセラー等連絡協議
会の開催
○スクールカウンセラー等研修講座
の開催（年間6回）

○23校（高校23校）に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催（6/11）
○スクールカウンセラー等連絡協議
会の開催（6/11）
○スクールカウンセラー等研修講座
の開催（6/23  7/7  10/20）

○24校（高校24校）に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催
○スクールカウンセラー等連絡協議
会の開催
○スクールカウンセラー等研修講座
の開催（年間6回）

○24校（高校24校）に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催（7/18）
○スクールカウンセラー等連絡協議
会の開催（6/6）
○スクールカウンセラー等研修講座
の開催（年間6回 6/29，7/6，
10/19，11/30，12/21，1/25）

○38校（高校27校,特別支援学校11
校）に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催
○スクールカウンセラー等連絡協議
会の開催
○スクールカウンセラー等研修講座
の開催（年間6回）

○38校（高校27校,特別支援学校11校）に
配置
○スクールカウンセラー・スクールソー
シャルワーカー合同研修会の開催
（12/25）
○スクールカウンセラー等連絡協議会の
開催（6/４・５）
○スクールカウンセラー等研修講座の開
催（年間6回 6/21、7/12、10/18、11/29、
12/20、1/24）

○児童生徒の問題行動等生徒指導
上の諸問題に関する調査において、
児童生徒の不登校、暴力行為、中
途退学の状況を全国平均まで改善
する。
○各学校において予防と対処の両
面から生徒指導に組織的に取り組
む体制が強化されている。
○高知県内高等、特別支援学校
100％配置。
○各学校の教職員のカウンセリング
マインドが高まっている。

人権教育課 137 スクールソーシャルワーカー活
用事業

教育・福祉に関する専門的な
知識・技能を有するスクール
ソーシャルワーカーを活用する
ことにより、児童生徒の置かれ
た環境への働きかけを行い、
効果的な支援を実践する。
また、スクールソーシャルワー
カーの配置拡充を推進すると
ともに、スクールソーシャル
ワーカーのさらなる専門性の
向上及び学校・スクールカウン
セラー等との連携を強化する。

○24市町村（39人）及び3県立中学
校に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催
○スクールソーシャルワーカー連絡
協議会の開催
○スクールソーシャルワーカーブ
ロック別研修会の開催（3ブロック）
○スーパーバイザーによるスクール
ソーシャルワーカーへの指導・助言
（適宜）

○24市町村（39人）及び3県立中学
校に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催（6/11）
○スクールソーシャルワーカー連絡
協議会の開催（6/11）
○スクールソーシャルワーカーブ
ロック別研修会の開催（9/10、
9/12、9/13）
○スーパーバイザーによるスクール
ソーシャルワーカーへの指導・助言
（必要に応じて適宜実施）

○25市町村（42人）及び3県立中学
校に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催
○スクールソーシャルワーカー連絡
協議会の開催
○スクールソーシャルワーカーブ
ロック別研修会の開催（3ブロック）
○スーパーバイザーによるスクール
ソーシャルワーカーへの指導・助言
（適宜）

○25市町村（42人）及び3県立中学
校に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催（7/18）
○スクールソーシャルワーカー連絡
協議会の開催（6/13）
○スクールソーシャルワーカーブ
ロック別研修会の開催（9/16，
9/17，9/18）
○スーパーバイザーによるスクール
ソーシャルワーカーへの指導・助言
（必要に応じて適宜実施）

○27市町村（60人）、うち県単配置
15人
県立学校9校（中高一貫3校、高校5
校、特別支援学校1校）
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催
○スクールソーシャルワーカー連絡
協議会の開催
○スクールソーシャルワーカーブ
ロック別研修会の開催（3ブロック）
○スーパーバイザーによるスクール
ソーシャルワーカーへの指導・助言
（適宜）

○27市町村（60人）、うち県単配置
15人
県立学校9校（中高一貫3校、高校5校、
特別支援学校1校）
○スクールカウンセラー・スクールソー
シャルワーカー合同研修会の開催
(12/25)
○スクールソーシャルワーカー連絡協議
会の開催(6/12、12/25）
○スクールソーシャルワーカーブロック別
研修会の開催(10/2、10/5、10/8)
○スーパーバイザーによるスクールソー
シャルワーカーへの指導・助言（必要に
応じて適宜実施）

○29市町村（62人）、うち県単配置15人
県立学校13校（中高一貫3校、高校7校、特
別支援学校3校）
○スクールカウンセラー・スクールソーシャ
ルワーカー合同研修会の開催（５ブロック、
６日間）
○スクールソーシャルワーカー連絡協議会
の開催
○スーパーバイザーによるスクールソー
シャルワーカーへの指導・助言（適宜）

○児童生徒の問題行動等生徒指導
上の諸問題に関する調査において、
児童生徒の不登校、暴力行為の状
況を全国平均まで改善する。
○各学校において予防と対処の両
面から生徒指導に組織的に取り組
む体制が強化されている。
○配置する市町村を拡げ、配置人
数を増員させる。県立中学校では配
置を継続する。厳しい状況にある高
校、特別支援学校へ再配備する。

人権教育課 138 子どもの命と心を守り育てる学
校支援事業

専門家（弁護士1名、臨床心理
士4名、退職警察官1名、退職
教員3名）と県教育委員会事務
局職員による緊急学校支援
チームを組織し、公立学校に
おいて、児童生徒の生命に関
わる事案や学校が対応に苦慮
している事案に対して学校へ
派遣し、改善に向けた具体的
な対応等について、専門的な
見地から助言を行う。

○公立学校において、児童生徒の
生命に関わる事案や学校が対応に
苦慮している事案が発生した場合
に、緊急学校支援チームを派遣する

○緊急時の対応マニュアル「児童生
徒の生命に関わる事件・事故後の
対応」（改訂版）の発行

○緊急時の対応マニュアル「児童生
徒の生命に関わる事件・事故後の
対応【事例編】」の発行

◆いじめ事案の発生した学校、保護
者対応に苦慮している学校、虐待事
案が発生した学校等へ緊急学校支
援チームを派遣し、学校が適切な対
応が取れるように支援を行った。

◆緊急時の対応マニュアル「児童生
徒の生命に関わる事件・事故後の
対応」（改訂版）の発行。
◆緊急時の対応マニュアル「児童生
徒の生命に関わる事件・事故後の
対応【事例編】」の発行。

○公立学校において、児童生徒の
生命に関わる事案や学校が対応に
苦慮している事案が発生した場合
に、緊急学校支援チームを派遣する

児童生徒の生命に関わる事案や対
応に苦慮している事案が発生した公
立学校に緊急学校支援チームを派
遣し、学校が適切な対応が取れるよ
うに支援を行った。
・派遣回数27回、180時間

○公立学校において、児童生徒の
生命に関わる事案や学校が対応に
苦慮している事案が発生した場合
に、緊急学校支援チームを派遣す
る。

・対応する問題に合わせて、派遣す
る委員をコーディネートする。

・次期委員候補の臨床心理士を同
行させ、学校への支援の入り方、助
言の仕方等、を学べる機会を設定
する。

児童生徒の生命に関わる事案や対応に
苦慮している事案が発生した公立学校に
緊急学校支援チームを派遣し、学校が適
切な対応が取れるように支援を行った。
・派遣回数20回、113時間

○公立学校において、児童生徒の生命に
関わる事案や学校が対応に苦慮している
事案が発生した場合に、緊急学校支援チー
ムを派遣する。

・対応する問題に合わせて、派遣する委員
をコーディネートする。

・次期委員候補の臨床心理士を同行させ、
学校への支援の入り方、助言の仕方等を
学べる機会を設定する。

○緊急事案に対応できる学校の組
織体制が確立している。

生徒指導推進協力員・学校相談員・生徒指導スーパーバイザーの人材の配置に向けた支援

生徒指導推進員・学校相談員・生徒指導スーパーバイザーの専門性の向上及び関係機関との連携強化

スクールカウンセラーの配置拡充及び人材の確保

スクールカウンセラーの専門性の向上及び学校・スクールソーシャルワーカー等との連携強化

スクールカウンセラー等による教職員向けカウンセリングマインドを高める研修等の実施

スクールソーシャルワーカーの配置拡充及び人材の確保

スクールソーシャルワーカーの専門性の向上及び学校・スクールカウンセラー等との連携強化

学校が苦慮している事案に対して、緊急支援チームを派遣

生徒指導推進協力員・学校相談員・生徒指導スーパーバイザーの人材の配置に向けた支援

生徒指導推進員・学校相談員・生徒指導スーパーバイザーの専門性の向上及び関係機関との連携強化

スクールカウンセラーの配置拡充及び人材の確保

スクールカウンセラーの専門性の向上及び学校・スクールソーシャルワーカー等との連携強化

スクールカウンセラー等による教職員向けカウンセリングマインドを高める研修等の実施

スクールソーシャルワーカーの配置拡充及び人材の確保

スクールソーシャルワーカーの専門性の向上及び学校・スクールカウンセラー等との連携強化

学校が苦慮している事案に対して、緊急支援チームを派遣

電話による相談援助活動の実施

心の教育アドバイザーの配置拡充及び人材の確保

心の教育アドバイザーの専門性の向上及び学校・スクールソーシャルワーカー等との連携強化

心の教育アドバイザー等による教職員向けカウンセリングマインドを高める研修等の実施

「スクールカウンセラー等活用事業」に統合



生涯学習課 139 青少年教育施設振興事業 青少年を自然に親しませ、ま
た異年齢集団による多様な体
験活動の場を提供し、自主性・
社会性・協調性を養う。
体験活動等を通して不登校・
いじめ等の予防的対応を図る
とともに、子どもが家庭や地域
社会と上手に関わりながら成
長する力を身に付ける。

○事業計画に基づく主催事業の計
画的な実施
○不登校対策に特化した事業の実
施
○新規プログラムの開発、既存プロ
グラムの見直し

○主催事業の実施
・各施設において主催事業を実施（幡多青
少年の家、青少年センター、香北青少年
の家、塩見記念青少年プラザ、高知青少
年の家、青少年体育館）
・中1学級づくり合宿事業
　青少年センター　10校参加
　幡多青少年の家　18校参加
・不登校対策事業
　青少年センター
　　4回実施　延べ参加者35名
　幡多青少年の家
　　4回実施　延べ参加者33名

○新規プログラム、既存プログラムの見直
し実施
・H25新規　青少年センター　6ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、幡
多青少年の家1プログラム
・H25見直し　青少年センター　1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、
幡多青少年の家　1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
○次年度のプログラム見直しに向けた取
組

○事業計画に基づく主催事業の計
画的な実施
○不登校対策に特化した事業の実
施
○新規プログラムの開発、既存プロ
グラムの見直し

○主催事業の実施
・各施設において主催事業を実施（幡多青
少年の家、青少年センター、香北青少年
の家、塩見記念青少年プラザ、高知青少
年の家、青少年体育館）
・中1学級づくり合宿事業
　青少年センター　10校参加
　幡多青少年の家　20校参加
・不登校対策事業
　青少年センター
　　5回実施　延べ参加者30名
　幡多青少年の家
　　6回実施　延べ参加者29名

○新規プログラム、既存プログラムの見直
し実施
・H26新規　青少年センター　４ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
・H26見直し　青少年センター　3ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、
幡多青少年の家　1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
○次年度のプログラム見直しに向けた取
組

○事業計画に基づく主催事業の計
画的な実施
○不登校対策に特化した事業の実
施
○新規プログラムの開発、既存プロ
グラムの見直し

○主催事業の実施
・各施設において主催事業を実施（幡多青少
年の家、青少年センター、香北青少年の家、
塩見記念青少年プラザ、高知青少年の家、青
少年体育館）
・中1学級づくり合宿事業
　青少年センター　11校参加
　幡多青少年の家　16校参加
・不登校対策事業
　青少年センター
　　4回実施　延べ参加者53名
　幡多青少年の家
　　6回実施　延べ参加者96名

○新規プログラム、既存プログラムの見直し実
施
・H27新規　青少年センター　1ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
               幡多青少年の家　2ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

○次年度のプログラム見直しに向けた取組

○事業計画に基づく主催事業の計
画的な実施
○不登校対策に特化した事業の実
施
○新規プログラムの開発、既存プロ
グラムの見直し

○自然体験学習や集団宿泊訓練学
習等を通じて、青少年に新たな「出
会い」、「感動」を与える。

○家庭や学校では経験しにくい規
律、協働、友愛、奉仕を学び、青少
年の健全な育成につなげる。

○多様な体験活動や学習活動を通
じ、青少年の自主性、社会性、協調
性が育まれる。

人権教育課 - 中１仲間づくり合宿支援事業 中学入学時に発生しやすい学
力低下や不登校等の課題解
決に向けて、規範意識や生
活・学習習慣を身に付けさせる
ことを目的として市町村が実施
する中1仲間づくり合宿事業生
徒輸送費に対して１／２の補
助を行う。

○県内公立中学校107校（分校を除
く）のうち、65校が実施予定である。

・62校が実施し、実施率57.9％で
あった。
・８市町村25校に対して補助を行っ
た。
・実施校においては、子ども同士の
人間関係づくりや、子どもと教員の
信頼関係づくりにつながっている。

市町村独自の実施に移行するため
H25で事業終了

事業廃止

人権教育課 140 生徒指導推進事業 児童生徒の非行、問題行動等
の早期発見や緊急時の対応を
行う人材（教員OB等)を派遣す
るなど市町村教育委員会の取
組を支援する。

○生徒指導推進事業による生徒指
導推進協力員・学校相談員（10市町
に10名）、生徒指導スーパーバイ
ザー（高知市に6名）を学校へ派遣。

○進捗状況の確認（10市町、高知
市）

○生徒指導スーパーバイザー定例
会（高知市）を実施

○生徒指導推進協力員・学校相談
員連絡協議会を実施

◆生徒指導推進協力員・学校相談
員（１０市町に１０名）、生徒指導
スーパーバイザー（高知市に６名）
を、生徒指導上の諸問題の対応に
苦慮する学校へ派遣
◆管内の学校の実態把握に努め、
特に支援の必要な学校を選定
◆生徒指導スーパーバイザー定例
会を開催
・高知市以外の１０市町の活動内容
と、高知市の活動内容の情報交換
・複数校にまたがる事案の対応につ
いて、学校間の連携の必要性や、学
校への働きかけについての確認
◆生徒指導推進協力員・学校相談
員連絡協議会を開催（H25.7.19)
・情報交換、協議・事業のねらいを
再確認した。

生徒指導推進事業による生徒指導
推進協力員・学校相談員（9市町に9
名）、生徒指導スーパーバイザー
（高知市に6名）を学校へ派遣。

○進捗状況の確認（9市町、高知市）

○生徒指導スーパーバイザー定例
会を実施（高知市）

○生徒指導推進協力員・学校相談
員連絡協議会を実施（9月下旬）

◆生徒指導推進協力員・学校相談
員（9市町に9名）、生徒指導スー
パーバイザー（高知市に６名）を、生
徒指導上の諸問題の対応に苦慮す
る学校へ派遣
◆管内の学校の実態把握に努め、
特に支援の必要な学校を選定
◆生徒指導スーパーバイザー定例
会を開催
・高知市以外の9市町の活動内容
と、高知市の活動内容の情報交換
◆生徒指導推進協力員・学校相談
員連絡協議会を開催（H26.10.10)
・情報交換、協議・事業のねらいを
再確認した。

生徒指導推進事業による生徒指導
推進協力員・学校相談員（5市町に5
名）、生徒指導スーパーバイザー
（高知市に6名）を学校へ派遣。

○進捗状況の確認（5市町、高知市）

○生徒指導スーパーバイザー定例
会を実施（高知市）

○生徒指導推進協力員・学校相談
員連絡協議会を実施（10月）

◆生徒指導推進協力員・学校相談員（５
市町に５名）、生徒指導スーパーバイ
ザー（高知市に６名）を、生徒指導上の
諸問題の対応に苦慮する学校へ派遣
◆管内の学校の実態把握に努め、特に
支援の必要な学校を選定
◆生徒指導スーパーバイザー定例会を
開催
・高知市以外の５市町の活動内容と、高
知市の活動内容の情報交換
◆生徒指導推進協力員・学校相談員連
絡協議会を開催（H27.４、H28.1)
・情報交換、協議・事業のねらいを再確
認した。

＊生徒指導推進協力員・学校相談員の
配置は、事業見直しによりH２７年度で
廃止

高知市に生徒指導スーパーバイ
ザー６名を学校へ派遣。

○進捗状況の確認（毎月の活動報
告所の確認）

○生徒指導スーパーバイザー定例
会を実施（高知市）

○各学校において予防と対処の両
面から生徒指導に組織的に取り組
む体制が強化されている。

人権教育課 141 高知夢いっぱいプロジェクト推
進事業
①志育成型学校活性化事業

統括アドバイザーが推進校11
校に入り、生徒指導の視点を
入れた学校経営をＲＰＤCAサ
イクルに基づき組織的に展開
する。
生徒支援アドバイザーが推進
校に入り、不登校や発達障害
等の生徒等への支援について
指導助言を行う。
2年間の指定とし、H25年度6
校、Ｈ26年度11校、Ｈ27年度12
校、Ｈ28年度6校、計18校の中
学校を指定する。

○推進校として中学校6校を指定す
る。
○統括アドバイザーが年間３回推進
校６校に入り、学校の取組に対して
指導、助言を行う。
○個別課題支援員が年間６回推進
校に入り、子どもの個別の課題に対
して指導、助言を行う。
○学校支援会議を年間２回実施す
る。
○県内すべての中学校長を対象と
する連絡協議会を実施する。
○公開授業研修会を実施する。

◆推進校として中学校6校を指定し
た。
◆すべての中学校においてプロジェ
クトを開始した。
◆統括アドバイザーが各校3回指導
助言を行った。
◆個別支援員が各校６回指導助言
を行った。
◆学校支援会議を２回実施した。（５
月、１月）
◆公開授業研修会を実施した。（１１
月、参加者５２名）
◆準推進校（来年度推進校）を６校
指定し、年度内に統括アドバイザー
が各校３回、指導主事が各校２回訪
問し、指導、助言を行った。

○中学校５校を２年目推進校、中学
校６校を新規推進校とし、組織的な
学校経営を目指す。
○統括アドバイザーが新規の各推
進に年間３回に入り、２年目の各指
定校に年間１回入り、学校の取組に
対して指導、助言を行う。
○個別課題支援員が年間６回各推
進校に入り、子どもの個別の課題に
対して指導、助言を行う。
○学校支援会議を年間２回実施す
る。
○県内すべての研究主任を対象と
する連絡協議会を実施する。
○公開授業研修会を実施する。

◆中学校6校を2年目推進校、中学
校6校を新規推進校に指定した。
◆統括アドバイザーが1年目校に年
間3回、2年目校に年間1回指導助言
を行った。
◆生徒支援アドバイザーが各校年
間6回指導助言を行った。
◆学校支援会議を２回実施した。（6
月、2月）
◆県内すべての研究主任を対象と
する連絡協議会を実施した。(10月、
99名）
◆推進リーダー会議を３回実施し
た。（4，8，2月　11名）
◆公開授業研修会を実施した。（11
月、参加者225名）
◆準推進校（来年度推進校）を5校
指定し、年度内に統括アドバイザー
が各校3回、指導主事が各校2回訪
問し、指導、助言を行った。

○中学校6校を2年目推進校、中学
校5校を新規推進校とし、組織的な
学校経営を目指す。
○統括アドバイザーが、新規の各推
進校に年間3回、2年目の各指定校
に年間1回それぞれ入り、学校の取
組に対して指導、助言を行う。
○生徒支援アドバイザーが各推進
校に年間6回入り、子どもの個別の
課題に対して指導、助言を行う。
○学校支援会議を年間2回実施す
る。
○県内すべての教頭を対象とする
連絡協議会を実施する。
〇推進リーダー会議を実施する。
○公開授業研修会を実施する。

◆中学校6校を2年目推進校に指定し
た。
◆統括アドバイザーが2年目校に年間２
回指導助言を行った。
◆生徒支援アドバイザーが各校年間6
回指導助言を行った。
◆学校支援会議を２回実施した。（6月、
2月）
◆県内すべての中学校の教頭を対象と
する連絡協議会を実施した。(11月、102
名）
◆推進リーダー会議を３回実施した。
（4，8，2月　11名）
◆公開授業研修会を実施した。（11月、
佐川中44名、伊野中46名、三里中59
名）

○中学校５校を2年目推進校とし、
組織的な学校経営を目指す。
○統括アドバイザーが、2年目の各
指定校に年間２回それぞれ入り、学
校の取組に対して指導、助言を行
う。
○生徒支援アドバイザーが各推進
校に年間6回入り、子どもの個別の
課題に対して指導、助言を行う。
○学校支援会議を年間2回実施す
る。
○県内すべての教頭を対象とする
連絡協議会を実施する。
〇推進リーダー会議を実施する。
○公開授業研修会を実施する。
○H27指定終了校のフォローアップ
訪問を実施する。

○児童生徒の問題行動等生徒指導
上の諸問題に関する調査において、
児童生徒の不登校、暴力行為、中
途退学の状況を全国平均まで改善
する。
○各学校において開発・予防と対処
の両面から生徒指導に組織的に取
り組む体制が強化されている。

人権教育課 142 高知夢いっぱいプロジェクト推
進事業
②未来にかがやく子ども育成
型学校連携事業

連携推進校に巣新リーダーを
配置し、児童生徒の自己指導
能力を育成するため、9年間で
育てる力を明確にし、小中が
共同し、組織で生徒指導の３
機能（自己存在感を与える、共
感的人間関係を育成する、自
己決定の場を与える）を全ての
教育活動に位置付けた取組
を、組織的に展開する。
（2年間の指定とし、H27年度2
中学校区、H28年度以降、毎
年４中学校区を指定）

〇2中学校区を推進校とし、小中が
共同で生徒指導の視点を位置付け
た取組を組織的に展開する。（中学
校2校、小学校4校）
〇小中合同推進会議、合同研修
会、合同研究部会、合同授業研究
会、合同支援会議を計画的に実施
する。
〇指導主事が推進校を定期的に訪
問し、指導助言を行う。
〇地区別小中学校生徒指導担当
者・主事会において、推進校が実践
発表を行う。
〇2年間の指定とし、H27年度2中学
校区、H28年度5中学校区、H29年度
6中学校区を指定する。

◆2中学校区（中学校2校、小学校4校）
を推進校に指定した。
◆小中合同推進会議(12回）、合同研修
会・合同研究部会（３回）、合同授業研
究会（３回）、合同支援会議（９回）を各
指定中学校区で実施した。
◆指導主事が推進校を定期的に訪問
し、指導助言を行うことができた。
◆地区別小中学校生徒指導担当者・主
事会（10月）において、推進リーダーが
実践発表を行った。
◆2年間の指定とし、H28年度４中学校
区を指定する。
◆準推進校（来年度推進校）を２校指定
し、指導主事が各校３回訪問し、指導、
助言を行った。

〇４中学校区を推進校とし、小中が
共同で生徒指導の視点を位置付け
た取組を組織的に展開する。（中学
校４校、小学校８校）
〇小中合同推進会議、合同研修
会、合同研究部会、合同授業研究
会、合同支援会議を計画的に実施
する。
〇指導主事が推進校を定期的に訪
問し、指導助言を行う。
〇地区別小中学校生徒指導担当
者・主事会において、推進校が実践
発表を行う。
〇2年間の指定とし、H28年度４中学
校区、H29年度４中学校区を指定す
る。

○児童生徒の問題行動等生徒指導
上の諸問題に関する調査において、
児童生徒の不登校、暴力行為、中
途退学の状況を全国平均まで改善
する。
○各学校において開発・予防と対処
の両面から生徒指導に組織的に取
り組む体制が強化されている。

人権教育課 - 夢・志を育む「開発的生徒指
導」推進事業
②学校経営計画に基づく生徒
指導推進校支援事業

生徒指導推進校において不登
校やいじめ等の生徒指導上の
諸問題を改善するため、学校
経営計画に生徒指導の視点を
位置付け、組織的な生徒指導
を推進する。
推進校に生徒指導推進員を配
置し、学校経営計画に生徒指
導の視点を位置付け推進する
組織的な生徒指導の補佐や不
登校生徒への支援を行う。
生徒指導推進員連絡協議会
（年間5回）を実施し、推進校の
取組の情報共有、推進員の指
導力の向上を図る。

○県内の中学校12校を推進校とし
て指定する。
○年間6回指導主事が推進校を訪
問し、学校の取組状況の確認を行
い、指導、助言を行う。
○年間5回の連絡協議会を実施す
る。

◆県内の中学校12校を推進校とし
て指定し、12校すべての学校が学
校改善プランの中に生徒指導上の
視点を位置付け取組を開始した。
◆指導主事が各推進校に３回学校
訪問し、指導助言を行った。
◆連絡協議会５回実施した。（４月、
６月、８月、１０月、２月）
・事業説明及び本年度の計画の確
認。
・事業の進捗状況を確認し、助言。
・不登校等の生徒への個別支援に
ついて、情報交換と助言。

○県内の中学校８校を２年目推進
校として指定する。
○年間6回指導主事が推進校を訪
問し、学校の取組状況の確認を行
い、指導、助言を行う。
○年間5回の連絡協議会を実施す
る。

◆県内の中学校８校を推進校として
指定し、８校すべての学校が学校経
営計画の中に生徒指導上の視点を
位置付け取組を開始した。
◆指導主事が各推進校に５回学校
訪問し、指導助言を行った。
◆連絡協議会５回実施した。（4月，
6月，8月，10月，2月）
・事業説明及び本年度の計画の確
認。
・事業の進捗状況を確認し、助言。
・不登校等の生徒への個別支援に
ついて、情報交換と助言。

８校中４校が志育成型学校活性化
事業に移行
事業終了

○児童生徒の問題行動等生徒指導
上の諸問題に関する調査において、
児童生徒の不登校、暴力行為、中
途退学の状況を全国平均まで改善
する。
○各学校において開発・予防と対処
の両面から生徒指導に組織的に取
り組む体制が強化されている。

人権教育課 - 温かい学級づくり応援事業 全ての小中学校の教職員が、
児童生徒に対する理解をより
深めるために「楽しい学校生活
を送るためのアンケートQ-U」
等を活用できるよう支援を行う
ことで、子どもたちが安心して
学校生活を過ごすことができる
温かい学級づくりを応援する。
※H25で事業廃止

○県内60名を対象にした学級づくり
リーダー養成研修会（年間６回）の
実施
○３年間で養成したリーダー（180
名）との合同研修会
○学級づくりリーダーへのサポート
○重点支援地域（安芸市）への継続
支援

○リーダー養成研修会　年間６回の
うち、４回実施
○リーダー合同研修会を実施
○学級づくりリーダーへのサポート
157 回
○安芸市への支援状況
・県外講師派遣　２回
・県内講師派遣　８回
・校内研修会等　８回　計18回の支
援

○事業終了
○これまでの取組を、各市町村が主体となっ
て継続し発展させていけるように、これまでに
養成した学級づくりリーダーに対し活動支援
を行うとともに、リーダーの中からQ-U等を活
用した温かい学校・学級づくりを、市町村に
おいて推進する核となる人材を育成する。

○子どもにとって、安心感・満足感
の高い温かい学校づくりが進めら
れ、不登校児童生徒の出現率をは
じめ、生徒指導上の諸問題にかか
わる数値が全国平均まで向上して
いる。

■子どもの環境づくり推進計画（第三期）進行管理シート（プラン１１　不登校対策などへの多方面からの取り組み）

担当課 番号 事　　業　　名 事業概要 H２５計画 Ｈ２５実施状況 H２６計画 H２６実施状況 H２７計画 H２７実施状況 H２８計画 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
目標数値または

目指すべき姿（H２９）

中１学級づくり合宿の実施・参加校の拡大

主催事業等による多様な体験活動等の提供と社会教育のあり方の啓発

参加生徒・教諭に対するアンケート実施及び評価

通
年

7,8月 8,9月

・
青
少
年
教
育
施
設
の
あ
り
方
を
考

え
る
懇
話
会
に
よ
る
施
設
運
営
状
況

・
次
年
度
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
、
見

直
し
等
の
検
討

改
善
・
充
実

改
善
・
充
実

継続5校を指定

新規6校を指定（２年間）

指定校での実践を県内の

学校へ発信

指定校での実践を県内

の学校へ発信

新規6校を指定（２年間）

指定校での実践を県内

の学校へ発信

継続８校を指定し、

４校は志育成型学校活性化事業に移行

志育成型学校活性化事業に移行
指定校での実践を県内の

学校へ発信

指定校での実践を県内

の学校へ発信

180名のリーダーの活動支援

リーダーの核となる人材の育成

7,8月 8,9月

・
青
少
年
教
育
施
設
の
あ
り
方
を
考

え
る
懇
話
会
に
よ
る
施
設
運
営
状
況

・
次
年
度
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
、
見

直
し
等
の
検
討

中１学級づくり合宿の実施・参加校の拡大

主催事業等による多様な体験活動等の提供と社会教育のあり方の啓発

参加生徒・教諭に対するアンケート実施及び評価

通
年

7,8月 8,9月

・
青
少
年
教
育
施
設
の
あ
り
方
を
考

え
る
懇
話
会
に
よ
る
施
設
運
営
状
況

・
次
年
度
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
、
見

直
し
等
の
検
討

改
善
・
充
実

改
善
・
充
実

7,8月 8,9月

・
青
少
年
教
育
施
設
の
あ
り
方
を
考

え
る
懇
話
会
に
よ
る
施
設
運
営
状
況

・
次
年
度
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
、
見

直
し
等
の
検
討

継続5校を指定

新規6校を指定（２年間）

指定校での実践を県内の

学校へ発信

指定校での実践を県内

の学校へ発信

新規6校を指定（２年間）

指定校での実践を県内

の学校へ発信

新規２中学校区を指定（２年間）

新規３中学校区を指定（２年間）

指定校での実践を県内の

学校へ発信

180名のリーダーの活動支援

リーダーの核となる人材の育成

継続８校を指定し、

４校は志育成型学校活性化事業に移行

志育成型学校活性化事業に移行

継続８校を指定し、

４校は志育成型学校活性化事業に移行

志育成型学校活性化事業に４校移

行

指定校での実践を県内の

学校へ発信

生徒指導推進協力員・学校相談員・生徒指導スーパーバイザーの配置に向けた支援

生徒指導推進員・学校相談員・生徒指導スーパーバイザーの専門性の向上及び関係機関との連携強

生徒指導スーパーバイザーの配置に向けた支援

生徒指導スーパーバイザーの専門性の向上及び関係機関との連携強化

生徒指導推進協力員・学校

相談員の配置は、事業見直
しによりH２７年度で廃止

指定終了校のフォローアップ訪問実施（１１校）



■子どもの環境づくり推進計画（第三期）進行管理シート（プラン１１　不登校対策などへの多方面からの取り組み）

担当課 番号 事　　業　　名 事業概要 H２５計画 Ｈ２５実施状況 H２６計画 H２６実施状況 H２７計画 H２７実施状況 H２８計画 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
目標数値または

目指すべき姿（H２９）

人権教育課 143 学級づくりリーダー活用推進事
業

各市町村が主体となり、温か
い学校・学級づくりを進めるた
めに、これまで養成した学級づ
くりリーダーを活用し、各校の
学級経営力の向上を図るとと
もに、学級づくり地域リーダー
の養成・活用を通し、市町村全
体の学級経営力向上への取
組を推進する。

○平成23年度から平成25年度にか
けて養成した学級づくりリーダー180
名を対象にした学級経営支援講座
の実施
○１７市町村から推薦された学級づ
くり地域リーダーを対象にした学級
づくり地域リーダー養成研修会（年
間３回）の実施
○学級づくり地域リーダーへのサ
ポート

◆学級経営支援講座の開催7/30
　参加者　　 （129名）
◆第１回学級づくり地域リーダー養
成研修会の開催　5/22
　参加者 （15名）
◆第２回学級づくり地域リーダー養
成研修会の開催　8/8
　参加者　　 （16名）
◆第３回学級づくり地域リーダー養
成研修会の開催 11/4
　参加者　　 （15名）
◆学級づくり地域リーダーへの訪問
支援　（延べ67回）

○平成23年度から平成25年度にか
けて養成した学級づくりリーダー180
名を対象にした学級経営支援講座
の実施
○18市町村から推薦された学級づく
り地域リーダーを対象にした学級づ
くり地域リーダー養成研修会（年間３
回）の実施
○学級づくり地域リーダーへのサ
ポート

◆学級経営支援講座の開催7/28
　参加者　　 （116名）
◆第１回学級づくり地域リーダー養成研
修会の開催　5/29
　参加者 （16名）
◆第２回学級づくり地域リーダー養成研
修会の開催　8/4
　参加者　　 （18名）
◆第３回学級づくり地域リーダー養成研
修会の開催 11/5
　参加者　　 （17名）
◆学級づくり地域リーダーへの訪問支
援　（延べ109回）

○県内外の著名な講師を招聘し、
参加者の学級経営力向上を図る学
級経営パワーアップ講座の実施（年
間２回）
○学級づくり地域リーダー在籍校・
地域のうち、３地域を重点支援地域
に指定し、指導主事・県内講師が年
間を通して継続的に支援に入り、地
域リーダーを支援する。

○各市町村において、学級経営に
ついてのミドルリーダーが、地域の
教員の学級経営力の向上に向けて
支援・助言を行う。
○子どもにとって、安心感・満足感
の高い温かい学校づくりが進めら
れ、不登校児童生徒の出現率をは
じめ、生徒指導上の諸問題にかか
わる数値が全国平均まで向上して
いる。

人権教育課 144 スクールカウンセラー等活用
事業

臨床心理の専門的な知識・技
能を有するスクールカウンセ
ラー等を活用することにより、
児童生徒や保護者等が抱える
課題への的確な見立てを行う
とともに、課題の解消に向けた
効果的な支援を実践する。
また、スクールカウンセラー等
の配置拡充を推進するととも
に、スクールカウンセラー等の
さらなる専門性の向上及び学
校・スクールソーシャルワー
カー等との連携を強化する。
※「スクールカウンセラー等」
スクールカウンセラー及びス
クールカウンセラーに準ずる者
を指す

○220校（小学校102校、中学校92
校、高校13校、特別支援学校13校）
に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催
○スクールカウンセラー等連絡協議
会の開催
○スクールカウンセラー等研修講座
の開催（年間6回）

○220校（小学校102校、中学校92
校、高校13校、特別支援学校13校）
に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催（6/11）
○スクールカウンセラー等連絡協議
会の開催（6/11）
○スクールカウンセラー等研修講座
の開催（6/23  7/7  10/20）

○246校（小学校113校、中学校107
校、高校13校、特別支援学校13校）
に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催
○スクールカウンセラー等連絡協議
会の開催
○スクールカウンセラー等研修講座
の開催（年間6回）

○246校（小学校113校、中学校107
校、高校13校、特別支援学校13校）
に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催（7/18）
○スクールカウンセラー等連絡協議
会の開催（6/6）
○スクールカウンセラー等研修講座
の開催（年間6回 6/29，7/6，
10/19，11/30，12/21，1/25）

○255校（小学校135校、中学校107
校、高校10校、特別支援学校3校）
に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催
○スクールカウンセラー等連絡協議
会の開催
○スクールカウンセラー等研修講座
の開催（年間6回）

○２55校（小学校1３５校、中学校107
校、高校１０校、特別支援学校３校）に
配置
○スクールカウンセラー・スクールソー
シャルワーカー合同研修会の開催（１２
/２５）
○スクールカウンセラー等連絡協議会
の開催（6/4・5）
○スクールカウンセラー等研修講座の
開催（年間6回 6/2１、7/１２、10/1８、
11/２９、12/2０、1/2４）

○３２４校（小学校1６６校、中学校
107校、高校３７校、特別支援学校１
４校）に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催（５ブロック、６日間）
○スクールカウンセラー等研修講座
の開催（年間6回）

○児童生徒の問題行動等生徒指導
上の諸問題に関する調査において、
児童生徒の不登校、暴力行為、中
途退学の状況を全国平均まで改善
する。
○各学校において予防と対処の両
面から生徒指導に組織的に取り組
む体制が強化されている。
○高知県内公立中学校100％配置。
○高知県内公立小学校70％配置。
○各学校の教職員のカウンセリング
マインドが高まっている。

人権教育課 - 心の教育アドバイザー等活用
事業

臨床心理の専門的な知識・技
能を有する心の教育アドバイ
ザー等を活用することにより、
児童生徒や保護者等が抱える
課題への的確な見立てを行う
とともに、課題の解消に向けた
効果的な支援を実践する。
また、心の教育アドバイザー等
の配置拡充を推進するととも
に、心の教育アドバイザー等
のさらなる専門性の向上及び
学校・スクールソーシャルワー
カー等との連携を強化する。
※「心の教育アドバイザー等」
心の教育アドバイザー及び心
の教育アドバイザーに準ずる
者を指す

○23校（高校22校、特別支援学校1
校）に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催
○スクールカウンセラー等連絡協議
会の開催
○スクールカウンセラー等研修講座
の開催（年間6回）

○23校（高校23校）に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催（6/11）
○スクールカウンセラー等連絡協議
会の開催（6/11）
○スクールカウンセラー等研修講座
の開催（6/23  7/7  10/20）

○24校（高校24校）に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催
○スクールカウンセラー等連絡協議
会の開催
○スクールカウンセラー等研修講座
の開催（年間6回）

○24校（高校24校）に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催（7/18）
○スクールカウンセラー等連絡協議
会の開催（6/6）
○スクールカウンセラー等研修講座
の開催（年間6回 6/29，7/6，
10/19，11/30，12/21，1/25）

○38校（高校27校,特別支援学校11
校）に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催
○スクールカウンセラー等連絡協議
会の開催
○スクールカウンセラー等研修講座
の開催（年間6回）

○38校（高校27校,特別支援学校11校）
に配置
○スクールカウンセラー・スクールソー
シャルワーカー合同研修会の開催
（12/25）
○スクールカウンセラー等連絡協議会
の開催（6/４・５）
○スクールカウンセラー等研修講座の
開催（年間6回 6/2１、7/12、10/18、
11/29、12/20、1/24）

○児童生徒の問題行動等生徒指導
上の諸問題に関する調査において、
児童生徒の不登校、暴力行為、中
途退学の状況を全国平均まで改善
する。
○各学校において予防と対処の両
面から生徒指導に組織的に取り組
む体制が強化されている。
○高知県内高等、特別支援学校
100％配置。
○各学校の教職員のカウンセリング
マインドが高まっている。

人権教育課 145 スクールソーシャルワーカー活
用事業

教育・福祉に関する専門的な
知識・技能を有するスクール
ソーシャルワーカーを活用する
ことにより、児童生徒の置かれ
た環境への働きかけを行い、
効果的な支援を実践する。
また、スクールソーシャルワー
カーの配置拡充を推進すると
ともに、スクールソーシャル
ワーカーのさらなる専門性の
向上及び学校・スクールカウン
セラー等との連携を強化する。

○24市町村（39人）及び3県立中学
校に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催
○スクールソーシャルワーカー連絡
協議会の開催
○スクールソーシャルワーカーブ
ロック別研修会の開催（3ブロック）
○スーパーバイザーによるスクール
ソーシャルワーカーへの指導・助言
（適宜）

○24市町村（39人）及び3県立中学
校に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催（6/11）
○スクールソーシャルワーカー連絡
協議会の開催（6/11）
○スクールソーシャルワーカーブ
ロック別研修会の開催（9/10、
9/12、9/13）
○スーパーバイザーによるスクール
ソーシャルワーカーへの指導・助言
（必要に応じて適宜実施）

○25市町村（42人）及び3県立中学
校に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催
○スクールソーシャルワーカー連絡
協議会の開催
○スクールソーシャルワーカーブ
ロック別研修会の開催（3ブロック）
○スーパーバイザーによるスクール
ソーシャルワーカーへの指導・助言
（適宜）

○25市町村（42人）及び3県立中学
校に配置
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催（7/18）
○スクールソーシャルワーカー連絡
協議会の開催（6/13）
○スクールソーシャルワーカーブ
ロック別研修会の開催（9/16，17，
18)
○スーパーバイザーによるスクール
ソーシャルワーカーへの指導・助言
（必要に応じて適宜実施）

○27市町村（60人）、うち県単配置
15人
県立学校9校（中高一貫3校、高校5
校、特別支援学校1校）
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催
○スクールソーシャルワーカー連絡
協議会の開催
○スクールソーシャルワーカーブ
ロック別研修会の開催（3ブロック）
○スーパーバイザーによるスクール
ソーシャルワーカーへの指導・助言
（適宜）

○27市町村（60人）、うち県単配置
15人
県立学校9校（中高一貫3校、高校5校、
特別支援学校1校）
○スクールカウンセラー・スクールソー
シャルワーカー合同研修会の開催
(12/25)
○スクールソーシャルワーカー連絡協
議会の開催(6/12、12/25）
○スクールソーシャルワーカーブロック
別研修会の開催(10/2、10/5、10/8)
○スーパーバイザーによるスクール
ソーシャルワーカーへの指導・助言（必
要に応じて適宜実施）

○29市町村（62人）、うち県単配置
15人
県立学校13校（中高一貫3校、高校7
校、特別支援学校3校）
○スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー合同研修会の
開催（５ブロック、６日間）
○スクールソーシャルワーカー連絡
協議会の開催
○スーパーバイザーによるスクール
ソーシャルワーカーへの指導・助言
（適宜）

○児童生徒の問題行動等生徒指導
上の諸問題に関する調査において、
児童生徒の不登校、暴力行為の状
況を全国平均まで改善する。
○各学校において予防と対処の両
面から生徒指導に組織的に取り組
む体制が強化されている。
○配置する市町村を拡げ、配置人
数を増員させる。県立中学校では配
置を継続する。厳しい状況にある高
校、特別支援学校へ再配備する。

人権教育課 146 心の教育センター相談事業
（ふれんどるーむCoCoを除く）

いじめや不登校をはじめとす
る子どもの悩みや、子どもの
教育に関する悩み、発達上の
課題や行動上の諸問題につい
て相談に応じ、よりよい成長を
図るため、来所相談、出張教
育相談、電話相談、Ｅメール相
談を実施している。

○相談チラシ、電話相談カード（小１
～高３）を配付、広報活動の拡充
○来所相談、出張教育相談の実施
○電話、メール相談の実施
○保護者の交流の場（やまももの
会）年間10回の実施
○子育て講演会の実施
○不登校児童生徒を大学生が訪問
するスマイルふれんど制度の実施
○教育支援センター連絡協議会（年
３回）の実施

○相談チラシを配付する等、広報活
動の拡充
○例年より配付時期を早め、5月上
旬配付
 ・電話相談カード84,400枚
○小中学校ＰＴＡ広報紙にも掲載
し、広報活動を充実
○来所、出張教育相談　延2,068件
○電話、メール相談　1,371件
○やまももの会　10回開催
○子育て講演会の実施（参加者7１
名）
○教育支援センター連絡協議会３
回開催

○相談チラシ、電話相談カード（小１
～高３）を配付、広報活動の拡充
○来所相談、出張教育相談の実施
○24時間電話相談
○メール相談の実施
○保護者の交流の場（やまももの
会）年間10回の実施
○子育て講演会の実施（年２回）
○不登校児童生徒を大学生が訪問
するスマイルふれんど制度の実施
○教育支援センター連絡協議会（年
３回）の実施

○学校や地域に相談チラシを配付
するとともに、広報誌などさまざまな
媒体を活用した広報活動の拡充
○電話相談カード84,500枚。5月上
旬配付
○来所、出張教育相談　延1.886件
○24時間電話相談  810件
○メール相談　318件
○やまももの会　10回開催
○子育て講演会の年間2回実施（参
加者延べ142名）
○教育支援センター連絡協議会　３
回開催（延べ75名参加）

○相談チラシ、電話相談カード（小１
～高３）を配付、広報活動の拡充
○来所相談、出張教育相談の実施
○24時間電話相談
○メール相談の実施
○保護者の交流の場（やまももの
会）年間10回の実施
○子育て講演会の実施（年２回）
○不登校児童生徒を大学生が訪問
するスマイルふれんど制度の実施
○教育支援センター連絡協議会（年
３回）の実施

○学校や地域に相談チラシを配付する
とともに、広報誌などさまざまな媒体を
活用した広報活動の拡充
○電話相談カード83,500枚。４月下旬配
付
○来所、出張教育相談　延1,767件
○24時間電話相談　804件
○メール相談の実施　139件
○保護者の交流の場（やまももの会）年
間10回の実施
○子育て講演会の年間2回実施（参加
者延べ134名）
○教育支援センター連絡協議会３回開
催（延べ７9名参加）

○SC・SSWスーパーバイザーの配
置
○相談チラシ、電話相談カード（小１
～高３）を配付、広報活動の拡充
○来所相談、出張教育相談の実施
○24時間電話相談
○メール相談の実施
○保護者の交流の場（やまももの
会）年間10回の実施
○子育て講演会の実施（年２回）
○不登校児童生徒を大学生が訪問
するスマイルふれんど制度の実施
○教育支援センター連絡協議会（年
３回）の実施
○教育相談関係機関連絡協議会
（年２回）の実施

○教育相談体制の充実を図るととも
に、広報活動を進めることにより、高
等学校を中心に相談件数が増加し
ている。その中で、学校復帰率が上
昇するとともに、進路保障や社会的
自立が進んでいる。

人権教育課 - 心の教育センター電話相談事
業

悩みを抱える児童生徒や保護
者等が、夜間、休日を含め24
時間電話相談ができる体制を
整え、早期対応による児童生
徒のよりよい成長を支援する。

○午前９時から午後９時は心の教
育センターにおいて対応（土日含
む）
○午後９時から午前９時、祝日、休
日、年末年始の電話相談業務を民
間事業者に委託
○相談員の相談対応スキルを高め
るため研修会の実施（年間８回）

○午前９時から午後９時は心の教
育センターにおいて対応（土日含
む）
○午後９時から午前９時、祝日、休
日、年末年始の電話相談業務を民
間事業者に委託
○相談員の相談対応スキルを高め
るため研修会の実施（８回）

平成26年度より、24時間電話相談
事業に一本化する。

人権教育課 147 スマイルふれんど派遣研究事
業

高知大学との連携により、家
庭にひきこもりがちな子どもた
ちの話し相手として、学生・大
学院生を派遣する。

○対象：児童生徒及び１８歳以下の
少年

○大学生１名を委嘱
○２ケースについて1名派遣（計14
回）

○対象：児童生徒及び１８歳以下の
少年

○大学生１名を委嘱
○1ケースについて1名派遣（計17
回）

○対象：児童生徒及び１８歳以下の
少年

○利用希望者がいなかったため、実施
していない

○対象：児童生徒及び１８歳以下の
少年

○スマイルふれんどの派遣により、
子どもの不適応状況の改善が進
み、学校復帰や社会的自立への支
援が進んでいる。

人権教育課 148 心の教育センター相談事業
（ふれんどるーむCoCo）

不登校の子どもたちが気軽に
来所し、学生ボランティアと交
流できる居場所を設置してい
る。

〇月、水の２日間、午後３時30分～
４時30分までの１時間、学生ボラン
ティアと交流する居場所づくりの実
施

○参加状況
・児童生徒参加人数延　132名
・学生ボランティア参加人数延　149
名
計281名

〇水曜日の午後３時30分～４時30
分までの１時間、学生ボランティアと
交流する居場所づくりの実施

○参加状況
・児童生徒参加人数 延233名
・学生ボランティア参加人数 延109
名
計342名

〇水曜日の午後３時30分～４時30
分までの１時間、学生ボランティアと
交流する居場所づくりの実施

○参加状況
・児童生徒参加人数 延167名
・学生ボランティア参加人数 延90名
計257名

〇水曜日の午後３時30分～４時30
分までの１時間、学生ボランティアと
交流する居場所づくりの実施

○学生ボランティアと交流する居場所づくり ○小中学生とともに、高校生や進路
未定者等の参加者が増え、さまざま
なニーズを有した子どもたちの居場
所づくりが進んでいる。

障害保健福祉
課

149 ひきこもり地域支援センター事
業
※再掲載

ひきこもり地域支援センターに
おいて、関係機関のネットワー
クの連携強化を図るとともに、
ひきこもり自立支援対策に必
要な情報を提供し、相談支援
体制の充実を図る。

○ひきこもり地域支援センターを中心とした相
談機関のネットワークの構築・強化
(1)関係機関連絡会議の開催
(2)若者サポートステーションとの情報交換会
（勉強会・事例検討会含む）の開催
(3)市町村のケース会議への技術支援・援助
（いの町　毎月1回、須崎市、幡多地域　各年3
回）
(4)センターにおける相談支援の充実
○人材育成
(1)市町村の保健師や地域活動支援センター
職員等を対象とした人材養成研修等を実施
○居場所づくり
(1)家族サロンや青年期の集いの開催
(2)圏域ごとの集いの場（居場所・交流の場）の
開設への支援
○個別支援の充実
(1)訪問支援による本人及び家族の支援や事
例検討会の開催
(2)SST（全5回）、WRAP（全4回）による訓練の
実施
(3)データベースを活用した支援方法等の検討
(4)多職種チームによるアウトリーチ（訪問）型
支援の実施
５　普及啓発の促進
(1)啓発用パンフレットの作成・配布
(2)ひきこもり普及啓発地域研修会の開催

○ひきこもり地域支援センターへのコーディネー
ター（精神保健福祉士2名）の配置
(1)(2)関係機関連絡会議（8月・2月）、若者サポート
ステーションとの情報交換会・学習会の定期的開
催の他、日常的な情報交換ができている。
(3)いの町１２回、須崎市６回、幡多５回
(4)３月末相談実績（電話6８件、来所７５４件、計８
２２件）
○人材育成
(1)市町村の保健師や地域活動支援センター職員
等を対象とした人材養成研修等の実施（４回）
○居場所づくり
(1)家族サロンや青年期の集いの開催
　・家族サロン　毎週火曜日
　・青年期の集い　毎週水曜＋第2・第4金曜日の
月6回開催
(2)圏域ごとの集いの場（居場所・交流の場）の開
設　（いの町、黒潮町、四万十市）
○個別支援の充実
(1)訪問支援による本人及び家族の支援や事例検
討会の開催
(2)SST（５回）、WRAP（4回）の実施
(3)データベースを活用した支援方法等の検討
(4)多職種チームによるアウトリーチ（訪問）型支援
の実施
　・病院１か所（チーム　杜の風）　実７件支援
　・事業所１か所（チーム　ポンテ）　実５件支援
○普及啓発の促進
(1)啓発用パンフレットの作成・配布
　・3,000部作成　市町村、コンビニ等配布
(2)ひきこもり普及啓発地域研修会の開催
　・11月開催

○ひきこもり地域支援センターを中心とした相
談機関のネットワークの構築・強化
(1)関係機関連絡会議の開催
(2)若者サポートステーションとの情報交換会
（勉強会・事例検討会含む）の開催
(3)市町村のケース会議への技術支援・援助
（いの町　毎月1回、須崎市　年6回、幡多地域
年５回）
(4)センターにおける相談支援の充実
○人材育成
(1)市町村の保健師や教育支援センター職員
等を対象とした人材養成研修等を実施
○居場所づくり
(1)家族サロンや青年期の集いの開催
(2)圏域ごとの集いの場（居場所・交流の場）の
開設への支援（いの町、黒潮町、四万十市＋１
か所）
○個別支援の充実
(1)訪問支援による本人及び家族の支援や事
例検討会の開催
(2)SST（全5回）、WRAP（全５回）による訓練の
実施
○普及啓発の促進
(1)啓発用パンフレットの配布
(2)ひきこもり普及啓発地域研修会の開催

○ひきこもり地域支援センターを中心とした相
談機関のネットワークの構築・強化
(1)関係機関連絡会議の開催（6月・10月・2月）
(2)若者サポートステーションとの情報交換会
（勉強会・事例検討会含む）の開催（6回）
(3)市町村のケース会議への技術支援・援助
（いの町　10回、須崎市　6回、幡多　5回）
(4)センターにおける相談支援の充実（相談実
績：電話95件、来所752件、計847件）
・市町村による温度差はあるが、個別支援に向
けた体制が整いつつある。
・新規来所相談者が半数（実数ベース）を占め
るなど、徐々に広がりをみせている。
○人材育成
(1)市町村の保健師や教育支援センター職員
等を対象とした人材養成研修等を実施（4回）
○居場所づくり
(1)家族サロンや青年期の集いの開催
・家族サロン　毎週火曜日
・青年期の集い　毎週水曜＋第2・第4金曜日
の月6回開催
(2)圏域ごとの集いの場（居場所・交流の場）の
開設への支援（いの町、黒潮町、四万十市、宿
毛市）
○個別支援の充実
(1)訪問支援による本人及び家族の支援や事
例検討会の開催
(2)SST（全5回）、WRAP（全５回）による訓練の
実施
○普及啓発の促進
(1)啓発用パンフレットの配布
(2)ひきこもり普及啓発地域研修会の開催

○ひきこもり地域支援センターを中心とした相
談機関のネットワークの構築・強化
(1)関係機関連絡会議の開催（年3回）
(2)若者サポートステーションとの情報交換会
（勉強会・事例検討会含む）の開催（年6回）
(3)市町村のケース会議への技術支援・援助
（いの町　年10回、須崎市　年6回、幡多　年５
回）
(4)センターにおける相談支援の充実
○人材育成
(1)市町村の保健師や教育支援センター職員
等を対象とした人材養成研修等を実施
○居場所づくり
(1)家族サロンや青年期の集いの開催
(2)圏域ごとの集いの場（居場所・交流の場）の
開設への支援（2ヶ所）
○個別支援の充実
(1)訪問支援による本人及び家族の支援や事
例検討会の開催
(2)社会体験活動、WRAP（全５回）による訓練
の実施
○普及啓発の促進
(1)啓発用パンフレットの配布
(2)ひきこもり普及啓発地域研修会の開催

○ひきこもり地域支援センターを中心とした相
談機関のネットワークの構築・強化
(1)関係機関連絡会議の開催（6月・10月・2月）
(2)若者サポートステーションとの情報交換会
（勉強会・事例検討会含む）の開催（6回）
(3)市町村のケース会議への技術支援・援助
（いの町　9回、須崎市　6回、幡多　4回）
(4)センターにおける相談支援の充実（相談実
績：電話59件、来所939件、計998件）
・市町村による温度差はあるが、個別支援に
向けた体制が整いつつある。
・新規来所相談者が半数（実数ベース）を占め
るなど、徐々に広がりをみせている。
○人材育成
(1)市町村の保健師や教育支援センター職員
等を対象とした人材養成研修等を実施（4回）
○居場所づくり
(1)家族サロンや青年期の集いの開催
・家族サロン　毎週火曜日
・青年期の集い　毎週水曜＋第2・第4金曜日
の月6回開催
(2)圏域ごとの集いの場（居場所・交流の場）の
開設への支援（高知市、黒潮町、宿毛市）
○個別支援の充実
(1)訪問支援による本人及び家族の支援や事
例検討会の開催
(2)社会体験活動（のべ9名参加）、WRAP（全５
回）による訓練の実施
○普及啓発の促進
(1)啓発用パンフレットの配布
(2)ひきこもり普及啓発地域研修会の開催（2
月）

○ひきこもり地域支援センターを中心とし
た相談機関のネットワークの構築・強化
(1)関係機関連絡会の開催（年1回）、実践
研修部会（年2回）
(2)若者サポートステーションとの情報交換
会（勉強会・事例検討会含む）の開催（年5
回）
(3)市町村のケース会議への技術支援・援
助（いの町　年10回、須崎市　年7回、幡
多　年5回）
(4)センターにおける相談支援の充実
○人材育成
(1)市町村の保健師や教育支援センター職
員等を対象とした人材養成研修等を実施
（年3回）
○居場所づくり
(1)家族サロンや青年期の集いの開催
(2)圏域ごとの集いの場（居場所・交流の
場）の開設への支援（3ヶ所）
○個別支援の充実
(1)訪問支援による本人及び家族の支援
や事例検討会の開催
(2)社会体験活動、WRAP（全4回）による訓
練の実施
○普及啓発の促進
(1)啓発用パンフレットの配布
(2)ひきこもり普及啓発地域研修会の開催
（年1回）

○ひきこもり当事者や家族を支援す
る体制が強化され、身近な地域で適
切な支援先や医療機関の受診が可
能になることで、早期のひきこもりの
軽減や解消が図られ、社会参加や
自立につながっている。

スクールカウンセラーの配置拡充及び人材の確保

スクールカウンセラーの専門性の向上及び学校・スクールソーシャルワーカー等との連携強化

スクールカウンセラー等による教職員向けカウンセリングマインドを高める研修等の実施

スクールソーシャルワーカーの配置拡充及び人材の確保

スクールソーシャルワーカーの専門性の向上及び学校・スクールカウンセラー等との連携強化

・教育相談活動の充実

17市町村の学級づくり地域リーダーの養成 18市町村の学級づくり地域リーダーの養成

Ｈ23年度～平成25年度にかけて養成した学級づくりリーダーの活動支援

学級づくり地域リーダーの活動支援

学級づくり地域リーダーと連携した学級づくりリーダーの活動支援

H26～

「24時間電話相談事業」に一本化

継続した取り組み

スクールカウンセラーの配置拡充及び人材の確保

スクールカウンセラーの専門性の向上及び学校・スクールソーシャルワーカー等との連携強化

スクールカウンセラー等による教職員向けカウンセリングマインドを高める研修等の実施

スクールソーシャルワーカーの配置拡充及び人材の確保

スクールソーシャルワーカーの専門性の向上及び学校・スクールカウンセラー等との連携強化

・教育相談活動の充実

17市町村の学級づくり地域リーダーの養成 18市町村の学級づくり地域リーダーの養成

Ｈ23年度～平成25年度にかけて養成した学級づくりリーダーの活動支援

学級づくり地域リーダーの活動支援

学級づくり地域リーダーと連携した学級づくりリーダーの活動支援

H26～

「24時間電話相談事業」に一本化

スマイルふれんど派遣の継続

・地域の人材を活用した子どもの居場所づくりの推進

（小規模作業所）

圏域ごとの開設に向けた支援。本人の居場所・交流の場を身近な場所

につくる。

目標：平成２７年度末までに５箇所
　　　　現在：作業所2ヶ所（いの町、黒潮町）

　　　　　　　　 居場所2ヶ所（四万十市、宿毛市）

心の教育アドバイザーの配置拡充及び人材の確保

心の教育アドバイザーの専門性の向上及び学校・スクールソーシャルワーカー等との連携強化

心の教育アドバイザー等による教職員向けカウンセリングマインドを高める研修等の実施

「スクールカウンセラー等活用事業」に統合



■子どもの環境づくり推進計画（第三期）進行管理シート（プラン１１　不登校対策などへの多方面からの取り組み）

担当課 番号 事　　業　　名 事業概要 H２５計画 Ｈ２５実施状況 H２６計画 H２６実施状況 H２７計画 H２７実施状況 H２８計画 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
目標数値または

目指すべき姿（H２９）

人権教育課 150 生徒指導推進事業 児童生徒の非行、問題行動等
の早期発見や緊急時の対応を
行う人材（教員OB等)を派遣す
るなど市町村教育委員会の取
組を支援する。

○生徒指導推進事業による生徒指
導推進協力員・学校相談員（10市町
に10名）、生徒指導スーパーバイ
ザー（高知市に6名）を学校へ派遣。

○進捗状況の確認（10市町、高知
市）

○生徒指導スーパーバイザー定例
会（高知市）を実施

○生徒指導推進協力員・学校相談
員連絡協議会を実施

◆生徒指導推進協力員・学校相談
員（１０市町に１０名）、生徒指導
スーパーバイザー（高知市に６名）
を、生徒指導上の諸問題の対応に
苦慮する学校へ派遣
◆管内の学校の実態把握に努め、
特に支援の必要な学校を選定
◆生徒指導スーパーバイザー定例
会を開催
・高知市以外の１０市町の活動内容
と、高知市の活動内容の情報交換
・複数校にまたがる事案の対応につ
いて、学校間の連携の必要性や、学
校への働きかけについての確認
◆生徒指導推進協力員・学校相談
員連絡協議会を開催（H25.7.19)
・情報交換、協議・事業のねらいを
再確認した。

生徒指導推進事業による生徒指導
推進協力員・学校相談員（9市町に9
名）、生徒指導スーパーバイザー
（高知市に6名）を学校へ派遣。

○進捗状況の確認（9市町、高知市）

○生徒指導スーパーバイザー定例
会を実施（高知市）

○生徒指導推進協力員・学校相談
員連絡協議会を実施（9月下旬）

◆生徒指導推進協力員・学校相談
員（9市町に9名）、生徒指導スー
パーバイザー（高知市に６名）を、生
徒指導上の諸問題の対応に苦慮す
る学校へ派遣
◆管内の学校の実態把握に努め、
特に支援の必要な学校を選定
◆生徒指導スーパーバイザー定例
会を開催
・高知市以外の9市町の活動内容
と、高知市の活動内容の情報交換
◆生徒指導推進協力員・学校相談
員連絡協議会を開催（H26.10.10)
・情報交換、協議・事業のねらいを
再確認した。

生徒指導推進事業による生徒指導
推進協力員・学校相談員（5市町に5
名）、生徒指導スーパーバイザー
（高知市に6名）を学校へ派遣。

○進捗状況の確認（5市町、高知市）

○生徒指導スーパーバイザー定例
会を実施（高知市）

○生徒指導推進協力員・学校相談
員連絡協議会を実施（10月）

◆生徒指導推進協力員・学校相談員（５
市町に５名）、生徒指導スーパーバイ
ザー（高知市に６名）を、生徒指導上の
諸問題の対応に苦慮する学校へ派遣
◆管内の学校の実態把握に努め、特に
支援の必要な学校を選定
◆生徒指導スーパーバイザー定例会を
開催
・高知市以外の５市町の活動内容と、高
知市の活動内容の情報交換
◆生徒指導推進協力員・学校相談員連
絡協議会を開催（H27.４、H28.1)
・情報交換、協議・事業のねらいを再確
認した。

＊生徒指導推進協力員・学校相談員の
配置は、事業見直しによりH２７年度で
廃止

高知市に生徒指導スーパーバイ
ザー６名を学校へ派遣。

○進捗状況の確認（毎月の活動報
告所の確認）

○生徒指導スーパーバイザー定例
会を実施（高知市）

○各学校において予防と対処の両
面から生徒指導に組織的に取り組
む体制が強化されている。

人権教育課 151 高知夢いっぱいプロジェクト推
進事業
①志育成型学校活性化事業

統括アドバイザーが推進校11
校に入り、生徒指導の視点を
入れた学校経営をＲＰＤCAサ
イクルに基づき組織的に展開
する。
生徒支援アドバイザーが推進
校に入り、不登校や発達障害
等の生徒等への支援について
指導助言を行う。
2年間の指定とし、H25年度6
校、Ｈ26年度11校、Ｈ27年度12
校、Ｈ28年度6校、計18校の中
学校を指定する。

○推進校として中学校6校を指定す
る。
○統括アドバイザーが年間３回推進
校６校に入り、学校の取組に対して
指導、助言を行う。
○個別課題支援員が年間６回推進
校に入り、子どもの個別の課題に対
して指導、助言を行う。
○学校支援会議を年間２回実施す
る。
○県内すべての中学校長を対象と
する連絡協議会を実施する。
○公開授業研修会を実施する。

◆推進校として中学校6校を指定し
た。
◆すべての中学校においてプロジェ
クトを開始した。
◆統括アドバイザーが各校3回指導
助言を行った。
◆個別支援員が各校６回指導助言
を行った。
◆学校支援会議を２回実施した。（５
月、１月）
◆公開授業研修会を実施した。（１１
月、参加者５２名）
◆準推進校（来年度推進校）を６校
指定し、年度内に統括アドバイザー
が各校３回、指導主事が各校２回訪
問し、指導、助言を行った。

○中学校５校を２年目推進校、中学
校６校を新規推進校とし、組織的な
学校経営を目指す。
○統括アドバイザーが新規の各推
進に年間３回に入り、２年目の各指
定校に年間１回入り、学校の取組に
対して指導、助言を行う。
○個別課題支援員が年間６回各推
進校に入り、子どもの個別の課題に
対して指導、助言を行う。
○学校支援会議を年間２回実施す
る。
○県内すべての研究主任を対象と
する連絡協議会を実施する。
○公開授業研修会を実施する。

◆中学校6校を2年目推進校、中学
校6校を新規推進校に指定した。
◆統括アドバイザーが1年目校に年
間3回、2年目校に年間1回指導助言
を行った。
◆生徒支援アドバイザーが各校年
間6回指導助言を行った。
◆学校支援会議を2回実施した。（6
月，2月）
◆県内すべての研究主任を対象と
する連絡協議会を実施した。(10月、
99名）
◆推進リーダー会議を3回実施し
た。（4，8，2月　11名）
◆公開授業研修会を実施した。（11
月、参加者225名）
◆準推進校（来年度推進校）を5校
指定し、年度内に統括アドバイザー
が各校3回、指導主事が各校2回訪
問し、指導、助言を行った。

○中学校6校を2年目推進校、中学
校5校を新規推進校とし、組織的な
学校経営を目指す。
○統括アドバイザーが、新規の各推
進校に年間3回、2年目の各指定校
に年間1回それぞれ入り、学校の取
組に対して指導、助言を行う。
○生徒支援アドバイザーが各推進
校に年間6回入り、子どもの個別の
課題に対して指導、助言を行う。
○学校支援会議を年間２回実施す
る。
○県内すべての教頭を対象とする
連絡協議会を実施する。
〇推進リーダー会議を実施する。
○公開授業研修会を実施する。

◆中学校6校を2年目推進校に指定し
た。
◆統括アドバイザーが2年目校に年間２
回指導助言を行った。
◆生徒支援アドバイザーが各校年間6
回指導助言を行った。
◆学校支援会議を２回実施した。（6月、
2月）
◆県内すべての中学校の教頭を対象と
する連絡協議会を実施した。(11月、102
名）
◆推進リーダー会議を３回実施した。
（4，8，2月　11名）
◆公開授業研修会を実施した。（11月、
佐川中44名、伊野中46名、三里中59
名）

○中学校５校を2年目推進校とし、
組織的な学校経営を目指す。
○統括アドバイザーが、2年目の各
指定校に年間２回それぞれ入り、学
校の取組に対して指導、助言を行
う。
○生徒支援アドバイザーが各推進
校に年間6回入り、子どもの個別の
課題に対して指導、助言を行う。
○学校支援会議を年間2回実施す
る。
○県内すべての教頭を対象とする
連絡協議会を実施する。
〇推進リーダー会議を実施する。
○公開授業研修会を実施する。
○H27指定終了校のフォローアップ
訪問を実施する。

○児童生徒の問題行動等生徒指導
上の諸問題に関する調査において、
児童生徒の不登校、暴力行為、中
途退学の状況を全国平均まで改善
する。
○各学校において開発・予防と対処
の両面から生徒指導に組織的に取
り組む体制が強化されている。

人権教育課 152 高知夢いっぱいプロジェクト推
進事業
②未来にかがやく子ども育成
型学校連携事業

連携推進校に巣新リーダーを
配置し、児童生徒の自己指導
能力を育成するため、9年間で
育てる力を明確にし、小中が
共同し、組織で生徒指導の３
機能（自己存在感を与える、共
感的人間関係を育成する、自
己決定の場を与える）を全ての
教育活動に位置付けた取組
を、組織的に展開する。
（2年間の指定とし、H27年度2
中学校区、H28年度以降、毎
年４中学校区を指定）

〇２中学校区を推進校とし、小中が
共同で生徒指導の視点を位置付け
た取組を組織的に展開する。（中学
校２校、小学校４校）
〇小中合同推進会議、合同研修
会、合同研究部会、合同授業研究
会、合同支援会議を計画的に実施
する。
〇指導主事が推進校を定期的に訪
問し、指導助言を行う。
〇地区別小中学校生徒指導担当
者・主事会において、推進校が実践
発表を行う。
〇2年間の指定とし、H27年度2中学
校区、H28年度5中学校区、H29年度
6中学校区を指定する。

◆2中学校区（中学校2校、小学校4校）
を推進校に指定した。
◆小中合同推進会議(12回）、合同研修
会・合同研究部会（３回）、合同授業研
究会（３回）、合同支援会議（９回）を各
指定中学校区で実施した。
◆指導主事が推進校を定期的に訪問
し、指導助言を行うことができた。
◆地区別小中学校生徒指導担当者・主
事会（10月）において、推進リーダーが
実践発表を行った。
◆2年間の指定とし、H28年度４中学校
区を指定する。
◆準推進校（来年度推進校）を２校指定
し、指導主事が各校３回訪問し、指導、
助言を行った。

〇４中学校区を推進校とし、小中が
共同で生徒指導の視点を位置付け
た取組を組織的に展開する。（中学
校４校、小学校８校）
〇小中合同推進会議、合同研修
会、合同研究部会、合同授業研究
会、合同支援会議を計画的に実施
する。
〇指導主事が推進校を定期的に訪
問し、指導助言を行う。
〇地区別小中学校生徒指導担当
者・主事会において、推進校が実践
発表を行う。
〇2年間の指定とし、H28年度４中学
校区、H29年度４中学校区を指定す
る。

○児童生徒の問題行動等生徒指導
上の諸問題に関する調査において、
児童生徒の不登校、暴力行為、中
途退学の状況を全国平均まで改善
する。
○各学校において開発・予防と対処
の両面から生徒指導に組織的に取
り組む体制が強化されている。

人権教育課 - 夢・志を育む「開発的生徒指
導」推進事業
②学校経営計画に基づく生徒
指導推進校支援事業

生徒指導推進校において不登
校やいじめ等の生徒指導上の
諸問題を改善するため、学校
経営計画に生徒指導の視点を
位置付け、組織的な生徒指導
を推進する。
推進校に生徒指導推進員を配
置し、学校経営計画に生徒指
導の視点を位置付け推進する
組織的な生徒指導の補佐や不
登校生徒への支援を行う。
生徒指導推進員連絡協議会
（年間5回）を実施し、推進校の
取組の情報共有、推進員の指
導力の向上を図る。

○県内の中学校12校を推進校とし
て指定する。
○年間6回指導主事が推進校を訪
問し、学校の取組状況の確認を行
い、指導、助言を行う。
○年間5回の連絡協議会を実施す
る。

◆県内の中学校12校を推進校とし
て指定し、12校すべての学校が学
校改善プランの中に生徒指導上の
視点を位置付け取組を開始した。
◆指導主事が各推進校に３回学校
訪問し、指導助言を行った。
◆連絡協議会５回実施した。（４月、
６月、８月、１０月、２月）
・事業説明及び本年度の計画の確
認。
・事業の進捗状況を確認し、助言。
・不登校等の生徒への個別支援に
ついて、情報交換と助言。

○県内の中学校８校を２年目推進
校として指定する。
○年間6回指導主事が推進校を訪
問し、学校の取組状況の確認を行
い、指導、助言を行う。
○年間5回の連絡協議会を実施す
る。

◆県内の中学校8校を推進校として
指定し、8校すべての学校が学校経
営計画の中に生徒指導上の視点を
位置付け取組を開始した。
◆指導主事が各推進校に5回学校
訪問し、指導助言を行った。
◆連絡協議会5回実施した。（4月，6
月，8月，10月，2月）
・事業説明及び本年度の計画の確
認。
・事業の進捗状況を確認し、助言。
・不登校等の生徒への個別支援に
ついて、情報交換と助言。

８校中４校が志育成型学校活性化
事業に移行
事業終了

○児童生徒の問題行動等生徒指導
上の諸問題に関する調査において、
児童生徒の不登校、暴力行為、中
途退学の状況を全国平均まで改善
する。
○各学校において開発・予防と対処
の両面から生徒指導に組織的に取
り組む体制が強化されている。

警察本部少年
課

153 少年に手を差し伸べる立ち直
り支援活動

非行少年や不登校児童等に
対して農業や魚釣り等の体験
学習を含めた立ち直り支援活
動、トークルーム教室の居場
所作りの強化を推進する。
※平成25年６月策定の「高知
家の子ども見守りプラン」の一
施策

○立ち直り支援の対象少年50名を
選定し、支援活動を実施することと
している。

○平成25年１～12月　48名（内訳：
立ち直り支援25名、継続補導23名）
の少年に対し立ち直り支援活動を
実施。

○立ち直り支援の対象少年50名を
選定し、支援活動を実施する。

○平成26年１～12月　66名（内訳：
立ち直り支援23名、継続補導43名）
の少年に対し立ち直り支援活動を
実施。

○立ち直り支援の対象少年50名を
選定し、支援活動を実施する。

○平成27年１～12月　84名（内訳：立ち
直り支援15名、継続補導69名）の少年
に対し立ち直り支援活動を実施。

○立ち直り支援の対象少年50名を
選定し、支援活動を実施する。

○対象少年の選定。
（年間50名以上）
○刑法犯で検挙・補導される少年
（触法少年を含む。）の非行率を低
下させるための一施策。

児童家庭課 無職の非行少年の立ち直りに
つながる就労支援の取組の強
化
・見守りしごと体験講習
・見守り見舞金制度
・見守り身元保証制度
・見守り就労支援連絡会

無職の非行少年の就労に向け
てのきっかけづくりとするた
め、非行少年に理解のある見
守り雇用主の事業所での職場
体験を実施する。
更生保護サポートセンター（保
護司会）と協力しながら、見守
り雇用主の登録を増やす。
更生保護サポートセンターや
若者サポートステーション等と
連携し、無職少年の就労支援
等を行うための仕組みづくりを
進める。（就労支援連絡会の
開催）

○保護観察所との協議（8月）
○非行防止対策ネットワーク会議で
協議（8月）
○若者サポートステーションとの協
議（9月）
○県保護司会連合会との協議（9
月）
○雇用労働政策課、ジョブカフェこう
ちとの協議（11月）
○高知労働局、ハローワークとの協
議（11月）
○協力雇用主への事業説明
○就労支援連絡会の開催

・全市町村少年補導育成センター
　（県内27箇所）への非行少年への
　就労支援に関する意見の聴き取り
・保護観察所に登録されている雇用
　主への協力依頼に向けた保護観
　察所との協議
・ジョブカフェこうち「しごと体験講
　習」の活用に向けた雇用労働政
　策課及び高知労働局等との協議
・協力雇用主に事業説明と見守り
　雇用主への登録依頼（2～3月）
・就労支援連絡会の設置及び第1
　回会議を開催（3/28）

○協力雇用主等への事業説明と見
守り雇用主への登録依頼
○就労支援連絡会の開催（5月・3
月）
○見守り雇用主への問題点等の聞
き取り

・JA、商工会議所から紹介を受けた
企業など県内広域に、76箇所訪問
（4～3月）
・就労支援連絡会（第1回）開催
（5/20）
・県補導教員・補導専門職員合同連
絡協議会で事業説明及び協力依頼
（5/30）
・警察署少年補導職員研修会で事
業説明及び協力依頼（6/19）
・県補導教員・補導専門職員合同連
絡協議会で見守り雇用主の登録状
況の報告及び利用促進について依
頼（11/28）
・県保護司会連合会理事会で見守り
雇用主の登録状況の報告及び利用
促進について依頼（12/11）

○見守りしごと体験講習事業につい
て高知県経営者協会と委託契約締
結
○見守り身元保証制度について全
国更生保護就労支援会と協定締結
○見守りしごと体験講習の受講者
増に向けた生涯学習課、若者サ
ポートステーションとの協議
○見守り雇用主認証企業制度要綱
の制定
○見守り見舞金制度実施要綱の制
定
○若者の学びなおしと自立支援事
業高校連絡会で事業説明（中途退
学者へのアプローチの強化）
○就労支援連絡会の開催

○高知県就労体験講習事業（見守
　りしごと体験講習事業）について
　高知県経営者協会と委託契約締
　結（4月）
○高知県見守り身元保証制度につ
　いて全国更生保護就労支援会と
　協定締結（4月）
○見守りしごと体験講習の受講者
　増に向けた高知若者サポートス
　テーション及び高知黒潮若者サ
　ポートステーションとの協議（4月）
○高知県見守り雇用主登録制度及
　び見守り雇用主認証企業制度の
　制定（5月）
○高知県見守り見舞金制度創設
　　　　　　　　　　　　　　　　　（7月）

○中学、高校の校長会等で事業説
明（4～5月）
○各業界団体の総会で事業説明（4
～5月）
○若者の学びなおしと自立支援事
　業連絡会等で事業説明（5～6月）
○随時、見守り雇用主の開拓
○見守り就労支援連絡会の開催（9
月・3月）

・無職の非行少年の就労支援に向けた新た
　な仕組みが稼働
・無職非行少年を受け入れてくれる協力雇用
　主の拡大
・就労支援連絡会の開催

・「見守り雇用主」の拡大と就労促進に向け
た
　新たな支援の創設
・「見守り雇用主」登録事業所での「見守りし
ご
　と体験講習」の実施
・就労支援連絡会の開催

・無職非行少年への支援を行う機関、団体等
へ
　のこの仕組みの周知
・見守り雇用主の登録拡大（全市町村及び業
種
　の拡大）
・見守りしごと体験講習の受講者増
・見守り就労支援連絡会の開催

・無職非行少年への支援を行う機関、団体等
へ
　のこの仕組みの周知
・見守り雇用主の登録拡大（全市町村及び業
種
　の拡大）
・見守りしごと体験講習の受講者増
・見守り就労支援連絡会の開催

○当事業の仕組みを利用した就職
実績が積み重なっている。

・「見守りしごと体験講習」の創設に
向けた雇用労働政策課、高知県経
営者協会との協議（1～3月）
・「見守り見舞金制度」の創設に向け
た管財課、法務課との協議（1～3
月）
・「見守り身元保証制度」に関する協
定締結に向けた全国更生保護就労
支援会との協議（1～3月）
・就労支援連絡会（第2回）開催
（3/28）

【見守り雇用主の登録状況】
・登録済み　17社（保護観察所の協
力雇用主：7社、当課による新たな開
拓：10社）

○若者の学びなおしと自立支援事
　業高校担当者会で高校に事業説
　明及び活用依頼（7～8月）
○高知市立中学校校長会で事業説
　明及び活用依頼（9月）
○高知県老人福祉施設協議会に事
　業説明及び協力依頼（11月）
○県内資本スーパー6社に登録依
　頼（1月）
○各市町村の自立相談支援機関
　等に事業説明（1～2月）
○見守り就労支援連絡会の開催
　　　　　　　　　　　　（10月・3月）

【見守り雇用主登録数】
　18市町村44社83店舗
【見守りしごと体験講習受講者及び見守
り雇用主（事業所）への雇用実績】
　体験：4名、雇用：1名
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継続5校を指定

指定校での実践を県内の

学校へ発信

新規6校を指定（2年間）

指定校での実践を県内の

学校へ発信

指定校での実践を県内の

学校へ発信新規6校を指定（2年間）

継続８校を指定し、

４校は志育成型学校活性化事業に移行

志育成型学校活性化事業に移行 指定校での実践を県内の

学校へ発信

指定校での実践を県内の

学校へ発信

立ち直り支援の対象少年50名を選定し、支援活動を実施する。

継続5校を指定

指定校での実践を県内の

学校へ発信

新規6校を指定（2年間）

指定校での実践を県内の

学校へ発信

指定校での実践を県内の

学校へ発信新規6校を指定（2年間）

新規２中学校区を指定（２年間）

新規３中学校区を指定（２年間）

指定校での実践を県内の

学校へ発信

継続８校を指定し、

４校は志育成型学校活性化事業に移行

志育成型学校活性化事業に４校移

行

指定校での実践を県内の

学校へ発信

生徒指導推進協力員・学校相談員・生徒指導スーパーバイザーの配置に向けた支援

生徒指導推進員・学校相談員・生徒指導スーパーバイザーの専門性の向上及び関係機関との連携強

生徒指導スーパーバイザーの配置に向けた支援

生徒指導スーパーバイザーの専門性の向上及び関係機関との連携強化

生徒指導推進協力員・学校

相談員の配置は、事業見直
しによりH２７年度で廃止

指定終了校のフォローアップ訪問実施（１１校）



健康長寿政策
課

158 子どもの健康的な生活習慣支
援事業

子どもの頃からの健康的な生
活習慣の定着を推進する。

○教育委員会と連携した健康教育
の実施
○学校関係者を対象とした研修会
の実施
○地域の人材育成の推進
○推進体制の構築

○小学校低学年用リーフレット、高
校生用副読本を作成し、教材を活用
した健康教育の実施（9月以降）
○養護教諭等を対象としたむし歯予
防研修会（8/1,23,28,29)、喫煙防止
教育研修会(8/16)開催
○保健師等市町村職員等を対象と
した子どもの生活習慣づくり研修会
の実施(9/3)
○高知県健康づくり推進協議会子ど
も支援専門部会の開催
　・6/10
　・2/19

○教育委員会と連携した健康教育
の実施
○学校関係者を対象とした研修会
の実施
○地域の人材育成の推進
○推進体制の構築

○小・中・高校生用副読本及びリーフ
レットを作成し、教材を活用した健康教
育を実施
○保護者、教職員、児童生徒を対象
に、健康的な生活習慣に関する出前
講座を実施（計16回）
○養護教諭等を対象とした喫煙防止
教育研修会（8/20）
○保健師等市町村職員、保育園・幼
稚園職員等を対象とした子どもの生活
習慣づくり研修会の実施（9/5）
○高知県健康づくり推進協議会子ども
支援専門部会の開催
・9/16
・2/13

○教育委員会と連携した健康教育の
実施
○学校関係者を対象とした研修会の
実施
○地域の人材育成の推進
○推進体制の構築

○小・中・高校生用副読本及びリーフ
レットを作成し、教材を活用した健康教
育を実施
○保護者、教職員、児童生徒を対象
に、健康的な生活習慣に関する出前
講座を実施（計17回）
○養護教諭等を対象とした喫煙防止
教育研修会（8/20）
○保健師等市町村職員、保育園・幼
稚園職員等を対象とした子どもの生活
習慣づくり研修会の実施
（11/27,12/2,12/9）
○高知県健康づくり推進協議会子ども
支援専門部会の開催(2/10)

○教育委員会と連携した健康教育の
実施
○学校関係者を対象とした研修会の
実施
○地域の人材育成の推進
○推進体制の構築

○子どもの生活スタイル等の調査
結果が良くなる。
○肥満傾向児割合が減少する。

健康長寿政策
課

159 地域食育推進事業 若い世代の栄養・食生活の改
善、食育に取り組み、生活習
慣病予防に繋げるために、保
育所や学校などでの食育講座
や量販店における食育イベン
トを開催し、多くの子ども、県民
に食育の重要性を啓発してい
る。

○食育講座、食育イベントとも、全
市町村で１回以上開催

○県内各地で、保育園・幼稚園・小
学校・地域住民を対象に食育講座
やイベントを実施中
・食育講座
　　33市町村　51回　1,483人
・食育イベント
　　33市町村　50回　6,107人

○県内各地で、保育園・幼稚園・小
学校・地域住民を対象に食育講座
やイベントを実施

○県内各地で、保育園・幼稚園・小
学校・地域住民を対象に食育講座
やイベントを実施中
・食育講座
　　32市町村　42回　1,100人
・食育イベント
　　32市町村　56回　6,473人

○県内各地で、保育園・幼稚園・小
学校・地域住民を対象に食育講座
やイベントを実施

○県内各地で、保育園・幼稚園・小
学校・地域住民等を対象に食育講
座やイベントを実施
・食育講座
　　33市町村　51回　1,273人
・食育イベント
　　33市町村　5１回　5,860人

○ヘルスメイトの参画による児童へ
の健康教育の実施
・小学校高学年を対象に健康教育
教材を用いた健康教育を実施
・家庭への伝達状況を把握するため
のアンケート調査を実施

○食育講座の実施校数が増える。

生涯学習課 160 家庭教育支援基盤形成事業 市町村における家庭学習支援
の取組を支援するとともに、学
校や地域での出前講座を実施
することにより、家庭の教育力
の向上を図る。

○家庭教育基盤形成事業の実施
・実施市町村数：15
・事業内容：家庭の教育力向上に関す
る各種講座・講演の開催
　絵本の読み聞かせ
　生活習慣づくり講座
　子育て講座、食育講座
　親子コミュニケーション講座
　親子スポーツ教室
　親子参加行事
　家庭教育講演会等

○「早ね早おき朝ごはん」県民運動の
推進
・「よさこい健康プラン21」と連携した取
組の推進
・リーフレット・生活リズムチェックカー
ドの配布
・イメージキャラクター啓発資材の貸出

○家庭教育基盤形成事業
・実施市町村数：15
・事業内容：家庭の教育力向上に関
する各種講座・講演の開催
　絵本の読み聞かせ
　生活習慣づくり講座
　子育て講座、食育講座
　親子コミュニケーション講座
　親子スポーツ教室
　親子参加行事
　家庭教育講演会等

○「早ね早おき朝ごはん」県民運動
・健康長寿政策課から小学校１・２
年生向けにリーフレット・生活リズム
チェックカードを配布。それに合わ
せ、各小中学校へ取組を依頼。
・生活リズムチェックカードの取組
　　取組人数：27,750人
・イメージキャラクター啓発資材の貸
出
　　　貸出件数：39件

○家庭教育基盤形成事業の実施
・実施市町村数：15
・事業内容：家庭の教育力向上に関す
る各種講座・講演の開催
　絵本の読み聞かせ
　生活習慣づくり講座
　子育て講座、食育講座
　親子コミュニケーション講座
　親子スポーツ教室
　親子参加行事
　家庭教育講演会等

○「早ね早おき朝ごはん」県民運動の
推進
・「よさこい健康プラン21」と連携した取
組の推進
・リーフレット、生活リズムチェックカー
ドの配布
・イメージキャラクター啓発資材の貸出

○家庭教育基盤形成事業の実施
・実施市町村数：13
・事業内容：家庭の教育力向上に関す
る各種講座・講演の開催
　絵本の読み聞かせ
　生活習慣づくり講座
　子育て講座、食育講座
　親子コミュニケーション講座
　親子スポーツ教室
　親子参加行事
　家庭教育講演会等

○「早ね早おき朝ごはん」県民運動の
推進
・「よさこい健康プラン21」と連携した取
組の推進
・リーフレット、生活リズムチェックカー
ドの配布
・イメージキャラクター啓発資材の貸出
　　　貸出件数：20件

○家庭教育基盤形成事業の実施
・実施市町村数：13
・事業内容：家庭の教育力向上に関す
る各種講座・講演の開催
　絵本の読み聞かせ
　生活習慣づくり講座
　子育て講座、食育講座
　親子コミュニケーション講座
　親子スポーツ教室
　親子参加行事
　家庭教育講演会等
・家庭教育支援プログラムファシリテー
ターの養成

○「早ね早おき朝ごはん」県民運動の
推進
・「よさこい健康プラン21」と連携した取
組の推進
・リーフレット、生活リズムチェックカー
ドの配布
・イメージキャラクター啓発資材の貸出

○家庭教育基盤形成事業の実施
・実施市町村数：13
・事業内容：家庭の教育力向上に関す
る各種講座・講演の開催
　絵本の読み聞かせ
　生活習慣づくり講座
　子育て講座、食育講座
　親子コミュニケーション講座
　親子スポーツ教室
　親子参加行事
　家庭教育講演会等
・家庭教育支援プログラムファシリテー
ターの養成
○「早ね早おき朝ごはん」県民運動の
推進
・「よさこい健康プラン21」と連携した取
組の推進
・リーフレット、生活リズムチェックカー
ドの配布
・イメージキャラクター啓発資材の貸出
　　　貸出件数：25件

○家庭教育基盤形成事業の実施
・実施市町村数：13
・事業内容：家庭の教育力向上に関す
る各種講座・講演の開催
　絵本の読み聞かせ
　生活習慣づくり講座
　子育て講座、食育講座
　親子コミュニケーション講座
　親子スポーツ教室
　親子参加行事
　家庭教育講演会等
・家庭教育支援プログラムファシリテー
ターの養成

○「早ね早おき朝ごはん」県民運動の
推進
・「よさこい健康プラン21」と連携した取
組の推進
・リーフレット、生活リズムチェックカー
ドの配布
・イメージキャラクター啓発資材の貸出

○親への学習機会の提供や相談対
応などの家庭教育支援等、様々な
教育支援活動がより充実している。

スポーツ健康
教育課

161 給食の時間における食に関す
る指導

児童生徒の食生活を中心とし
た生活習慣の改善を図るため
に、生活ふりかえり票等による
生活習慣改善指導を行う。ま
た、生活習慣の改善状況の把
握や食育の推進に役立てるた
めに児童生徒の生活スタイル
に関する調査を行う。

○生活ふりかえり票等による生活習
慣改善指導
○児童生徒の生活スタイルに関す
る調査

○生活ふりかえり票等による生活習
慣改善指導の実施
・活用に手引きを添付し11月に配布
予定
○児童生徒の生活スタイルに関す
る調査
・調査７月
・対象児童生徒
　小学５年生（1,027名）
　中学２年生（1,068名）
　高校２年生（1,086名）
・調査結果
　ホームページアップ予定
　「高知県の学校給食」平成26年3月

○食生活の改善に関する教材を利
用した生活習慣改善指導
○児童生徒の生活スタイルに関す
る調査

○給食の時間の重要性や指導内容
の啓発に関するリーフレットの作成
○児童生徒の生活スタイルに関す
る調査は、調査方法及び調査項目
の見直しにより「高知県体力・運動
能力、生活実態等調査」に移行

○施策名称を「生活習慣改善指導
事業」から「給食の時間における食
に関する指導」に変更

○給食の時間における食に関する
指導「ちょこっと食育」の実践
・リーフレットによる普及
・栄養教諭等による実践事例の収集
・食に関する指導の実施状況調査
の実施

○給食の時間における食に関する
指導「ちょこっと食育」の実践
・リーフレットによる普及
・栄養教諭等による実践事例の収集
・食に関する指導の実施状況調査
の実施（指導の実施率99.0%　年間
指導計画の作成率81.8%　給食の時
間における指導の実施率80.8%）

○給食の時間における食に関する
指導「ちょこっと食育」の実践
・リーフレットによる普及
・研修会における実践事例紹介
・栄養教諭等による実践事例の収集
・食に関する指導の実施状況調査
の実施
○「学校における食に関する指導の
手引」の作成

○各学校が生活習慣改善指導及び
給食の時間の指導を計画的に行
い、児童の望ましい食生活習慣が
定着している。
○各学校が「児童生徒の生活スタイ
ルに関する調査結果」及び「高知県
体力・運動能力、生活実態等調査結
果」を活用して、健康的な生活習慣
の定着に繋げている。

幼保支援課 162 親育ち支援推進事業
（基本的生活習慣向上事業）

保護者が生活習慣定着の重
要性について理解し、早期か
ら望ましい生活習慣を確立す
るために、各園における学習
会や講師による講演を行う。

○基本的生活習慣に関するパンフ
レットの作成・配付
○基本的生活習慣に関する講演会
○パンフレットの活用についての説
明会
○基本的生活習慣についての学習
会（各園）

○10月末、パンフレット完成、保育所・
幼稚園等へ送付。学習会等の実施
後、3歳児保護者へ配付。
○基本的生活習慣に関する講演会及
び説明会の実施
　・講演会3会場、説明会5会場
　・参加人数812名
　　（講演会427名、説明会385名）
○基本的生活習慣についての学習会
の実施
　・保育所、幼稚園等264園（88.6％）で
実施

○3歳児保護者へ基本的生活習慣に
関するパンフレットの配付
○基本的生活習慣についての学習会
（各園）
○基本的生活習慣の取組強調月間の
実施

○保護者が食・睡眠・運動などの基
本的生活習慣の重要性について理
解を深めることにより、子どもたちの
基本的生活習慣の改善が図られ
る。

健康長寿政策
課

163 子どもの健康的な生活習慣支
援事業

子どもの頃からの健康的な生
活習慣の定着を推進する。

○教育委員会と連携した健康教育
の実施
○学校関係者を対象とした研修会
の実施
○地域の人材育成の推進
○推進体制の構築

○小学校低学年用リーフレット、高
校生用副読本を作成し、教材を活用
した健康教育の実施（9月以降）
○養護教諭等を対象としたむし歯予
防研修会(8/1,23,28,29)、喫煙防止
教育研修会(8/16)開催
○保健師等市町村職員等を対象と
した子どもの生活習慣づくり研修会
の実施(9/3)
○高知県健康づくり推進協議会子ど
も支援専門部会の開催
　・6/10
　・2/19

○教育委員会と連携した健康教育
の実施
○学校関係者を対象とした研修会
の実施
○地域の人材育成の推進
○推進体制の構築

○小・中・高校生用副読本及びリーフ
レットを作成し、教材を活用した健康教
育を実施
○保護者、教職員、児童生徒を対象
に、健康的な生活習慣に関する出前
講座を実施（計16回）
○養護教諭等を対象とした喫煙防止
教育研修会（8/20）
○保健師等市町村職員、保育園・幼
稚園職員等を対象とした子どもの生活
習慣づくり研修会の実施（9/5）
○高知県健康づくり推進協議会子ども
支援専門部会の開催
・9/16
・2/13

○教育委員会と連携した健康教育の
実施
○学校関係者を対象とした研修会の
実施
○地域の人材育成の推進
○推進体制の構築

○小・中・高校生用副読本及びリーフ
レットを作成し、教材を活用した健康教
育を実施
○保護者、教職員、児童生徒を対象
に、健康的な生活習慣に関する出前
講座を実施（計17回）
○養護教諭等を対象とした喫煙防止
教育研修会（8/20）
○保健師等市町村職員、保育園・幼
稚園職員等を対象とした子どもの生活
習慣づくり研修会の実施
（11/27,12/2,12/9）
○高知県健康づくり推進協議会子ども
支援専門部会の開催(2/10)

○教育委員会と連携した健康教育の
実施
○学校関係者を対象とした研修会の
実施
○地域の人材育成の推進
○推進体制の構築

○子どもの生活スタイル等の調査
結果が良くなる。
○肥満傾向児割合が減少する。

生涯学習課 164 家庭教育支援基盤形成事業 市町村における家庭学習支援
の取組を支援するとともに、学
校や地域での出前講座を実施
することにより、家庭の教育力
の向上を図る。

○家庭教育基盤形成事業の実施
・実施市町村数：15
・事業内容：家庭の教育力向上に関す
る各種講座・講演の開催
　絵本の読み聞かせ
　生活習慣づくり講座
　子育て講座、食育講座
　親子コミュニケーション講座
　親子スポーツ教室
　親子参加行事
　家庭教育講演会等

○「早ね早おき朝ごはん」県民運動の
推進
・「よさこい健康プラン21」と連携した取
組の推進
・リーフレット・生活リズムチェックカー
ドの配布
・イメージキャラクター啓発資材の貸出

○家庭教育基盤形成事業
・実施市町村数：15
・事業内容：家庭の教育力向上に関する
各種講座・講演の開催
　絵本の読み聞かせ
　生活習慣づくり講座
　子育て講座、食育講座
　親子コミュニケーション講座
　親子スポーツ教室
　親子参加行事
　家庭教育講演会等

○「早ね早おき朝ごはん」県民運動
・健康長寿政策課から小学校１・２年生向
けにリーフレット・生活リズムチェックカード
を配布。それに合わせ、各小中学校へ取
組を依頼。
・生活リズムチェックカードの取組
　　取組人数：27,750人
・イメージキャラクター啓発資材の貸出
　　　貸出件数：39件

○家庭教育基盤形成事業の実施
・実施市町村数：15
・事業内容：家庭の教育力向上に関
する各種講座・講演の開催
　絵本の読み聞かせ
　生活習慣づくり講座
　子育て講座、食育講座
　親子コミュニケーション講座
　親子スポーツ教室
　親子参加行事
　家庭教育講演会等

○「早ね早おき朝ごはん」県民運動
の推進
・「よさこい健康プラン21」と連携した
取組の推進
・リーフレット、生活リズムチェック
カードの配布
・イメージキャラクター啓発資材の貸
出

○家庭教育基盤形成事業の実施
・実施市町村数：13
・事業内容：家庭の教育力向上に関
する各種講座・講演の開催
　絵本の読み聞かせ
　生活習慣づくり講座
　子育て講座、食育講座
　親子コミュニケーション講座
　親子スポーツ教室
　親子参加行事
　家庭教育講演会等

○「早ね早おき朝ごはん」県民運動
の推進
・「よさこい健康プラン21」と連携した
取組の推進
・リーフレット、生活リズムチェック
カードの配布
・イメージキャラクター啓発資材の貸
出

　　　貸出件数：20件

○家庭教育基盤形成事業の実施
・実施市町村数：13
・事業内容：家庭の教育力向上に関
する各種講座・講演の開催
　絵本の読み聞かせ
　生活習慣づくり講座
　子育て講座、食育講座
　親子コミュニケーション講座
　親子スポーツ教室
　親子参加行事
　家庭教育講演会等
・家庭教育支援プログラムファシリ
テーターの養成

○「早ね早おき朝ごはん」県民運動
の推進
・「よさこい健康プラン21」と連携した
取組の推進
・リーフレット、生活リズムチェック
カードの配布
・イメージキャラクター啓発資材の貸
出

○家庭教育基盤形成事業の実施
・実施市町村数：13
・事業内容：家庭の教育力向上に関す
る各種講座・講演の開催
　絵本の読み聞かせ
　生活習慣づくり講座
　子育て講座、食育講座
　親子コミュニケーション講座
　親子スポーツ教室
　親子参加行事
　家庭教育講演会等
・家庭教育支援プログラムファシリテー
ターの養成
○「早ね早おき朝ごはん」県民運動の
推進
・「よさこい健康プラン21」と連携した取
組の推進
・リーフレット、生活リズムチェックカー
ドの配布
・イメージキャラクター啓発資材の貸出
　　　貸出件数：25件

○家庭教育基盤形成事業の実施
・実施市町村数：13
・事業内容：家庭の教育力向上に関す
る各種講座・講演の開催
　絵本の読み聞かせ
　生活習慣づくり講座
　子育て講座、食育講座
　親子コミュニケーション講座
　親子スポーツ教室
　親子参加行事
　家庭教育講演会等
・家庭教育支援プログラムファシリテー
ターの養成

○「早ね早おき朝ごはん」県民運動の
推進
・「よさこい健康プラン21」と連携した取
組の推進
・リーフレット、生活リズムチェックカー
ドの配布
・イメージキャラクター啓発資材の貸出

○親への学習機会の提供や相談対
応などの家庭教育支援等、様々な
教育支援活動がより充実している。

■子どもの環境づくり推進計画（第三期）進行管理シート（プラン１２）

担当課 番号 事　　業　　名 事業概要 H２５計画 Ｈ２５実施状況 H２６計画 H２６実施状況 H２７計画 H２７実施状況 H２８計画 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
目標数値または

目指すべき姿（H２９）
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各学校で食生活の改善に関する教材
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地域による教育支援活動推進委員会

基本的生活習慣の向上に関する取組

家庭教育支援の推進
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㉖
年
間
事
業
計
画
　
㉕
実
績
報
告

 8 ,9月

・各種研修の実施

・啓発・情報提供

㉖
事
業
総
括
　

㉗
計
画
（
予
算
・
方
向
性
）

・
市
町
村
訪
問
に
よ
る
方
向
性
の
共
有

改
善
・
充
実

地域による教育支援活動推進委員

5月

㉗
年
間
事
業
計
画
　
㉖
実
績
報
告

 8 ,9月

・各種研修の実

施

㉗
事
業
総
括
　

㉘
計
画
（予
算
・
方
向
性
）

・
市
町
村
訪
問
に
よ
る
方
向
性
の
共
有

改
善
・
充
実

2月

改
善
・
充
実

取組の継続

家庭教育支援の推進

地域による教育支援活動推進委員

5月 2月

㉖
年
間
事
業
計
画
　
㉕
実
績
報
告

 8 ,9月

・各種研修の実施

・啓発・情報提供

㉖
事
業
総
括
　

㉗
計
画
（
予
算
・
方
向
性
）

・
市
町
村
訪
問
に
よ
る
方
向
性
の
共
有

改
善
・
充
実

地域による教育支援活動推進委員

5月

㉗
年
間
事
業
計
画
　
㉖
実
績
報
告

 8 ,9月

・各種研修の実

施

㉗
事
業
総
括
　

㉘
計
画
（予
算
・
方
向
性
）

・
市
町
村
訪
問
に
よ
る
方
向
性
の
共
有

改
善
・
充
実

2月

改
善
・
充
実

取組の継続

5月

㉗
年
間
事
業
計
画
　
㉖
実
績
報
告

 8 ,9月

・各種研修の実

施

㉗
事
業
総
括
　

㉘
計
画
（予
算
・
方
向
性
）

・
市
町
村
訪
問
に
よ
る
方
向
性
の
共
有

2月

地域による教育支援活動推進委員

取組

2月

・
次
期
計
画
（
案
）
検
討

・
今
後
の
取
組
説
明

4-6月

・
副
読
本
の
作
成
･
配
布

・
前
年
度
の
実
績
報
告

・
評
価
に
向
け
て
の
検

討

取組

2月

・
計
画
に
基
づ
く
進
捗
状

況・
次
年
度
の
取
組
説
明

4-6月

・
副
読
本
の
作
成
･
配
布

・
前
年
度
の
実
績
報
告

取組

2月

・
計
画
に
基
づ
く
進
捗
状

況・
次
年
度
の
取
組
説
明

4-6月

・
副
読
本
の
作
成
･
配
布

・
前
年
度
の
実
績
報
告

取組

2月

・
計
画
に
基
づ
く
進
捗
状

況・
次
年
度
の
取
組
説
明

6月

・
当
年
度
の
進
め
方

・
前
年
度
の
実
績
報
告

子ども支援専門部会

第４期計画に向けた検討及び、改定作業第３期高知県健康増進計画「よさこい健康プラン２１」の取組

食育イベント

食育講座 食育講座（食育指導教材を活用した健康教育）

県内各地で若い世代（40歳未満）を対象に、量販店や直販所等において減塩・野

菜摂取・朝食の重要性等を啓発する食育イベントを実施

保育園・幼稚園・小学校・中学校等の児童生徒及び保護者を対象に、食の大切さ

を伝える食育講座を実施

小学校高学年を中心に、児童への健康教育を行い、子どもと保護者が家庭で一緒

に取り組める健康づくりの方法を伝える

取組

2月

・
次
期
計
画
（
案
）
検
討

・
今
後
の
取
組
説
明

4-6月

・
副
読
本
の
作
成
･
配
布

・
前
年
度
の
実
績
報
告

・
評
価
に
向
け
て
の
検

討

取組

2月

・
計
画
に
基
づ
く
進
捗
状

況・
次
年
度
の
取
組
説
明

4-6月

・
副
読
本
の
作
成
･
配
布

・
前
年
度
の
実
績
報
告

取組

2月

・
計
画
に
基
づ
く
進
捗
状

況・
次
年
度
の
取
組
説
明

4-6月

・
副
読
本
の
作
成
･
配
布

・
前
年
度
の
実
績
報
告取組

2月

・
計
画
に
基
づ
く
進
捗
状

況・
次
年
度
の
取
組
説
明

6月

・
当
年
度
の
進
め
方

・
前
年
度
の
実
績
報
告

子ども支援専門部会

第４期計画に向けた検討及び、改定作業第３期高知県健康増進計画「よさこい健康プラン２１」の取組



■子どもの環境づくり推進計画（第三期）進行管理シート（プラン１２）

担当課 番号 事　　業　　名 事業概要 H２５計画 Ｈ２５実施状況 H２６計画 H２６実施状況 H２７計画 H２７実施状況 H２８計画 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
目標数値または

目指すべき姿（H２９）

幼保支援課 165 親育ち支援推進事業
（基本的生活習慣向上事業）

保護者が生活習慣定着の重
要性について理解し、早期か
ら望ましい生活習慣を確立す
るために、各園における学習
会や講師による講演を行う。

○基本的生活習慣に関するパンフ
レットの作成・配付
○基本的生活習慣に関する講演会
○パンフレットの活用についての説
明会
○基本的生活習慣についての学習
会（各園）

○10月末、パンフレット完成、保育
所・幼稚園等へ送付。学習会等の実
施後、3歳児保護者へ配付。
○基本的生活習慣に関する講演会
及び説明会の実施
　・講演会3会場、説明会5会場
　・参加人数812名
　　（講演会427名、説明会385名）
○基本的生活習慣についての学習
会の実施
　・保育所、幼稚園等264園（88.6％）
で実施

○3歳児保護者へ基本的生活習慣
に関するパンフレットの配付
○基本的生活習慣についての学習
会（各園）
○基本的生活習慣の取組強調月間
の実施

○保護者が食・睡眠・運動などの基
本的生活習慣の重要性について理
解を深めることにより、子どもたちの
基本的生活習慣の改善が図られ
る。

健康長寿政策
課

166 喫煙防止教育研修会事業 各学校で、学年に応じた効果
的な喫煙防止教育が実施され
るよう、養護教諭等関係者の
スキルアップを目的とした研修
会を開催する。

○研修会一回開催
（学校が夏休みの時期に実施）

○開催日時
　平成２５年８月１６日（金）
　９時半～１１時４５分
○講師
　青木篤子
　（NPO京都禁煙推進研究会）
○参加者数
　６１名
　（養護教諭27名、教諭5名、学校
　　薬剤師4名　等）

○研修会一回開催
（学校が夏休みの時期に実施）

○開催日時
　平成２６年８月２０日（金）
　１３時３０分～１６時３０分
○講師
　青木篤子
　（NPO京都禁煙推進研究会）
○参加者数
　４１名
　（養護教諭2１名、教諭９名、指導
主事１名、管理栄養士１名、保健師
７名、歯科衛生士２名）

○研修会一回開催
（学校が夏休みの時期に実施）

○開催地：四万十市
○開催日時
　平成２7年８月２０日（木）
　１３時３０分～１６時３０分
○講師
　青木篤子
　（NPO京都禁煙推進研究会）
○参加者数
　４０名
　（養護教諭16名、教諭2名、歯科医師
１名、歯科衛生士6名、薬剤師3名、保
健師７名、その他５名）

○研修会一回開催
（学校が夏休みの時期に実施）

＜H27年度末＞
○学年に応じた、効果的な喫煙防
止教育が実施される。

スポーツ健康
教育課

167 薬物乱用防止教育研修会等
事業

青少年の薬物乱用問題につい
ては、依然として予断を許さな
い状況にあり、薬物乱用を防
止するため、薬物問題に従事
している多分野の関係機関と
相互連携を図りながら、薬物
乱用防止教育研修会を開催す
る。

○薬物乱用防止教室の開催状況の
調査結果の送付（市町村教委及び
県立学校等）
○受動喫煙防止対策の推進及び学
校における分煙状況等の調査結果
の送付（市町村教委及び県立学校
等）
○地域や関係機関と連携した、薬物
乱用防止教育研修会の開催　７月３
１日（水）開催
○学校保健計画の点検により、薬
物乱用防止教室の計画的な実施を
促進

○地域や関係機関と連携した、7月
31日（水）薬物乱用防止教育研修会
の開催にあたり、参加者数増に向け
た、広報啓発活動を行った。

○7月31日（水）薬物乱用防止教育
研修会146名参加

○学校保健計画の点検等により、
薬物乱用防止教室の計画的な実施
を促進

○薬物乱用防止教室の開催状況の
調査（市町村教委及び県立学校等）
○受動喫煙防止対策の推進及び学
校における分煙状況等の調査（市
町村教委及び県立学校等）
○地域や関係機関と連携した、薬物
乱用防止教育研修会の開催
○学校保健計画の点検により、薬
物乱用防止教室の計画的な実施を
促進

○地域や関係機関と連携した、8月1
日（金）薬物乱用防止教育研修会の
開催にあたり、参加者数増に向け
た、広報啓発活動を行った。

○8月１日（金）薬物乱用防止教育
研修会175名参加

○学校保健計画の点検等により、
薬物乱用防止教室の計画的な実施
を促進

○薬物乱用防止教室の開催状況の
調査（市町村教委及び県立学校等）
及び調査結果の送付。

○受動喫煙防止対策の推進及び学
校における分煙状況等の調査（市
町村教委及び県立学校等）及び調
査結果の送付

○関係機関（警察、精神保健セン
ター、医事薬務課、教育委員会）が
連携し、地域に呼びかける薬物乱用
防止教育研修会の開催

○学校保健計画の点検により、薬
物乱用防止教室の計画的な実施を
促進

○地域や関係機関と連携した、8月4
日（火）薬物乱用防止教育研修会の開
催にあたり、参加者数増に向けた、広
報啓発活動を行うとともに、学校にお
ける薬物乱用防止教室の開催を促す
ような研修会の内容を実施した。

○8月4日（火）薬物乱用防止教育研修
会166名参加
○学校保健計画の点検等により、薬
物乱用防止教室の計画的な実施を促
進

○学校保健総合支援事業報告会にお
いて行政説明「薬物乱用防止教育の
現状」を行い、学校における薬物乱用
防止教室の開催を促した。

○薬物乱用防止教室の開催状況の調
査（市町村教委及び県立学校等）及び
調査結果の送付。

○受動喫煙防止対策の推進及び学校
における分煙状況等の調査（市町村
教委及び県立学校等）及び調査結果
の送付

○関係機関（警察、精神保健セン
ター、医事薬務課、教育委員会）が連
携し、地域に呼びかける薬物乱用防
止教育研修会の開催

○学校保健総合支援事業報告会にお
いて学校における薬物乱用防止教室
の開催を促進

○学校保健計画に薬物乱用防止教
室を位置づけ、計画的に実施してい
る学校が増加している。

○薬物乱用防止教育について指導
できる教職員が増加している。

○学校の教育活動全体で児童生徒
の発達段階に応じた薬物乱用防止
教育が実施されている。

健康長寿政策
課

168 子どもの健口応援推進事業 子どもの頃からのむし歯、歯
周病予防のため、関係者の正
しい理解を得るため、研修会を
開催し、フッ化物応用の普及
促進や、子どもの理想的な生
活習慣の定着を図る。

○フッ化物洗口開始施設：28

○むし歯予防研修会開催：4回
（内3回は関係者での検討会も同時
開催）

各圏域ごとに説明会、検討会を開催
中
　フッ化物洗口開始施設:34施設
　実施施設数:60(H21)→156(H25)

むし歯予防研修会開催：5回
（内3回は関係者での検討会も同時
開催）

○子どもの顎・口腔の発育促進用
啓発資材作成
○フッ化物洗口等にかかる説明会
の開催（適宜）

○むし歯予防研修会開催:3回

各圏域ごとに説明会、検討会を開催
　フッ化物洗口開始施設:59施設
　実施施設数:60(H21)→215(H26)

むし歯予防研修会開催：2回

○フッ化物洗口等にかかる説明会
の開催（適宜）

○むし歯予防研修会開催:2回

各圏域ごとに説明会、検討会を開催
　フッ化物洗口開始施設:65施設
　実施施設数:60(H21)→280(H26)

○フッ化物洗口等にかかる説明会
の開催（適宜）

○むし歯予防研修会開催:2回

＜２８年度末＞
○１人平均のむし歯本数（12歳）
　１本以下
○歯肉炎罹患率(12歳)
　３％以下
○フッ素洗口、フッ素塗布を実施す
る市町村の増加
・全市町村で乳幼児健診でのフッ素
塗布の実施
　　　22/34(H23)　→　34/34
・全市町村でのフッ素洗口の実施
　　　15/34(H23)　→　34/34

スポーツ健康
教育課

169 学校保健指導費 学校保健安全法の目的である
学校教育の円滑な実施とその
成果の確保に資するうえで必
要な保健管理及び保健教育を
推進し、むし歯・歯肉炎予防、
フッ化物応用、仕上げ磨きの
重要性と口腔清掃定着を図る
ため、養護教諭をはじめ関係
者に対する啓発活動を行う。

○定期歯科健康診断の充実を図る
・新規採用養護教諭研修での講義・
演習
・学校歯科保健統計調査の実施（文
部科学省、統計課）による実態把握
○学校医・学校歯科医・学校薬剤師
と連携した取組の推進
○地域の歯科保健担当者と連携し
た取組の推進
○高知県歯科医師会、健康長寿政
策課と連携した「歯・口の健康に関
する図画・ポスター並びに健康啓発
標語コンクール」の実施

○新規採用養護教諭研修において
・「生活習慣病と歯科保健指導」など、健
康診断に続く集団及び個別の歯科保健活
動の進め方に関する講義・演習を健康長
寿政策課の協力を得て実施（計４回）
○優れた取組の実践発表において普及啓
発
・「第29回高知県学校医・歯・薬・保健研究
大会」において中土佐町立大野見小学校
の実践発表
・「第63回全国学校保健研究大会（秋田
県）」において高知県立四万十高等学校
及び高知県立学校女子生徒の取組に関
する実践発表
・「全国養護教諭研究大会（山梨県）」にお
いて土佐市立戸波小学校の実践発表
○「歯・口の健康に関する図画・ポスター
並びに健康啓発標語コンクール」の実施
（図画の部　小学校1,298点、中学校50
点、啓発標語の部　小学校3,598点、中学
校1,555点　表彰式　平成25年10月12日）
○いの町立長沢小学校（日本学校歯科医
会の事業「生きる力をはぐくむ歯・口の健
康づくり推進事業」による指定校）を中心と
した本川地区のむし歯予防中心の歯科保
健活動

○定期歯科健康診断の充実を図る
・新規採用養護教諭研修での講義・
演習
・学校歯科保健統計調査の実施（文
部科学省、統計課）による実態把握
○学校医・学校歯科医・学校薬剤師
と連携した取組の推進
○地域の歯科保健担当者と連携し
た取組の推進
○高知県歯科医師会、健康長寿政
策課と連携した「歯・口の健康に関
する図画・ポスター並びに健康啓発
標語コンクール」の実施

○新規採用養護教諭研修において
・「生活習慣病と歯科保健指導」な
ど、健康診断に続く集団及び個別の
歯科保健活動の進め方に関する講
義・演習を中央西福祉保健所・安芸
保健所の協力を得て実施
・「第30回高知県学校医・歯・薬・保
健研究大会」において高知市立鏡
小学校の実践発表
○「歯・口の健康に関する図画・ポス
ター並びに健康啓発標語コンクー
ル」の実施（図画の部　小学校1,213
点、中学校58点、啓発標語の部　小
学校3,262点、中学校1,409点　表彰
式　平成26年10月18日）
○いの町立長沢小学校（日本学校
歯科医会の事業「生きる力をはぐく
む歯・口の健康づくり推進事業」によ
る指定校）を中心とした本川地区の
むし歯予防中心の歯科保健活動

○定期歯科健康診断の充実を図る
・新規採用養護教諭研修での講義・
演習
・学校歯科保健統計調査の実施（文
部科学省、統計課）による実態把握
○学校医・学校歯科医・学校薬剤師
と連携した取組の推進
○地域の歯科保健担当者と連携し
た取組の推進
○高知県歯科医師会、健康長寿政
策課と連携した「歯・口の健康に関
する図画・ポスター並びに健康啓発
標語コンクール」の実施

○新規採用養護教諭研修
・「生活習慣病と歯科保健指導」な
ど、健康診断の事後措置に関わる
集団及び個別の歯科保健活動の進
め方に関する講義・演習を中央東福
祉保健所・須崎福祉保健所の協力
を得て実施
○「歯・口の健康に関する図画・ポス
ター並びに健康啓発標語コンクー
ル」の実施（図画の部　小学校1,438
点、中学校52点、啓発標語の部　小
学校3,547点、中学校1,394点　表彰
式　平成27年10月17日）
○日本学校歯科医会事業　平成２
７・２８年度「生きる力をはぐくむ歯・
口の健康づくり推進事業」による指
定校の歯科保健活動（高知市立西
部中学校）

○定期歯科健康診断の充実
・新規採用養護教諭研修、チーム協
同研修における講義・演習
・学校歯科保健統計調査の実施（文
部科学省、統計課）による実態把握
・学校歯科保健調査の実施（高知県
歯科医師会との連携）による実態把
握
○学校医・学校歯科医・学校薬剤師
と連携した取組の推進
・第32回高知県学校医・歯・薬・保健
研究大会における実践校の発表
○地域の歯科保健担当者と連携し
た取組の推進
○高知県歯科医師会、健康長寿政
策課と連携した「歯・口の健康に関
する図画・ポスター並びに健康啓発
標語コンクール」の実施
○日本学校歯科医会事業　平成２
７・２８年度「生きる力をはぐくむ歯・
口の健康づくり推進事業」による指
定校の歯科保健活動（高知市立西
部中学校）

○高知県歯科医師会や健康長寿政
策課との連携により、定期歯科健康
診断の精度の向上及び事後措置に
おける保健管理及び保健教育の充
実を図る。

○高知県歯科医師会や健康長寿政
策課との連携により、高知県歯科保
健条例や第３期高知県健康増進計
画よさこい健康プラン21の取組が着
実に進んでいる。

○児童生徒の歯・口の健康に関す
る意識が高まり、主体的な行動がと
れる。
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基本的生活習慣の向上に関する取組

薬物乱用防止教育研修会の開催等により、薬物乱用防止教育の推進を広める取組 薬物乱用防止教育研修会の開催等により、薬物乱用防止教育の推進を広める取組
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研修会の開催開催

（１回）
研修会の開催開催

（１回）

学校に対する受動喫煙防止の普及啓発（敷地内禁煙の呼びかけ）

研修会の開催開催

（１回）
研修会の開催開催

（１回）

各学校において、養護教諭や学校医・学校薬剤師等による効果的な喫煙防止教育が実施されるよう、教材貸出や資料提供等の実施

喫煙防止教育研修事業の実施


